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令和５年第１回知名町議会定例会議事日程 

令和５年３月７日（火曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第１号） 

 ○開会の宣告 

 ○開議の宣告 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第２ 会期の決定 

 ○日程第３ 諸般の報告 

       （議 長） 

 ○日程第４ 行政報告 

       （町 長・教育長） 

 ○日程第５ 令和５年度施政方針表明 

       （町 長） 

 ○日程第６ 一般質問 

       ①西  文男君 

       ②今井 吉男君 

       ③奥山 雅貴君 

 ○散会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 

議席番号    氏   名  議席番号    氏   名 

  １番  福 川   勝 久 君    ２番  奥 山   雅 貴 君 

  ３番  城 村     誠 君    ５番  窪 田     仁 君 

  ６番  川 畑   光 男 君    ７番  新 山   直 樹 君 

  ８番  根 釜   昭一郎 君    ９番  西     文 男 君 

 １０番  宗 村     勝 君   １１番  今 井   吉 男 君 

 １２番  外 山   利 章 君   １３番  福 井   源乃介 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 村 山 裕 一 郎 君 議 会 事 務 局 主 事 伊 井  徹 君

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

職  名  氏  名   職  名  氏  名  

町 長  今 井  力 夫 君  耕 地 課 長  久 永  裕 一 君 

副 町 長
 
赤 地  邦 男 君  

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 

 
井 上  修 吉 君 

教 育 長  田 中  幸太郎 君  税 務 課 長  藤 田  孝 一 君 

総 務 課 長  成 美  保 昭 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

総務課長補佐  岡 越    豊 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

企画振興課長  元 栄  吉 治 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

農 林 課 長

 

安 田  末 広 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

兼 学 校 給 食 

センター所長 

 

甲 斐  敬 造 君 

農業委員会事務局長

 

上 村  隆一郎 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

窪 田  政 英 君 

建 設 課 長  英    敬 一 君  水道課長補佐  中 山  昌 昭 君 
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 議場内の皆さん、ご起立ください。 

 ただいまから令和５年第１回知名町議会３月定例会を開会いたします。 

 一同、礼。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

１２７条の規定により、今井吉男君及び外山利章君を指名します。 

 

△日程第２ 会期の決定 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、会期決定の件を議題とします。お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日３月７日からの３月１５日までの９日間にしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日から３月１５日までの９日間とすることに決

定しました。 

 

△日程第３ 諸般の報告 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 報告事項はお手元に配付してありますが、若干申し上げたいと思います。 

 令和５年、暖かく穏やかな新年を迎えることができました。今年はうさぎ年とい

うこともあって、コロナ禍からの脱出、飛躍の年にしたいと多くの皆さんが願った
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ことだと思います。町長はじめ執行部と私たち議会が一丸となって、これを実現し

ていかなければなりません。 

 １月２日、町あるいは各種団体の行事がスタートいたしました。午前９時からは

町内一周駅伝競走大会、午前１０時からはみやま神社の新春例大祭、午後２時から

成人式、二十歳のつどい、さらには夕方６時から新城公民館において５連覇２７回

目の優勝をした西目チームの祝勝会と、朝から町長と共に行動した慌ただしい１日

となりました。 

 １月６日、新春恒例の消防出初め式が白浜漁港広場にて開催されました。近年、

多くの若い団員が加入しており、その若い団員の皆さんから新年早々休みが取りづ

らいとか、あるいは人手不足等もあって休みを言い出せないという声を聞いており

ましたので、町の団長には、１月６日限定ではなくて、三が日を過ぎた最初の日曜

日の開催にしてはという申入れを行っております。１４０名の団員が全てそろえる

環境を整え、全員が出動できる出初め式にしていかなければならないと思っており

ます。ちなみに、令和６年は１月７日が日曜日に当たりますので、担当のほうと消

防幹部会の中で検討していただければと思いますが、いずれにしても、三が日を過

ぎた最初の日曜日、見物客も、また団員の家族も参集できるのではないかと考えて

おります。 

 １月１１日、県自治会館において正副議長・事務局長合同研修会が開催されまし

た。３年ぶりの開催とあって、議会運営の基本的なところからレクチャーを受けた

ところであります。ただ、衝撃だったのは、五、六年間一般質問が一回も行われて

いない町議会が存在するということに大きな驚きを覚えました。議員の任期は４年、

一度も一般質問をしないまま、また次の選挙で出てくるという現状。私たちの議会

とは真逆の議会があるということを知りました。今回も１１名全員が一般質問に立

ちます。一般質問は、議員にとって本当にひのき舞台であり、自分の能力を発揮す

る、見せる最大の場だと思っております。１１名の皆さんの議論を深めていただき

たいと思います。 

 翌１２日には市民文化ホールにおいて全議員を対象にした町村議会議員の研修会

が行われ、経済エコノミストの永濱利廣氏、ＮＨＫ元アナウンサー中村克洋氏の楽

しい講演がありました。 

 ２月１５日、第１回臨時会が開催し、テレワークオフィスの運営と管理に関する

条例の制定、そして、これから本格的に始まります地球温暖化対策、ゼロカーボン

アイランドおきのえらぶの検証を行うために調査特別委員会を設置したところでご

ざいます。今後は委員会を中心に、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ推進事業
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の検証等を行ってまいります。 

 ２月１７日、鹿児島市において町村議会議長会の定期総会が行われ、上程された

議案を全て承認しました。そして、特別決議において、奄美群島振興開発特別措置

法の延長と制度の拡充を総会において決議、決定いたしました。 

 ２月２１日、市町村議会議長会、郡内の議長会並びに広域事務組合の定例会が奄

美市でありました。来る５月１１日木曜日、本町あしびの郷において第６４回奄美

群島市町村議会議員大会を開催することを決定いたしました。１８０人を超える規

模の大会であり、１２年に１度回ってくる持ち回りの群島大会であります。準備を

整えてしっかりとお迎えしたいと、運営していきたいと考えているところでござい

ます。職員の皆さんの協力もいただきたいと思っておりますので、ご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。 

 終わりに、ロシアによるウクライナ侵攻から１年余りが経過をいたしました。

８０億人の人類の中で、たった１人の独裁者を誰も止められないという現状、また、

たった１人の独裁者によって全世界が未曽有の混乱に直面しているのが現実であり

ます。ウクライナに一日も早く平和と復興の日が訪れることを希望し、改めてロシ

アを非難するとともに、世界平和を願っていきたいと思っております。 

 以上で報告を終わります。 

 次に、地方自治法第２３５条の２第１項の規定による例月出納検査の結果を同条

第３項の規定により、また、地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく備品監査

結果について監査委員から報告があり、お手元に配付のとおりです。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 

△日程第４ 行政報告 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第４、行政報告を行います。まず初めに、今井力夫町長の報告を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、議場内の皆様、そしてインターネット中継等をご覧の皆様、改めまし

ておはようございます。平素から本町の町政運営等に多くの皆様のご理解、ご協力

を賜っておりますことに対しまして、まずもってお礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。今後とも、本町発展のために多くの皆様のご理解、ご支援を賜ることが

できればと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、私の閉会中の行政報告をさせていただきます。 
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 まず、先ほど議長のほうからもございましたけれども、世界は非常に大きな混乱

に陥っております。世界を見ますと、ロシアのウクライナ侵略をはじめ、北朝鮮の

ミサイル発射、台湾有事への懸念など日本周辺の安全保障環境が急速に厳しさを増

している中、身近には、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食店やホテル等

の観光産業、交通産業、そしてイベント関連産業、農林水産業などが大きな影響を

受けていることに加え、現下におきましては原油価格や各種の資材の高騰、円安に

伴う物価高騰対策などが喫緊の課題となっております。 

 役場といたしましては、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金等を活用

し、物価高騰緊急対策といたしまして、マイナンバーカード取得促進商品券、プレ

ミアム付商品券、非課税世帯への支援、課税世帯への支援、肥料価格高騰対策補助

金、畜産飼料価格高騰対策事業、ハーベスター組合への燃料支給、給食費の臨時扶

助などの支援策をこれまで行ってまいりました。 

 しかしながら、物価高騰や原油価格高騰が収束する気配はいまだに見えておりま

せんので、町民の皆様が安心した生活を送れますように、今後も国・県の支援動向

を注視しながら対応を考えていきたいと考えております。 

 それでは、休会中の私の行政報告を時系列に説明させていただきます。時間の都

合上、主立ったものをご報告させていただき、全容につきましてはお手元の資料で

ご確認いただきたいと思います。 

 まず、１２月１９日火曜日、町は行財政の健全化を図るべく、平成２９年から公

立３保育園、５つの幼稚園を２つの認定こども園での運営に取り組んでまいりまし

た。しかしながら、少子高齢化や人口減少、町民のニーズの多様化など、町を取り

巻く各課題に的確に対応するため、今までの行政の在り方を見直し、新たな視点を

取り入れた仕組みを構築する必要がございます。このような中で、公立認定こども

園の在り方や将来像について、民間活力の導入も視野に入れた公共施設の在り方を

検討し、今後の保育行政に活用するため、こども園在り方検討委員会を１０月から

進めてまいりました。第１回の検討委員会におきましては、こども園の民営化につ

いては保護者アンケートを実施したほうがよいであろうということで、アンケート

を実施させていただきました。 

 そして、今回、第２回目のこども園きらきら民営化在り方検討委員会におきまし

ては、保護者アンケート結果の考察を実施いたしました。子供たちが安心して通園

できる施設であれば、町立でも私立でも問題はないという賛成意見が３０％でござ

います。今までの体制と違ってくることへの不安から反対意見を申し上げている保

護者が３５％、まだ特に意見はないと、分からないという方が３５％、保護者アン
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ケートにおける自由意見におきましては、保護者に民営化のメリットとデメリット

について説明をしてほしいという意見が多数寄せられておりました。 

 そこで、１月に説明会を実施いたしまして、民営化にしても保育料等の変更はな

く、町もこども園の運営には常に関与していくので、官民協働で保護者が安心して

子供を預けることができるように、そのような体制、環境づくりを整えていくとい

うことをご説明させていただきました。 

 １２月２１日、奄美地域離島航空路線協議会がございました。奄美地域住民生活

を圧迫する割高な移動コストを軽減することにより、離島住民の負担軽減が図られ、

令和５年度におきましても、奄美群島航空路・航路運賃軽減事業と奄美・沖縄連携

交流促進事業の継続を決定しております。 

 また、航空会社におきましては、群島各地域からいろいろな意見、要望が出され

ております。 

 まず１つ目に、沖永良部・徳之島・奄美大島路線につきまして、徳之島経由とな

るために一度機外に出て検査を受けて、再度待合室に入り搭乗するということにな

りますので、再検査を受けないで機外に出てすぐに搭乗待合室に入れるようにして

ほしいという要望を行いましたが、航空保安上難しく、再度搭乗する人が駐機場内

でほかの人と接触できない体制づくりを検討するという回答でございました。 

 続きまして、離島割引カードの有効期限等につきまして質問をさせていただきま

した。ＪＡＬに登録した有効期限が切れておりますと離島割引が適用されないので、

マイナンバーカードと離島割引カードが連動できるようにできないのかという要望

を行いましたが、現在はシステム変更など更新が非常に難しい部分があるというこ

とで、検討していくということになりました。 

 ３つ目に、現在、離島割引で購入したチケットはスマホ等では変更ができず、日

程変更するときには電話で担当者と話さなければなりません。そのとき、電話が混

んでおりましてなかなか変更できないのが現状であります。そこで、スマホ等でホ

ームページから変更できるようにしてほしいということを改めて要望させていただ

きました。令和５年度にはスマホからの変更対応ができるように、会社としては対

処するという回答をいただきました。 

 ４つ目には、奄美・沖縄連携交流促進事業におきまして、両地域の交流連携をさ

らに高めるためには、運賃のさらなる軽減に向けて沖縄県と鹿児島県がしっかりと

交渉してほしいというように県に要望してきました。 

 １月１１日、奄美ティダ委員会がございまして参加させていただきました。公明

党の奄美ティダ委員会、国会議員、それから県会議員、広域事務組合と私たち各市



― 8 ― 

町村長との意見交換では、太田昭宏前国土交通大臣、浜地衆議院議員、吉田国会対

策委員長、今上衆議院議員、窪田哲也参議院議員、鳴尾県議会議員、あと広域事務

組合局長ほか１２市町村長と、また代理で出席しました副町長とで協議を行いまし

た。 

 その中で、知名町からの提案といたしましては、稼げる奄美群島（島づくり）に

向けて私が２つのことを要望しております。 

 まず、沖縄県との交流促進につきましては、沖縄県へ群島民の航路・航空路の運

賃軽減を進めてほしい。生活・文化的にも沖縄と深い結びつきにあります沖永良部

をはじめ、群島民が沖縄に行く機会が多くなる。運賃軽減がなかなか進んでいない

ので、離島割引並みの軽減措置をお願いしたい。 

 ２つ目に、沖縄県への農産物の輸送コスト軽減。 

 群島から農産物の輸送コスト支援がないので、農作物の販路拡大に大きな支障と

なっている。特に、花農家の切り花を東京市場へ出荷するのには、経費と時間がか

なりかかり過ぎている。また、今後、東南アジア等への販路拡大に向けて、沖縄の

ハブ空港の活用は必要不可欠であると。 

 それから、農業振興と新規就農者への育成につきましては、現在、４９歳までの

新規就農者への支援を国が行っておりますが、６０歳定年後にＵターンしてくる島

出身者がふるさとに移住し、農業を始めるために支援策が必要ではないか。町独自

でも計画をしているが、地方への移住者を増やすためにも支援策は今後必要となる

のではないか。 

 ２つ目に、輸送コスト支援の品目に縛りが強いので、新規の作物の開発と販売に

大きな支障となっているので、品目の縛りを少し拡充してほしいと。 

 ３つ目が、サトウキビの政府買取り価格の引上げを検討してほしい。今後の食料

安全保障や甘味料確保に向けて、農家がやる気を持って取り組めるように配慮して

いただきたいというような、大きく沖縄との交流、それから農業振興の２点につい

て、私のほうでは要望を出させていただき、ティダ委員会のほうからは、次期奄美

振興策において、そのような要望等についてはしっかりと検討してまいりたいとい

う回答をいただきました。 

 次に、１月１３日、市町村長研修会と緊急医療近況報告会が鹿児島のほうでござ

いました。 

 まず、第２回の市町村長特別研修会におきましては、これまで行政が主体となっ

て進めてきましたＤＭＯ、観光地域づくり法人というのは補助金頼みであり、コン

テンツを磨き上げたりモニターツアーをしたり着地パンフレット作成などを行って
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おりますが、補助金がなくなるとその継続が難しくなり、持続性に欠けている。今

後、持続可能なＤＭＯ経営はどうあるべきかということにつきまして、幾つか国内

で成功している先進事例を基に、自立・継続運営できるＤＭＯの在り方についての

研修を行いました。 

 この研修には、一般社団法人気仙沼地域の戦略理事であります森 成人さんが、

気仙沼市における観光戦略とコロナ後の観光振興政策についてご講演をしていただ

きました。その中で森氏が進めるのは、まずマーケティング、それから人材育成、

財源の確保を明確にする必要がある。観光地づくりに向けて、マーケティングに基

づいた地域コンセプトを明確にする必要がある、そして、継続できる財源を自分た

ちで確保する、推進するための人材を確保しなければいけないというお話がござい

ました。 

 その中で先進事例といたしましては、釜石市のＤＭＯというのは、ふるさと納税

の代行を行っている。それから指定管理として４か所受託し、研修や体験、これは

修学旅行などを扱っているということで、年間に５億円ほど収入を上げているとい

うことでございました。 

 それから、熊野ツーリズムビューローは、旅行業を運営し、外国人の観光旅行者

を視野に着地型観光商品の開発を行い、地域事業者向けのセミナーや案内板整備な

どを請け負い、体制を整備している。観光案内業務委託を行って、経営に財源を確

保しているということでございました。 

 それから、まちづくり小浜ＤＭＯにおきましては、指定管理業務委託を受け、古

民家の宿泊所の運営を行ったり開発をしていると。それから、ＥＣサイト運営と着

地型観光商品の開発を行い、運営を行っていると。 

 キタ・マネジメントＤＭＯにおきましては、不動産業として歴史的建造物の改修

や賃貸業務を行い、分散型ホテルを経営し、ふるさと納税の代行業務を行ったり地

域の物産の販売業務も行い、収益を上げているということでございます。 

 気仙沼地域のＤＭＯは、市内加盟の施設１３０か所への送客につながる地型観光

情報アプリを開発し、その利用ごとに手数料をもらって着地観光商品開発を進めた

り、物産商品の開発と販売を行って財源を確保しているというような説明がござい

ます。 

 次に、離島緊急医療における緊急患者の搬送につきましては、夜間や悪天候には

民間航空機・船舶のほか、ドクターヘリや消防ヘリの対応が困難なときは、陸上自

衛隊第１５旅団、海上自衛隊第２２航空隊鹿屋航空分遣隊、第十管区海上保安部が

担当しておりますが、昭和３６年以来、多くの患者搬送を担ってきていただきまし
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た鹿屋分遣隊が除籍されるということになりました。これまで県民の安心と安全の

確保に大きな役割を果たしてこられたことに対しまして、感謝の念に堪えません。

今後は、陸上自衛隊第１５旅団と陸上自衛隊高遊原基地、それから航空自衛隊新田

原基地、鹿屋第２１２教育航空隊、第十管区海上保安部のヘリが対応するという代

替案が出されました。 

 続きまして、１月２２日、「子や孫が誇れる持続可能な町づくり」住民説明会を

実施しました。コロナウイルス感染症拡大により開催を控えておりましたが、３年

ぶりに行政報告と、町民と対話形式で行政説明会を実施しました。主な行政報告と

いたしましては、新庁舎建設の経過の説明、脱炭素社会づくりへの説明、水道水の

硬度低減化に向けての取組の３点について、予算や進捗状況についてご説明をさせ

ていただきました。 

 新庁舎建設につきましては、工事進捗状況については最新のドローン撮影画像を

参考に、造成工事や道路改良工事、本体工事状況と各予算総額が２７億

６，０００万円ほど想定しているということを説明しました。配付資料を基に、庁

舎耐久性は、今後、大規模修繕不要期間を６５年としていると。それから使用限界

期間を１００年と想定しているということ、防災面では緊急時の発電システムや職

員の駐車場を雨水抑制施設にしているということなどを細かく説明させていただき

ました。 

 脱炭素社会づくりへの取組につきましては、高断熱で高効率設備を採用し、庁舎

内の使用電気を５０％削減したＺＥＢ Ｒｅａｄｙ化を進めているということ、町

民に親しまれる庁舎といたしましては、フラワーホールやテラス、相談室・打合せ

室、授乳室、キッズコーナーなどを設置しているということ、また、ユニバーサル

デザインとして、鹿児島県の福祉のまちづくり条例に基づいて視聴覚障害者などに

も配慮した取組などを行っているということを縷々説明させていただきました。 

 次に、なぜ脱炭素に取り組む必要があるのかということについて、地球温暖化の

原因と将来予想を沖永良部にどのような影響が生じてくるのか、現在知名町でどれ

だけの二酸化炭素が排出されているのかを説明した後、２０２０年９月に知名町気

候非常事態宣言後、知名町が目指す脱炭素地域としてどのような取組をしてきたの

か、また、今後どのような取組をしようとしているのかということについて説明を

させていただきました。 

 ３つ目には、水道設備再編と水道水の硬度低減化の取組状況を説明しました。平

成３０年度に実施したアンケートでは４４％の町民が不満を、それから、やや満足

を含め満足しているのは２９％で、不満の理由は、石灰による機器の寿命が短い、
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石灰沈殿物への違和感がある、水がおいしくないなどという理由であります。アン

ケートに回答した約８００世帯が、各家庭が自前で設置しております軟水機や飲料

水を別途購入している金額から試算すると、約５，０００万円以上のお金が島外に

流出しているということ。実際には軟水装置を設置したり、または水を購入してい

る家庭はまだまだ多くあると思われますので、そのあたりから試算すると、島外に

流出しているお金というのはかなりのものがあるのではないかと思われる。また、

飲料水の購入がなされていることや、病院などの事業所などで硬度の高い水による

病院経営に占めるお金というのがかなりのものがあるので、病院側からも早急に硬

度低減化を進めてほしいというような要望があるということ、このような課題を解

決すべく、現在、町では、５つある配水池を上城配水池に集約する水道管路緊急改

善事業を進めているということ、今後、水道水の硬度低減化に向けた水道設備再編

事業を計画していることについてご説明をさせていただきました。 

 そのほか、農業振興策や道路改善事業などの施策についても一部説明を行い、町

民からは、フローラル館の温水設備の整備をしてほしい、庁舎建設など町施策をも

っと町民が見やすいようにウェブや公共施設に掲示をしていただきたいという意見

が出されました。 

 今後も、毎年町民に行政内容について細かく説明し、意見を求めるような取組を

行い、共に考え、共に住みよいまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 １月２８日、危機的状況にある方言サミットにつきましては、教育長のほうで詳

しく話をしていただきたいと思います。 

 １月３１日、子ども第三の居場所の開所式がございました。日本財団の第三の子

どもの居場所事業は、２０１６年より、全ての子供たちが将来の自立に向けて生き

抜く力を育むことのできる場所として全国に開設しております。子ども第三の居場

所では、食事、学習習慣、体験学習などの機会を提供しております。 

 今回、フローラル館のハイサイの後に開設いたしましたｅｎｔａｋｕは、コミュ

ニティモデルとして小・中・高生を主な対象としつつも、地域の方々やホテル滞在

者など多くの大人と触れ合うことのできる機会の場を目的としております。週３回

のオープンキッチンをはじめ、様々な人々との交流機会を創出していくコミュニテ

ィスペースとして活用していただきたいと考えております。 

 また、この施設では、南北連携事業やデジタル田園都市国家構想とも連携してお

り、関係人口創出や移住促進も視野に入れた取組にしたいと考えております。運営

は、町と包括連携協定を締結しております一般社団法人ツギノバが担当してまいり

ます。一つ一つの事業が個別に活動するのではなく、幾つかの事業が線で結ばれた
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共同体として活動することにより、より大きな効果を生むものと期待をしておりま

す。 

 次に、２月５日、令和５年度産のばれいしょ出発式がＪＡ集荷場で開催されまし

た。今年の栽培面積は２３５ヘクタール、約４，０００トンの出荷を計画している

ということでございます。今期の冷蔵種子につきましては、１０月頃から本格的に

植付けを行いましたが、生育期から断続的な降雨があったり季節風の影響を受け、

厳しい生育状況となっているということ、北海道産の種子についても、発芽の悪い

圃場や降雨の影響で植付けの遅れが見られているということです。 

 「春のささやき」は１８年連続で鹿児島の農林水産物認証を獲得しており、本町

のバレイショの指定野菜産地、安全なバレイショとして消費者から信頼の厚い農産

物となっており、「春のささやき」が高い評価で引き続き取引されるよう期待して

おります。 

 この日は、この後に沖永良部バス企業団の職員採用試験も実施しております。こ

れまで両町から事務職員を出向させておりましたが、３年ごとに職員が替わるごと

に事務処理のノウハウを指導することは非常に効率的ではないという思いから、今

後は、両町からの出向をやめて、事務職員はバス企業団で採用していくということ

にしております。 

 ２月２０日月曜日、令和５年知名町特産品フェアの開催に当たり、県知事をはじ

め県庁各課に広報活動を行い、その後、鹿児島県国民健康保険団体連合会総会に出

席をしました。総会におきましては、専決処分事項第１号から第４号、令和４年度

の歳入歳出予算補正事項第４号から第１０号、令和５年度会計歳入歳出予算を審議

しました。令和５年度予算におきましては、前年度比で約１２％、３億円ほど増額

し、増額の理由は、令和６年４月から次期国保総合システムを稼働させるために向

けてのシステム及び機器の更新を行うための費用のものであるという説明がござい

ました。 

 ２月２１日、奄美市で市町村長会議がございました。令和４年２月から令和５年

２月までの会務報告や令和３年度の市町村会の決算書、令和５年度の一般会計予算

等の検討が行われました。 

 それから、奄美群島成長戦略ビジョン２０２３につきまして、ビジョン懇話会の

座長でございます原口先生から提言を町村会長であります高岡町長に提出され、内

容の検討が行われました。 

 ２０２３新ビジョンにおきましては、奄美群島は国土保全や国土防衛の国家的な

役割と、国民に人間性回復の癒やしの場を提供できる国民的役割を担っているとい
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うこと、今後も、担い手の育成や確保、域内循環率の向上や教育環境の整備などに

より、奄美群島の幸福度をさらに高めるということが求められている。群島民が幸

せに生活をするため、これまでの基本理念であります農業、観光・交流、情報を継

承しつつ、新たに３つの柱として、「つなぐ宝」「稼ぐ力」「支える地域基盤」を

基軸とした自然と文化を守り受け継ぐとともに、仕事の創出に重点を置いた産業振

興を目指すという基本理念を基に各種施策を進めるということを明記しております。 

 また、奄美群島日本復帰７０周年記念事業実行委員会におきまして、事業費を鹿

児島県と奄美群島広域事務組合がそれぞれ１，２００万円ずつ負担し、総額

２，４００万円としていると。式典の内容につきましては、期日を令和５年１１月

１１日に、復帰５０周年記念式典同様の内容で行い、場所は奄美市にあります文化

センターで実施するということを決定しました。 

 その後、各種会議がございまして、奄美観光物産協会理事会・総会、その後、地

域行政懇話会などがございました。 

 ２月２７日月曜日、第２回ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ推進協議会が和

泊町役場でございました。本協議会は、沖永良部のゼロカーボンを進めるに当たり、

各方面から有識者や関連事業者の提言を受け、離島モデルとなる脱炭素社会の実現

を目指すための協議を行うものでございます。 

 協議内容といたしましては、再生可能エネルギーなどのハード面だけでなく、島

民の脱炭素に向けた取組への理解や活動促進につなげる施策を検討するものでござ

います。参加者は、両町の関係者、鹿児島県のエネルギー対策課、環境省の関係者、

東京大学大気海洋研究所、九州電力、協力企業の各社代表が参加し、年に２回開催

することになり、脱炭素社会づくりの方向性を検討してまいります。 

 今回は、両町の事業変更につきまして、地域マイクログリッド事業に関して京セ

ラとＤＧキャピタルから技術内容と新庁舎周辺における発電・蓄電の有効性につい

てを検討しました。ほかには、リコージャパンやサステナブル経営推進機構の本年

度の取り組んだ事項の説明、それから鹿児島県が本年度取り組んでおります取組事

項等の説明などもございました。また、次年度からは九州電力や地元金融機関、そ

れから戸田建設株式会社などを協議会のメンバーに追加していくということなどが

承認され、本協議会の参加自治体、協力企業がほぼ出そろい、今後、この事業につ

いての詳細な検討がさらに加速されるものだと確信をしております。 

 以上で、閉会中の私の行政報告を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、今井町長の行政報告を終わります。 
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 次に、田中幸太郎教育長の報告を求めます。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、令和４年１２月１３日から令和５年３月６日までの教育行政につきま

して、主なものを抜粋して報告をさせていただきます。 

 １２月１８日、あしびの郷・ちなで行われた科学の祭典では、消防署や各学校、

生涯学習課が準備した８つのブースが設けられ、訪れた親子は科学の不思議さや面

白さを体験しておりました。また、町中央公民館で行われた図書館まつりでは、ク

リスマスに関するお話会やスライム作りなどの工作会が行われ、親子で楽しいひと

ときを過ごしておりました。 

 １月２日、好天に恵まれ、あしびの郷・ちなを拠点に第４８回町内一周駅伝競走

大会が行われました。全１１チームの選手たちは沿道で多くの町民の声援を受けな

がら激走し、結果は、Ａブロック第１位、西目チーム、第２位、知名チーム、第

３位、黒貫チーム、Ｂブロック第１位、正名チーム、躍進賞、余多チームとなり、

西目チームは今回の優勝で５連覇を達成しました。 

 午後からは、昨年度までの成人式を二十歳のつどいと名称を改めて行いました。

対象者６７人中５１人が出席し、保護者や来賓等が見守る中、りりしい姿で式に臨

んでおりました。先行き不透明な時代ですが、一人一人が夢を持ち、心豊かにたく

ましく歩んでいってほしいと思います。 

 １月５日、この日から２日間にわたり人事異動に係る校長面接を行いました。異

動対象者の状況を詳細に確認するとともに、次年度の人的配置を含めた経営構想等

について校長から説明を受けました。 

 午後からは、新春書き初め大会に出席しました。参加者は小学生６人、中学生

１人、一般４人の計１１人で、課題の文字をよく見て熱心に筆を運んでおりました。 

 １月１０日、各小・中学校で３学期の始業式が行われました。コロナ感染状況は

まだ予断を許さない状況にあることから、各学校では引き続き感染防止対策を徹底

しながら、１年間のまとめと次年度の準備を計画的に進めてほしいと思います。 

 午後からは、島留学希望者の面接を行いました。今回は東京都に住む小学５年生、

双子の姉妹で、本人たち、保護者ともに沖永良部島での生活を楽しみにしている様

子でした。今後、留学に向けた事務手続を適切に進めていきたいと考えております。 

 １月１３日、あしびの郷・ちなにおきまして大島教育事務所長による校長面接を

行いました。内容は、さきの教育長による校長面接と同じで、三者で異動対象者の

状況を詳細に確認いたしました。 

 １月１７日、今年、奄美群島が日本に復帰して７０年になることから、沖永良部
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島及び与論島の二島分離反対運動を象徴する「復帰の歌」の歌碑を建立するために、

沖高同窓会や和泊町と協議を行いました。今回は初めての会合で、事業の目的や内

容、実行委員会の名称・運営体制等について協議しました。今後も関係者で協議を

継続し、本年中に歌碑を建立できるよう努めていきたいと考えております。 

 １月１９日、中央公民館におきまして白百合大学の学習会が行われ、「心にしみ

る言葉」と題して講話をさせていただきました。参加された皆様は熱心に耳を傾け、

年齢を重ねても学ぼうとする姿勢に心を打たれました。その後、認定こども園きら

きらで、幼児期からの運動習慣形成プロジェクト「バルシューレ」の活動を視察し

ました。子供たちは元気よく運動に取り組んでいて、将来の健康的な生活を送る上

で幼児期からの運動習慣が必要であることを認識いたしました。 

 １月２０日、議会委員会室におきまして、各学校長の推薦に基づき、学芸、読書、

体育、友情、善行及び皆勤の６つの分野で知名の子表彰審査会を行いました。成人

年齢が引き下げられたことや沖高側からの申入れを考慮し、今回からは高校生は対

象から外れることとなりましたが、各小・中学校から推薦があった児童・生徒は全

て表彰することになりました。今後、各学校でほかの児童・生徒を巻き込んで活躍

してほしいと思います。 

 １月２３日、住吉小学校におきまして第５回町教頭研修会を行いました。今回は、

「学校で取り組めるＳＤＧｓ」をメインテーマに掲げ、本町グリーン人材の乾 大

樹氏に講話をしていただきました。地球温暖化と脱炭素との関わり、沖永良部島に

おける脱炭素との関係性や脱炭素先行地域の取組、学校における脱炭素分野の活用

などについて分かりやすく説明、紹介をしていただき、貴重な学びの機会となりま

した。 

 １月２５日、全国学校給食週間における取組の一環として、地産地消推進協議会

の皆様と共に学校給食を試食しました。当日の献立は、桑茶ミルクパンやジャンボ

インゲンのクリーム煮、揚げ鳥のしーくりぶソースなど地産地消につながるメニュ

ーで、参加された皆様は島の味を楽しんでおられました。 

 １月２８日、この日から２日間、あしびの郷におきまして、危機的な状況にある

言語・方言サミットが開かれました。１日目は、沖高エイサー部によるオープニン

グ演奏、塩田県知事も出席された開会式に続き、ハイス・ファン・デル・ルベ先生

による基調講演、危機的な状況にある言語・方言の聞き比べ、各地の島ムニや島唄、

寸劇などが披露され、２日目は、危機言語の現状と取組の状況、アイヌ語学習の現

状と課題の２つのテーマについての講演、沖永良部の島ムニ継承に関する協議、ブ

ースアピール及びブース発表などが行われました。方言は、その土地の文化であり
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アイデンティティーの象徴であるということを改めて認識するとともに、社会全体

で方言を継承していくことの必要性を痛感しました。島ムニサロン等、出演してい

ただいた皆様に心よりお礼を申し上げたいと思います。なお、次年度のサミットは

沖縄県の与那国島で開催予定となっております。 

 １月３１日、中央公民館におきまして文化財保護火災訓練を行いました。火災発

生時の避難誘導や重要書類等の搬出、消火訓練の実際等を行い、中央公民館及び図

書館に勤務する職員の防火意識を高めました。 

 その後、旧ハイサイの跡地に出来たｅｎｔａｋｕにおきまして開所式が行われま

した。この施設は、子どもの第三の居場所として子供たちを対象にしつつ、地域の

大人も気軽に立ち寄ることのできるほか、オープンキッチンやイベント、ワークシ

ョップ等を通じて交流人口の創出を図るために、日本財団がコミュニティモデルと

して開所したものであります。今後、様々な機会に活用が図られ、子供たちの心の

安定やコミュニティーの深化につながることを期待したいと思います。 

 ２月３日、鹿児島市の黎明館におきまして広域スポーツセンター研修会が行われ

ました。この研修会では、スポーツ庁の新規事業である幼児期からの運動習慣形成

プロジェクトの内容が紹介され、本県で唯一委託を受けた本町教育委員会及び特定

非営利活動法人沖永良部スポーツクラブ・ＥＬＯＶＥが、ドイツで開発された運動

遊びバルシューレの認定こども園での活動状況や、指導者の確保・育成について発

表しました。今後、この活動が広がり、本事業の趣旨である子供の運動遊びの重要

性に関する普及、啓発につながることを期待したいと思います。 

 ２月５日、あしびの郷・ちなを発着点に、全２０チームが参加し、奄美群島日本

復帰７０周年記念島内一周駅伝競走大会が行われました。選手たちは沿道の声援を

力に激走し、結果は優勝、沖永良部消防署、第２位、国頭ガジュマル、第３位、Ｏ

ＳＲＴ（大島を支えるランナーチーム）、躍進賞、大山自衛隊となりました。中学

生や高校生の活躍が光った大会でもありました。 

 ２月１１日、あしびの郷・ちなにおいて南西航空音楽隊ファミリーコンサートが

行われ、会場には多くの町民が詰めかけました。オープニングでは、認定こども園

きらきらの園児たちが元気よく歌って踊り、その後の演奏では、ビッグバンド特有

のジャズアレンジやダイナミックな演奏で聴衆を魅了していました。 

 ２月１３日、町中央公民館におきまして鹿児島学習定着度調査分析研修会を行い

ました。私のほうから全国で学力トップクラスの石川県の取組を紹介した後、本町

の調査結果の確認、各学校の取組状況の発表、出席者による意見交換という流れで

進めました。今後、各学校においては、成果と課題を分析し、特に課題については
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具体策を立て、組織的に取り組んでいくことを期待したいと思います。 

 ２月１５日、大城小学校におきまして沖永良部秋季教育研究大会運営委員会が行

われました。本年度会場校の大城小学校から取組状況が報告された後、運営に係る

共通理解事項の確認がなされました。次年度の開催校は、小学校部会が知名小学校、

中学校部会が知名中学校となっており、今後、教育委員会としましても計画的、継

続的に両校を指導、支援してまいりたいと考えております。 

 ２月１６日、町中央公民館におきまして白百合大学の閉講式が行われました。全

員で記念撮影をした後、お互いに年間１０回の学習を振り返っていました。次年度

も「学ぶ喜び、できるうれしさ、出会う楽しみ」をスローガンに、各自のペースで

学びを深めていただきたいと思います。 

 ２月１８日、あしびの郷・ちなにおいて第１１回知名の子表彰及び第２５回島

唄・島ムニ大会が行われました。島唄・島ムニ大会では、１月末に開催された危機

的な状況にある言語・方言サミットの効果で町民の方言に対する関心が高まり、本

年度は昨年度の８団体より多い１３の個人・団体の発表がありました。中学生の作

文朗読から始まり、小学生や一般の個人・団体が日頃の練習の成果を発表し、会場

は終始和やかな雰囲気に包まれていました。島の貴重な文化である方言を、今後と

も関係機関と連携を深めながら、着実に継承してまいりたいと考えております。 

 ２月２０日、あしびの郷・ちなにおきまして、第２回町地域部活動推進協議会を

行いました。今回は、知名町地域部活動推進協議会の設置要綱や同設置規則、知名

町部活動の方針の改定、部活動指導員の任用等について学校教育課が説明をした後、

中学校や関係団体と意見交換を行いました。今後、運営母体となる特定非営利活動

法人沖永良部スポーツクラブ・ＥＬＯＶＥと緊密な連携を図り、部活動の地域移行

をまずは休日から、できる部活動から順次進めてまいりたいと考えております。 

 ２月２１日、町特別支援教育支援員の勤務状況等を確認するため、全小・中学校

を訪問しました。特別支援教育コーディネーターが作成した時間割を基に支援員の

動きを確認した後、校長から本年度の勤務状況や次年度の配置要望について聞き取

りを行いました。今後、人材の数と支援の必要性を総合的に勘案し、適切な配置に

努めていきたいと考えております。 

 ２月２５日、町中央公民館におきましてコミュニティ・スクール講演会を行いま

した。当日は、学校関係者はもとより区長や民生委員、保護者、学校運営協議会委

員など５０名を超える皆様が出席され、関心の高さを示しました。講師には星槎大

学大学院の三輪健二先生をお招きし、「コミュニティ・スクールとは～大切なポイ

ント～」というタイトルでご講演をいただきました。コミュニティ・スクールは、
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教員や保護者を含む地域の大人が学校・子供を軸に成長する場でもあるという言葉

が強く印象に残りました。出席者によるアンケートでも肯定的な評価が多く、コミ

ュニティ・スクールについて学びを深める貴重な機会となりました。また、翌日に

は、あしびの郷・ちなにおいて、各学校の教頭先生方を対象にコミュニティ・スク

ールについて語る会を行いました。お互いに課題を共有し、今後、各学校が実務を

進めていく上で道筋が開けたものと思います。教育委員会としても、コーディネー

ターの情報交換の場の設定や養成等について、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 ２月２８日、和泊町役場におきまして本年度第２回目の奄美群島日本復帰７０周

年記念歌碑建立について協議を行いました。実行委員会設置要綱を確認した後、実

行委員会のメンバーやスケジュール、歌碑の文言等について話し合い、次回は新年

度、４月下旬に本町で開催することを申し合わせました。今後とも、沖高同窓会等

と連携を深め、計画的、継続的に協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 ３月４日、大島支庁におきまして第３回人事異動連絡会及び地区教育長会議が行

われ、令和５年度人事異動の概要や今後のスケジュール等について大島教育事務所

より説明がなされました。翌５日には、議会委員会室におきまして教育委員会の臨

時会を開き、教育委員で情報を共有しております。 

 以上で、教育行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、田中教育長の教育行政報告を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 １１時１０分から再開します。 

休 憩 午前１１時０１分 

─────────────── 

再 開 午前１１時１０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第５ 令和５年度施政方針表明 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第５、令和５年度施政方針表明について、今井力夫町長の令和５年度施政方

針表明を行います。 
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○町長（今井力夫君） 

 本日は、傍聴席に地域女性団体連絡協議会の皆様もお招きして、令和５年度にお

きます私の施政方針を述べさせていただくことを非常に光栄に思っております。 

 それではまず、私の施政方針につきまして、お手元の資料の「はじめに」という

ところからご説明をさせていただきたいと思います。 

 町民の皆様及び議員各位には、平素から町政運営にご支援をいただき、心より感

謝申し上げます。 

 令和５年第１回知名町議会定例会開会に当たり、私の新年度に臨む所信及び町政

の基本方針を申し上げ、町民の皆様及び議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存

じます。 

 世界は、温暖化による気候変動、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ問題、

円安の進行など不安定な状況となっており、それらを起因とした物価高騰は、経済

に急激な変動をもたらしております。とりわけ外海離島であります沖永良部島にお

きましては、経済活動に大きな影響を与え、このような中、令和４年度におきまし

て、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を活用し、町独自の事

業として、物価高騰緊急対策知名町プレミアム商品券、物価高騰対策マイナンバー

カード取得促進商品券事業、物価高騰緊急支援商品券事業、肥料価格高騰対策事業、

畜産飼料価格高騰対策事業、サトウキビ収穫機原油価格高騰対策支援事業、子育て

緊急支援給食費軽減事業、原油高騰対策バス燃料補助事業などの事業を、議会の協

力を得ながら町内経済の下支え、活性化を図ってまいりました。 

 さて、本町では、「子や孫が誇れる町づくり」を町政の基本方針に据え、子や孫

の世代に住みよい地球環境を引き継ぐことが今を生きる大人の責務であるとの考え

下、そのシンボルとなる来年度末に完成を予定しております新庁舎におきましては、

脱炭素社会に向け省エネルギーと自然エネルギー、自然通風などの島の自然を生か

すなど環境に配慮した設計としており、町民に親しまれ、そして誰もが利用しやす

い庁舎となるものと考えております。庁舎建設と併せて、その他の公共施設への自

然エネルギーの導入、老朽化した公共施設の更新と再整備、旧庁舎跡地の活用、安

心して通行できる道路整備など、「いつまでも住み続けたい環境整備」「子供から

お年寄りまで安心して暮らすことのできるまちづくり」「未来を支える産業競争力

の強化と次代を担う人材づくり」に国や県、関係機関のご協力をいただきながら、

その実現を図ってまいります。 

 今年は、第７５回国民体育大会が奄美群島日本復帰７０周年記念大会として開催

されます。本町では、５月にはデモンストレーション競技といたしましてミニバレ
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ー、そして９月には公開競技としてパワーリフティングの開催が計画されておりま

す。日本各地から選手、関係者の皆さんが大勢来島されます。全国から集う選手た

ちを心から歓迎し、様々な交流をする中で、スポーツのすばらしさを共感するとと

もに、町民一人一人が体力の増進と健康寿命の延伸について考える機会にしてほし

いと願っております。 

 また、日本復帰７０周年に当たり、今日の沖永良部の発展は先人たちが戦後の混

乱や異民族支配を脱し、子や孫の教育の保障を願い、青年団や沖永良部高等学校な

ど全世代の一意専心な復帰運動の礎にあること、世界の恒久平和を維持することの

大切さを強く認識する機会にしたいものだと思っております。 

 さて、本町も多分に漏れず、人口減少や少子高齢化が加速しており、若年層の島

外流出などによる人材不足は、商業、観光業などの産業分野のほか、教育分野にも

問題が派生しております。連鎖して起きているこれらの課題を解決していくために

は、町全体を俯瞰した取組が必要となります。全てを一足飛びに解決することはと

ても困難でございます。しかしながら、知名町には地域の特性・特色を形づくる

２１の字というコミュニティーが存在し、地域の暮らしを支えてきた基幹産業であ

ります農業や観光業があります。これらの強みや魅力を生かしたまちづくりこそが

本町の進むべき方向であると確信し、第６次知名町総合振興計画において、

「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子や孫が誇れるまちづくり」をビジョ

ンとして掲げ、３つの基本理念、２１の行動方針、そして２つの管理指針を定めて

おります。 

 ３つの基本理念（ミッション）とは、まず１つ目が、いつまでも暮らし続けたい

環境の維持・整備。 

 町民が暮らし続けたいと思えるような生活環境や生活基盤、上下水道環境、住環

境、道路環境、情報通信環境、自然環境などのこれらの整備・保護を推進してまい

ります。 

 ２つ目に、持続していくためのコミュニティーの創出と育成。 

 地域社会が持続していくために必要な子育て支援、適切な医療・介護・保健・福

祉の充実、女性が生き生きと活躍できる環境の整備、字の特色・魅力を生かした見

守り、声かけ合える、安心して暮らしていける環境づくり、災害などへの自主防災

力の向上と災害に強い社会基盤整備、防犯基盤の整備を推進してまいります。 

 ３つ目の未来を支える産業競争力の強化と次世代を担う人づくり。 

 基幹産業であります農業、水産業と観光をはじめとした商工業の連携を推進し、

産業競争力強化と起業・継業に意欲を持って働ける仕事の創出・就業支援、次世代
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の担い手をつくる教育の振興を推進してまいります。 

 これらのミッションをクリアするための具体的な行動指針としては、２１のアク

ションプラン（行動方針）を示し少しずつ取り組んでまいりましたが、これらのア

クションプランを進めるための実施計画は毎年度事業評価を行いながら、財政状況

を踏まえながら加除修正していかなければなりません。町が抱える様々な問題を解

決していくためには、離島という厳しい環境の中で先人たちが育て上げた「結いの

心」がつくり出した字を基盤とした多様性と、強固なコミュニティーを基軸とした

まちづくりが不可欠でございます。 

 私が町長就任以来掲げております「子や孫が誇れる持続可能な町づくり」の実現

に向けては、みんなで考える協考、みんなで取り組む協働、みんなでつくり上げる

協創という３つの基本姿勢の下に取り組んでいくことが肝要だと思っております。 

 今後も、町民の皆様のご意見を反映した町政運営を基軸にし、適宜、町民と語る

会などを通して町民のご意見、ご提言を伺いながら、各施策に対する評価・検証・

見直しを行うＰＤＣＡサイクルを動かし、町民が主役となったまちづくりを進めて

まいります。 

 それでは、令和５年度の財政状況と主な政策等についてご説明申し上げます。 

 まず、本町の財政状況につきまして、本町財政は、各種の施策を的確に実行しな

がら財政の健全な運営に努め、財政力を示す各財政数値、下のほうの第２表にあり

ますが、やや改善してきております。しかしながら、子育て環境や教育環境のさら

なる充実を図るための経費や、高齢化の進行による扶助費等は高止まり状況であり、

町債残高につきましても、近年、認定こども園や給食センター等の大型の普通建設

事業を実施し、令和４年度に庁舎建設事業を着工し、令和５年度は新庁舎本体工事

及び脱炭素推進に向けたマイクログリッド構築事業、一般会計からの水道事業にお

ける硬度低減化・管路整備等に伴う出資を行うことなどから、令和５年度末には

８７億７，２４３万円の町債残高を見込んでおります。依然として高い水準で推移

をしております。 

 今後も、人口減少対策や社会保障費の増加、教育環境の充実、生活基盤及び地域

社会の維持など必要不可欠な事柄への対応をはじめ、公共施設の整備・更新及び長

寿命化等の維持管理の的確な実施を求めるなど、非常に厳しい財政運営が求められ

ております。 

 歳入面におきましては、町税や使用料、手数料、分担金などの自主財源の確保に

努め、国・県支出金や交付税措置のある地方債の活用、受益者負担の適正化や特別

交付税の対象となる事業による財源の確保を図ってまいります。 
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 また、歳出面においても、これから紹介する各施策が最少の経費で最大の効果を

発揮できるように努めてまいりたいと思います。 

 各第１表から第２表には、当初予算が令和２年からどのように推移してきたもの

か、第２表には、現在、知名町の財政力指数が記載されております。各自でご覧く

ださればと思います。また、第３表には一般会計から特別会計への令和５年度の予

算がそこに記載されております。第４表、町債の残高につきましては、そこに令和

５年度、先ほど申し上げました８７億７，２４３万７，０００円の町債が残ると令

和５年度で試算しております。 

 主要施策について申し上げます。 

 まず、ミッションの１番目、いつまでも暮らし続けたい環境の維持・生活基盤の

整備につきまして、ゼロカーボンシティ構想を推進し持続可能な自律自足システム

の構築につきまして、本町は外海離島であるため、その特性を生かし、太陽光や風、

小規模集落などを活用し、コミュニティーでエネルギー供給源と消費施設を持つ地

産地消を行う自律自足エネルギー供給システムの形成について、民間の意見や資金

を最大限活用し、経済合理性、持続可能性や脱炭素地域交通モデル等の確立を目指

してまいります。 

 国が進める２０５０年カーボンニュートラル実現を目指し、先進的な取組を行う

脱炭素先行１００地域自治体として、島の利点を生かし、他の外海離島や僻地のモ

デルになるような取組を推進していかなければなりません。本町が導入しようとし

ております新技術の実用性と信頼性を確かめ、環境省や関係団体と連携を図りなが

ら、堅実に取り組んでまいります。 

 脱炭素社会づくりは町民のご理解とご協力がなければできないことでございます

ので、今後、情報を逐次発信し、町民への説明会等を重ね、町民のご意見をいただ

きながら進めてまいります。 

 主な重点施策としては、下のほうに５つほど載せてありますのでご覧いただけれ

ばと思います。 

 続きまして、良好な生活環境（上下水道）の整備につきまして、豊かな社会につ

いて考えるときに、人間が生きていく上で最低限必要となるものは衣・食・住の充

足であります。そして、食の根本は水であります。沖永良部島は山に恵まれないた

めに河川に乏しく、水源を地下水に頼らざるを得ません。その水質は、島を形成す

るサンゴ礁由来の石灰成分による影響から硬度が高く、配水管や給水管にカルシウ

ムスケールが付着、堆積し、給水不能を起こす原因にもなっております。また、石

灰分の析出によりボイラーなどの機器は目詰まりなどの機能低下を起こし、耐用年
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数は本土よりはるかに短くなっているのが現状でございます。さらに、家庭用の軟

水機とその維持費、飲料水の購入に係る費用として島外に放出されているお金が、

町全体では数億円要しているものと考えられます。 

 安心・安全な水を安定的に供給し、町に良好な経済循環をもたらすためには、水

資源開発や硬度低減化に向けた水道施設再編推進事業、水道管路緊急改善事業は年

次的に推進していかなければなりません。 

 令和５年度からは、硬度低減化や水道管路改善に関する国の補助が２分の１にか

さ上げされますので、これまでの取組をさらに加速させ、数年後の新たな水道管路

と硬度低減化設備の完成により、町民に安心・安全な水道水を提供するとともに、

地域経済に好循環をもたらすことができるように取り組んでまいります。 

 下水道事業は、文化的で衛生的な生活を営む上で欠くことのできない施設であり、

地球環境の保全の取組を進めていく上においても、公共用水域の水質保全など不可

欠なものでございます。町内の下水道に関する施設も整備後かなり年数が経過し、

更新の時期に来ております。計画的に更新していかなければなりません。知名環境

センター及び農業集落排水施設においても経年劣化により機能低下が見られます。

施設の長寿命化と機械・電気設備の更新を行い、機能回復やコストの削減を図って

まいります。 

 また、下水道施設を今後も適切に維持するために、財務状況を整理し、その企業

的性格を生かし、経営の効率化と健全化に努めてまいります。 

 主な施策につきましては、ご覧ください。 

 次に、安心・安全な住環境の整備について、少子高齢化社会の到来により人口は

減少傾向にございますが、核家族化やふるさと志向によるＵターンやＩターン希望

者のための住宅が必要となってまいります。公営住宅関連におきましては、これま

でに建設された公営住宅の長寿命化を図るとともに、令和４年度に下平川第２団地

の改修工事を実施し、令和５年度におきましては白浜団地２号棟改修工事、田皆第

二団地改修設計委託を予定しており、年次的に住吉団地の改修、田水団地の建て替

えに順次着手してまいります。また、行政によります住宅建設だけではなく、民間

活力を活用した新築住宅建設に向けても検討を進めてまいります。 

 町内の空き家対策につきましては、老朽化した危険な空き家に対する解体費補助

を毎年２棟ずつ実施していく計画でございます。また、有効活用できる空き家を定

住人口増加や集落の活性化を図る上からも、空き家対策を総合的に推進してまいり

ます。 

 重点施策については、ご覧ください。 
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 続きまして、４番目の適切な道路環境の整備・維持と公共交通の利便性の向上に

つきまして、交通基盤整備につきましては、社会資本整備総合交付金、防災・安全

交付金などの各種交付金事業を活用し、年次的に整備を進めてきております。町内

の県道におきましては、約５０％ほどの歩道が整備をされております。平成３０年

度からは下平川内城線の８００メートル、令和元年から国頭知名線の田皆工区の線

形不良区間の解消工事が県事業で進められてきております。今後も、国頭知名線の

知名から新城区間の歩道設置に向けて、県に強く要望してまいります。 

 町道におきましては、観光道路や産業道路としての重要性から、現在、田皆新城

海岸線舗装工事や知名正名海岸線改良工事を進めております。また、役場と商店街

を通る中央通線は、路肩幅員狭小のため商店街利用者や知名小学校児童の通学等に

支障を来していることから、歩道の設置や交差点改良工事を計画しており、知名白

浜線は、知名漁港への接続道路としての重要性から道路改良を計画しております。 

 開かれた町政運営につきましては、住民サービスの向上、社会資本の充実に向け

て、町民との対話を大切にする行政を推進し、身近な公共施設の活用方法、各種行

事やイベント等の見直しとして、にぎわい空間創出支援事業６事業、知名町地域課

題解決人材育成事業など個人や団体からの提案のあった事業をサポートしてまいり

ました。第１期のまちづくり町民会議におきましては、目指す役場の姿、建設位置

及び今後の事業施策について４つの提案をいただき、まちづくりの参考にしてまい

りました。今後、現役場跡地の利活用等につきましてどう進めていくかにつきまし

ては、町民の意見を反映しながら進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、デジタル社会における町民サービスの充実・効率化につきまして、

社会全体のデジタル化は、国民生活の利便性を向上させ、官民の業務を効率化し、

データを最大限活用しながら、安全・安心を前提とした人に優しいデジタル化であ

るべきであります。デジタル技術の進展により、一人一人の状況に応じたきめ細か

いサービスが低コストで提供できるようになり、多様な国民・ユーザーが価値ある

体験をすることが可能となりました。デジタルの活用で目指すのは、これらをさら

に推進し、誰一人取り残されることのない多様な幸せを実現できる社会でございま

す。 

 このビジョンの実現のためには、住民に身近な行政を担う自治体の業務について

デジタル化を進めることが極めて重要でございます。自治体におきましては、まず、

自らが行う行政サービスについてデジタル技術やデータを活用し町民の利便性を向

上させること、次に、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率を図り、人的資

源や行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められます。 
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 令和５年度末をめどに戸籍事務の全国的な連携が予定されており、現在それに向

けたシステムの改修が進められております。また、令和５年２月からは引っ越し手

続のときのワンストップ化が実施され、マイナンバーカードを保有している場合、

転出手続がオンラインで可能となっており、転入時のみ窓口へ出向けばよいという

ことになります。転出手続と同時に転入手続情報も転入予定地へ送信されます。転

入手続に係る処理時間が短縮されるように、システムの操作技術の習得を進めてお

ります。 

 マイナンバーカードの取得につきましては、町民のご理解により、交付率が

８２％に達することができました。令和５年度末をめどに、マイナンバーを利用し

た情報連携システム構築を推進し、年金事務に係る添付書類の削減や全国の自治体

の戸籍システムを連動させ、これまで本籍地でしか発行できなかった戸籍謄本など

の証明書の発行を全国どこの市町村の窓口でも発行できるシステムを構築、転出・

転入のワンストップ化により、手続に係る時間の短縮に向けた取組を進めてまいり

ます。 

 続きまして、ミッションの２つ目、持続していくためのコミュニティーの創出・

育成につきまして、我が国は、戦後目まぐるしい経済発展を遂げるとともに、医療

制度をはじめとする社会保障制度の充実により、世界に冠たる健康長寿国となりま

した。この間、国民の平均寿命は５０歳から８０歳以上となり、人生１００年時代

も間近と言われております。このような長寿社会において、一人一人が主体的に健

康を管理する習慣を持ち健康を維持しながら社会活動に関わることは、さらなる健

康の維持に役立ち、理想の成熟社会への実現にもつながります。 

 町は、健康寿命の延伸のために、医療・福祉・介護などにおける社会環境を整備

するとともに、子供から高齢者まで全てのライフステージにおける心や体の健康づ

くりを進めることが必要です。また、様々な立場の人の生活の在り方に配慮し、全

ての町民が健康的で安心した暮らしを確立するために、社会全体で障害のある人の

活躍を支えることや、ひきこもりや自殺等を未然に防ぐといった対応にも取り組ん

でまいります。 

 そのために、まず医療保険によるデータヘルス、予防・健康づくりについてでご

ざいますが、近年、健診やレセプトなどの健康医療情報は、平成２０年の特定健診

制度の導入やレセプトの電子化に伴いその電子的管理が進んで、これにより、従来

は困難だった電子的に保有された健康医療情報を活用した分析が可能となってまい

りました。レセプトや健康情報等のデータの分析に基づく効率的・効果的な保健事

業をＰＤＣＡサイクルで実施するための第３期保健事業計画（データヘルス計画）
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を策定してまいります。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症につきましては、オミクロン株につきま

しては、若者の重症化リスクが低く、大部分の人は感染しても軽症で、入院を要す

ることがございません。一方で、高齢者のリスクは引き続き高い状況にあります。

また、感染の中心が飲食の場から高齢者施設、学校、こども園などの施設や家庭内

感染へと変わってきております。国は、これらを踏まえ、行動制限を行わず、重症

化リスクの高い高齢者を守ることに重点を置き、感染拡大防止と社会活動の両立を

図る方向へシフトしております。 

 マスク着用のガイドラインの見直しにつきましては、令和５年５月８日に予定さ

れております感染法上の位置づけの変更に伴い、３月１３日からはマスク着用につ

きましては個人の判断が尊重されますが、感染対策上、医療機関や高齢者施設など

の閉鎖的な空間内におきましてはケース・バイ・ケースで着用を推進していくこと

になるかと思います。 

 ワクチンの接種や無料ＰＣＲ検査につきましては、今後も国や県の動向を注視し

ながら取り組んでまいります。 

 安心して出産し、子育てしやすい環境づくりにつきまして、本町の総人口は令和

５年２月１日現在で５，６２８人で、昨年度より９７人減少しております。年齢区

分においては、年少人口、これはゼロ歳から１４歳までの子供たちですが、

７８４名、全体の１３．９％、生産年齢と言われる１５歳から６４歳までが

２，６６１人で４７．３％、老年人口、６５歳以上の皆さんが２，１８３名で、全

体の中で３８．８％となっております。令和４年中の出生者数は３６人となり、令

和３年よりは１０人ほど減少しております。 

 子育て不安要因を除外していくということが、国や地方自治体はもとより、企業、

職場や地域社会の役割でもございます。そうした観点から、子育て支援社会の構築

は重要な取組でもございます。そのために、まず地域における子育て支援の充実に

力を入れます。 

 就学前の子供の教育や保育環境の充実を図るとともに、就学児のための放課後児

童クラブや、家庭で保育をしている方のための地域子育て支援拠点や一時預かりな

どのサービスを継続し、その質の向上に努めてまいります。認定こども園につきま

しては、職員の労働環境の改善及び財政面などの複合的観点から、民営化を含めそ

の、在り方を検討してまいります。 

 安心して産み育てられるための切れ目のない支援の推進につきましては、子育て

支援金の支給や子ども医療費助成の拡充、島外療育旅費補助、親が安心して子供を



― 27 ― 

産み育てられるよう子育てに要する経済的負担の軽減を図るとともに、きめ細やか

な情報提供や相談体制の充実を図ります。 

 子供の権利を尊重する社会の実現に向けては、全ての子供に健やかで安全・安心

に成長できる環境を提供するために、児童虐待の防止対策や障害のある子供に対し

て充実した支援を提供してまいります。 

 令和５年度の重点施策につきましては、以下をご覧ください。 

 ４番目に、安心して健やかに過ごせる町づくりについてでございます。 

 町民の健康増進や食生活改善に向けて、関係者の研修や集落での説明会、働き盛

り世代の生活習慣病の予防、高齢社会を見据えた対策といたしまして、介護予防教

室の拡充や認知症サポーターの育成等に努めて、各種予防対策を講じてまいります。 

 主なものは、①から⑤として下に掲載してありますのでご覧ください。 

 続きまして、災害に強いまちづくりにつきましては、災害時に自力で避難するこ

とが難しく、支援を必要とする方を登録している避難行動要支援者名簿に現在

２００名余りが登録されており、情報提供に同意をいただいた方の情報は、平常時

から字や民生委員、消防団等に提供しております。災害時に地域で孤立する方が出

ないよう、避難行動要支援者の定期的な状況確認や災害に備えた取組を関係機関に

働きかけていきます。また、大規模災害を想定した総合防災訓練を自衛隊等の関係

機関と連携して実施するなど、災害に強いまちづくりに向けた取組を推進してまい

ります。 

 ３つ目のミッションであります未来を支える産業競争力の強化と次世代を担う人

づくりにつきまして、まず１番目に、稼げる地域をつくる農業・畜産・水産業のた

めの基盤づくりでございます。 

 良好な営農条件を備えた農地や農業用水等の農業生産基盤の整備・保全管理は、

農業生産力を支える上で重要な役割を担っております。このような農業生産条件の

整備を強力に推進し、効率的かつ安定的な農業経営体の育成や農業生産性の向上を

図るため、担い手への集積、集約化と併せて、大型機械の導入が可能となるような

圃場整備や畑地かんがい施設などの農業生産基盤を整備するとともに、頻発化、激

甚化する災害に対応したため池、排水路対策や、老朽化が進行している土地改良施

設の機能診断、省エネ技術の導入などの保全対策等を推進してまいります。 

 また、多面的機能支払交付金を活用して農地や農業用施設の保全を行う水土里サ

ークル活動への支援を積極的に行ってまいります。 

 続きまして、２番目に活力のある農林水産業の育成につきまして、コロナ禍の時

代、本町の農業はサトウキビを基幹に輸送野菜、花卉園芸、葉たばこ等に畜産を組
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み合わせた複合経営により、安定した農業経営を維持してまいりました。今後も、

農業分野における複合経営の推進と機械化による省力化を図るとともに、収益性の

高い作物を導入し、魅力ある農業・活力ある農業による経営体の育成を推進してま

いります。農家の安定生産やコスト軽減による所得向上を図るために、国・県の交

付金等制度の活用による生産施設の導入及び生産組織の育成や、新たな農業の担い

手となる新規就農者への支援に努めてまいります。 

 この中で、新規作物への取組について少し詳しくお話しします。 

 昨年度より新規作物の導入試験といたしまして枝豆栽培を実施してまいりました

が、市場における価格や評価もかなり好評でございました。今後、農家の皆様がサ

トウキビや花の収穫後の夏場の収益作物として可能性が高まってまいりましたので、

本年度はさらに計画を進めていく予定でございます。 

 それから、域内循環経済の取組といたしまして、地域で生産されたものが地域で

消費されることで地域内に資金が還元され、循環型経済や地域の活性化につながり

ます。地産地消推進協議会を基軸に地場産品の生産販売の拡大を推進してまいりま

す。 

 中高年のＵターン者の農業担い手の育成についてでございます。 

 現在１８歳から４９歳までの新規就農者につきましては、新規就農育成総合対策

として就農準備資金や経営開始資金制度を活用することができます。しかしながら、

定年退職後に島に戻り農業を始めようとしている島出身者には適用されておりませ

んので、そのようなＵターン者も就農できるような機会をつくってまいりたいと思

っております。 

 みどりの食料システム戦略につきましては、国の施策に応じて本町もそれを推進

してまいる予定でございますので、以下をご覧ください。 

 続きまして、観光資源の充実と交流人口の拡大による競争力のある町づくりにつ

きまして、少子高齢化と都市部への若者の一極集中などにより、離島や僻地におい

ては全ての業種において人材不足が生じ、次世代の担い手や新規事業の開拓が困難

な状況となっております。大きな企業を有しない小規模市町村におきましては年間

を通した仕事が少なく、とりわけ農村においては、季節によって必要とされる労働

力が大きく異なっております。そこで、閑散期と繁忙期を迎えた地域間で労働力を

補完する取組や、地方で一時的な生活を検討している若者の労働場所を確保する取

組などが進められております。このことは、交流人口の増加や定住人口及び企業人

の確保につながり、活力あるまちづくりに結びつくものであると考えております。 

 令和３年度に両町で設立いたしました特定地域づくり事業、えらぶ島づくり事業
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協同組合では、本町にも数名の方が就労し、職場はもとより地域にもなじんでいる

様子でございます。本町では、南北連携事業などにより、交流人口や定住人口の増

加に向けた取組をさらに進めてまいります。 

 主な施策といたしましては、令和５年度の観光施策につきましては下のほうをご

覧ください。 

 続きまして、（４）地域に愛着を持てる特色ある教育活動、教育環境の整備につ

いてでございます。 

 学校教育の充実につきましては、グローバル化と情報化の進展により、これから

の学校教育は読解力、自分の頭で考えて表現する力、対話や協働を通して新しい解

を生み出す力などが求められております。 

 一方、いつの時代にも重要なこととしては、豊かな情操や規範意識、自他の生命

尊重、自己肯定感、他者への思いやりなどが上げられます。また、子供たちが社会

を変革していくために自ら主体的に目標を設定し、社会の一員として責任ある行動

が取れる力の育成が求められております。 

 これらのことを達成するための一つの道具・手段として、ＧＩＧＡスクール構想

を推進します。子供たちが自らの学習状況を把握し、調整しながら粘り強く学習に

取り組む態度を育成する指導の個別化と、個々の子供に応じた学習活動を提供する

ことで主体的に学習を最適化する学習の個性化に取り組んでまいります。 

 また、学校ならではの協働的な学び合いに加え、地域をはじめ多様な他者と協働

し、体験活動などを通して主体的に実社会の課題を解決しようとする探究的な学び

や、社会とつながる協働的な学びを実現していかなければなりません。 

 特に、地域とともにある学校への転換といたしましてコミュニティ・スクールの

導入が昨年より進められておりますが、令和５年度におきましては全校においてコ

ミュニティ・スクールを導入していく方向で進めてまいります。 

 続きまして、共生社会を構築する生涯学習の充実についてご説明申し上げます。 

 町民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成

果を適切に生かすことができるような環境を整え、町民一人一人の資質・能力の向

上を通して社会全体の活性化を図っていく生涯学習社会の実現を目指すことが極め

て重要でございます。 

 また、子供は社会の宝、国の宝であるという考えに基づき、学校や家庭、地域な

ど、社会全体で新しい時代を切り開く心豊かでたくましい人材を育成するため、家

庭や地域の教育力の向上を図るための方策を推進しなければなりません。このため
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にも、学校、家庭、地域が連携・協力しながらそれぞれの教育力の向上を図るとと

もに、社会全体で生涯学習社会の実現を目指すことが重要でございます。 

 文化財の取組においては、島唄や島ムニ大会などによる方言文化の保存伝承を行

っておりますが、これらとともに、島の昔遊びや踊りなどの無形文化財の発掘や復

興は、島おこしにつながるものだとして力を入れていきたいと考えております。 

 また、町誌編さん事務に向けた町誌編さん委員会を立ち上げ、令和８年度刊行を

目指してまいりたいと思っております。 

 次に、奄美群島日本復帰７０周年記念と「燃ゆる感動かごしま国体」「全国障害

者スポーツ大会」に向けてについて、令和５年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大により中止となっていたかごしま国体が特別大会として開催されます。本町では、

５月のデモンストレーション競技としてのミニバレー、９月にはパワーリフティン

グの公開競技が計画されております。日本各地から競技者や関係者が大勢来島され

ます。大会を通してスポーツのすばらしさを共有するとともに、全国からご来島さ

れる皆様に、知名町のすばらしさを伝えていきたいと思っております。 

 むすびに、経済学者や学識経験者が物事は４つの目で見ることが大切だと言って

おります。１つ目の目は虫の目でございます。一般的に、情報は近づいて様々な角

度から眺め、理解する必要がございます。組織で言えば、現場に出かけ直接情報を

仕入れるということでございます。そのとき、一面的な見方をせず複眼的に見ると

いうことが虫の目であります。 

 しかしながら、接近し過ぎると全体が見えなくなるので、一たび距離を取り直し

て、地域や業界という大きな枠からその情報を見直すという、全体を俯瞰して見る

２つ目の目が鳥の目でございます。 

 そして、その情報を理解するときに、時代や社会の流れの中で考える必要がござ

います。情報や事象がどのような変化の中で発生しているのか、時代の潮流を見る

目が３つ目の目で、魚の目と言われます。 

 経営や組織運営に関して、経営者や経営幹部は様々な判断を行わなければなりま

せん。あふれ返る情報の中から必要なものは何か、様々な角度から分析し、理解を

重ね、次の一手を繰り出していかなければなりません。様々な角度から見る目が

４つ目のコウモリの目でございます。これは、もう一つは逆さまに物事を見てみな

さいということで、コウモリの目とも言われます。 

 しかしながら、私はもう一つ必要な目があるのではないかと考えております。そ

れは、自分自身を見詰めるという内省の目でございます。 

 外界を見る４つの目は、経験を積んでいくと視力は向上してまいります。自分自
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身を見詰める内省の目は、年齢を重ねるごとに言い訳や自己弁護のもやがかかり、

真実の自分の姿を曇らせてしまいがちになります。内省の目を研ぎ澄ましていくに

は、素直な心を持って他人の意見をよく聞き、常に自分自身を見詰めることを忘れ

ないことが肝要でございます。 

 このため私は、協考、協働、協創の３文字を拳々服膺してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で、令和５年度に向けての私の施政方針といたします。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、今井町長の令和５年度施政方針表明を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時から再開します。 

休 憩 午後 ０時００分 

─────────────── 

再 開 午後 １時００分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第６ 一般質問 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第６、一般質問を行います。通告順に従って発言を許可します。 

 通告１番、西 文男君の発言を許可します。 

○９番（西 文男君） 

 議場の皆様、改めましてこんにちは。議場内で本日、知名町女性連絡協議会の多

くの皆さん、傍聴本当にありがとうございます。そして町民の方々の傍聴もいただ

き、インターネット等々の情報も見て知名町議会を傍聴していただき、ありがとう

ございます。今後の町政において、町民の声が大事でございます。議会を注視して

いただき、全世代型、全ての方で知名町の発展に力を押して頑張っていきたいと思

います。 

 昨今、ロシアによるウクライナ侵略、そして北朝鮮によるミサイル発射と、世界

情勢は混沌とし、非常に厳しい状況下でありますが、一日も早い収束、そして恒久

的な平和を願い、町民の発展を思い、壇上より質問をさせていただきます。 
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 議席番号９番、西 文男が壇上より質問をさせていただきます。 

 町政全般について。 

 ①本町の人口推移は、１０年前から令和４年度まで、人口減少は何人で何％ぐら

いでしょうか。また、その比率は。そして要因を分析し、どのような対策を講じて

きたか伺う。 

 ②本町でめでたく縁を結び、婚姻届を提出しているご夫婦は１０年前から各年ご

とで何組ぐらいいらっしゃるでしょうか、伺う。 

 ③本町内で安心・安全に出産できる産婦人科医師は何名いるか、また、今後も産

婦人科医師は確保できるか伺う。 

 ④町内の保育園・認定こども園へ入園している子供の数は何名か。また、求職活

動中や育児休業時等の保育時間はどうなっているか伺う。 

 ⑤児童・生徒の医療費窓口負担を無償化にできないか令和４年６月議会でも質問

し、無償化にできるよう強く要望したが、その後はどうなっているか伺う。 

 ⑥本町内で、自分を高めるため、より高度な教育を目指し日々努力し頑張ってい

る学生がいます。町の奨学金制度の給付型を含めた拡充はできないか伺う。 

 ⑦町内にＵターンで帰ってきて町で働き、町を支えている町民がいると思うが、

奨学金等の返済が負担になっているとテレビや新聞報道等もあります。町内の在住

の対象者の方々に補助等はできないか伺う。 

 ⑧フローラルホテルを高齢者や障害者も多く利用していると思うが、ホテルのバ

リアフリー対策はどうなっているか伺う。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、改めまして皆さん、こんにちは。本日、午後の部もよろしくお願いい

たします。 

 それでは、西 文男議員のご質問に順を追って回答してまいりますが、⑥と⑦に

つきましては教育委員会所管事項となりますので、教育長答弁に代えさせていただ

きたいと思います。 

 まず、①１０年前の平成２４年４月１日現在で６，５７２名であった人口が、令

和４年４月１日現在では５，６１１名まで減少しております。１０年間の減少は

９６１人となっており、年間平均に直しますと９６名の減少となります。比率にす

ると、年平均１．５７％の割合で減少しているということになります。 

 減少の要因といたしましては、出生数を大幅に上回る死亡者数、いわゆる自然減

と、就職や就学等の機会を求めて転出による社会減が原因となっておりますが、そ
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れぞれの要因としましては、高齢化の進展と出生数が徐々に減少しているというこ

と、高校卒業後は島外へ出た方よりもＵターンで帰ってくる方が少ないなどという

要因が考えられます。出生数の低下は、子供を産む世代が減少しているということ

や、未婚化や晩婚化が原因となっていると考えております。 

 人口減少を抑えながら町の活性化を図るために、これまでも各種の対策を講じて

まいりました。 

 企画振興課におきましては、Ｉターン者やＵターン者を受け入れるための移住・

定住促進住宅の整備や空き家利活用事業の実施、最近では南北連携事業や特定地域

づくり事業、デジタル田園都市国家構想事業等を導入し、関係人口や交流人口、ひ

いては移住・定住につながる施策を実施してきております。 

 子育て支援につきましては、出産祝金や小・中・高等学校入学準備金の支給、幼

保一元化によります認定こども園の整備などを実施してきております。 

 転入・転出によります社会的な増減は、令和３年におきましては３名の転入超過

になるなど、転出よりも転入が僅かではありますが多くなりました。これまでの移

住・定住の成果が少なからず出たのではないかと考えております。 

 人口減少の主な要因は、さきに述べましたとおり、生まれる方よりもお亡くなり

になる方が多いということが上げられますので、今後とも子供を産み、育てやすい

環境の構築に努めてまいりたいと考えております。 

 ②１０年前からの本町在住者の婚姻届数についてというご質問でございますが、

平成２５年の記録がございませんので、平成２６年の数字を報告させていただきま

す。平成２６年度が３７組、２７年度が３５組、２８年度が２６組、２９年度が

２２組、３０年度が２７組、平成３１年、すなわち令和元年度が２０組、令和２年

度が１８組、令和３年度が２０組、令和４年度は、年度途中でございますけれども

今現在４組となっております。合計では２０９組となっており、年度平均では約

２５組となっております。 

 ③につきまして、現在、島内で分娩が可能な医療機関は１施設で、その医療機関

で常勤する産科医師は１名体制となっております。常勤医師におかれましては、島

内の産科医療を支えていただき、２４時間体制で昼夜を問わず対応していただいて

おります。常勤医師が不在時等で診療対応されております非常勤の産科医師は５名

となっております。 

 当該医療機関へ新たな産科医の確保予定についても確認しましたところ、１名の

常勤医師のご負担は大きいものでございますので、複数の医師配置のため、現在、

令和６年度から常勤医師を１名増員確保に向けて検討しているという回答でござい



― 34 ― 

ました。 

 引き続き、島内で安心・安全に子供を産み育てることができる環境を整備するた

め、新たな医師確保に向けて、当該医療機関、医師会等と協議調整を行い、和泊町

と連携を図りながら、鹿児島県の補助事業であります地域医療介護総合確保基金事

業補助金等の活用を視野に入れながら、関係機関と共に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 ④につきまして、町内の保育園、認定こども園に入園している子供の数は、令和

５年２月１日現在で認定こども園きらきらが３６名、認定こども園すまいるが

１２７名、しらゆり保育園で７０名、合計２３３名となっております。 

 保育所等の保育時間は、平成２７年からスタートした国の制度であります子ど

も・子育て支援新制度によって定められ、保育を必要とする事由や保護者の状況に

よって、保育の必要量が保育標準時間と保育短時間の２つに区分されております。 

 ご質問の求職活動中や育児休業時に上のお子様を預ける場合は、保育短時間の認

定となり、最長で８時間、午前８時３０分から午後４時３０分までの預かりとなっ

ているところでございます。 

 ご家庭の都合によりまして保育時間の延長を希望される場合には、午後６時

３０分の閉園時間まで、１時間１００円の延長保育の利用をすることが可能となっ

ております。 

 先ほど申しました⑤、⑥につきましては、教育委員会所管事項ですので、教育長

答弁に代えさせていただきます。 

 ⑦につきまして、現在、本町への定住促進を図ることにより、町の活性化と持続

可能なまちづくりに寄与することを目的に、本町から奨学金の貸与を受けた奨学生

につきましては、大学などの卒業後１０年を経過するまでに本町の住民基本台帳に

記載され、かつ記載された日から起算して５年以上継続して居住、就労しているこ

となど一定の条件を満たすことにより、返還支援を受けられるよう、令和３年度、

知名町奨学金返還支援金交付及び町奨学金返還免除要綱を定めたところでございま

す。今後は、昨年度定めました返還支援策を中心に負担軽減も図られるのではない

かと考えております。 

 なお、この要綱では、対象者が令和４年度以降新たに町の奨学生になった者とし

ておりますが、今後、財源として予定しております知名町ふるさとまちづくり基金

の状況を見ながら、対象の範囲を幅を持たせるかどうかを検討してまいりたいと考

えております。 

 ⑧番につきまして…… 
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〔発言する者あり〕 

○町長（今井力夫君） 

 申し訳ございません。 

 ⑤につきまして、子ども医療の課税世帯の窓口負担につきましては、令和４年

６月議会でご説明申し上げましたとおり、鹿児島県が実施しております乳幼児医療

費助成事業のスキームによって実施されております。この仕組みは、受診者、病院、

市町村だけでなく、事務委託機関である国保連合会や補助をする鹿児島県が県内全

ての市町村で同様の流れでつながっており、また導入しているシステムの面からも、

１市町村だけ独自の方法を取るということは非常に難しい状況であります。 

 しかし、県外の都道府県では窓口負担なしとしているところも多くあり、県の担

当課には、窓口負担なしの制度開始について県内一部市町村や医療団体などからも

要望が上がってきているようでございます。本町も、令和２年度に大島地域の行政

懇談会において、県業務に対する要望といたしまして一度取り上げていただきまし

たが、再度機会を見て、制度の実施者であります県に要望を重ねてまいりたいと考

えております。 

 ８番目に、フローラルホテルの客室は今現在７１室でございます。このうちバリ

アフリー対応の客室は、令和元年度にパラリンピック選手の受入れに合わせて整備

いたしましたツインの部屋１部屋でございます。 

 客室の利用延べ人数実績は、令和３年度が９３名、令和４年度が１８５名となっ

ております。 

 フローラルホテルに確認をしましたところ、アンケートには、利用者からバリア

フリーへの要望は特に来ていないということの回答でございました。ホテルの構造

上、バリアフリーにできない箇所もありますが、身体の不自由な方に快適にお過ご

しいただけるようなバリアフリー対応が可能な箇所につきましては、利用者の声を

聞きながら改善できればと考えております。 

 以上で、私の回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、西 文男議員の奨学金関係のご質問についてお答えをいたします。 

 まず、１－⑥でございます。 

 給付型奨学金は、公的な機関である日本学生支援機構をはじめ、所属している高

校や大学もしくは住んでいる自治体や民間の財団が行っている返還の必要がない奨

学金のことを指します。これに対しまして、返還の必要がある奨学金として貸与型

奨学金があり、本町の奨学金はこの貸与型奨学金に当たります。 
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 その貸付金は基金から賄われており、財源の大部分は奨学金の貸付けに活用して

ほしいという寄附から成り立っていること、また在学中の方へは貸付けをし、貸付

けが終了した方からは償還してもらう循環型となっていることなどから、多額の財

源が必要となる給付型を含めた拡充は、現在の制度では難しいのではないかと考え

ているところでございます。 

 ただし、給付型奨学金の要望等があった場合には、日本学生支援機構や他団体の

制度について情報提供を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 １－⑦につきましては、先ほど町長が答弁されましたので、省略をさせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○９番（西 文男君） 

 それでは、順を追って再質問をしたいと思います。 

 町長が⑦の教育行政も回答していただきました。その件について、後で私が町長

に質問させていただきたいと思います。 

 このたび日本におきましては、子供の政策について、非常に日本全国の出生者の

数が８０万人を切るというふうな情報の下、こども家庭庁の創設を宣言し、人口減

少に非常に力を入れるという政府の発表、そして令和５年度の当初予算の計上等々、

うたわれております。ぜひ我が知名町はその少子化対策の補助事業等に一番最初に

手を挙げていただくべく、このことについて質問をさせていただきます。 

 鹿児島県内を見ますと、鹿児島市の当初予算において２，７８８億円強で、子育

て政策に４４３億円、当初予算の約１５．９％を上程しております。そして郡内、

議会が始まっています奄美市においては、当初予算３１１億３，３００万円に対し

子育て支援関係で５０事業で３４億８，９８０万円、約１１．２％になっています。 

 そこで、総務課長にお伺いします。あと二、三日後に当初予算の審議があります

が、令和５年の知名町の当初予算、８２億円強になっています。子ども・子育て関

係の予算の上程は金額幾らで何％ぐらいでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 お答えいたします。 

 令和５年度の当初予算においてですが、子育て関連の事業といたしまして全体の

８．２５％となっております。しかしながら今回、令和５年度の予算につきまして

は、新庁舎建設、大型事業でかなり多くの額が入っておりますので、例年の予算ベ

ースにいたしますと１０．２％程度となっております。 

○９番（西 文男君） 
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 例年といいますと、今回は庁舎があり８．何％と。昨年度、一昨年度はどれぐら

いの予算でどれぐらいの比率になっていますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 令和４年度予算ですと子育て関連事業に１０．０７％、令和３年度予算ベースで

すと１０．０８％となっております。 

○９番（西 文男君） 

 本町も他市町村同様、近い数字ではありますが、町民の声等々を聞いてみますと

まだまだ施策において要望等が多々ありますので、そこら辺については質問したい

と思います。 

 町民課長にお伺いしますが、先ほど人口減少の要因、自然減、それから社会減、

これは例えば単純明快、先ほど町長の答弁があった人口減少を上げます。学校関係

でいきますと、生徒が減ってくれば教職員の数も当然減ってきます。そういう形で、

全てにおいてマイナスになっていくという状況下だと思います。 

 それに対しての対策、町民課としては具体的にこれとこれをこういう形で催した

いとか、そういう今、人口減少じゃなく人口維持をするため等々に考えている施策

はございますか。 

○町民課長（平 和仁君） 

 人口減少対策ということなんですけれども、特にこれといって対策を考えたこと

はないです。 

○９番（西 文男君） 

 町長、町執行部全体でやっぱり人口減少を考えるべきだと思うんですが、特にそ

ういう話合いがないということは非常に寂しいんで、今後はそういう形でぜひ共有

していただいて取り組んでいただければと思います。 

 それから、税務課長にお伺いしますが、人口減少によります納税者、町民税です

ね。人数と金額、現在と大体平成二十四、五年前後ですか、１０年前。どれぐらい

の数字になっていますか。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 それでは、人口減少が税収に与える影響ということで、平成２５年度と令和４年

度を対比してお答えいたします。 

 調定額ですが、平成２５年度１億７，５２０万４，５６０円に対しまして令和

４年度１億９，９８５万５，９８０円、２，４６５万１，４２０円の増となってお

ります。それから納税義務者数、平成２５年度１，４５５人、令和４年度

１，５８３人、こちらも１２８人の増となっております。 
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 人口は減少しておりますが税収は落ちていないということで、理由が幾つかある

と思いますが、納税義務者の数が１２８人増えておりますので、労働人口があまり

変わっていないか逆に増えているということ、それから農業に関しましては、作物

の価格、それから規模拡大等が影響しているのかなと考えております。 

 以上です。 

○９番（西 文男君） 

 実は奄美市のほうでも、人口減少しているんですけれども税収は増えているとい

う形の結果になっているそうです。そこで、年収が増えて税収が増えているという

ことは、町民の総収入が増えているということで考えていいかと思います。 

 それで、やはり今現在、夫婦共働きであるとか生活における仕事、そして家庭で

非常に子育て等々に、両立活動も含めて３役も４役も頑張っているお母さんたちが

いるかと思います。そこで、子育てについて後で質問させていただきます。そうい

う形だと思います。 

 数字のほうにしては、納税者の数、それから自主財源であります町民税が増えて

いると、非常に喜ばしい結果だと思います。 

 それから、ふるさと納税について、町内在住から町外の納税額と納税者数はどの

ような形の推移になっていますか、税務課長。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 それでは、ふるさと納税のこちらのほうで税額控除を受けた分ですね。令和４年

度８５名、金額が７２５万６，５００円です。控除額は３２２万９，４９４円、令

和３年度が６３名、寄附額が４５４万４，５００円、控除額は２１９万

４，２２３円となっております。 

○９番（西 文男君） 

 企画振興課長にお伺いします。ふるさと納税の町への人数と納税額の総額は今現

在幾らぐらいになっているんでしょうか、お答えください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 お答えいたします。 

 本日現在で、件数で５，３８７件、金額にいたしまして５，８２４万

６，０００円となっております。件数につきましては昨年より２，３７２件増えて

おりますが、額につきましては、実績でまだ出ていませんけれども、大体４００万

円ぐらいの増になるのではないかと、昨年と比べてですね。なるのではないかと思

っております。 

○９番（西 文男君） 
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 その件も含めて、後で奨学金の制度がありますので、そのときにまた質問させて

いただきたいと思います。 

 町内で在住の方で町外へふるさと納税をするということが倍以上で８５名という

ことで、非常に多くなっております。やっぱりそれぞれふるさと愛があります。人

口減少になってきますとそういう形で非常に、例えば知名町から島外に出た方も少

なくなってくるんじゃないかなという観点を確認したくて質問をさせていただきま

した。 

 それから、婚姻についてです。②に移ります。 

 非常に２０組から２５組ということで減っているんです。何か企画振興課で婚活

等の町の関連した事業はどのような形で行っていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 婚活支援事業におきましては、町内の男性、それから町内外の女性に集まってい

ただきまして交流をしておりますが、令和２年度、３年度には実施いたしましたけ

れども、令和４年度においては実施をしておりません。 

 実績といたしましては、聞いている話では１組ゴールインしたということは聞い

ております。また、それに関連して、ゴールインしそうだという１組もあるという

ふうには聞いていますが、追跡調査は実際していませんので、外からの聞いた話に

よる統計でございます。 

○９番（西 文男君） 

 婚活の一つの、この間テレビ報道がありましたが、山梨県の北杜市ですか、そこ

でメタバース婚活ということの婚活サイトと市がタイアップして婚活の事業をした

みたいです。８組のカップルが誕生したそうです。そのうち１組ですか、今現在の

報道であったのは、結婚を前提として直接会って話をすると。ただし、なりすまし

等があるのでそこら辺は気をつけるようにという話がありましたが、今年において

は三重県もそれをするような話がありました。 

 そういう形の情報網の収集というのはどのような形で行っていますか、お伺いし

ます。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 情報の収集につきましては、インターネットであったり新聞記事、その他のメデ

ィアを通じて情報の収集は随時行うようにしておりますが、やはり直接会っての交

流会というのが昨年度も厳しい、今年も厳しいということでありました。 

 統計を見ますと、今、婚活のアプリがありますけれども、４分の１それで成立し

ているということもありますので、そういう事例も見ながら、なるべく婚姻に結び
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つくような施策をしていければと思います。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひそういう形で、チャンスといいますか、それぞれの会話ができるような形の

施策についても積極的にするよう強く要請します。 

 それから、③につきましては、令和６年、１名の産婦人科医師の確保というふう

な形を聞いておりますので、分かりました。 

 それから、④ですけれども、町内の２３３名ですか、先ほどの答弁の中で。これ

で保育時間等は全て、例えば育児取得については標準ではなく短時間ということで

すね。これ、詳しく説明を求めます。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 こども園、保育所等における入所に関することにつきましては、平成２７年度か

らスタートしました子ども・子育て支援新政度というものによって定められており

ます。 

 保育を必要とする理由と、それから保護者の勤務時間、就労時間等を見まして、

朝の７時３０分から夕方の６時半までの標準時間保育と、朝の８時半から夕方の

４時３０分までの短時間保育に分けて区分がなされているところでございます。 

○９番（西 文男君） 

 例えば、女性の方で現在社会活動で働いている方がたくさんいるかと。全ての方

をそういう形で、短時間保育で、個人事業主でも変わらないという認識でよろしい

でしょうか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 就労につきましては、最低の勤務時間が４８時間を超えるもので、１２０時間を

超えますと標準時間と認定になりますので、１２０時間未満４８時間以上の就労を

するという方は短時間保育の認定になります。あわせて、育児休業期間中に上のお

子様を預けたいというご家庭、そちらのほうも短時間の認定となります。 

 また、求職活動を行っているという方につきましても、３か月間の期間限定では

ございますが、短時間の保育、預けることが可能となっております。 

○９番（西 文男君） 

 短時間を通常にするという形の要望があった場合は受入れ可能でしょうか、今の

この対象外の方で。それとも、できるのかできないのか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 就労時間等や保育を必要とする内容等によって短時間である、標準時間であると

いう定めがございますので、それに従って現在は区分を分けさせていただいており
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ます。 

 ただ、どうしても時間を超えて預けたいという方につきましては、先ほど町長の

答弁からもありましたように延長保育がありますので、１時間１００円ということ

で預かりを可能となっておりますので、そのご利用をしていただければと考えてお

ります。 

○９番（西 文男君） 

 預かり延長、１時間１００円ですか、その根拠。延長についてなぜ１００円なの

か。園児預かり時間が８時間で８００円ですか。そういう形の計算の下、１００円

にしたのか、それ、ちょっと根拠を示していただけますか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 預かり延長保育につきましては４時３０分以降、４時半までが短時間保育の預か

り時間ですので、それ以降の２時間についての預かりになるかと思います。あるい

は午前の７時半から８時半までの間の１時間になるかと考えます。 

○議長（福井源乃介君） 

 １００円の根拠ということです。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 １００円の根拠なんですけれども、やはり各市町村によっては預かり保育料につ

いてそれぞれ定めがございます。本町につきましては、なるべく小額、保護者に負

担が行かないように、１００円という大変低い料金設定をさせていただいていると

ころでございます。 

○９番（西 文男君） 

 町長、時間、預かり延長１００円だそうです。８２億円何がしの予算ですので、

ぜひ、緊急の場合のみ等でございますので、預かり保育１００円については無償化

という形でいかがでしょうか、お答えを求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 町といたしまして、子育てしやすい町をどうつくるかということで、実は議員も

以前議場で、知名町の子育て支援については郡内の市町村に引けを取らないと。私

も県内も調べましたけれども、私どもが打っております子育て支援金というこの制

度につきましては、県内のどの市町村と比較してもはるかに本町のほうが子育てし

やすい環境づくりになっているというのを私も確認しております。その上で、さら

に来年度からは、全ての高等学校に進学する子供たちにも入学準備金というのを支

給していくという方向で、かなり子育て支援につきましては予算を投入しておりま

す。 
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 今回、この短時間保育につきまして、１００円というのはある意味で、課長が申

し上げておりますけれども、ほかの市町村に対してこれもかなり低めに設定させて

いただいております。そういう意味では、決められた時間以外の延長保育というこ

とになりますので、ある程度の受益者負担というのは、今の段階ではこれを外すと

いうことはなかなか難しいところがあるかなと。金額に対して大したことはない、

それは重々分かっておりますけれども、そこには、ある一つの時間外保育がかかっ

ているという、その辺の整合性を考えていただければなと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 整合性ということで、現時点ではできないという回答と理解してよろしいですか。

その件以降については、またそれぞれの予算がたくさんありますので、当初予算

等々で話をさせていただきたいと思います。 

 次にいきます。 

 医療費の窓口負担については前回も質問させていただきました。そして、県の見

解ということ、十分理解をしております。県議会議員の中でも、非常に課税世帯、

非課税世帯を問わず全ての家庭において窓口医療無償化をうたっております。 

 そこで、市町村長会の中で町長は、先ほどの施政方針の中でもありましたが、

４２市町村ですか、鹿児島県内。ぜひそういう形で、一緒に全ての市町村で無償に

するという形で話は具体的にどの辺まで進んでいるんですか。町長、お答えくださ

い。 

○町長（今井力夫君） 

 今、議員からお話があった窓口を無料化にできないのかと、窓口ゼロにできない

のかというのは、私たちの行政懇談会とか、または離島行政懇談会という中でもこ

れは議題にのってきております。 

 ところが、先ほど申し上げましたように、県自体のシステムが、窓口を一部地域

だけゼロにしていくということをすると県全体のかなりシステム変更に時間がかか

るというようなことで、ただ、これを一部九州管内でも二、三の市町村だけは既に

このような制度を取り上げておりますので、そういう意味で私どもといたしまして

は、県に進言するときには、具体的にどの県のどこどこがこういうことをしており

ますということで、今後とも県とは交渉していく必要があるかなと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 すみません。町長、私ちょっと言葉足らなかったかもしれないんですけれども、

それは鹿児島県内市町村全てで無償化するということで、県のほうに、ぜひ４７都

道府県の中で一番鹿児島県、外界離島を持って非常にハンディが大きい中で、そう
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いう形を県に全鹿児島県内市町村でできないかということをお伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 ご質問の意図が分かりましたので、これは県全体となりますと県の市町村長会の

中で提案するということになりますので、大島郡の中からこういうことを提案した

いということは提案してまいりたいと思います。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ郡内１２市町村で、課税世帯を含めた窓口医療無償化の話合いを決めていた

だいて、県内市町村で話をし、県のほうへ要請をし、実行していただきたいと思い

ます。強く要請をして、終わります。 

 それから、町長は就任以来、給付型の奨学金の話をしておりました。就任から現

在まで、給付型について具体的にいつどのような形で行う計画か、お伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 学びたい人たちをどうサポートしていくかということでは、本町の子供たちを町

のためにどう育てるかという、そういう視点ではなくて、これから日本全国とか世

界を支えていく子供たちを我々は育てていくのが今いる私たちの責任だと思ってお

りますので、その中で、経済的に非常に進学するのが困難であるような子供たちに

対しまして、給付型制度というのを設置していきたいなというのが１点でございま

す。 

 もう一点の理由は、大学等、専門学校等を卒業して島外で技術を学んだ子供たち

がやがて島に帰ってくる、そういうことを狙いとして、私は実は前回、給付型奨学

金というのを設定していきたいと。そのためには、何でもかんでも給付型というこ

とではなくて、やはり島に帰ってくるんだということが前提にあった場合には給付

型にしていきたいなというふうに考えましたので、大体１０年ぐらいは外に出てい

って修行すると思うんです。だから、１０年以内に本町に戻ってきて５年ここに籍

を置いて働いた人に対しましては、これまで返還した奨学金もお返ししますよ、残

りの返還分もただにしますよということで、給付型制度というのを私は進めさせて

いただきます。 

 ただ、今低所得者、それから非課税世帯については、国の制度で給付型制度とい

うのがもう既に令和４年度から始まりますので、したがって本町としては、前回改

正しました１０年以内に戻ってきていただいたら、５年以上住んでいただいた人に

対しては奨学金を一切町に返還する必要がないという制度をこのまま堅持していけ

ればなと思っております。 

○９番（西 文男君） 



― 44 ― 

 郡内の市町村で、去年の１２月１１日の新聞によりますと、瀬戸内町において古

仁屋高校活性化対策協議会というのがあるそうです。それで給付型の奨学金制度を

立ち上げると発表して、私が一昨日ですか、確認したところ、制度化をして実際に

やっております。令和３年の卒業生、つまり今年の４月１日から大学に進学した方

が対象だそうです。これは、どこの市町村もそうですけれども、財政は非常に厳し

いということで、それとやっぱり子供たちが頑張っているのでということで話があ

りました。内容を少し確認しましたら、入学金の全額と年間最大４０万円というふ

うな話でした。 

 それで、根拠を聞きましたら、入学金、各学校多少差があるので上限を４０万円

と決めたというふうに話していました。それから授業料においても、それぞれ差異

がありますが、年間４０万円というふうに決めたそうです。 

 それで、瀬戸内町においては、別に町内に何年に帰ってきてとかいう条件はない

そうです。ただし進学校が国公立に限るというふうな形で、４名で３２０万円の予

算を組んだが、上限まで達していないので、それ以下で収まったと。 

 将来的に、ふるさと納税等々の町に対する思いとかそういうものを含めて町に帰

ってくる条件等々をなくしたのか、そこら辺は分かりかねますが、そういう形で群

島内でもう実際にやっている町村があります。ですから私は、この全ての質問にお

いて、一助という形でぜひ受け止めをしていただきたい。これが全てという話はし

ておりませんので、家庭においては本当に一助になります。子供を育て、未就学か

ら大学まで全て国公立で、ある試算によりますと２，０００万円かかるそうです。

それから、私立の場合は大学卒業まで４，０００万円かかるそうです、教育費。そ

のことを踏まえて、やはり外海離島である知名町は大学進学においては島外に出ま

すので、そこら辺も含めて奨学金については何度か質問をさせていただいておりま

す。 

 先ほど町長の奨学金の制度において１０年以内に５年以上住んだという、非常に

拡充をしていく第一歩だと思います。今後もぜひ全額無償化という形で拡充をして

いただきたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 子供たちの就学の機会をどうつくっていくかというのは、これは１市町村で完結

する問題では私はないと思っています。今、岸田内閣の中でも一番取り沙汰されて

いる、子供の数がなぜ増えないのかと、これの一番の理由で上がってきているのが、

子育てに係る費用が大きいんだと。しかも大学までの場合には今、議員がおっしゃ

ったような金額がかかると。ですから国としては、諸外国に比べると日本のこのよ
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うな就学制度における補助というのは極端に低いと、そのことを国も認識し始めて

おります。 

 本来なら、このような子供たちが就学していくための施策というのは、私は国が

一番先に打つべき。国が打ち切らないので、私どもといたしましては、貸与型でも

あるけれども、その中に一部給付型も設置しました。なおかつ、本年度はこれだけ

の物価高騰がありましたので、私どもも奨学金のもらえる基準というのを、今の物

価指数に合わせて、５％まで我々も物価が上がっているので、じゃ基準額というの

も我々も５％までは工面していく必要があるだろうと思って、例年以上に今年の奨

学金貸与型にしても物価高騰も加味した状況で今回は奨学金制度を活用できるよう

に、我々は制度を定めております。 

 議員がおっしゃるように、給付型というのは本当に必要なことだと思うんです。

そのことが、ある意味ではその地域の活性化にもなるし、そしてまた、ある意味で

は子供たちの就学の機会を増やすことによって、日本という国の持っている質とい

うのを上げることが可能になってくるという意味では、本当にこれは国が思い切っ

て打つべき私は施策の一つであると。 

 そこで、今、国が急激にできない部分に関しましては、私どもは町として最大限、

特別奨学金制度の中でも設けて、その特別奨学金の２万円につきましては免除して

おります。いろいろなところで、町自体としては子供たちの就学のチャンスをなる

べく拡充するほうに取り組んでおりますので、一時に我々も、議員がおっしゃるよ

うに、一気にじゃないけれどもという前置きもありましたけれども、我々としても

物価高騰を見たり、または特別奨学金制度を設けたりと、そしてまた給付型におい

ては、こういう国の制度だけではカバーできないので、５年間という猶予措置も取

らせていただきました。町長として今できる範囲の中では、子供たちの就学の機会

というのは十分に私どもとしては今対策を取らせていただいているのが今精いっぱ

いのところではないかなと思っております。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ、子供は宝ということで、常にどこの市町村、どこの他府県、日本国内で言

われておりますので、全て一助となるような形で、また離島は離島で合った施策を

ぜひ今後もしていくよう、強く要請をしたいと思いますが、子育て支援課長、ちな

みに知名町は待機児童はいますか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 ４月１日時点での待機児童は、今のところおりません。 

 ただ、月を重ねていくに従ってゼロ歳児の入所要件が半月を経過した者が入れる
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ということになってきまして、希望する者が増えてきたときに、年度の後半に入り

ますと、ゼロ歳児は特に３名で１名の保育士が必要となるということから、保育士

の確保が難しく、その方たちは待機というか、入れないというような状況は発生し

ております。 

○９番（西 文男君） 

 その対策についてはどのような形で、待機児童ゼロという形にするための今の説

明は分かりましたが、そうならないような形でどのような対策を考えていらっしゃ

いますか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 県等への報告への待機児童というものは、４月１日現在ですので、ここしばらく

本町では発生していないところです。ただ、先ほどもありましたように、年度途中

からの待機についての対応については、常に保育士の募集等によって受け入れる子

供の数が確保できるという状況になりましたら、その都度審査を行いまして、保育

の必要性の高い方から順に順次入っていただくというようなことを行っております。 

○９番（西 文男君） 

 多分、出生については、国が１０万円の出生祝金であるとか、母子手帳をもらう

ときに５万円ですか、知名町は今。その段階で大体分かってくると思います、逆算

すれば出産の月が。ですよね。質問の意味、分かりますか。だから、年度末におい

て待機児童を回避することが物理的な数字は理解できるんじゃないか。だから先に

３名必要であれば募集をして、確保するのはできるんじゃないかなというふうに思

うんですが、いかがですか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 お子様は６か月を経過しますと預けることはできますが、ご家庭によっては１歳

まで、あるいは２歳まで、３歳まで家庭保育をするというご家庭もありますので、

２か月前から受け付けております、入所の希望はですね。それによって保育士の増

員等の募集等は常に行っているところでございます。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ、そういう形でやっているということで、もし受入れが全てできるようであ

ればいいと思いますので、以上で終わります。 

 フローラルホテルのバリアフリー化についてですけれども、先ほどの説明があり

ましたが、実は沖縄県から来た障害者の方が宿泊しましたが、非常に危険であった

ということで、せっかくバリアフリー対応のホテル、知名町に来てフローラルに泊

まりましたが、非常に危険であったということで、ホテル側が知らなかったという
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ことなので、企画振興課長、ぜひアンケートを取っていただくか、今どのような形

でお客様の声を拾い上げていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 お客様の声ですけれども、各部屋に要望書みたいのを置いてありますので、それ

に記入していただいて回収という形になっておりますが、それには記入がなかった

ということでございます。 

○９番（西 文男君） 

 大体課長も出張等で、ホテルに泊まったときに要望等はなかなか書きづらいかと

思うんです。 

 ですから、例えば障害者である方とかだったら声かけをしていただいて、ホテル

のほうはどうでしたかというふうな形でも最低限するか、もしくはアンケートを記

入した方にはシマ桑茶のサービスをするとか、何か特典をつけてするような形、今

後計画はいかがでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 粗品のサービス等は、全部屋にシマ桑は置いてありますけれども、それ以外にア

ンケートを書いた人についての粗品の提供というのは今のところ考えてはおりませ

んが、なるべくホテルの職員から声をかけていただいて、生の声を実際に聞いて対

応したいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 まとめて。 

○９番（西 文男君） 

 ぜひ生の声を聞いていただいて、フローラルホテルの稼働率が上がり、早めに町

の負担等もなくなるようなことを願い、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、西 文男君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、５分間休憩します。 

休 憩 午後 ２時０１分 

─────────────── 

再 開 午後 ２時０６分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 
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 今井吉男君の発言を許可します。 

○１１番（今井吉男君） 

 こんにちは。多数の皆様が議会傍聴していただき、誠にありがとうございます。 

 議席１１番、今井吉男が次の点について一般質問を行います。 

 農業振興について。 

 ①ロシアのウクライナへの侵攻や円安の影響を受け、物価高騰で燃料をはじめ、

資材や肥料等の高騰が続き農家経営が厳しい状況下、奄振事業を導入し、来年度以

降も継続的に支援策の継続はできないか。 

 ②本町の特産品シマ桑は、平成２５年の生産当初、生産者１３名でスタートしま

したが、現在４名まで減少、生産者減少に伴い生産量も減少、えらぶ特産品加工場

（総事業費１億１，６００万円）は、稼働時間が減少し開店休業に近い状況です。

バレイショやゴーヤ等の加工を行い、遊休施設にしないために有効活用すべきでは。 

 ２、教育行政について。 

 ①本町の教育施策に「学校・家庭・地域・関係機関等の積極的な連携・協働」が

掲げられています。教職員が勤務する学校の集落に居住して、地域行事等に参加す

ることで地域との連携が図れるので、教職員住宅を小学校区内に建設できないか。 

 ②少子化の進行で、スポーツ少年団や部活動の種目や人数が減少しており、今後、

児童・生徒の体力増進や将来スポーツ選手になる意味をいかに持たせるのか。 

 ③小中学校での新聞を教育に活用する一環として、地方紙（南日本新聞）と地域

情報を詳細に掲載する地域紙（南海日日、奄美新聞）を購読すべきではないか。 

 ④沖永良部高校生の通学用に、知名町ゼロカーボン推進事業の電動バイクの貸出

しはできないか。 

 ⑤県道改良工事に伴い、田皆中学校正門の橋と拓魂記念碑の保存計画及び中学校

グラウンド入り口から小中学校駐車場、認定こども園きらきら間の道路形状はどう

なるのか、お伺いします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、今井吉男議員のご質問に順を追って回答します。ただ、大きな設問の

２は教育委員会所管事項がほとんどでございますけれども、２－④につきましては

ゼロカーボン政策と重なりがございますので、④につきましては私のほうで回答さ

せていただきたいと思います。 

 ①番目、今後の支援の継続等につきましてでございますけれども、世界情勢によ

り、生産資材の価格上昇が高止まりしている中、農産物は生産コストの上昇分を価
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格に転嫁するということが非常に難しいこともあり、農業経営の存続が危ぶまれる

状況にあると懸念しております。 

 国が令和４年１２月に決定いたしました食料安全保障強化政策大綱におきまして

は、生産資材等の価格高騰による影響緩和対策を講じるとされているということか

ら、令和５年度以降も国の支援策を注視してまいりたいと思っております。 

 また、令和５年度末に期限を迎える奄美群島振興開発特別措置法の延長と奄美振

興交付金事業の対象を拡充する要望をしているということから、事業に取り入れる

ことができないかということも併せて調査してまいりたいと考えております。 

 ②につきまして、シマ桑生産場所につきましてでございますけれども、えらぶ特

産品加工場の加工に関しての稼働につきましては年間４０日強でございますが、圃

場での管理徹底の指導や収穫調整、また、加工人員の調整や製品の確認、検査、機

械の洗浄、点検整備、製品の発送やクレーム処理等、圃場での生産から加工、販売

までを通算いたしますと、多岐にわたる業務となっております。 

 議員ご指摘の新規加工作物の導入につきましては、バレイショやゴーヤに限らず、

出口戦略、つまり販路の確保が最も重要な課題であり、市場ニーズを十分調査する

必要がございます。その上で生産コストや販売価格、販売方法などを検討しなくて

はなりませんので、多くのコストと労力を要するものだと考えております。また、

機械についても、桑専用の設定となっているため、他の作物を取り扱う場合には温

度や粉砕機の回転速度など機械の細かい調整、分解、洗浄といった作業も発生して

まいります。新たな経費も生ずると思われます。さらに、シマ桑は有機ＪＡＳも取

得しているため、ラインに有機以外の原料を導入する際はＪＡＳ認証機構の了承を

得るため管理業務が複雑になることも予想されることなど、様々な課題から、現状

においては積極的に新規の加工作物導入につきましては作業はいたしておりません。 

 今後の検討課題といたしまして、有望な品目が現れましたら、先ほど述べました

過程で進めてまいりたいと考えております。 

 大きな設問の２の④に移らせていただきます。 

 ゼロカーボン政策に絡む④でございますが、現在、本町が取り組んでおりますゼ

ロカーボンアイランド沖永良部事業では、再生可能エネルギーの自給、公共施設へ

の再生可能エネルギーの活用、電気自動車を中心とする移動体の脱炭素化や資源循

環の４つの柱にて事業を進めております。その中の移動体の脱炭素において、ＥＶ

やＥＶバイクの実証可能性について、今年度体験試乗会とモニタリングによる課題

整理を実施しているところでございます。 

 試乗会につきましては、７月と８月に沖永良部高等学校の２年生、３年生を対象
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に実施しております。その中では、ＥＶバイクの取扱いや加速性について、現行の

ガソリンモデルと大きな差はないとの評価をいただきました。その上で、９月以降、

実際の公道での走行を行いました。役場周辺地域から高校までの７キロの区間での

走行ではバッテリー容量の４割を使用し、役場中心部と高校との往復の移動では、

使用はできるものの、学校側に充電拠点がなければバッテリー容量が限られるため、

走行に不安があるということが指摘されました。 

 また、通学時に生徒は部活動の着替えや教科書などの荷物をシートの下のトラン

クやリュックサックなどを使い運搬するということから、後部リアへの荷物の積載

の必要性などの課題が明らかとなってまいりました。また、貸出しを行うための費

用や施設管理の在り方についても検討が必要なことから、引き続き、業者との検討

を進めております。 

 なお、来年度は、鹿児島県の事業において、離島における電動モビリティ再エネ

活用実証事業として高校を中心とするＥＶバイク利用環境の調査・検討事業を実施

するということから、充電環境の整備及びバイク貸出しなどの方法について検討、

準備が行われます。こうした県の取組や民間事業者、バイクメーカーとの連携を図

りながら、事業化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で、私の回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、今井吉男議員の教育行政について、２－①教職員住宅に関するご質問

についてお答えをいたします。 

 令和５年２月末現在、教員住宅は町内に２５棟ございます。そのうち、知名小学

校の校区に６棟、住吉小学校校区６棟、田皆小学校校区６棟、上城小学校校区３棟、

下平川小学校校区４棟となっております。 

 また、令和３年６月に策定された知名辺地総合整備計画で計画しております教職

員住宅改修事業で、令和７年度に住吉小学校校区の大津勘字への教職員住宅建設を

計画しているところでございます。 

 なお、議員ご指摘のとおり、教育活動を円滑に推進する上で、教職員にとって地

域連携は欠かせません。これまで各学校の校長を通して教職員の校区内居住を推奨

してきましたが、今後とも引き続き、その旨を周知してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 次に、２－②スポーツ少年団及び部活動に関する質問についてお答えをいたしま

す。 

 スポーツ少年団につきましては、加入者は１６５名で、令和３年度に比べて
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２２名の増となっております。今年度は、サッカー、バレーボール、バスケットボ

ール、卓球と各種大会を開催し、知名小学校と下平川小学校以外は大会別に合同チ

ームで参加をしている状況にございます。本町では、単位団ごとに年間を通して

１つの種目を行う単一種目型と年間を通していろいろな種目を行う複合種目型がご

ざいます。学童期に生涯スポーツの基礎を身につけるためにも、各種大会を開催す

ることで目標を持ったスポーツ少年団活動に取り組んでもらいたいと考えておりま

す。 

 また、昨年度からはわらんきゃ社会体験事業を実施しており、子供たちに夢を与

える一助となっているものと考えております。 

 中学校の部活動につきましては、令和４年６月にスポーツ庁から、少子化や教職

員の働き方改革の視点に立った中学校部活動の地域移行について提言がなされまし

た。本町としましても、同年１０月に町地域部活動推進協議会を立ち上げたところ

でございます。町内の中学校の状況を見ると、生徒数の減少により単独での活動が

困難になってきている部活動や専門でない教職員が指導を行っている部活動もござ

います。このような現状を鑑み、今後は、町地域部活動推進協議会の母体である特

定非営利活動法人沖永良部スポーツクラブＥＬＯＶＥを中心に、専門性に秀でた人

材を部活動の外部指導員として配置し、専門的指導による生徒の技能向上を図って

いきたいと考えております。 

 また、現役のプロ野球選手が島内で自主トレを行ったり、各団体がプロあるいは

各地で活躍している著名な選手を招聘してスポーツ教室を開催するなどの交流の機

会が増えつつあることから、これらの機会を通して将来への夢を持たせることがで

きるのではないかと考えております。 

 続きまして、２－③学校における新聞の活用についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 地方紙である南日本新聞、地域紙である南海日日新聞及び奄美新聞について、町

内の小・中学校の購読状況を調査した結果、３紙のうち１紙を購読している学校は

小学校の５校、２紙を購読している学校は中学校の２校となっております。文部科

学省が定める第６次学校図書館図書整備等５か年計画においては、選挙権年齢の

１８歳以上への引下げや成年年齢の１８歳への引下げに伴い、児童・生徒が主体的

に主権者として必要な資質、能力を身につけることの重要性に鑑み、発達段階に応

じた学校図書館への新聞の複数紙配備を図る必要があることから、全国紙や地方紙、

地域紙、小・中学生新聞等を含め、目安として小学校では１校当たり２紙、中学校

では１校当たり３紙の新聞配備を図る旨、示されております。このことは、地域の
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情報を得るためにも有効な手段であることから、今後新たに地方紙、地域紙の購読

を希望する学校につきましては、計画的に新聞の配備を検討してまいりたいと考え

ているところでございます。 

 次に、２－⑤県道改良工事に伴う田皆中学校付近の道路形状につきまして、お答

えをいたします。 

 田皆字の県道改良工事につきましては、利用者が安心・安全に利用できるよう、

現在、地域と関係機関が協力しながら工事を進めているところでございます。田皆

中学校正門の橋と拓魂記念碑の保存計画につきましては、公共補償基準に基づき建

物補償費等が算定されており、その基準で支払われる費用では橋の再構築が難しい

状況にあります。そのため正門の橋につきましては、規模は小さくなりますが、橋

を模した形状の構造物を今ある位置から校舎側に寄せて新築する計画となっており

ます。 

 また、拓魂記念碑につきましては、拓魂庭園の説明が記載されている小さい石碑

のみが移設対象となっていることから、駐輪場横の旧体育館跡地への移設を計画し

ております。 

 次に、中学校グラウンド入り口から小・中学校駐車場、認定こども園きらきら間

の道路形状につきましては、現在、改良工事のために迂回路を田皆中学校グラウン

ドに設置している状況でございます。今回の改良工事で県道が１メートル近く高く

なる計画となっており、議員ご指摘の道路につきましては、今の道路形状を維持し

ながら高さを県道に合わせる計画となっております。なお、この区間の改良工事が

完成次第、グラウンドにある迂回路を撤去する計画となっております。 

 以上でございます。 

○１１番（今井吉男君） 

 それでは、順を追って再質問を行います。 

 先ほど町長の答弁でもありました①の物価高騰の関係ですが、食料品をはじめ各

種価格は、原材料の高騰に伴い値上げがかなり広範にわたっておりますが、サトウ

キビはじめ農作物については、肥料が１．５倍、資材も１．５倍上がっている割に、

サトウキビ価格はもう何十年も据え置かれ、大変農家の経営は厳しくなっておりま

す。それで、今後の後継者、それから新規就農者の希望者が減ってきて、農業立町

である本町の産業が衰退するんじゃないかということを大変懸念いたしております。 

 そこで、奄振が今度また期限切れになりますので、新年度、来年度に向けて、農

作、農業関係の肥料も毎回春肥、秋肥とその都度その都度やっていますが、そのう

ちこれも高止まりしたままで、もう価格が下がる見込みはないと思いますので、一
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旦上がったものはなかなか下がりませんので、ぜひ奄振事業の中で長期的に、価格

の安定を図るという方策が取れないか、そういう要望書を出す計画はないものか、

町長。 

○町長（今井力夫君） 

 今ご指摘のように、食料品から全てのものが非常に高騰化して、しかもそれを、

特に農作物については価格転嫁が非常に難しいというような状況になっております。

そういう意味では、農家のこのような資材等、肥料等の高騰はかなり収益に大きな

打撃を与えているものであるということは、全て市町村長、理解して、よく議題に

上っております。次期奄振交付金事業につきましては、我々はいわゆる農業の振興

という新たな言葉の使い方で、今いろいろな予算をこのようなものにも使えていく

ような方向に持っていけないかということで、現在、県と交渉を始めているところ

でございます。その後、県がまた国との交渉になって、そして１１月に再度我々が

国会議員の下に要請活動というようなスケジュールで動きましょうというような形

になっております。 

○１１番（今井吉男君） 

 サトウキビにおきましては、郡島内全ての市町村の作物でありますんで、ぜひ、

これを奄振事業の中に取り組んでいただいて、大島本島のトンネル１か所するのに

何百億円とかかっていますので、ぜひこのサトウキビ、農作物のほうはそのほんの

ごく一部の予算で済むと思いますので、その点は議長会をはじめ町村会長会の中で

も強力に要望書を出すように要請をしておきます。 

 次に、②のえらぶ特産品加工場におきましては、操業開始から１０年が経過して

いますが、先ほども言いましたように年々生産者が減少して、もう１３名が今４名

になっています。その中の４名に聞きますと、高齢化で二、三年後にはもうやめた

いと。その対策として新しい生産者が増える見込みがあるのかどうか、課長いかが

ですか。 

○農林課長（安田末広君） 

 議員の言われるとおり、生産者の高齢化に対しては我々も直視してまいっており

ます。そういったこともありまして、生産組合のほうとは、今話している内容は、

もしリタイヤされるのであるならば町か、また委託する場合には委託する民間に貸

していただくという契約はどうかというような話を投げかけておりまして、比較的

好意的に受け入れられているというふうに感じております。 

○１１番（今井吉男君） 

 その民間委託する企業か何か、現在のところ模索されていますか。可能性がある



― 54 ― 

んですか。 

○農林課長（安田末広君） 

 今回もそこまでいろいろ模索はしたんですけれども、今回当初予算で計上はでき

なかったんですけれども、令和５年度においてもその方向で引き続き検討すると、

進めていくというふうにいたしております。 

○１１番（今井吉男君） 

 民間委託がまだいつになるか分かりませんけれども、このままでいきますと二、

三年後には生産者がゼロで、このえらぶの加工場のほうがね。また、これまでも

３回目ですかね、今回で。同じような答弁で推移していますが、その間に生産者が

だんだん減って、あと来年、再来年はゼロになるかという危惧をしております。こ

れまでは上城幼稚園舎跡地とか旧住吉幼稚園舎、それからさくら園のそばのひまわ

り園舎跡地でも全部今使えるんですけれども、結局、何もしないで放置したまま遊

休施設になっています。多分この工場のほうも、そのうちこのままでいきますと遊

休施設になっていくんじゃないかという大変危惧をしております。 

 そこで、今バレイショの出荷の最盛期ですが、畑やそれから空き地に病気にかか

った、そうか病やそれから規格外のイモが放置されています。せっかく農家が精魂

込めて作った農作物があの状態で放置、廃棄処分されるのは大変もったいないです

よね。それを加工して、ただ販売先がないというけれども、あれ、ポテトチップに

すれば島内でも十分はけると思いますよ。だから、まず島内用にと、機械の結局部

品とかもかかると思いますが、それを遊ばすより、遊休施設にするよりは、その部

品を導入して活用できるようにする方法があるんじゃないかと思いますが、いかが

ですか。また同じような答弁して、もう今回で３回目ですけれども、３回でも全く

変わっていません、この１０年間。ぜひ進歩的に前向きな答弁を求めます。 

○農林課長（安田末広君） 

 先ほど来遊休施設どうのこうのと言われておりますけれども、現在のところ、生

産組合とも将来的にも今の圃場は引き継いでやっていけるというような方向性でご

ざいますので、そういうことはないかというふうに思います。 

 それから、バレイショの廃棄されたものとかの加工についてですけれども、先ほ

ど来町長が言っているように、要は出口戦略なんですよね。そこで生産して加工し

てコストが合うか合わないかというようなこと等深く検討しなければなりませんの

で、そこはまた、いい加工品が見つかればそこには対応したいというふうに思って

おります。 

○１１番（今井吉男君） 
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 ぜひ、生産者の声を聞きましても、７０、８０、息子が継いでくれないと。子供

たちもあまりシマ桑には、生産には力を入れたくないという意見も聞かれますので、

あと来年、再来年ではゼロになると思いますよ。その前に対策を講じていただくよ

うに要請しておきます。 

 次に、２番目の教育行政について質問いたします。 

 教員住宅につきまして、先ほど教育長からの答弁がございましたが、職員数の半

分ぐらいしか居住できない人数で、特に知名小学校区におきましては民間の住宅が

かなり建設されておりまして、家賃も月５万円から高いところは７万円、８万円と、

それでも空き部屋がない状態であります。そうであれば、もう知名小学校区におき

ましては、民間の会社皆さんにお任せして、その予算を田皆、上城、下平川小学校

区に建設すれば十分足りると思いますが、田皆小学校、中学校のを見ましても半分

の先生方は知名の住宅か、また町外の住宅に住んでおります。そうしますと、今コ

ロナ禍歓送迎会も行われない状態で、誰が先生か、どういう方が校長か教頭か知ら

ないという地域の皆さんの声がよく聞こえます。ですから、地域に住んで地域の行

事やボランティアに参加すれば自然とコミュニケーションが図られて、よく校長の

ご挨拶の中でも地域と学校の連携と言うんですけれども、地域の皆さんは学校行事

に積極的に参加する意思があって、出ているんですよ。逆に教職員のほうから、地

域に住んでいないものですから、地域行事があっても全く情報が伝わらなくて、参

加しないですよね。そういう状態が続いている中では連携を図れません。ですから

地域の皆さんの不満もたまって、顔も知らないし名前も知らないし、せめて年に一、

二回は地域の皆さんと語り合える場、ですからボランティアは重要、地域の行事に

参加するのはやっぱり重要だと思います。 

 それでもう一点、町長、今、田皆旧公民館を解体していますが、その跡地には教

職員住宅という声がよく聞こえますが、４月以降、小学校区、教職員さんは住宅が

ないんですよね。前、きらきらの敷地に教職員住宅がありましたが、以前は。それ

を取り壊してきらきら、認定こども園を建設したために、新たにそれに代わる住宅

が建っていないんですけれども、この旧公民館の取壊しをすれば３戸か４戸ぐらい

建つんですが、いかがですか。そういう計画はあるんですか、４月以降。 

○町長（今井力夫君） 

 町の教職員住宅を含めて、町営住宅の計画というのは既に立てられておりまして、

基本的にはその路線に沿って進めなければいけないと思っております。 

 田皆の旧公民館につきましては更地にして町に戻すと、そういう取決めで始まっ

ておりますので、更地にしたからそこをすぐに教職員住宅に持っていくというのは、
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これまでの計画とは食い違ってくるようなところもございますので、またその辺に

つきましては、今後の町営住宅の在り方というのを検討会の中で練っていく必要が

あるのかなと思っております。 

 議員がおっしゃるとおりに、なかなか住宅不足で、当該校の教職員が校区内に居

住できないというようなところがあって、地域とのコミュニケーション不足という

のが非常に心配はされております。こういう離島におきましては僅か３年から５年

の間でございますので、ぜひ校区内に可能な限り居住して、より多くの地域住民と

の交流を深めて、それがまたその学校に来た思い出として、教員生活の一生の中で

すばらしい思い出にもまたなっていくと思いますので、議員から今ご指摘のあった

ような教職員と地域のコミュニケーションづくりというものも視野に入れながら、

ただいまのご質問については今後検討させていただければと思っております。 

○１１番（今井吉男君） 

 ぜひ、新たに新築できないでも空き家を活用して、結局教職員、地域の皆さんが

子供連れの教職員をぜひ小学校にという要望で、空き家を探して、また、恐らく教

職員の場合はもうぎりぎりに発表して、それから１週間以内に住宅を探してくれと

言われても、去年もそういうケースがありまして、民間にお願いしてしたんですけ

れども、急遽工事したものですからあちこち不備が出て、もう毎回呼び出されて修

理があるよと、その経費がかなりかかって、貸した人もこれだけかかるんであれば

もう貸すんじゃなかったと。そういった補償もある程度は町のほうで見られないか。

もうボイラーから、まず水回りが一番都会の皆様、島の人もそうですが、トイレ、

風呂場、そこがきちんとしていないとなかなか、水洗トイレでないと入らないです

ね、今。そういう設備をみんなかなりの金をかけてやったんだけれども、それが修

理、修理で、果たしてその先生が退任、もう中には出たいとか言いだすと、その家

主は５年で契約したのに１年で出られて、あと４年はもう大赤字でという意見も聞

きますので、そういった補償もぜひ町のほうでできるように要請をしておきます。 

 それから、次に②のスポーツ関係についてですが、現在、児童・生徒数の減少、

種目のね。もう今、大規模校ではサッカーチームをつくります。サッカーに取られ

ますと、もうほかの種目が人数がいなくて合同チームになります。それで子供たち

も自分の好きなスポーツがないものですから、結局は部活動、スポーツ少年団に参

加しない。先ほど教育長は人数は増えてきたということですが、それでもまだそれ

に参加していない子供たちがおります。ぜひ、その点も含めて今後のスポーツの体

力面も含めて、その方向も十分教育委員会のほうで検討していただきたいと思いま

す。 
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 それから、昨年は大島高校の野球部が２回目の甲子園出場を果たしまして、群島

民はじめ児童・生徒も大変勇気づけられて感動も受けた中ですが、やっぱり離島の

中でも頑張れば条件が不利であってもできるというふうな夢を、将来サッカー選手

になりたいとか野球、プロの選手になりたいという、そういうのも育むのも教育委

員会の役目だと思います。 

 今、民間のボランティアに支えられてスポーツ少年団とかやっております。その

方がもしやめた場合の体制づくり、先ほど教育長の午前中にもありましたけれども、

今、取組をされているようですが、教育長、今後のスポーツに対する指導方法とか

指導者育成とか、これは来年度からできてくるんですかね。いかがですか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 中学校の部活動につきましては、先ほど申し上げましたように、地域部活動推進

協議会を本年度立ち上げましたので、そこを中心としながら専門的な指導力を有し

た人材をいろんなほうで確保して、そこの人材バンクのほうから各部のほうに派遣

をすると、そして指導してもらうということで考えているところでございます。 

 ただ、地域部活動推進協議会の中における部活動というのは、現に民間の方がい

らっしゃる可能性があるところもあればなかなか指導者が見当たらないというとこ

ろもございまして、これは、先ほど言いましたけれども、休日においてまずは始め

ていくと、そして、できる部活動から移行していくという形になろうかと思います。

そういったことで子供たちに、今のスポーツ環境があまり変わらないように、子供

たちが環境が変わったとしてもスポーツに対する意欲、それからやる気というのか、

そういったことがしっかりと継続していくような手だては、これは教育委員会とし

てもＥＬＯＶＥさんとしても大事にしていきたいと考えているところでございます。 

○１１番（今井吉男君） 

 ぜひ、田皆小学校と住吉小学校が今、合同でサッカースポーツ少年団をやってお

りますが、その指導をしているのが新納 仁司さんという、もう約３０年ぐらい、

親子の２世代にわたって指導しております。ボランティアで本当に練習試合に行っ

たり奄美に行ったり、大変熱心に指導されています。やっぱりそういった方を感謝

を込めて表彰するならやっぱりしないと、本人はどう思われるか分かりませんが、

周りの皆さんは大変感謝しています。その方がいなければサッカーチームというの

はなかなかできていないと思いますが、３０年ぐらい続けております。やっぱりそ

ういった養成も含めて地域の皆さんの協力、ぜひ、役場職員もスポーツマンがおり

ますんで、それも含めて指導者の育成も必要じゃないかと思います。 

 本当に大島高校の大野投手がソフトバンクに入りました。それも大きな子供たち
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の夢と希望の目標が定まっておりますが、あとは指導ですね。ぜひ教育長、その指

導者をただボランティアに任せるんじゃなくて、それを何とかして、幾らか手当を

払うとか今後やっていかないと、スポーツがだんだん低迷していくんじゃないかと

思います。教育長いかがですかね、各地域の小学校、中学校校区の指導者養成につ

いて。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 今スポーツ少年団のお話が出ましたけれども、これはスポ少のほうで母集団を育

成会を中心に考えていただければいいかと思いますが、中学校部活動につきまして

は、きちんと国あるいは県のほうから、この事業の中身について運営協議会のほう

で謝金を出すという取組が来ておりますので、そこは推進協議会の中の要綱等もつ

くりまして、きちんとそういった手当は支払うということで考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○１１番（今井吉男君） 

 部活動のほうは分かりました。やっぱりスポーツ少年団のほうも力を入れていた

だくように要請しておきます。 

 次に、学校の新聞購読について、先月２月１４日に各学校を訪問する機会があり

まして、その際に聞き取り調査をしてお手元に今朝配付してありますけれども、教

育長、それから町長はじめ総務課にも配付しております。これを見まして本当にび

っくりしました。学校教育に新聞活用ということで、結構やっぱりされている学校

は、いろんなこういう形で新聞に載っております。やっぱり地域紙のいいところは、

学校活動が身近にカラーで紹介されて、自分たちが参加、ボランティアとか、また

学校行事の記事が新聞に写真入りで入ると子供たちも喜んで見ますけれども、しか

し、学校側の購読部数とかを見ますと本当に寂しい限りで、図書室にあるとこもあ

れば、図書室がない上城小学校、下平川小学校は図書コーナーで、一部の田皆小学

校は職員室と、それから校長室との間、児童には目につかない状態で、やっぱり今、

活字離れが危惧されていますので、ぜひ教育長、新聞を通して教育に活用するとい

うことを先ほど答弁の中でもありました。やっぱりそれを統一して新聞代だけ各予

算を計上して、最低でも南日本新聞、そしてあと奄美新聞か南海日日新聞か、最低

この２部、それに全国紙まで入れば２部、３部あれば十分だと思いますが、これ、

１部しか購入していないところが多いんですよね。知名小学校には南日本新聞１部、

あと田皆小学校は奄美新聞の１部。大体１部というのが多いですね。それをやっぱ

り教育に活用するような、新年度からきちんと。それは教育長、教育委員会のほう



― 59 ― 

でぜひ指導していただいて、活字離れで新聞でも読めば、自分たちの記事が載って

いれば読みますよ、子供たち。学校行事、ほかの学校の行事等も参考にするという

ことで、島内、また郡内の記事が載れば新聞に目を通しますので、それをやっぱり

きちんと統一して、最低でも南日本新聞、奄美新聞もしくは南海日日新聞のいずれ

かを２部は各学校に設置して、子供たちにちゃんと読んでもらうという方向を取っ

てほしいと思いますが、いかがですか。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 私、先ほど答弁の中で第６次の学校図書館図書整備等５か年計画について申し上

げました。この計画によりますと、小学校では１校当たり２紙、中学校では１校当

たり３紙という基準がございますので、今、議員ご指摘の資料を見ますと足りてい

ませんので、このことにつきましては先ほど議員おっしゃったように新聞の効用と

いうことも説明しながら、校長会等で新聞の活用についてはさらに推進していくよ

うに指導してまいりたいと思います。 

○１１番（今井吉男君） 

 これ、僕が調べたときに何に使うんですかといったときにこういうのをまとめた

んですけれども、多分学校のほうでこれ見て、教育長に何か声がかかると思います。

ぜひ、最低２部、各学校に予算を計上していただくように要請しておきます。 

 次に、④の高校生への電動バイクにつきましては、町長からの答弁で、新年度か

ら県が主体になって行うということですが、現在、沖永良部高校生は通学用にバイ

クを使っておりまして、３年間に購入費の２５万円、これもバイクを聞きましたら

２５万円から３０万円ぐらい１台するそうで、それに燃料費も高騰していますので、

ぜひ電動バイクを希望者には無償で貸し出すように予算を県・国からのそういう

……。やっぱりゼロカーボンの予算の中でもそういうのが取れましたら組んでもら

って、高校生に貸し出すと、無償で。高校生は、３年後にみんな聞きますと、乗る

人がいなかったら自宅に置きっ放しという生徒がおりますので、やっぱり各家庭の

経済的負担を軽減する意味からも無償で貸し出すことはできないものか、いかがで

すか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今年度、メーカーさんからレンタル業者を通じまして無償で電動バイクを入れて、

実際に高校生に乗ってもらっております。来年度は、先ほどありましたように県が

どのような形で入れたら沖永良部全体で高校生が、重点スポーツも含めてスムーズ

に乗れるかという実証もいたします。その中で、今無償というふうにありましたけ

れども、やはりバイクを購入すると２５万円から３０万円かかると。ただ、今考え
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ているのは、月幾ら、まだ金額は決めていませんけれども、レンタル方式で購入す

るよりも安い金額で乗っていただくという形でのスキームづくり、事業の構築づく

りができないかというふうに考えております。 

 また、来年度においても、今無償で提供いただいているヤマハの電動バイクなん

ですけれども、引き続き上半期においては無償で提供していただけないかという話

をしておりまして、今月末にまたバイクメーカーが来ますので、そういうお話もし

ていきたいと思っておりますが、現在のところ無償貸出しというのは考えてはおり

ません。 

○１１番（今井吉男君） 

 ぜひ、これ本土の業者経由で来るんじゃなくて地元のバイク、そんな販売店もあ

りますので、そことの連携を図っていただいて、修理は地元ということで、なかな

かシニアカーも本人が直接本土から買うと地元の修理屋さんは見てくれないんです

よね。その件も含めて、地元の産業も育成するという観点で地元の販売店も、代理

店方式でもいいですから、そういう形を取っていただくように、これは直通じゃな

くて、知名、和泊両町に販売店があります。その辺の連携を図っていただくよう要

請したいと思います。 

 ぜひ、これ３年間にやっぱりバイクは今高くて負担ですよね。卒業後に弟や妹が

またそのまま乗ればいいんですけれども、そのまま放置したまま使っていなくて、

ただ家族が乗れる方はいいんですけれども、乗れない方はそのまま自宅に置きっ放

しというのがありますので、その件も含めてぜひ、レンタルでもいいし、電動バイ

クを無償またはレンタル方式で導入していただくよう要請しておきます。 

 次に、５番目ですね。県道改良で地域の皆さんがやっぱり橋と拓魂の記念碑につ

いては保存してほしいと。先ほど予算の関係が出ましたが、地域の皆さんの声で、

校舎建設の寄附金とか体育館の建設の寄附金が残っているんじゃないかと。そうい

うのを活用してちゃんと保存する方法はできないかという声がありますが、いかが

ですか。まだ残金があると思います、寄附金の。その使い道を有効に記念碑、橋の

保存に使えないものか、いかがですか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 ただいま議員のほうからお話がありました校舎建設や体育館の建設事業の残金が

今幾らあるのかというのは、教育委員会のほうでは把握はできていないところであ

ります。残っているとしたら何らかの活用方法があるのではないかなとは思います。 

 また、橋の保存につきましては、いろいろ検討したんですが、現在の橋をつり上

げて移動するとかそういったことは、今の老朽化のためにそれは不可能であるとい



― 61 ― 

うことと、また同じような規模の橋を造って復元するとなると、今補償費が

２，９００万円ほど県から出ておりますが、その全て橋だけで使ってしまうという

ことになっておりまして、どうしても規模を縮小して建設せざるを得ないというの

が今の現状です。 

 拓魂碑につきましては、現在の場所から移動せずに済みそうだということで現在

はなっております。 

○１１番（今井吉男君） 

 やっぱり地元の地域の皆さんも卒業生のＯＢもその情報が入ってこないんで、ぜ

ひ学校側に提案をして、そういう情報を学校だより、拓魂という形で皆さんに知ら

せず、在校生、ＰＴＡの皆さんは分かっていても、子供さんがいない、生徒のいな

い家庭は全く分からないんで、あそこに工事入るけれどもあの橋はどうなるのか、

拓魂の記念碑はどうなるか、大変心配しています。やっぱり情報を提供してあげる

ということも必要じゃないかと。 

 ＰＴＡ、現在子供たち、生徒のいる家族はその世帯は分かりますが、それ以外の

地域の皆さん全く情報が入ってきません。道路についてもそうです。今、工事期間

といいますと、１．５メーターぐらい高いんですか、現在の道路より。そうします

と坂ができて、きらきらのほうに、認定こども園のほうに坂道ができるんだと。そ

して一旦停止する場合、向こうから来て県道に向かって一旦停止する場合は危険じ

ゃないかという声がありますので、その辺も含めてもっと説明をして、こういう形

になりますよという完成予想図なりをやっぱりして、安全対策面でこうしますと広

報する必要があると思います。 

 工事はして通るんだけれどもどうなるんだろうか、その完成予想図もないし、や

っぱりそれは地域の皆さん、事故が発生してからでは遅いと思います。まず対策を

講じるのと同時に広報すると。いかがですか。年度末、年度内にそういう広報を地

域の皆さんにできるかどうか、その広報、情報提供、いかがですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 田皆の県道改良事業につきましては、これまでに二度、今の計画になりましてか

ら字のほうに入って説明会をしてございます。 

 今回、学校の乗り入れ、あと橋の関係等につきましては、県のほうはあくまでも

今回の入り口等につきましては学校側のほうに協議し、話をしてあるかと思います。

改めてまた地域に入って説明会を県のほうでしていただけるかどうかにつきまして、

また確認をしてみたいと思います。 

○１１番（今井吉男君） 
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 ぜひ、普通、工事では完成予想図とか、大体イラストでも書くんです。ただ工事

の看板しか立っていないんですよね。その県道のどういう形状になってどういう、

そういうのが全く見えないんですよね。ですから、この説明会に出た皆さんは分か

っているかも分かりませんが、それ以外の皆さんはやっぱり心配しておりますので、

ぜひ安全面のね。 

 あそこはプールがありますね、中学校の。あそこなんか見えないんですよね、一

旦停止して車が坂道から下ってきて事故が起きないかということもありますので、

ぜひ安全対策と説明は住民にしていただくように要請して、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、今井吉男君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 ３時２０分から再開します。 

休 憩 午後 ３時０１分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時２０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 奥山雅貴君の発言を許可します。 

○２番（奥山雅貴君） 

 議場におられる皆様、そしてインターネットご覧の皆様、こんにちは。議席番号

２番、奥山雅貴が壇上から一般質問を始めます。 

 大きな１、デジタル社会の町民サービスについて。 

 政府の決定で、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会、「誰一人取り残さない、人に優しいデ

ジタル化」が示されました。電話からメールやチャットへ、移動しての会議からビ

デオ会議へと数年前から大きく変わりました。デジタル化イコール業務効率化、Ｄ

Ｘ（デジタルトランスフォーメーション）イコール組織全体の改革とされています。 

 そこで伺います。 

 ①デジタル化人材の確保、育成の現在の状況を伺う。 

 ②令和４年度施政方針を見ました。デジタル化による今後の計画や取組は。 

 ③町民の福祉向上にデジタル化はどのような効果があるのか。 
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 ④医療、教育、福祉などの現場におられる方々の意見や情報を書き込めたり、町

民も見ることができ、コメントできるページを町のホームページ内につくれないか。 

 ⑤マイナンバーカードもデジタル化の一つです。知名町の普及率は県内でも高い

と言われていますが、個人情報のセキュリティーは万全か。 

 ⑥役場職員の在宅勤務は。また効率化は。 

 大きな２、田園都市国家構想について。 

 知名町田園都市国家構想サテライトオフィス新築工事の入札が令和４年１１月に

ありました。 

 そこで伺います。 

 ①サテライトオフィス、コワーキングスペースの整備により、知名町は移住・定

住、企業誘致、業務誘致のほかに何を目的としているのか、町の戦略を伺う。 

 ②サテライトオフィスの整備ですが、他の自治体では空き家、空き店舗、空きビ

ルを活用していることが多いです。なぜ新築工事になったのか。 

 ③誘致に多いのはＩＴ関係の方たちだと聞いたことがあります。通信設備の整備

がもちろん必要です。また、彼らの住まいも必要です。現在、賃貸住宅は不足して

います。町としての対策を伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、奥山雅貴議員のご質問に対しまして、順を追って回答してまいります。 

 まず、デジタル社会、これが町によってどのような利点を生んでいくのかという

ことのご質問が大きな設問１でございますので、①から回答します。 

 まず、①デジタル人材につきましては、総務省が行っております地域活性化企業

人制度を活用し、令和５年度から民間企業の専門人材を受け入れる予定としており

ます。また、デジタル人材の育成については、今年度、県が設置しております鹿児

島県ＤＸ相談窓口を活用し、ＤＸアドバイザーによる職員向けの研修を行ったほか、

地方公共団体システム機構の研修サービスを活用し、オンライン研修などでデジタ

ル分野の知識、理解の向上を図っております。 

 来年度以降につきましては、全職員を対象とした研修の拡充やリモートラーニン

グの実施等により、組織全体のデジタル分野に対する意識の醸成を図っていく予定

でございます。 

 ②番目、今後の計画等につきましては、今年度の施政方針でも述べましたが、本

町では、町民の皆様のご協力により、マイナンバーカードの交付率が１月末時点で

８２％を超える状況となっております。今後は、このマイナンバーカードの利活用
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を推進するとともに、行政手続や医療、福祉、農業、産業等のデジタル化により、

利便性を高めることで、町民満足度の向上を図る取組を進めてまいります。 

 具体的には、新庁舎においては、書かない、持たない、回らないといった窓口の

ＤＸの実現や行政手続のオンライン化、ワンストップ化のほか、スマートフォンな

どのデジタル機器の操作に慣れていない方に対する出前講座などを行ってまいりま

す。 

 ③番目、国においては、目指すべきデジタル社会のビジョンとして、デジタルの

活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが

実現できる社会、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を示しており、

このビジョンの実現のために、自治体においては、自らが担う行政サービスについ

て、デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させるとともに、デジタ

ル技術やＡＩなどの活用により、業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさ

らなる向上につなげていくことなどが求められると説明しております。 

 これらのことから、本町でも行政サービスのデジタル化による行政手続の負担軽

減や利便性の向上を図っていくほか、行政内部のデジタル化や業務効率化を図り、

職員が真に必要な行政サービスに取り組める環境をつくることで、町民の福祉の向

上につながっていくものであると考えております。 

 ④番、現在、知名町が契約し構築しておりますホームページでは、セキュリティ

ーの関係で外部からの通信が制限されております。掲示板またはＳＮＳ等の交流の

ページを作成することができない状況になっております。 

 ⑤番目につきまして、マイナンバーカードには様々なセキュリティー対策が取ら

れているほか、職員の個人情報の取扱いにつきましてもセキュリティーポリシーの

遵守や職員研修の実施を行うなどにより、適切な管理が行われるよう取り組んでお

ります。 

 具体的なセキュリティー対策といたしまして、紛失した場合には３６５日２４時

間、電話連絡によりカード機能の一時停止を可能にしてあります。顔写真つきであ

るため対面での悪用は困難であるということ、３つ目が、オンラインで使用する際

にはパスワードの入力が必要となり、一定回数以上間違うとロックがかかるように

なっているということ、４つ目が、ＩＣチップ内の情報を読み出そうとするとＩＣ

チップが壊れるようになっているということ、また、カード自体にプライバシー性

の高い情報が入っていないということ、５番目が、税や税金などの個人情報はそれ

ぞれの行政機関において分散管理されており、必要なときにアクセスして情報を得

る形になっており、マイナンバーを知られても芋づる式に個人情報が漏れるという



― 65 ― 

ことはないということ、また、マイナンバーが漏えいし不正に使用されるおそれが

ある場合にはマイナンバーを変更することも可能となっております。 

 ６番目、職員の在宅勤務については、今年度、実証事業により、インターネット

環境が整っている職員の自宅から職場の端末にリモートでつなぎ、業務を行える環

境を整備しました。今後は、テレワークの推進として、育児や介護などの時間的制

約を抱える職員をはじめ、職員一人一人の多様な働き方を実現し、業務の質を高め、

住民サービスの向上につなげるため、内部業務の電子決済などの効率化を図り、テ

レワークに対応できる業務環境整備を進めてまいります。 

 大きな設問の２番目は、デジタル田園都市国家構想についてでありますので、順

を追って回答します。 

 まず、①番目につきまして、デジタル田園都市国家構想推進交付金の制度目的は、

転職なき移住を実現し、地方への新たな人の流れを創出するため、サテライトオフ

ィスの施設整備に取り組む地方公共団体を支援するということです。日本の人口減

少が進んでいる中、知名町の人口を増やそうということはなかなか難易度が高いと

考えております。また、高齢化や人口減少が進む中で地域づくりの担い手不足とい

う課題にも直面しております。 

 その一方で、コロナ禍において感染リスクを抑えるため、自宅から仕事のできる

ようになったことで出勤の必要がなくなり、例えば月の半分は都市部で生活をし、

半分は地方で生活するといったことができるようになりました。サテライトオフィ

スを整備することで、働きやすい環境がある知名町に来ていただくきっかけをつく

り、町内で事業を実施いただくことで、町民と交流機会を持ち、その結果、知名町

の応援団が増え、町内の課題解決にもつながることを期待しております。 

 ２番目、事業申請に当たりましては、新築より費用を抑えることのできる改修を

検討し、中央公民館の２階や休養村センター、長寿園を確認しております。しかし

ながら、それぞれ建築年数が古く、事業を実施するためには耐震基準を満たす建物

かどうかの調査が必要でした。本事業は令和３年度補正予算のデジタル田園都市国

家構想推進交付金を活用しており、令和４年度中に事業を完了する必要があります。

前述の調査等により、工期の確保、設計期間が長くなることが予想されるため、平

成８年に建設された耐震調査の必要のない知名町フローラル館と沖永良部フローラ

ルホテルを短期、中期滞在者用に改修を行い、長期滞在者用にテレワークオフィス

の新築となっております。また、商店街空き店舗につきましては、民間の財産のた

めに調整に要することが予想され、事業導入には至りませんでした。 

 ３番目、公営住宅の整備については大きな事業費が必要となります。一方で空き
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家につきましては、人口減少もあり、増加傾向になっております。そこで、令和

３年度から令和５年度まで実施する南北広域連携関係人口創出事業においては、町

内の空き家を調査し、空き家の活用方法を検討しております。併せて令和３年度か

ら空き家改修補助事業も実施をしており、令和５年度には企業版ふるさと納税を活

用し、空き家改修補助金として１，０００万円を予算計上しております。さらに、

町として空き家バンクや定住促進住宅などの事業も行っておりますが、議員がおっ

しゃるように住宅が不足しており、空き家バンクにおいても、掲載情報が少ないの

が現状でございます。 

 そこで、南北広域連携関係人口創出事業において今年１月、さかさま不動産沖永

良部支局を開設し、従来の不動産とは逆さまの手法により、空き家の借手がサイト

に登録し、借手の思いを掲載し、貸主である大家が借手を選ぶといった新たなサイ

トも構築しております。 

 今後も、住宅確保や空き家の有効活用を目的とし、空き家調査を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上で、私の回答を終わります。 

○２番（奥山雅貴君） 

 それでは、順を追って再度質問していきます。 

 １番ですけれども、令和５年度の施政方針の中でもＡＩやＲＰＡ（ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション）の利用促進をするとありますが、大体何人ぐら

いの人数で全ての役場のパソコンの改革を行っていくのでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 先ほど町長の答弁でもありました令和５年度に地域活性化企業人という制度を利

用いたしまして、専門家、ＤＸの専門員を１人、１年間総務課のほうに常駐させま

す。ただし、毎日というわけではなく、こちらのほうで計画的な仕事の配分をいた

しまして、月に１０日ほどの在庁となります。 

 現在、ＤＸ推進班推進室に勤務しておりますのが室長を含め３名の職員がいます

ので、その３名と連携を取って、全庁または町民にも分かりやすいようなＤＸの推

進を行っていきたいと考えております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 専門家が１人で３名の職員を回して変えていくということですね。分かりました。 

 期間を聞こうと思ったんですが、１年間ということで、それが不定期で行われる

ということですね。分かりました。 

 それでは、２番、デジタル化による今後の計画の中で、一部ですが、知名町が知
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名町ふるさと商品券などのペーパーレス化に対し、ホームページからバーコードを

読み取り、それをかざすだけで買物ができるとか、そういったものにも挑戦してみ

ようとは思いませんか。分かりにくいですかね。ホームページにＱＲコード出して

もらって携帯で読み取る。マイナンバーカードを持っていない方でもマイナンバー

は持っておられるわけなので、そのマイナンバーを打ち込む。そしたら１回分の商

品券として何かのポイントとして使えるということなんですけれども、こういった、

何か分かりますかね。分かってるね。こういったことを挑戦しようとは思いません

か。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 令和４年度においてプレミアム付商品券を実施しましたけれども、そのときに今

おっしゃったような形で、電子化できないかということを検討いたしました。事業

者さんとも調整をいたしましたけれども、知名町のシステムの構築に約３か月かか

るということと費用が数百万円かかるということでしたので、これは臨時交付金を

使って年度内に終わらせないといけないということもありまして、紙のプレミアム

付商品券の実施になったという経緯はあります。 

○２番（奥山雅貴君） 

 それと、次もちょっと聞こうと思ったことも関係してくると思うんですけれども、

例えばペーパーレス化につながるわけですから、今回でも毎回ですけれども、こう

いった定例会で人数分の資料を刷っておられます。これもなくせば結構楽ですし、

人件費も削除できるんじゃないかなと思っています。ちなみに隣町はもう既にペー

パーレス化、タブレットで取り組んでおりますので、こういったところでちょっと

考えていただけませんかね。たかが私、まだ二、三年ぐらいしかここに通っており

ませんが、資料が山積みになってどこに置こうかなと、こういう問題を皆さんも抱

えていると思います。こういったことでタブレット化に関しての話というのは現在、

今出ておりますでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 職員もですが、議員の皆様にも令和５年度中に今検討段階でございますので、新

庁舎の移転時には全員の目の前にタブレットと電子機器を置いて、紙をペーパーレ

ス化に推進していこうと考えております。 

 また、職員の業務の中には文書の決裁、伝票の決裁等を今紙で行っていますが、

これを電子化する予定となっておりますので、令和６年度に向けて、令和５年度は

そのあたりを検討する年になることと思われます。 

○２番（奥山雅貴君） 
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 隣町に負けないように、ぜひとも早い検討をしていただいて、実現させてくださ

い。 

 次に進みます。 

 １月２２日の町政報告会は、私は自宅待機ということで参加できませんでしたが、

ユーチューブを見ました。突然この場で言われても困るというような意見もありま

した。事前報告、事後報告はいつの時代も大事だと思います。特にこの２年は、コ

ロナのストレスによる状況、情報を知りたいと思う方が増えていると思います。人

口やイベントの通知など、内容はあって変わっているだけのホームページを見ても、

町民は１回見たら次見るのは何か月か後になるか分からないです。都会にいる人た

ち、元町民の人たちは毎月毎月やっぱり見てくれているそうですけれども、配信の

仕方ですね。 

 先ほど、意見を述べるところができないというふうにありましたが、私もコンピ

ューターには詳しくはないのですが、優秀な職員の中にはやっぱりこういったもの

にたけている方がいらっしゃると思います。そこで、伝言板じゃないですけれども、

悪い書き込みがあったら削除するとか、そういった方法で医師、教師、そして町民、

農家さんとか、あと強いて言えば子供たちの声が普通に誰でも見られるようなホー

ムページの作成をお願いしたいのですが、これ、今無理と言われた中でちょっと私

もメモしていて聞きそびれていたものがあったので、無理だった理由をもう一度お

願いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在私ども町が構築しているシステムにおいては、セキュリティーの関係から外

部からの通信が制限されており、その関係で掲示板またはＳＮＳ等の交流用のペー

ジを作成することができないという回答でしたが、以前もホームページで掲示板を

作成したことがありました。私、そのときの担当だったんですけれども、誹謗中傷

等がありましてかなり炎上したことがあって、一部の方だったんですけれども実名

が出たり、そのあたりをもう２４時間誰かが監視していないといけないという状況

だったので、もうこれは閉めざるを得ないなという経緯がありましてこの関係には

かなり慎重になっておりまして、他の市町村も見ても、ホームページでのやり取り

はあまりやっていないような感じでありまして、ＳＮＳ等が今かなりいろんな種類

が出ておりますので、そのあたりも使って今後、新しいホームページになるときに

は検討してまいりたいと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 総務課長の確かに言われたとおり誹謗中傷、これで結構自殺に追い込まれたりと
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かする方もいるんで難しいとは思いますね。今のを聞けば分かります。 

 ちょっと１つだけ確認で聞きたいんですけれども、知名町ＬＩＮＥ、私、間違え

て返信したんですよ。あれって知名町側は見られるんですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 あれは、私も作成した側ではないんですけれども、返信については町には来ない

というか、あのＬＩＮＥについてはもう一方通行のお知らせするだけのこととなっ

ております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 分かりました。以前それしたら返事もなく、何か……。うまく改善されたんで、

あれっ、見えているのかなという、そういう疑問でした。 

 じゃ、次へいきますね。 

 ５番、マイナンバーカードのあれです。銀行やクレジットカードだと違法に引き

出された分は保険が入ったりとか聞きますし、町民の皆さんとか、また県の人たち

でもマイナンバーカードについての危機感、なくしたらどうするんだとかデータを

奪われたらどうするんだというのがありましたが、今の町長の答弁で、なかなかか

なりいいセキュリティーになっているんだなと。まさかＩＣチップまで壊れるとは

こっちも思ってはおりませんでしたので、これでしたら、もうこれも堂々と、どこ

かホームページでもセキュリティー万全の要素を書き込みしていただいて、皆さん

に安心してマイナンバーカードを作っていただけたらと思います。 

 ６番ですが、もうあと１０年もしたら、もしかしたら在宅勤務が当たり前になる

時代が来るんじゃないかと思っております。ある会社の有名な方に話を聞いたとこ

ろ、将来はホワイト業務は危ないと。ブルー業務は残る可能性があると。でも全て

ＡＩになるから、ホワイト業務の仕事はなくなるでしょうと。カッターシャツを着

て働く人たちの仕事ですよね。それもそれでちょっと寂しいんではありますが、や

っぱり人間もうまく、感情がある生き物なので、人間を使いながらＡＩに頼ってい

ってほしいなと思います。 

 また、これからもすごくいい技術が出ると思いますが、それはもう新庁舎なので、

新しくどんどん進めていけると思います。そこはちょっと頑張っていただきたいと

思います。 

 次へいきます。田園都市ですね。 

 子供の島留学で一緒に来られる親のワーキングスペースに利用できますが、島の

子供たちのために、また別にパソコンを１０台ほど設置できるスペースを各欲しい。

都会でいうインターネットカフェみたいな感じで子供たちに活用することはできな
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いでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今回整備したサテライトオフィスですけれども、都市部の企業の進出、それから

それに伴う交流人口の拡大、それからそういう方たちが来ることによる町内商工業

者との交わりによって相乗効果が生まれるという事業目的ですので、今おっしゃっ

たサテライトオフィスについては、子供たちが入って云々ということは想定してお

りません。 

 ただ、デジ田の事業ではございませんけれども、子供の第３の居場所というのを

ふるさと財団のお金を頂きまして造っていますので、そこはそういう活用ができる

と思いますので、町が整備したもの、それから民間が整備したものを面的に活用し

ていただければと思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 そうですね、事業という形になるんですが、これは事業でやろうとすると、ちょ

っと人口率から考えてもプラスが出るまでにもう数年かかる。いっとき、ずっと元

を取るまで赤字経営になるんですよね。なので以前、何年前でしたか、１０年、

１５年前にどこかでやろうかと言っていたうわさがあったんですが、結局やっぱり

これじゃもうかることができない、赤字じゃ経営なんかできない、ボランティアじ

ゃできないということで頓挫しているはずなんですよね。 

 なので、本土では中学生から大人も利用していますし、また旅行者はパソコンを

持ってきている人……。仕事で来ている人は持ってきていますけれども、旅行者で

パソコンはなかなか持ってきていないと思います。たまにふと、あっ、こういうこ

とをやらなきゃいけないなと思ったとき、やっぱりパソコンがあればいいんじゃな

いですかね。子供たちもチームをつくってみんなでゲームをしてわいわいにぎわっ

たり、こういったところがこの島は１０年遅れています。なので、また町長がそう

いった関連の助成金を頂いてきて、またそういった場所に子供たちの１０年遅れて

いると言われている遊びをちょっとさせてもいいかと思っております。検討してく

ださい。 

 ②にいきます。 

 入札金額が税込みで４，８００万円、サテライトオフィスですね。面積が

３４．５坪、坪単価にすると約１４０万円になります。総額６，０００万円だと坪

単価が約１７４万円なります。これだと大きな新築木造住宅が２棟余裕で建ちます。

この予定価格はどのように決められていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 
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 予定価格につきましては、事前に事業者様から見積りを頂きまして、それに沿っ

て、町の公共単価がありますので、それに沿って決定をしております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 昔から思っていたんですけれども、こういったところをだんだん少しずつ見直し

ていったらいいんじゃないかなと思うんですよね。民家の改修工事、大きなスーパ

ーリフォームですよ。ちゃんとお風呂も変えて、キッチンもいいものを入れて、ト

イレも変えて洗面も変える。床も全部きれいにする。それでしたら、改修工事にし

たら五、六件の大型リフォームが可能です。そうなると、住むところもありますし

勉強するところもありますし、くつろぐとこもありますよね。今回の地図を拝見さ

せていただきましたが、町長もうーん、しまったとは言われていたんですが、ベッ

ドスペースがあってもよかったんじゃないのかなと。ただ、あれだけトイレがあっ

て共同のキッチンがあるだけで何で６，０００万円もするんだと。普通、町民が考

えたら、これ、ばらまきと言われませんかね。こんなことをしているから借金全然

減らないと思うんですけれども、そこをちょっと、坪１７４万円に対してどう思い

ますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 公共事業を実施するに当たっては、どうしても経費、公共単価がありますので、

それに照らし合わせて事業を実施するとこのような事業費になっております。 

 一般の民間の事業でありましたら公共単価とか乗らないと思いますので、まだ安

く済むと思いますけれども、あくまでも補助事業、４分の３の補助率の高い事業と

いうことで採択をいただいておりますので、ご理解いただければと思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 ですよね。もう昔からの仕組みでのやり方ですよね。もう先ほどの１番の問題と

一緒なんですけれども、かかってくるんですよね。デジタルトランスフォーメーシ

ョン、組織の改革ですよ。これを掲げているんであれば、こういったところも変え

ていいんじゃないですかね。民間相手にしているところからしたら、うそだろうと、

知名町はそんなにお金持ってるの、出し過ぎじゃないのと、そういった基準のあれ

は私も見たことはありますけれども、こういったのはちょっと考えるべきだと思い

ます。お風呂もないんですしね。だから、そこはもうちょっと協議していただきた

いと思います。 

 では、次へ行きます。 

 ③沖永良部では５Ｇにならないエリアがまだまだありますが、やっぱり通信環境

が一番大事だと思います。そういった面での知名町全体、もしくはＷｉ－Ｆｉもし
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くは５Ｇの今後の計画等を聞かせてください。 

○総務課長（成美保昭君） 

 ５Ｇ、これは携帯電話、通信キャリアのやっている事業でありますが、私どもの

ほうからこれについて早めにという要望は現在のところ出しておりません。 

 ただし、計画等はこちらのほうが要望すれば頂くことは可能なんですが、いかん

せん、なかなかそういうものについては整備がいつもいつも遅れるところがこうい

うところでありますので、また要望があれば、大手のほうにはこちらのほうからち

ゃんとした計画書を頂きたいと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 すみません、要望って誰からの要望ですか。 

〔「それはやっぱり町民」と呼ぶ者あり〕 

○２番（奥山雅貴君） 

 町民からですね。では、町民の皆さんは要望しましょう。 

 東京でも４年前ぐらいから外国人向けに、販売機の中にＷｉ－Ｆｉルーターを放

り込んでいっているんですよね。だからそのような感じで、知名町もその販売機を

入れている会社さんにどうか協力してもらえれば、あと中継塔ですね。そういった

ものを整備していただければ都会の旅行者も携帯を普通に使える、便利だと。暇が

あったらすぐスマホをいじっている現在ですので、要望してもらえるように私もい

ろんな方に声をかけます。 

 また、あとフローラルホテルの和室、客室を改修して長期宿泊等を可能にすると

ありましたが、これはウイークリーマンションやマンスリーマンションのような入

居しやすい設備を備え、家賃もリーズナブルな価格でと考えられていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今現在、稼働率の低かった和室と隣の洋室を一緒にして３部屋を改修しておりま

す。 

 料金につきましては、条例で定められた上限がありますので、それに基づいて当

初は料金の設定をしていかざるを得ないと思いますけれども、利用状況等を見なが

ら、今おっしゃったようなウイークリーであったり長期滞在者が使いやすいような

料金設定にできればいいのかなと思いますが、ただ、ホテルの経営状況等もありま

すので、そこはまた月例会議等で協議していければと思います。 

○２番（奥山雅貴君） 

 普通に１泊幾らだとちょっと高くなり過ぎますので、そこはちょっと低価格で、

すぐにでも住めて料理もできると、それが一番好ましいのかなと思います。沖縄で
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よくあるマンションホテルみたいな感じですよね。ああいう設備を整えておけば十

分来やすいと思います。 

 では、この質問の最後に、このサテライトオフィス、コワーキングスペースで入

る１年間の年収は大体どれぐらいと見込んでおられますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 サテライトオフィスにつきましては、今料金設定を考えているのが１部屋３万

５，０００円プラス共益費５，０００円というふうに１事業者から徴収する予定で

ございます。なので、３万５，０００円掛ける１２掛ける４にいたしますと

１６８万円になるかと思います。 

 また、コワーキングスペースにつきましては、料金をちょっと忘れましたけれど

も、１時間当たりの料金を設定して徴収したいと思っております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 それでは最後に、町長の考える組織改革、伺います。 

○町長（今井力夫君） 

 組織改革、ちょっと質問の中身になかったものを急に答えていかなければいけま

せんけれども、まず、１つの役場内の組織をどう改革していくかということは、幾

つか今、課がありますけれども、どうも仕事が、職務分掌が非常に幾つかの課に分

かれているものがある。例えば今回は、水の問題においては下水道が建設課と、そ

れから耕地課に分かれておりました。水なので、これをやがては１つ、水関係とし

て水道のほうでまとめることはできないのかとか、そういう幾つか似たような仕事

で分かれているようなもの、これら各課が持っている仕事内容を１回棚卸しして、

これはどこかにまとめたほうがいいのかというようなもの、それを検討してまとめ

ていきたいなと。そうすることによって、例えば、下水道なのに何で建設課に行か

なきゃいけないのかと、利用者の皆さんがなかなかどこに質問していったらいいの

か分からない部分があるのではないかなと。利用者が利用しやすい、中身が分かり

やすい課に質問をしていったり、また１か所にまとめることによって仕事の中身を

集約することができますので、人員をある程度削減も図っていくことができるのか

なということで、棚卸しをすることによって、まず仕事を同じような仕事はもう

１つの課にまとめていきたいなというようなことを１つは考えております。 

 それから、組織改革の中で、例えば今日も行政説明会の中でお話をさせていただ

きましたけれども、可能な限り行政がやるのか、これは民間が行っていくのかとい

うその辺の仕事を、ある意味では民間ができるものは逐次民間に移譲していくと。

そして、我々自治体がしなきゃいけないものは何かというのを絞り込んで、そこに
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いるマンパワーをそこで最大限活用できるようなやり方にしていくべきではないか

な。これは、ある意味では今、労働力不足というのが出ておりますので、そういう

意味では、民間ができるものを民間ですることによって、自治体がしなきゃいけな

いもの、労働力不足を解消して、しっかりと町民の福祉サービスができる体制づく

りと、そういうものに切替えていく必要があるんじゃないかなというようなことを

今考えております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 そうですね。確かに分かりにくい部分で、今朝も私、昨晩嫁に知名町のマンホー

ルカード、これあるかなということで、ああ、じゃ聞いてみようねって中山補佐に

連絡したら、建設課だよと言われました。そういう事もありますので、やはり分か

りやすくまとめたほうがいいと思いました。 

 最後に、本当、知名町はよくなってきていると私は感じておりますので、皆さん

頑張って、デジタル化に向けて進んでいってください。 

 私の質問は以上で終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、奥山雅貴君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明日８日は、午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

散 会 午後 ４時０４分 
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令和５年第１回知名町議会定例会議事日程 
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 ご起立ください。 

 おはようございます。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 一般質問 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 宗村 勝君の発言を許可します。 

○１０番（宗村 勝君） 

 議場の皆様、こんにちは。傍聴席の皆様、また、ネット中継により議会傍聴され

ていらっしゃる皆様、知名町議会に関心を持っていただきありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 通告４番、議席番号１０番、宗村 勝が一般質問をさせていただきます。 

 ３日後の３月１１日で、あの未曽有の大災害、東日本大震災から１２年を迎える

日が来ます。復興は進んでいるというものの、いまだに復興の途上にあると報道等

で知らされています。謹んで犠牲になられた多くの方々のご冥福をお祈りするとと

もに、ご遺族の皆様や今もなお避難生活を余儀なくされ、不自由な生活を送られて

いる皆様に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。 

 私ごとではございますが、前回の１２月定例会を体調不良により欠席させていた

だきました。そのとき提出予定でした一般質問を再提出させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

 １番、脱炭素先行地域に選定を受けた取組について。 

 本町並びに隣町が昨年６月に脱炭素先行地域に選定され、選定授与を受けたとこ

ろですが、各家庭で使用されている給湯器を先行地域にふさわしい、環境に優しい

給湯器を推進できないか。 

 ①エコキュート、エコジョーズ、エコフィール等の省エネ給湯器の推進。 

 ②自然エネルギーだけでお湯を沸かす太陽熱温水器の推進。 

 ２番、余多川の流末の点検について。 

 余多川の流末部分は、地下に落水するように自然が形成されておりますが、近年、
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世界各地で１００年に一度とも言われる災害が発生しております。余多川流域にお

いて大洪水が発生した場合、流木等が余多川の流末部分へ流入した場合、川がせき

止められないか懸念されます。ケイビング等の専門知識を有する皆さんに調査依頼

して安全を確認できないか。 

 ３番、観光客誘致や若者の定住促進について。 

 本島の自然環境を生かした多種多様なシーカヤック、ハンググライダー（モータ

ーグライダーを含む）等アクティブスポーツの導入を図ることにより、観光客等の

交流人口の増大で町の活性化につながるとともに、若者の定住促進につながると思

います。それらを普及させるためのプロセスとして、適地の選定や施設の充実等が

必要であります。専門家に依頼して適地等のアドバイスを受けられないか。 

 ４番、ごみの不法投棄防止について。 

 県下一斉に毎年ごみの不法投棄防止月間として、昨年の１１月に取り組んでいま

すが、一向に改善されないと感じられます。改善策はないのか伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 改めまして、皆様、おはようございます。 

 本日、令和５年第１回目の議会２日目となります。本日も町政発展、そしてまち

の活性化のために多くの皆さんのご意見、ご提言をいただきながら町政を進めてい

ければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、宗村 勝議員のご質問に対しまして、順を追って回答させていただき

ます。 

 まず、１番目の脱炭素先行地域に関するご質問でございます。 

 本町並びに隣町と共同提案者の２社は、本年４月に環境省が２０３０年までに脱

炭素を全国的に先駆けて実施するという脱炭素先行地域の認定を受けております。

現在、計画の実施に向けた準備を進めているところでございます。 

 脱炭素先行地域は、設定した区域内の行政機関や一般家庭などの民生部門から排

出される電力発電時に発生する二酸化炭素を２０３０年までにゼロにするというこ

とが必須条件となっております。このため、本町といたしましては、来年度以降、

新庁舎周辺及び公共施設群を中心に、昨年度、経済産業省の事業を活用し、検討を

行ってまいりました地域マイクログリッド構想に基づき、一定のエリアを脱炭素先

行地域の区域として設定を行い、太陽光発電を主体とした再生可能エネルギーを活

用し、二酸化炭素を排出しない電力を供給することで脱炭素先行地域に関する要件

を達成したいと考えております。 
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 議員のご指摘の各家庭の給湯装置につきましては、電気を使用する電気温水器、

ガスを使用する給湯器、また、灯油を使用する給湯器、３種類が主に現在利用され

ております。 

 こちらにつきましては、現時点では脱炭素先行地域の交付金を活用しての補助な

どは予定しておりませんが、一般家庭から排出される二酸化炭素は照明や空調など

の電気由来のものが多いと想定されていることから、地域マイクログリッドを活用

した上で、これらの給湯設備に関する更新の支援、脱炭素についても検討をしてま

いりたいと考えております。 

 ②自然エネルギーに関しての太陽光の熱エネルギーへの変換につきまして、太陽

熱を活用し、給湯を行う太陽熱給湯器は、今から約４０年前に実用化され、特に薪

を使用した給湯に対しましては、太陽熱と組み合わせることで、少ない燃料にて給

湯ができるシステムとしての、一時地方を中心に利用された時期がございます。 

 一方で、本町のように水道水の硬度の高い地域におきましては、配管設備が短期

間で結晶化し、給湯設備が破損してしまうということが多く、広く普及しなかった

と伺っております。 

 現在、町が実施しております水道の硬度低減化の装置や提供体制が整った後は、

町内においても、太陽熱の給湯についても利用の可能性が広がるものだと期待をし

ております。 

 ただし、太陽熱の給湯は、太陽熱単体では夏場や晴天時などは十分の給湯を行う

ことができますが、冬場や天候不良時にはガスや灯油などの他の給湯システムとの

組合せが必要であるということから、費用対効果が限定的であるのではないかとい

う指摘もございます。 

 町が所有する施設でありますフローラルホテルなどは、大規模施設でも太陽熱温

水器は既存の灯油燃料コスト低減と、それから脱炭素化を実現する一つとなります

ので、今後検討を進めてまいりたいと考えております。 

 大きなご質問の２番目、川の流木等の問題でございますが、余多川を管理してお

りますのは県でございます。県によりますと、議員ご指摘の懸念は否定できないも

のであり、河川の氾濫を未然に防ぐために寄洲を除去し、併せて堤防や河川内の樹

木等の伐採を行うことで河川を適切に管理していく計画であるという回答を県から

いただいております。 

 ３番目、若者定住等に絡んでですけれども、本町のアクティブスポーツは、観光

協会及び観光協会加盟業者が中心となってアクティブスポーツの体験メニューとし

て、本日現在、ダイビング関係で４業者、サイクルツアー関係で１業者、合計５事
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業者が実施しているところでございます。 

 議員からご提案のありました新たなアクティブスポーツを導入するためには、道

具はもちろんのこと、資格や人材の育成、収益性、法制度のクリアなど検討すべき

課題も多くあると思っております。それらのアクティビティーを導入するにしても

時間を要するものだと考えております。 

 観光客等の交流人口の増大を図るためには、まず現在実施しております体験メニ

ューの磨き上げ及び人材の育成に力を入れながら、将来的に新たな観光コンテンツ

として導入が図られればと考えております。 

 また、本町では観光庁の専門家派遣事業を活用し、沖縄県那覇市にあります株式

会社アンカーリングジャパン代表の中村圭一郎氏に観光まちづくり支援事業等のご

指導、ご助言をいただいているところでございます。その中で今年度は観光協会員

で形成されるガイド部会が新たに設立されることから、その際にガイド部会員から

の意見もいただきながら、ご質問にありました新しいアクティビティーの導入等に

ついては検討を実施していけばいいのではないかと考えております。 

 ４番目、最後、ごみの問題でございますけれども、環境美化の促進及び保持を図

るため、空き缶等のポイ捨て及び空き缶の散乱を防止するということを目的に、平

成２３年に知名町空き缶等ポイ捨て防止条例を定め、平成２４年から施行しており

ます。 

 不法投棄の防止対策といたしましては、看板の設置や委託事業によりますパトロ

ールや防災無線での広報活動を行っておりますが、議員ご指摘のとおり、道路脇等

への空き缶のポイ捨てや不法投棄は依然として解消されず、景観上はもとより道路

等公共施設の維持管理上も支障を来しているのが現状でございます。 

 防止対策の強化といたしましては、不法投棄パトロールを多発地帯に絞って行う

ことや不法投棄防止用看板の設置、また町のごみの現状を広報紙等に掲載し、防災

無線によります環境美化やごみ散乱防止の啓発を行い、町民一人一人が厳しい目で

監視することでこの自然豊かな島をいつまでも守り、ごみのないまちにしていきた

いと考えております。 

 また、個人のモラルの向上を図るためにも、大人が正しい姿、姿勢を子供たちに

見せること、家庭、地域において率先して環境美化に取り組むことで、ポイ捨てを

しないモラルの育成を図ることが何よりも大切なことではないかと考えます。ごみ

のないまちづくりの推進のために、議員の皆様をはじめ、町民の皆様のご協力をお

願い申し上げたいと思っております。 

 以上で私の回答を終わります。 
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○１０番（宗村 勝君） 

 ありがとうございます。 

 初めに、町長に確認申し上げます。１番から再質問させていただきますが、先ほ

ど２０３０年までにゼロにするとおっしゃられたと思ったんですけれども、それ間

違いないでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 ２０３０年までにというのは、業務部門等におきましてゼロにしていくというこ

とが今回の条件というふうになっております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 ちょっと分からないところなんですが、２０３０年と申しますとあと７年ですよ

ね。それ可能か、私、ちょっと不可能に近いみたいな感じしますけれども、もうち

ょっとご説明いただけたらと思いますが、よろしくお願いします。 

○町長（今井力夫君） 

 カーボンニュートラル自体は２０５０年と、これはその地域における全ての二酸

化炭素排出量プラス・マイナス・ゼロにするというのが２０５０年のカーボンニュ

ートラルの目標なんです。ただ、どの地域においても、例えば運輸部門があったり、

家庭部門があったり、このような役場などの業務部門、それから建設業、農業、こ

ういうそれぞれの部門において二酸化炭素を出しておりますけれども、一どきに全

部をすることは非常に難しいので、まずは今回、業務部門等におきまして、すなわ

ち役場とか公共施設群、そういうものにおいてどのような方法でそこで出される二

酸化炭素の排出量、それから二酸化炭素吸収量、そういうもののプラス・マイナ

ス・ゼロが達成できるかというのが、２０３０年までにある一つのポイントを絞っ

てということで本町が今回出してありますのは、業務部門等を中心に二酸化炭素の

排出をゼロの方向に向けていきますよということで行います。 

 ただ、その中で当然複合的にやりますので、一番、二酸化炭素を出しているのが

運輸部門、自動車部門で、二酸化炭素が大量に一番出されているのがこの運輸部門

でございますので、そういうところにおいても意識高揚を図っていくために、公用

車等のＥＶ化も同時に進めながらというふうに動かしております。基本的にはまず

業務部門においての二酸化炭素排出を抑えていくというのが２０３０年までという

ことですけれども、我々はこれ５年間のうちである程度を仕上げていかなきゃいけ

ないという足かせが入っております。日本全国においては、２０３０年度までにあ

る程度というふうに国が定めているということでございます。 

○１０番（宗村 勝君） 
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 あと５年で大体めどを立てていくというお答えだったと思いますけれども、ぜひ

頑張っていただき、この業務部門、運輸部門ですか、できるように頑張っていただ

かないと、先行地域に指定されたのがどうなるか、ちょっと私には分からないとこ

ろなんですけれども、頑張っていただけたらと思います。 

 私が今回この質問を提案させていただいたのは、各全国の自治体の中にそういう

給湯器を導入した場合、期間を決めていたんですけれども、１０万円の補助をする

とか、そういう自治体があったんですね。そういうのがあったもので、知名町の場

合、こういう指定された地域、沖永良部島、指定された地域ですから、そういうこ

とを含めて、補助事業を含めやっていければ、先行地域にふさわしい地域だなと全

国に知らされるんじゃないかなと思って提案しました。 

 沖縄県の宮古島が指定されていないと思うんですけれども、結構そういう環境の

面で進んでいると同僚議員から説明を受けて、そういう会社が、株式会社宮古島未

来エネルギーという会社が取り組んで、市営住宅にエコキュート、太陽光発電を導

入した場合、安価で住民に提供できるということを進めているらしいんですけれど

も、我々議会も宮古島視察の予定やったんですけれども、今、未定の状態になって

いるみたいですが、そういう取組は宮古島はもうとっくに始まっています。我が沖

永良部島、小さい島でやりやすいんじゃないかなと、補助事業をいただかないとで

きないと思いますけれども、そこらを含めてやっていくと、先行地域としての価値

があるんじゃないかなと思っているところであります。 

 先ほどのそういう補助金助成をしたり、推進したりしていくというのは将来のこ

とだと答弁されたと思いますが、ぜひ期間を決めてでもやっていただくとどうかな

と思っているところであります。 

 エコキュートはあまり高価なもので、なかなか新築、戸建て住宅の新築住宅に一

緒に導入するのが多いんですけれども、高価ということでなかなか普及されていな

いところもあると思いますけれども、エコジョーズ、エコフィールというのは、町

長、どういう仕組みかご存じでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 エコキュートは、電力を使用して発熱を行っていきますけれども、ジョーズとか

フィールの場合には、これは化石燃料、その中でもジョーズのほうはガスを、天然

ガス等を活用してまいります。フィールのほうは主に灯油とか、そういうものを使

っているというふうに私は認識をしておりますけれども、ただ、いずれにしてもこ

れ今の現状を見たときに、電気にしても非常に電気料金が原油高騰を伴いまして、

そういうもので電気代の高騰というのも非常に今心配されているところであります。 
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 それから、先ほど申し上げましたけれども、このような給湯器等のボイラーの根

詰まりというのが非常に問題にもなっておりますので、幾つかの原因を取り除きな

がら進めていく必要があるのかなと。現に私も先週、お風呂に入ろうと思いました

ら、急にボイラーが動かなくなっておりまして、私は可能な限り軟水装置を使わな

いという意地を張ってこの五、六年ずっと通してきましたら、ついにボイラーが動

かなくなりまして、土曜日に急遽ボイラーを入れ替えなきゃいけなくなって、しよ

うがないので私も家庭用の軟水装置をまた作動させた次第でございます。 

 だから幾つかのこういうものを、たとえいろいろな給湯設備を入れたとしても、

それ以前の課題解決というのも併せて進めていかないと難しいなと自分自身でも実

感したところでございました。 

○１０番（宗村 勝君） 

 エコとつきますから、エコなんですね。エコジョーズ、エコフィールというのは、

エコジョーズはもちろんガスで、エコフィールは石油でする給湯器ですけれども、

説明しますと、廃棄の熱を利用して熱交換するということで、燃料を少なくできる

という仕組みなんですよ。もちろん導入価格は高いんですけれども、あと費用が安

いということで、結構永良部内にも入っています。メーカーも推奨しております。

そういうことで、そういうことをすることにより石油の消費を少なくできる、ガス

の消費を少なくできるということで、そういう提案をさせていただきました。ぜひ

全国各自治体の中で１０万円を補助する自治体もありますから、そこらも含めてお

伺いいただけたらと思っております。 

 次の太陽熱温水器、４０年ほど前から普及しているとご説明ありましたけれども、

もういまだに我が家で扱っているんですね。天気が悪くても僅かな光であしたの朝

まで貯湯といいますか、お湯が使える状態です。今の時期ででも昨日の天気で朝の

シャワーが十分使えてきました。今日もシャワーに入ってきましたけれども、そう

いう一頃の、４０年前の機器とはちょっと違うんじゃないかなと思っているところ

であります。 

 また、先ほどの硬度の高いという説明ありましたけれども、それはメンテナンス

で解決できると思うんですね。本当に太陽熱温水器というのは自然エネルギーだけ

でしますから、もう燃料は要りません。初期導入の費用だけでできますから、そこ

らもまた再認識、町民、島民が再認識していただき、そういう導入もしていきます

と、本当に石油のＣＯ２発生はない、ゼロですから、それをぜひ、特にまたこれか

らの硬度低減化以降、ぜひそういうのの導入に推進していくべきじゃないかと思っ

ておりますが、太陽熱温水器は昔はただの落水、高低差だけで給湯していた機器が
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あったんですけれども、今は水道直圧というのがあるんです。ご存じかどうか分か

りませんが、あるんですね。我が家もそうなんですけれども、そうしますと、熱源

が少なくても、給湯器ボイラーと直列につなぐことによって燃費を少なく抑えると

いうことができます。そこらがありますから、ぜひそこらのことも考えていただい

て、硬度低減化が何年後になるかは分かりませんが、町長、何年後にやると大体想

像、考えておられますか、硬度低減化。 

○町長（今井力夫君） 

 役場庁舎も造らなければいけない、脱炭素にも向かっていかなければいけない、

硬度低減化もしていかなければいけない、道路も造り直していかなきゃいけない、

町が抱えている様々な問題を一緒くたに解決していくことは非常に難しいなと。最

近は水源地が何でこんなにもたくさんつくったんだということを時折恨めしく思う

ときもありますけれども、今、議員ご質問の硬度低減化がいつできるのかというの

は、まずは今幾つかの配水池を使っているものを、とにかくまず水源地としては上

城一本に絞っていきたい、久志検等は万が一のための予備としては残しますけれど

も、もうメインとしては、まず大山からの硬度の低い水を全家庭に配水していくと

いうその事業をまず先にしていく必要があるだろうと思っておりますので、その事

業の進捗状況を見ながら、実際に次はこの硬度低減化装置を入れるための建屋とか、

そういう装置は、一体これからの時代どれぐらいの物価上昇率に合わせて我々が試

算していかなきゃいけないのかと、様々なものを考えていかなければいけないなと

思っております。 

 当初は、このような社会情勢になる前は、およそ令和７年度ぐらいには工事を完

成、７年度いっぱいでできればなと思っておりましたけれども、今の現状では、業

者さんと話してもそう簡単に物が入らないということを言われておりますので、お

よそ当初の計画は令和７年度いっぱいではできればなというふうに考えておりまし

た。なるべくそういう時期に合わせていきたいと思っておりますけれども、幾つか

の事業を打っていかなきゃいけませんので、様々な事業に対しての予算がどれぐら

いかかっていくのか、そういうものも勘案しながら、最終的に担当課や、またそれ

を実際に行っている先進地域などの様子も再度確認もする必要があるかと。 

 今、非常に問題になっているのが、どの装置が一番安くでき、なおかつランニン

グコスト等、そういう総合的なものを我々判断しながら、この事業の完結をいつに

持ってくるのかというのを考えていかなきゃいけないなというふうに考えておりま

す。非常に町に多くの課題が山積しておりますので、これらのものを一つ一つ予算

も見ながら、いつこれらのものを解消していけるのかというのを試算するのに非常
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にまだ手間取っているようなのが現状です。目的、目標といたしましては令和７年

度完成を目指しておりましたけれども、多少難しいかなというふうに今は考えてお

ります。 

○１０番（宗村 勝君） 

 硬度低減化にずれてしまいましたけれども、町長の公約でございます硬度低減化

は１期目から硬度低減化すると、早めにするという公約でありましたので、もちろ

んいろいろ課題はあると思います。ある地区で、町長が就任してすぐ住民から、あ

と何年後にできますかと言ったら、あと２年後にやりますとはっきりおっしゃいま

した。それはもう間違いだったと、あのときはそういう意気込みであったなと思っ

ているんですけれども、やっぱりいろいろ課題もあって、なかなかできないところ

もあるんじゃないかなと思っているところであります。 

 その硬度低減化が進みますと、先ほどのこのエコ機器が本当に普及したら、特に

太陽光、太陽熱温水器などはもう燃料なしで初期導入だけでできますから、それは

ぜひ町民に補助をしてでも普及させて、この先行地域にふさわしい地区としてそう

いうことに取り組んでいるんだなと全国に示されたらどうかなと思っているところ

であります。ぜひご検討いただきたいと思います。 

 次に、余多川のことなんですけれども、先ほども壇上から申し上げましたが、余

多川の地形は、ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、流末で滝みたいに

地下に潜っております。その中は私、見たことないんですけれども、小さい子供の

ときはずっとそこを見てきたんですけれども、下りたことないものですから、もし

そこに先ほどの流木とか、家屋のとかが流れ込んだら詰まるんじゃないかと勝手に

心配しておりますけれども、その流末がどのような地形になっているかということ

をぜひそういう専門の方に調査していただき、やるのもやるべきじゃないかなと思

っておるところであります。普通の人には下りられないんですね、滝、ずっと穴で

すから、穴というか滝になって海に、地下を潜って海に流れているということだと

思うんですね。それ入った方がいらっしゃるのか分かりませんけれども、企画課長、

担当、余多地区でありますから、そういうのがありましたら。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 実は小学校のときに入りました。甲斐課長も一緒に余多の子供会で入っておりま

す。そのときははしごがありまして、下まで下りられるようになっていました。今

議員がおっしゃったように、洞窟というかトンネルになっていて、流末、海に流れ

るという形になっておりました。 

 ただ、今現在どういう形になっているかは分かりませんけれども、今おっしゃる
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ような構造になっているというのはその当時は確認しております。今おっしゃった

ようなその懸念があるかどうかはちょっと分かりませんけれども、まずはその河川

の適切な管理、寄洲とかを取って流れないようにするというのが県の見解でもあり

ますので、そのような形になるかと思いますけれども、今おっしゃったような調査

が必要かどうかはまた検討が必要かなと思っております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 課長は中に入ってご覧になったということですので、貴重な体験をされたと思い

ます。ほとんどの方は下りたことがないと思うんですよ。もうどういう地形になっ

ているのか分からないものですから、こういう障害物とかが、何百年も続いてその

地形を保っていますから心配ないと思いますけれども、これからの世界各地でいろ

いろな土地での災害があって、何が起こるか分からない状態ですので、そこがもし

詰まったらそこらじゅう洪水といいますか、つかってしまいますよね。そこらを心

配するところであります。 

 また、私、前回この質問を出してあったものですから、そのとき流末部分を視察

したところ、周りには木々が生い茂って、遊歩道も歩けない状態なんですよ。歩け

ないというか、歩けるんですけれども、前に私、この遊歩道の件で質問して、伐採

等していただきましたけれども、担当は建設課でしたか、その遊歩道の周りの木々

がそこに流れ込んでしまいますとそういう心配ないかなと思って、私、勝手な心配

していますけれども、そこらいかがでしょう。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今、鹿児島県のほうでは、河川の氾濫を未然に防ぐ、そのような目的から、令和

２年度から、令和２年度、３年度、４年度、５年度ということで河川の、先ほど申

しました寄洲の除去、あと樹木の伐採と年次的に進めていっている状況であります。 

○１０番（宗村 勝君） 

 ついでですけれども、遊歩道はそのままですか、遊歩道の整備といいますか。は

い、どうぞ。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 遊歩道につきましては、県に確認したところ、県の管理だということの回答を得

ています。ただ、地下ダムの工事があったために、一時期そこが通行止めになって

おりまして、その期間は掃除もできていなくて草木が生い茂っている状況でござい

ます。以前は余多の字で木々の伐採とか掃除もしていましたけれども、今現在は行

われていない状況でございますが、県に確認したところ、県の管理だということの

回答は得ております。 



― 87 ― 

○１０番（宗村 勝君） 

 私、昨年の１２月ですか、その頃そこをバイクで視察へ行きましたけれども、遊

歩道に落ち葉が落ちて湿った状態なんですよ。はっきり申し上げて転倒しました、

バイクで走って。そういう状態なら本当に危険な状態ですから、もし遊歩道が必要

なかったら通行止めにしてもいいんじゃないかなと、もし利用されてなかったら、

もう整備がされていないですから。そこらを含めて安全上どのようにしたらいいか

というのは、遊歩道を利用している皆さんがいらっしゃるならもちろん整備して、

川のその道路を歩きながら自然散策みたいなことをできたらいいかなと思いますけ

れども、もし利用されている皆さんがいらっしゃらなかったらもう通行止めにすべ

きだと思いますが、いかがでしょう。 

○建設課長（英 敬一君） 

 遊歩道であると同時に、県の管理用の道路でもあるかと、河川の管理用の道路で

もあるかと思いますので、そのあたり、また今の状況を県のほうに伝えて、すぐ早

急に対応ができるのかどうかちょっと分かりませんが、そのような感じで整備を進

めていければな、管理を進めていければなと思っております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 もちろん県の担当の皆さんがやるべきとおっしゃいますけれども、それ知名町に

ある川ですから、ぜひ役場主導でやるのがいいんじゃないかなと思っておりますけ

れども、もちろん全てを県にお任せするんじゃなくて、道路整備とかそういうので

やらないと、全て県に頼っていくといつになるか分からないところがありますから、

ぜひ役場が動いていくべきじゃないかなと思っているところであります。 

 先ほどの余多川の流末の件は、人間が自然を変えることによっていろいろ変わっ

ていくんですね。というのは、この海岸道路なんかは昔はなかったと思うんですよ。

それをそういう道路を造ることによって、また護岸を整備しました、そのおかげで

自然が変わっていくこともあると思うんです。そこら人間がというか工事をするこ

とによって、自然状況が変わって何が起こるか分からないと勝手に心配しておりま

す。そこらを含めて、そういう万が一のことがないように、ぜひ県とも相談しなが

らやっていただきたいと思っているところでございます。よろしくお願いします。 

 ３番目、いろんなアクティブスポーツの件を出しましたが、先ほど町長の答弁で

沖縄県の中村様という方、初めて聞きましたけれども、どのような助言をいただい

ているのか、もしお分かりでしたらご説明いただきたいと思います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 中村さんについては、観光庁の事業を取りまして、これは町の負担はありません
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が、様々な観光に関する助言をいただいております。私もちょっと中身については

詳しくはないんですけれども、今年は観光ガイド部会というのを立ち上げておりま

す。その立ち上げるに当たっての助言等をいただいておるところでございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 初めて聞いたお名前ですから、どのような活動されている方なのかちょっと分か

らないところだったんですけれども、もしそういう方の助言がありましたら、我々

議会にもぜひお伝えいただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

 いろいろ新しいこういうレジャースポーツといいますか、シーカヤック、ハング

ライダー、モーターグライダーとか出しましたけれども、永良部にないスポーツな

んですね、今、島にない。 

 皆さんご存じだと思いますけれども、モーターグライダーの場合はある人がやっ

ていますけれども、その人に聞いたら、永良部にそういう適地がありますかと言っ

たら、調べてみないと分からないとお答えいただいたもので、ぜひ調べて、沖縄県

でもハングライダーをやっているところはあったと思うんですよ、私、以前に調べ

たことがありますけれども。沖縄県の地形でできるなら、ハングライダーもできる

ところもあるんじゃないかなと。ただ、素人が考えて分からないところがあります

けれども。 

 そこらを含めてぜひそういう、先ほどの中村様がそういう知識があって、ご助言

いただけたら、沖永良部に行けばハングライダー、モーターグライダーができると、

観光ＰＲにもなると確信しますけれども、そういう取組はまだまだ先のような雰囲

気を受けましたが、ぜひ、住民もやっていないスポーツをやりたいという人も多分

いると思うんですよ。ぜひそういう適地がありましたら調べていただき、普及につ

なげられたらと思っているところであります。 

 先ほどのモーターグライダーの場合、もちろんモーターでハングライダーを飛ば

しますから、タンデムといいますか、２人乗り、それで島を海岸沿いとか飛びます

と、もちろん観光ＰＲは最高じゃないかなと勝手に思っておりますが、そこらも含

めて、ぜひ適地選定等ありましたら調査していただきたいと思っております。私も

やりたいところですけれども、年齢上ちょっと無理かなと思っているところであり

ます。 

 シーカヤック、奄美市住用はもちろんカヌーで結構普及していると思うんですけ

れども、シーカヤックとは海でするカヌーといいますか、それだと思いますけれど

も、海岸から、海面から島を見るのは最高だと思うんですね、人力で。そこらをや

る業者さん、また観光協会の皆さんが普及に努めていただければ、沖永良部に行け



― 89 ― 

ば海岸を自力で散歩できると、そういうこともあるんじゃないかなと思っておりま

す。ぜひご検討いただきたいと思います。 

 最後に、ごみの不法投棄についてですが、何度かその問題を提起させていただい

ておりますが、本当に一部の人間の仕業といいますか、その皆さんのおかげで空き

缶のポイ捨てとかされていると思うんです。町長が提案したと思いますけれども、

各字一斉に空き缶拾い等をやろうと取り組んでおりますが、それも本当にすばらし

いことだと思います。やることによって住民の意識が、ポイ捨てする人は多分そう

いう活動をしないと思いますから、全町民がそれをできるようになってきますと、

ポイ捨てする人もいなくなると思います。多分ポイ捨てする皆さんは島民なんです

ね、島民の大人なんです。島外から来る皆さんはそういうことはしていないと思い

ます。 

 ぜひ、先ほどの町内一斉にやる、そういう活動するのを年に１度じゃなくて、壮

年団の皆さん、青年団の皆さんを含めてそういう活動をすることによって、だんだ

ん町民の意識がポイ捨てしないようにしようという意識に変わっていくんじゃない

かなと思っております。前も申し上げましたけれども、種子島の道路は本当にポイ

捨てされた形跡がなかったもので、私、そこの住民の皆さんに質問しましたら、そ

ういう活動をしていると。それをしているうちになくなったと、そういうお答えい

ただいたもので、ぜひ知名町を含め、隣町も含めて、そういう活動をやっていくべ

きじゃないかなと思っております。ぜひ、もっと町長主導で、町長があまり進めま

すと何を言っているのかと言われると思いますけれども、ぜひ町民にこういう活動

を進めていくことによって解決するんじゃないかなと思っております。 

 以上でごみの問題を終わりますが、保健福祉課長にお答えいただきます。今、最

近聞いた話なんですが、ごみ袋に名前を書かなくていいということを聞いたんです

けれども、それでよかったですか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ただいまのご質問ですけれども、以前は必ず記入ということでしたけれども、今

お名前がプライバシーの問題で、中のごみとの照合がされるとか、いろんなことが

ありまして、必ず記名ということには、もう今、知名町のほうはしていないとお聞

きしています。和泊町も同じだとは思うんですけれども、必ず記入しなければなら

ないということではないです。その代わりちゃんと分別をして、きれいに整えて出

していただくということが条件にはなっております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それ以前は必ず名前を書かなければいけないと、そういうことで名前を書く欄も
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ありました。プライバシーの関係でそういうことになった、住民から指摘を受けた

からそうなったかなと思っているところでありますが、もしそうなら、ごみ袋もも

っと安くできると思うんですよ。というのは、名前を書く欄も要らない、普通の指

定された袋じゃなくてもいけるんじゃないかなと思っていますが、それは衛生管理

組合との兼ね合いもありますが、そこらはいかがでしょう。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ごみ袋の導入に至っては、やはり皆様に公平にごみの処理料も負担していただく

ということで、衛生管理組合のほうが作成したものでございます。ですので、普通

のごみ袋ではなくて、やはり皆様に買っていただいているというところは、皆様に

一部ご負担いただくというところでしておりますので、こちらのほうはご了解いた

だきたいと思います。 

 記名につきましては、なるべく本当は記名が責任を持ってというところであるん

ですけれども、そういったお声があったので強制はしないというところですので、

記名欄があるのも今のところは、先々はもしかしたら変わっていくのかもしれませ

んが、今のところは記名欄もつけたまま、ごみ出しの袋を作っているというところ

でございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 さっき申し上げたとおり、ごみ袋ももっと安くできると思うんですよ。もしそこ

から名前も、もちろん指定した袋はいいんですよ。そうすることによって、もうち

ょっとごみ袋そのものを安くできて、もちろん名前も書かないでいいということに

なれば、進んで名前を書く人はいないと思いますから、ぜひそこらも含めて私も衛

生管理組合の議員なものですから、考えていかなきゃいけないなと思っているとこ

ろであります。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、宗村 勝君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、５分ほど休憩いたします。 

休 憩 午前１０時５２分 

─────────────── 

再 開 午前１０時５６分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 
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 新山直樹君の発言を許可します。 

○７番（新山直樹君） 

 議場内の皆様、そしてネット中継を見ている皆様、こんにちは。議席番号７番、

新山直樹が、次の５点について質問いたします。 

 大きな１番、公営住宅整備について。 

 ①公営住宅の個別改善事業が全体的に遅れたと思うが、その要因は。また、今後

の個別計画及び資材高騰や資材不足による遅れが生じた場合の各団地の影響は。 

 ②現在何人、何世帯の方が入居待ちになっているのか、また、入居待ちしている

期間は。 

 ③田水団地の建て替えについて、公営住宅の年度別整備スケジュールでは令和

７年度からとなっていますが、計画どおりに整備できるのか。 

 大きな２番、歩道設置について。 

 中央通線は今年度から一部の区間、歩道設置工事が始まっていますが、知名白浜

線はいつから着工予定か、また、全体の完成年度予定は。 

 大きな３番、通学路について。 

 以前も通学路について質問しましたが、当時の答弁では危険箇所が２１か所あり、

対策が必要な箇所が１４か所とありましたが、その後の対策はどうだったのか。 

 大きな４番、畑かん施設整備について。 

 知名・屋子母地区に県営畑地帯総合整備事業が計画されておりますが、事業採択

に向けた現在の取組状況はどうなっているのか。 

 大きな５番、安全対策について。 

 町立図書館南側の駐車場が道路との高低差があり、転落防止の安全対策として

―すみません、これガードパイプです―ガードパイプ等の設置はできないか。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、新山直樹議員のご質問に順を追って回答いたしますが、大きな設問の

３番と５番、これは教育委員会所管事項とも重なりますので、教育長答弁に代えさ

せていただきます。 

 それでは、公営住宅の進捗状況等につきましてお答えします。 

 今年度実施しております下平川第二団地の改修工事につきましては、６月２３日

に契約をし、工事を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大や世界的

な電子部品等の供給不足により給湯器等の資材の納期遅延が発生しており、工事の

進捗が遅れる状況に今なっております。令和５年度に繰越しの予定となります。 
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 今後の資材高騰や資材不足等の影響は非常に不透明でございますが、現時点では

令和５年度に白浜団地２号棟、令和６年度には田皆第二団地、令和７年度には新住

吉団地の改修工事を行う予定にしております。 

 続きまして、②につきまして、町営住宅の入居申込書を提出し、入居待ちをして

いる町民の方々は２月末時点では３０世帯となっており、入居待ちをしている方の

平均期間といたしましては１年１か月となっております。 

 田水団地につきましては、公営住宅等の長寿命化計画の策定時は令和７年度から

田水団地の建て替え事業を計画をしておりましたが、個別の改修事業の実施が約

１年ほど遅れることにより、現時点の計画は令和８年度からの実施を予定をしてお

ります。 

 歩道設置等につきまして、中央通線及び知名白浜線は歩道整備を含めた道路改良、

交差点改良工事を計画しており、令和４年度は中央通線の３３メートルの歩道設置

を行っております。 

 令和５年度の計画といたしましては、知名白浜線の南側１００メートル程度の整

備と中央通線一部区間の歩道設置を予定しております。令和６年度には事業完了を

させる見込みで現在工事を進めさせていただいております。 

 ３番は教育委員会所管でお願いします。 

 ４番、畑かんの施設整備につきまして、令和４年１１月に知名・屋子母地区の事

業参加者の同意を得て、事業の申請をしております。その後、令和５年２月１３日

に外部の専門技術者によります現地審査を終えて、現在、事業計画の決定を待つ状

態になっております。 

 今後、事業計画が決定される見込みとなっており、決定をされた場合、県営事業

となりますので、県の発注を待って、令和５年度は詳細の設計をしたり、令和６年

度からは工事の着手という流れになる予定となっております。 

 令和５年度の詳細設計につきましては、しっかり地元の意見を事業に反映できま

すよう県及び関係機関と連携を密にしてまいりたいと考えております。 

 続きまして…… 

○議長（福井源乃介君） 

 以上です。 

○町長（今井力夫君） 

 以上です。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、新山直樹議員の３番、通学路についてのご質問にお答えをいたします。 
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 令和３年９月に町内小学校、沖永良部警察署、沖永良部事務所建設課、知名町役

場等の関係機関で実施した通学路の合同点検においては、１４か所の安全対策が必

要な箇所があり、令和５年２月末現在では、１４か所のうち県道国頭知名線、Ｔマ

ートから屋子母字のカラー舗装など１０か所が対策済み、田皆小学校から田皆郵便

局までの県道など３か所が着手済みとなっております。残り１か所、上城小学校か

ら島ごはんへの下り坂につきましても、引き続き関係機関と連携して通学路の安全

対策に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、危険箇所につきましては、各学校の危険箇所マップに掲載し、児童・生徒

に注意を促すよう各学校に依頼しているところでございます。 

 続きまして、５番、町立図書館南側の安全対策についてお答えをいたします。 

 ご指摘の場所は、低いところで約３メートル、高い場所は約６メートル、延長が

約２６メートルあり、誤って落ちると非常に危険であることから、現在、応急措置

としてロープを張り、転落注意の貼り紙を取り付け、注意を促すようにしてありま

す。 

 今後景観を損なわないよう配慮をしつつ、土ののり肩ではなく、コンクリート擁

壁上にガードパイプ等の設置を検討してまいりたいと思います。 

 予算につきましては、６月に計上して対応してまいりたいと考えているところで

ございます。 

○７番（新山直樹君） 

 それでは、順を追って再質問していきます。 

 団地が遅れている理由といたしまして、先ほど答弁にもありましたコロナウイル

スの感染拡大で世界的に各分野で多分これ半導体とか、基盤とかがなくて、先ほど

言われました給湯器の資材調達ができなくて遅れたというのは理解いたしました。 

 その前の年ですか、本当は設計が入る予定ということだったんですけれども、資

材高騰があって１年それもずれているということもあったのでしょうか、ちょっと

そこら辺を確認したいと思います。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今年度実施しております下平川第二団地につきましては、令和２年度に実施設計

を行っております。 

 予定としましては、令和２年度に実施設計、令和３年度に改修工事ということで

予定をしていましたが、設計が上がってきた段階での概算事業費があまりにも大き

かったということがありまして、実際、実施する場所、箇所、今のまま残す箇所、

そのような検討に令和３年度で検討し、令和４年度の実施になったということであ
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ります。 

○７番（新山直樹君） 

 設計段階で上がったということなんですが、個別改善事業をするに至り、改善及

び維持管理に関する効果とかがあると思います。何のためにこの修繕をするのか、

そういういろいろと取組があると思いますが、その効果とはどのような効果が上げ

られるのか、お尋ねします。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらくお待ちください。 

○建設課長（英 敬一君） 

 長寿命化を実施していく効果でありますけれども、これまでは入居者等からここ

を直してほしい、要は苦情があってから補修、修繕等を行うということの事後保全

型で実施をしておりましたが、予防保全的な修繕、あと外壁改修、屋上防水工事な

どの耐久性の向上を図ることで住宅の長寿命化が図られ、コストの縮減が図られる

ということになっております。 

○７番（新山直樹君） 

 各団地、それぞれいろんな条件で修繕してほしいという要望等々もあると思いま

すが、今回このストック事業をするに当たって、クレームが来てからの対応じゃな

くて、しておくことによってコストが下げられるというふうなことだと思います。 

 また、この事業、先ほどから答弁にもありましたが、令和６年、７年とまた次々

修繕が入ると思います。個別事業を円滑に進めるためには、入居者に対する情報が

すごい大事かなと思います。なぜこのような事業をするのか、その事業をするとき

の施工方法であったり、工程管理であったり、いろいろあると思いますが、今おら

れる下平川団地はもう終わりなんですけれども、次、白浜団地であったり、田皆、

住吉に行くに当たって住民の方との合意形成というのはどういうふうな形で取り組

んでいくのか、お尋ねいたします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今年度実施しております下平川団地のほうから知名町としては改修工事を始めた

わけでありますけれども、下平川第二団地に関しましては、説明会のほうが遅くな

ったということで、入居者の方に大変ご迷惑をおかけしました。それらを踏まえ、

来年度実施の白浜団地につきましては、設計が昨年１０月頃終わったんですけれど

も、１０月の末に知名の生活館で入居者の説明会を、第１回目を実施して説明をし

ております。 

○７番（新山直樹君） 



― 95 ― 

 説明会が終わったということですが、下平川のほうでも何かちょっと担当から聞

いていないとか、施工業者からもいつから始めるとか聞いていないとかそういう声

も上がっていました。住民の方からも理解を得られるためには、小まめな情報提供

であったりそういうのが必要かなと思いますが、その住宅改修なんですけれども、

以前の建物にはよくアスベストが使われているところがあるというふうにもお聞き

しておりますが、下平川団地であったり、今度設計が終わりました白浜団地であっ

たり、アスベストが使われている、使われていないとか、そういうのはもう当初の

設計で組み込まれているのか、それとも実際入札が終わって現場施工します、その

段階で実際に現場を確認するのか、どういう方法でこれは数量とかを出されている

のか、お尋ねします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 改修工事の前年度に基本的に実施設計のほうをしますけれども、その実施設計の

中でアスベストの調査費も設計の中で見て調査をしていただいております。 

○７番（新山直樹君） 

 設計の段階で入っているということは確認しました。 

 それから、例えば修繕が終わった後、下平川団地が終わった後なんですけれども、

その個別改善をするということは、今まで住んでいたところの住環境が改善された

というのが前提だと思います。満足度アップですか、そういうのがあると思うんで

すけれども、終わった後、団地とかでもう一回アンケートとかするのか、例えば今

回してよかった、やっぱりこういう部分をもうちょっと改善すべきじゃないかとか、

そういうアンケートを取ってまた次に生かせるようにするのか、そこら辺はどう考

えているのか、お尋ねします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今現在ではそのような計画はございませんでしたけれども、今後、改修工事を順

次進めていくわけですので、今回、改修工事をした後の入居者の声を聞くというの

は非常に大事かなと思っておりますので、そのような方向で検討していきたいと思

っております。 

○７番（新山直樹君） 

 ぜひこれはアンケートしていただきたいと思います。 

 その中でも、それを基にまた次の設計の段階でどこをどうするとか、もっと考え

ることもあると思います。１室当たり約８００万円前後になるのかなと思いますけ

れども、その予算の中でも動かせるのは動かして調整していただけたら、またこれ

からあと４か所ですか、する予定というふうになっていますので、うまく住んでい
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る方が本当に満足してもらえたら、この事業はいいのかなと思いますので、遅れる

ことなくしていただきたいと思います。 

 もう１番はこれで終わって、２番目にいきます。 

 先ほど入居状況を確認したら３０世帯というふうになっております。すみません、

以前は募集して、抽せんして、入る順番を決めて、次の抽せん順番とか何かそうい

うのがあったというんですが、これ３０人待っているということは、抽せんはその

ままでずっと終わっているということですか、ちょっと教えてください。 

○建設課長（英 敬一君） 

 令和３年度までは、その地区ごとに住宅の空きが出ましたら、年に１回ですけれ

ども、防災無線等で申込みとあと抽せん日の案内をして、入居者及びその１年間の

順番待ちを決めておりました。しかし、本当に抽せんのくじ運の悪い方、もう４年

も５年も入居ができないという方もいましたので、令和４年度からは令和３年度の

順番プラス申込みの順番で入居案内をしている方式に変更をしております。 

○７番（新山直樹君） 

 今現在はどこどこが空いていますよで募集はかけられない状態なので、もう募集

自体はしていないけれども、入居の申込みがあったらそれを受け付けて、順番を待

っているということですよね。 

○議長（福井源乃介君） 

 確認。 

○建設課長（英 敬一君） 

 広報紙や防災無線等での呼びかけは行っていませんけれども、ホームページのほ

うにも載せておりますし、実際、令和４年だけでももう既に１０名ほど自主的に申

込みされている方もおります。随時受け付けております。 

○７番（新山直樹君） 

 ちょっと私、勘違いしまして、多分あれは県の防災、県の住宅の案内が出たんで

すね、前ね、ですね、分かりました。 

 これは今３０世帯待っていて、その順番が決まっているということなんですけれ

ども、例えば順番待ちで５番目の方がどこか違うところが空いたらそこに入るとか、

順番が変わるということもあるんですよね。例えば、知名方面で募集しているのか、

その地区地区で募集で順番が変わっているんですよね。全体的の順番ですよね、こ

れ。 

○建設課長（英 敬一君） 

 全体的なもちろん順番をつけております。ただ、本人の希望で田皆方面と知名方
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面、上城方面、下平川方面という希望のある方については、要は１番が知名方面、

２番目が知名方面で、３番目の方が下平川で、下平川が空きましたらその下平川の

方を案内するという形で対応しております。 

○７番（新山直樹君） 

 了解しました。それだったら順番が後でも空いたところに入れる可能性もあると

いうことで、そしたら待つのがさっき１年１か月、これ待っていると聞いていたん

ですけれども、早く入れる人は早く入れる可能性もあるという認識でよろしいです

か。 

○建設課長（英 敬一君） 

 そうですね、団地、一番可能性の高いのが、空きが出るのも知名です。実際今、

一番長い方で５年余り待っておられる方はおります。ただし、その方は田皆第二団

地の１階のみという申込みでありますので、そこが１階が４戸しかありませんので、

なかなかその５年間空きがないということで、その方を除くと、今の入居待ちの方

の平均で大体１１か月程度の待ちなのかなと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 田皆団地の１階を指定しているということなんですが、高齢者の方とかがおった

場合は、こういうのは１階が空いたときに例えば優先的に入れるという、そういう

のも出されるのかなと。 

○建設課長（英 敬一君） 

 やはり高齢者になりますと１階希望と、指定ということもあります。ですので、

その方について２階、３階とか空きが出た場合、一応お声はかけます。２階が空い

たんですけれどもということで、いや１階が空くまで待つということであれば、ま

た次の方に順番を回してというふうな対応をしております。 

○７番（新山直樹君） 

 分かりました。 

 なかなか空きはないとは思うんですけれども、チャンスが来たら次々入れていっ

てほしいと思います。 

 ２番終わります。３番にいきます。 

 田水団地ですけれども、すみません、僕、質問には令和７年と書いてあったんで

すけれども、さっきの答弁を聞いたら個別計画が１年遅れている関係で８年からと

なっておりました。 

 先日ちょっと田水団地のほうに行ってみたんですけれども、本当にひどいといい

ますか、もう建物自体が物すごいコンクリートのひび割れがすごくて、ふだん雨漏
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りしたと聞いたときはみんな屋根からとしか思いませんけれども、白浜団地のしら

ゆり、スマイル側のほうの建物はもう壁が割れていまして、壁のほうから雨が入っ

ていくような状態でした。２階から雨が入って、しみ込んでいって、１階の天井も

ほとんどぼろぼろということになっていましたので、これは個別事業とまた予算が

かかるのは分かるんですけれども、並行してどうにか事業というのは進めることが

できないのか、お尋ねします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今の最新の長寿命化計画では、田水団地のほうは令和８年度から実施ということ

になっております。ただ、令和７年度が個別計画が下平川の住宅の改修工事、それ

と同時に、田水団地の基本設計を同時にできないかということで、今後また財政等

も含んで、１年でも前倒しができないのか今後検討していきたいと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 できればうまく前倒ししてほしいなと思っております。もう本当にひどくて、空

いていると、半分以上は今住まれていない、住めない状態なので、ちょっと庭のほ

うも草もすごくて、もう本当に廃墟かなと思うぐらいちょっとひどいところもあり

まして、以前の計画では戸数を減らす計算だったと思うんですよね、半分ぐらいに、

そこら辺の設計に入る段階かもしれませんけれども、今実際、入居待ちしている人

が３０世帯ほどいます。足りない状況というのは分かるんですが、民間でもやっぱ

り家もない状態なので、田水団地を幾つぐらい減らすのか、ちょっとそこら辺とか

の、今の段階でもよろしいですので教えてください。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今、令和２年２月に策定しております知名町の長寿命化計画に一定よりますと、

今現在７０戸、戸数はあります。現在入居している方が３４戸、田水団地におりま

す。計画戸数としましては４２戸、今現在では計画をしております。これは参考で

すけれども、令和３年度、４年度の入居の状況ですけれども、令和３年度は案内を

した方のうち８世帯が、案内をした段階でもう家があるからとかいろんな理由で取

下げ、２１世帯を案内しております。令和４年度につきましては、今現在８世帯の

方が入居の取下げ、１２世帯が令和４年度中に入居をしているような状況となって

います。 

○７番（新山直樹君） 

 入居状況も今そういう状態であります。これから人口減少等々もいろいろ問題が

あると思うんですけれども、その時代時代に合った建物の設計も必要かなと思いま

すし、２ＤＫだけが団地なのかとかいろいろ言われたこともありますが、単身者向
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け、またそういうふうな感じでの設計や、またその建物の配置などはこれどう考え

ておりますか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 建物の配置、あと部屋の数等につきましては、ちょっと今はっきり年度を申し上

げられませんけれども、その基本設計の中で、また入居者の待ち状況等も含めて、

その段階で検討していきたいと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 ぜひその基本設計のときにでもその駐車、多分団地だったら駐車場であったり、

駐輪場であったり、いろいろ附帯するのもあると思いますので、その基本設計のと

きにでもちゃんと設計して、何世帯はどういう建物、何世帯はどういう造りをする

とか、そのときのニーズに合わせてやっていただきたいと思います。 

 これで大きな１の３は終わります。 

 中央通線ですけれども、今年度から約３３メーターですか、歩道設置を今現在さ

れております。知名白浜線が、先ほどの答弁では南のほうからというと下のほうか

らだと思います、１００メートルほどやるということだったんですが、県の水産基

盤機能保全事業という臨港道路の舗装の張り替えを今年度しておりました。また今

年度からそういう舗装の張り替えもするという計画もあるので、それの絡みがあっ

てこちらも下から施行していくのか、ちょっとお尋ねします。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今おっしゃった臨港道路との取付けの問題もありますし、あと排水の問題、どう

しても知名白浜線につきましては県道のほうからも排水が来ておりますので、やは

り下から造っていって排水ものせるということで今考えております。 

○７番（新山直樹君） 

 歩道設置に関して、側溝があるので下からということで、県のこの事業とは全く

関係ないということですね、関係ないということかな。 

○建設課長（英 敬一君） 

 いえ、また県のほうが今年度なのか、来年度なのか、５年度なのか、６年度なの

かがちょっとはっきりしていないんですけれども、そこは来年度こちらがやるとい

うことで県のほうとも協議ができますので、そのように連携を取って進めていきた

いと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 ぜひ進めていってほしいと思います。 

 それから、今回施工している場所と、その下に行くＴ字路のところが若干空いた
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ままスタートしているというのがありまして、歩道設置だけれども何であちらの歩

道につなげないんだというちょっと話もありましたが、何かそれはあるんでしょう

か。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今、歩道を設置しているところから役場側の空いているところですね、当初そこ

からつなげてやる計画だったんですけれども、その場所に県の排水路のほうがあり

まして、その排水路を国の補助金で造っているということで、何か沖永良部事務所

のほうが水産庁だったと思うんですけれども、そこのまず許可を取らないといけな

いということで、そこがちょっと時間がかかるということでＢＰをちょっとずらし

て今年度工事を始めているところです。 

○７番（新山直樹君） 

 申請を出しているということですよね。申請が必ず下りると思いますけれども、

中には何であちらにつないでいないんだとかという話もありまして、ちょっといき

さつが分からなかったので質問しました。これで歩道設置は終わります。 

 次に、通学路のあれなんですけれども、以前も質問をしました。現在１４か所の

うち、知名校区で１０か所というあれですか、と上城校区で３か所でしたか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 合同点検の結果、１４か所が対策が必要だということになっております。その後

の様々対策を取りまして、１０か所が対策済みということで、これは知名校区のみ

じゃなくて、町内全域に対しての１０か所ということです。 

 着手済みのところ、要は着手中のところも町内全域の３か所ということでござい

ます。 

○７番（新山直樹君） 

 その着手済みというのは歩道設置工事のあれでしたか、もしかして、了解しまし

た。 

 その通学路というんですけれども、この通学路の指定の方法とか、あれは学校側

がここを通ってくださいと言うのか、それとも家庭から、自分たちの子供はこちら

を通りますよというのが通学路で、どちらのあれが、線引きというかあればちょっ

と教えてください。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 通学路についての指定は、基本的には学校のほうが行うことになってはおります

が、町内の場合は、やはり基本的にはなるべく大きな道路、歩道があるところを通

るようにということにはなっておりますが、やはり距離が遠かったり様々なところ
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から通学がありますので、児童・生徒が通っているところが自然に通学路という形

には現在の状況ではなっております。 

 ただ、地域から危険であるのでここは通らないように指導してくださいというと

ころもございます。また、過去には通学路途中に普通でない方がおられたりとか、

そういうことで通学路を変えているということも聞いてはおります。基本的に児

童・生徒が現状の中では通っているところが通学路という形で認識しているところ

です。 

○７番（新山直樹君） 

 通学路なんですけれども、今年度ですか、通学路で２件ほど接触事故等々がちょ

っとありましたが、その後、教育委員会としてどういう対応や対策を取ったのか、

ちょっと教えてください。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 中学校の生徒が登校中に車と衝突する事故があったんですが、まず校長、教頭が

道路の状況を確認して、現場に駆けつけまして、確認して、まずやはり見通しが悪

いのではないかということで、教育委員会からは伐採の依頼をすぐしております。 

○７番（新山直樹君） 

 伐採をしたということは聞いておりました。あそこは多分町道だったと思います

けれども、カーブミラーとかそういう設置をお願いとかはされなかったのかなと思

います。よくカーブミラーの設置条件としまして、細道のＴ字路であったり、信号

機のない十字路であったり、駐車場の入り口、そしてよく言われるのがカーブが続

く道というふうになっておりますので、まずカーブミラーを設置することも必要じ

ゃないかと思いますが、町道の場合は、道路管理者は建設課でありますので、建設

課長にお尋ねしますが、もう多分現場のほうは見たとは思いますけれども、カーブ

が２つぐらい重なっていきます。そのときにカーブミラー等の設置等は可能でしょ

うか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 私も事故があったということで、その後、伐採依頼がありましたので、現地のほ

うはそのときにも確認をしております。 

 カーブミラーにつきましては、そのような学校なり、教育委員会、ＰＴＡ等から

そのようなお声があれば再度現地を確認して、必要があれば設置の方向で進めてい

きたいかなと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 ぜひ設置していただきたいと思います。これからまたあちらを通る子供たちもい
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ますので、そのカーブミラーとか今はなくても、今、例えばカーブミラーをつけた

ときに、こちらが見えていたら多分奥のほうがどういうものが見えるかというのが

あると思います。現に２年前ですか、知名のほうでもちょっと建設課のほうにお願

いしたミラー設置があるんですけれども、出荷場の近くで、隣はすごい畑が、段差

がありまして、出荷場に行く大型トラックが来るもんだから、なかなかスライドす

るときに畑に落ちるんじゃないかとか、そういう怖い思いをした方が何人もおりま

して、建設課のほうに相談したところ、そこのカーブミラーをつけただけで、その

軽トラックに乗っているおじちゃんなんかは、逆に見えるからちょっと運転しやす

くなったというふうに聞いておりますので、今回、田皆のほうでも生徒の接触事故

がありましたが、やっぱり奥が見えるためにはカーブミラーとかそういうのも設置

していただきたいと思いますので、これはもう要請しておきます。 

 次にいきます。畑かん整備についてです。 

 この地区は以前から水がないところで、水がないんじゃなくて、水もなければ畑

かんも来ないという、以前、先輩議員もこちらをよく質問を出しておりました。当

時池のほう、ため池ですね、造ったときに、水をそのため池に入れようと思ってボ

ーリングしたけれども、ボーリングしても水が出ない、２回目ボーリングしても出

ない、結局その知名池に水を送るのは個人で畜産をやっていた方の水源から水を引

っ張って、今の知名池に入れて、それを農家の皆さんが使っているという状況であ

りますが、今回、県のほうでこういう事業を進めていっているということなんです

か、本当に農家の皆さん喜んでいるかなと思っております。 

 今年度、詳細設計等々に入るとなっておりますが、それぞれの設備の設置する場

所とか、ファームポンドとか、そういうのを今の現段階ではどういうふうに考えて

いるのか、お尋ねします。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 設備関係ですけれども、揚水機場、井戸を今の農協の出荷場に隣接しております

役場の倉庫敷地内に井戸がありますので、そちらのほうに揚水機場、ファームポン

ドを知名団地の一番高いところ、ハチマキ線沿いに当たりますけれども、そちらの

ほうにファームポンドを設置、知名団地の半分程度ですか、半分程度を加圧式とい

う形で、あと残りの知名団地と屋子母団地については自然で、その途中に減圧槽を

設けるという形で送水を考えているところです。 

○７番（新山直樹君） 

 出荷場から、あれはハチマキ線まで一発で上に上げるということですよね。途中

にもう一個ファームポンドを置いたり、中継中継じゃなくて、１回であの高低差は
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上がるというメーカーさんからか何かのあれはあるんですか。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 計画段階でしっかりポンプもどのようなポンプを入れるかというところ、当然ポ

ンプの大きさは揚程差が重要なので、そこも確認をして一発でファームポンドに上

げるという形を取っております。 

○７番（新山直樹君） 

 水が出て、そこまで進んでいるから本当にうれしい限りでありますが、このボー

リングしたところの場所から約２６０メーターぐらいほど隣には介護施設がありま

す。そこも一部だけ井戸水を利用しておりますが、例えば畑かんを整備して上げま

した、そこの水位が減るとか減らないとか、そういうデータとかはちゃんと取られ

ているんでしょうか。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 令和元年にそこの新設の井戸のボーリングを行っております。その段階で揚水試

験、水がどれだけ出るかといった試験も行っております。その試験と同時に、さく

ら園に井戸があると分かっておりましたので、そこの水位の調査のほうも入ってい

ます。その段階で最大２センチですかね、２センチの水位の変動というものはあっ

たという報告は受けております。 

○７番（新山直樹君） 

 今、結果的には別にくみ上げても今のところは支障はないということでよろしい

ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○７番（新山直樹君） 

 分かりました。 

 例えばもうこれがあと五、六年はかかると思うんですけれども、ファームポンド

を上に置きました、例えば今くんでいるところがもし枯れた場合の予備水源という

のは何か考えられるのか、それとも例えばハチマキ線のようにファームポンドを置

きました、下からの水が上がらないとなったときに、それをどこかハチマキ線から

国営であり、山田ダムからでもいいし、ちょっと引っ張ってきて、ファームポンド

に供給というのはできるんでしょうか。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 知名地区、屋子母地区についてはなかなか水が出ないと、ボーリングをしても出

ないという長年あって、今回ようやく水量が確保できたというところで１か所しか

ボーリングはしておりません。その１か所で対応していくという現在の計画ではあ
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りますけれども、議員がおっしゃるとおり、枯れた場合とか、今時点ではもう全く

計画はありません。 

 ただ、以前にボーリングをした、水量が足りなかったハチマキ線沿いに２か所程

度やっているんですかね、そこの水源もありますので、そこら辺のを使いながら、

もし枯れた場合の対応は、事業が完了した後になるとは思いますけれども、検討し

ていきたいなと思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 水源が一個だと、何かあったときには怖いというのもありますし、これやってみ

らんと分からないところがありますが、先ほど課長も言いました知名は本当に水が

出ないところで、昔、農家の皆さんも四苦八苦しているのが現状なんですよね。今

実際、設備をしました肝腎なファームポンドに水が上がらないとかなったときには

またちょっとあれなのかなとも思いますし、この事業が今年度ですよね、詳細設計

に入って、あと五、六年後には供用開始になると思いますので、ぜひ期待しておき

たいと思います。 

 以上で終わります。 

 それから図書館なんですけれども、これ擁壁の上ですよね、この前見たらトラロ

ープは張っているのを確認したんですけれども、その下のほうの間知ブロックの上

にガードパイプということですよね。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 そうですね、地上から５メートルほどコンクリート擁壁がありまして、それから

盛土ののりが１．３メートルほど、そこが駐車場の天端ですけれども、今そこの土

ののり肩に鉄筋を張って立てて、ロープを張ってあります、落下注意ということで。 

 実際にそこができた当時にそういったガードパイプの設置ができなかったのは、

恐らく景観を損ねるというようなこと、それから図書館の南側に駐車した来館者が

小学校側の壁沿いを伝って、前に回って図書館に入っていくというところで、小学

校側のほうには落下防止のガードパイプが設置されているんですね。ですから一応

動線を考えたときにそのところだけしてあるので、今回見たところはコンクリート

擁壁の上にガードパイプを設置すれば、もちろん今のトラロープもそのまま置いと

いても構いませんが、そこから落下した場合、そこでちゃんと止まると、下まで落

ちないというところを考えているんですが、もちろん設置までにそのあたりはまた

検討したいとは思っております。 

○７番（新山直樹君） 

 すみません、僕の要望的なことを言えば、トラロープを張っているところにガー
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ドパイプをするのかなと思って、今答弁聞いたときに下になっているなと思って、

先ほど景観を損ねるという話だったんですけれども、今のカードパイプは景観を損

ねないようにいろんなカラーバリエーションとかがあるみたいなので、そこら辺を

考慮して、下じゃなくてやっぱり上のほうがいいのかなとは普通思うんですけれど

も、これは今年に入って警察が主催するある会がありまして、そこ行ったときに、

警察の方はもちろん誘導しますよね。でもその北、ちょっと高齢者の方に奥に行け

と言ったらもうみんな嫌がるんですよ、やっぱり怖くて。警察の方がどうにか誘導

してきれいに車を並べたというあれがあって、みんなあちらがあれだけ高低差があ

って、やっぱり怖いんだろうなというのはすぐ分かったのであれしたんですけれど

も、また６月までにやるということでしたよね、補正でしたか。 

〔「補正です」と呼ぶ者あり〕 

○７番（新山直樹君） 

 それまでまだ時間があるので、またいい方法を検討していきたいと思いますが、

どう思われますか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 そうですね、まず土中埋設のガードパイプももちろんございますし、ただガード

パイプにつきましては、あくまで人間の、人が落下しない防止ということで、車両

の防止にはならない、車両の場合はガードレールを設置しないといけませんので、

それはちょっとあまりにもと思って、今申し上げたのは、あそこ花火大会でお客様

が座って、そこから花火を見るというようなことも近所の人に聞いたものですから、

もしかしてそういうことも考えれば、トラロープの下にガードパイプがあればいい

のかなということで、今回は一応申し上げましたけれども、今議員のご指摘を受け

ましたら、実際にドライバーの方がトラロープぐらいではやはりその恐怖は払拭で

きないでしょうし、景観よりも生命だということはもう重々分かっておりますから、

そこはまた持ち帰って検討して、そこにできるかどうか検討したいと思います。 

 以上です。 

○７番（新山直樹君） 

 ぜひこれ検討していただきたいと思います。 

 先ほどガードパイプの件ですけれども、一応車両用の防護柵ということでガード

パイプもありますので、そこまで強いものじゃなくてもいいと思うし、車を止める

ときに、やっぱり何か当たったときにすぐ止まれるぐらい、分かると思うので、そ

こら辺はまた検討していってほしいと思います。 

 以上で、一般質問を終わります。 
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○議長（福井源乃介君） 

 これで、新山直樹君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時から再開します。 

休 憩 午前１１時４７分 

─────────────── 

再 開 午後 １時００分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 窪田 仁君の発言を許可します。 

○５番（窪田 仁君） 

 議場の皆様、さらには傍聴席の皆様、インターネットをご覧の皆様、こんにちは。 

 壇上より１から４まで一般質問をいたします。議席番号５番、窪田 仁。 

 大きな１番、農業振興について。 

 沖永良部は、農業振興が重要だということで、持続可能な農業を目指して、①サ

トウキビの運搬業者１社の組合脱退により運搬車両台数が減り、サトウキビの集荷

の遅れなど農家懸念があります。スムーズな運営対策について伺います。 

 ②ＪＡのバレイショ出荷について、昨年の４月に作物が集中し、選果の遅れ、腐

れなどが発生し、業務の遅れや価格の暴落などがありました。今年度の対策は万全

か伺います。 

 ③農家は人手不足です。知名町シルバー人材センターの人材派遣体制はどうなっ

ていますか。 

 大きな２番、無縁墓について。 

 無縁墓について、独居老人や後継者のいない世帯及びＩターン世帯など、将来に

無縁墓が増えることが予想されます。町の対策について伺います。 

 大きな３番、基地周辺整備事業について。 

 本町は、航空自衛隊の基地があります。国は、防衛費をＧＤＰの１％、約

５．４兆円水準を毎年１兆円増額して、２０２７年までにＧＤＰの２％、１１兆円

に拡大する報道がありました。以前は、基地周辺整備事業の活用で道路の整備をさ

れたと聞きます。これまでの事業実績と今後の事業導入について伺います。 

 大きな４番、道路整備について。 

 ①町道知名東循環線で知名から瀬利覚の道路が老朽化しています。危険防止の観
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点から、補修計画について伺います。 

 ②上平川傳川２４００－３番地の農地間を通る水路から、大雨時に農地に水があ

ふれ出し、一部が水没します。対策について伺います。 

 ③若大将前に長期間鉄板を張り、立入禁止場所があります。夜間車両が多く危険

ですので、早期の改修はできないか伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、窪田 仁議員のご質問、大きく４つございますが、１番から順を追っ

て回答させていただきます。 

 令和４年１２月１日から、南栄糖業の操業が開始されております。輸送会社は

４社、輸送車１５台と予備車１台の新しい輸送体制で進められております。前年に

比べると、輸送会社１社、輸送車５台減となりますが、操業開始前に南栄糖業にお

いて輸送能力の分析を行い、シミュレーションを何度も実施いたしております。 

 そのことを踏まえ、輸送会社４社と南栄糖業との間で協議を行い、入念にすり合

わせを行い、搬入計画量１日８６０トンを輸送可能と判断し、今期の製糖開始に臨

みました。製糖開始後、雨で原料そのものが少ない日以外は、９００トンを超える

輸送ができており、新輸送体制に問題がないという認識をしております。また、こ

れまでの実績を踏まえ、２月以降は工場の圧搾が順調に進み、１日８８０トンの計

画に増やしております。農家の皆様には不安はあろうかと思いますが、現時点にお

いて特段支障は発生していないと考えております。 

 ②につきまして、議員からご指摘のとおり、昨年のバレイショ出荷において中盤

から価格が低下し、ＪＡの荷受け量が急激に増加いたしまして、当初計画を大幅に

上回り、選果に時間を要しております。そのことにより、病気芋が混入したフレコ

ン内では感染が拡大し、品質低下を招き、さらなる選果の遅れが発生しております。

そういった昨年度の状況を踏まえ、ＪＡあまみ知名事業本部園芸振興会においては、

荷受け量の急増に向けた対策と、生産者各自での選別の徹底について協議を行って

まいりました。 

 対策といたしましては、知名出荷場の荷受け可能量を２５０トンということで、

当日、選果終了後の在庫が２００トンを超えた時点で、荷受け停止体制へ移行し、

４営業日目より荷受けを停止すると伺っております。荷受けの停止は、出荷場の在

庫がなくなるまでの期間で、おおむね４から６日程度とし、荷受け停止期間は、品

質低下を防ぐため、掘り取りを原則停止してもらうということで対応していくとい

うことでございます。 
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 なお、荷受け停止、再開の情報は、町内放送等を活用し、周知していく予定でご

ざいます。 

 また、今年については、度重なる寒波や強風の影響により、軟腐病をはじめとし

た病害が非常に発生しやすい状況であります。出荷の際に病気芋が混入すると、品

質低下につながるだけでなく、選果にも非常に時間を要するということから、病気

芋を混入させることがないよう、生産者各自で選別に協力していただくよう呼びか

けをしているところでございます。 

 人手不足等につきまして、知名町シルバー人材センターは、平成７年の設立以来、

定年退職等の高年齢者の就業を援助し、生きがいの充実及び社会参加の促進を図る

ことにより、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを

目的に運営を行ってきております。会員募集を随時実施し、会員加入を促しながら、

町民の多様なニーズに対応できるような体制づくりの構築に努めております。農作

業につきましても、発注者の申込みに対し要望に沿った派遣ができるよう、早い段

階からの調整も行ってきております。 

 引き続き、高年齢者の生きがいを得るための就業と、地域活性化に貢献できる組

織として事業継続ができるよう、町としても新規会員の加入促進と就業の場の提供

に連携し、取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、無縁墓についての件でございます。 

 無縁墓とは、管理、継承する方がいなくなったお墓のことをいいますが、将来無

縁墓になってしまう事態を避けるには、墓じまいや永代供養などへの改葬など、そ

れぞれが先祖の供養の方法を考える必要があると考えております。無縁墓になる前

に、家族や親族間でお墓について話合いを行い、種々の課題への対応策を明らかに

しておくことが重要であると考えます。 

 行政といたしましては、適正な墓地管理の啓発、広報を行いつつ、他市町村の行

政対応情報の収集にも努め、今後の対策を協議していく必要があると考えておりま

す。 

 ３番目、基地周辺整備事業につきまして。 

 基地周辺整備事業につきましては、障害防止工事と民生安定施設整備の２つがご

ざいます。これまでの実績としては、障害防止工事におきましては、汚水排水管工

事や排水路工事、宝田ダムの整備などが行われ、事業費といたしまして７億

８，１０７万９，０００円となっております。民生安定施設整備におきましては、

上城配水池や田皆町民プール、総合グラウンド、町民体育館、山田ダム、田皆コミ

ュニティセンターの整備、町道小米新城線、現在の知名新城線の改良舗装が行われ、
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事業費といたしましては３３億７１１万６，０００円となっております。総事業費

は４０億８，８１９万５，０００円、そのうち補助金額が２７億３，１８９万円と

なっております。 

 また、現在のところ、本事業の具体的な計画はございませんが、活用すべき事案

がありましたら、随時検討をしてまいりたいと思っております。 

 大きな設問の道路事業につきましてお答えします。 

 ①町道知名東循環線については、現時点では具体的な補修計画は定まっておりま

せんが、ご指摘のとおり、舗装が老朽化しており、補修の必要性を感じているとこ

ろがございます。今後、国の補助事業を活用した舗装・補修工事ができるよう計画

をしていきたいと考えております。 

 ②ご指摘の水路については、町の保安林や町道などからの排水を流すように造ら

れており、幅約１．５メートル、全長約７５メートルの大規模な水路でございます。

現状は、土砂の堆積や草木によって水路が埋まっている状態となっており、流末の

状況確認や水路の泥上げ等の対策が必要だと考えております。現在、作物を植えて

いる状態なので、耕作者と調整の上、流末状況の確認を行い、対応を考えていきた

いと考えております。 

 ③ご指摘の箇所は、ます蓋（グレーチング）が老朽化しており、受け枠等の修繕

が必要な状況になっております。既に業者へ修繕の依頼を行っており、それまでの

間に車両や歩行者の落下を防ぐために鉄板を敷いて対応しております。現在、資材

の注文を行っており、材料が届き次第、修繕する予定なので、いましばらくご辛抱

いただければと思っております。 

 以上で、回答を終わります。 

○５番（窪田 仁君） 

 再質問を順次していきたいと思います。 

 まず、大きな１番の①についてです。 

 今話を聞くところによれば、何度も何度もシミュレーションをして、日量

８６０トンが９００トン、１日８８０トンで進んでいる、今のところ支障なしとい

う状況が出ているようです。天気もいいですので。 

 以前、新聞折り込みに、目覚めよ農家の皆様ということで、こういうのが出てき

まして、農家の不安をあおったんですけれども、これによりますと、集荷業者が、

全２２台のうち７台を所有する業者との集荷契約を破棄したということから、今回

は集荷が心配されるということで、滞ることが懸念されるということが出ておりま

して、農家は大分心配している状況でした。 
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 このような中で今聞いた流れでは、とてもいい流れなんですけれども、今後の対

策について不備はないかなと思うんですけれども、どうですか。 

○農林課長（安田末広君） 

 当初は、１社が関わらないということで非常に心配いたしました。この台数で大

丈夫なのかなというふうに心配もしましたけれども、南栄糖業と輸送組合の努力の

おかげで、今ほぼ支障なく済んでおります。なぜかといいますと、昨年まではやは

り突き詰めて言えば、ロスがあったんではないかというようなことと、また裏返し

て言うと、今言うように余裕がないということになりますので、何かあった場合の

ために予備の車はやはりあと二、三台は待機させたいなというのが、我々、糖業関

係者の思いではあります。 

 また、その点についても、今期終わりましたら南栄糖業のほうと今期の反省をし

ながら話し合って、検討してみたいと思っております。 

○５番（窪田 仁君） 

 配送業者に聞いても、やはり昼で上がっていた業者が夕方までできるということ

で、ある程度良いような状況になっているような感じはしますけれども、ただ、農

家の不安としては、少ないときの予備ということで対応できればなという感じもあ

ります。 

 農家、ハーベスタ組合が安心して仕事に取り組めるように要望いたして、②にい

きます。 

 ＪＡのバレイショ出荷が、今回２００トン腐れが多く出たということで大分クレ

ームが出ていまして、去年出荷場もいっぱい、それで、町体の下にもたくさん、あ

しびの郷まで行ったという話もあります、フレコンが。 

 そういう流れの中で出荷場に停止が入りましたけれども、行ってみると、停止の

中でも地元、実際、持込みの方を受け入れていた状況もあります。停止の中でも受

け入れるというのが、非常に悩ましいんですけれども、２００トンを超えた時点で

荷受けを停止すると、そういう決められていますので、ぜひ、農家負担がない、農

家に懸念がないように進めてほしいなと思うんですけれども、今年は状況はどうで

しょうか。 

○農林課長（安田末広君） 

 現状においては、先ほどサトウキビの話でもありましたように、天候が非常に恵

まれておりまして、コンスタントに入荷している状況であります。ただ、突風とか

がありましたので、結構、小玉傾向で単価が上がっていないというような状況であ

ります。入荷、選果に関しては、現状のところ問題は聞いておりません。 
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 以上です。 

○５番（窪田 仁君） 

 いい状況で進んでいるということですので、農家に懸念がないような取組を要請

して③にいきます。 

 ③農家は人手不足ということで、シルバー人材センターの派遣人員、実働者は今

現在何人ぐらいいらっしゃるのか、教えてもらえれば。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 シルバー人材センターのほうに確認しましたところ、昨年、令和４年３月３１日

現在の会員登録者数が１５６名ということでした。そして、今年度に入って登録を

増やすために広報活動を行った結果、現在１７名増えまして１７３名の登録者数が

いらっしゃるということです。 

○５番（窪田 仁君） 

 会員数が１５６名、前回の総会資料には１５６名と載って、今回１７人増えたと

いうことでなんですけれども、これは全体の量ですね。実際に労働をする方が少な

くて、農家としてもちょっと要請が厳しいような状態なんですけれども、実働部隊

というのか、東回り、西回りとあるらしいんですけれども、それは細かくなるので

分からないという点もあると思います。 

 要望を言いますと、西回り、東回りの運営について、東回りの農家は、東回りと

いったら東のほうのジャガイモを多く作っている農家なんですけれども、農家数が

２０人ほどおりまして、月に最高で２回ぐらい人員の派遣ができるということで、

前回はかなり少なくて、派遣する人も二、三人しかいなかったという状況なんです。

これ、シルバー人材センターとしては、ちょっと規模が小さいなという感じもしま

すけれども、に対して、西回りは農家数が少なくて希望日数が多く取れるので、運

営上、東回りと西回りでは不公平が働いているんじゃないかなという流れもありま

す。ということで、西回り、東回りの運営を統一できないかという要望があるんで

すけれども、それについてはどうですか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 東回り、西回りというふうな募集はされていないそうですので、一律で全て今の

例で言われますと、多分、ジャガイモの選別のことでよろしかったですかね、議員。

ジャガイモというところでいいですか。 

〔「はい、農繁期」と呼ぶ者あり〕 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ジャガイモのことで言いますと、一月前に予約日を設けていまして、そのときに
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受け入れた人数をその日数で割っているそうですので、東回り、西回りというふう

には指定していないそうです。ですので、一律で全てやって、全て申込みされた方

の人数で均等に割り算ということでされているそうです。ですので、３０世帯もし

ジャガイモの農家さんが来られましたら、一月３０日を１日ずつという割り振りと

いうことになるというふうにお聞きしております。 

○５番（窪田 仁君） 

 ところが、東回りと西回りの担当者がおって、その担当者が担当するシルバーを

抱えながら東回り、西回りになっているらしいんですけれども、今言われたとおり

であればこれからは……。西回りには希望日数が多く取れるということと、東のほ

うは月に２回ぐらいしか取れないということを一応言っておきます。 

 それと、費用対効果でこの実動部隊が少ない人数で、以前も言いましたけれども、

少ない人数で費用対効果がなるのかどうか。もっと実動部隊を増やしたほうがいい

のではないかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 確かに、登録者数は１７３名いらっしゃいますけれども、ジャガイモのお手伝い

をできる方は大体１０名だとお聞きしております。それは、ジャガイモの時期、全

ての農家の方が同じ時期にジャガイモは掘り取りをしますので、やはり登録されて

いる方たちも収穫時期、農繁期が一緒のために近親者、親族のほうを優先させたい

ということで、シルバーのお仕事は全て断られてご自分の家庭を優先させるという

ところで、この１０名の方だけがご自分の畑等がないというところで登録されて、

働くことになっているということでお聞きしていますので、どうしてもこの

１７０名の登録者数があったとしても、実働できるのは１０名程度ということでお

聞きしております。 

○５番（窪田 仁君） 

 最大の農繁期に当たりますので、ぜひ以前のように多くの人員が配置できて、そ

れで対応できるよう求めて、また、農家が安心して仕事に取り組めるよう要請して

終わります。 

 大きな２番です、無縁墓について。 

 独居老人や後継者のいない、また、Ｉターン者などで将来無縁墓が増えることが

心配されるということなんですけれども、家族や親族内の話合いで減らすというこ

ともあるんですけれども、今、結婚しないというか、１家族に世帯が１つになって

しまって、将来不安を抱えているんです。町ではどのようにするかということなん

ですけれども、今、話合いでやると言うんですが、もっと周りの状況を見ながら検
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討していくということなんですけれども、もう一押しで、今までそういうことはな

かったのか、お伺いいたします。 

○議長（福井源乃介君） 

 もう一度。 

○５番（窪田 仁君） 

 今まで無縁墓の要請というか、要望とか提案がなかったのかを伺います。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 過去の記録を見てみますと、平成３０年度に外山議員のほうから、無縁墓のこと

がこの議会のほうに取り上げられておりまして、そのときの課長が答弁のほうをさ

れています。ですけれども、特に住民の方から何かあったということは、私のほう

は今年度はお聞きしておりません。 

○５番（窪田 仁君） 

 今まであったということで、安心しているところです。 

 集団墓地があるんですけれども、そこに１つか２つ無縁墓がありまして、そこが

荒れた場合とか、そこらあたりではやると思うんですけれども、家族もいない、当

事者もいない、親戚もいないという方が出てくると思います。例えば、Ｉターン者

は特にそうです。子供もどこか行っていない。独居老人の方もいます。そういう将

来不安を抱える町民に安心できる施策を今後検討していただきたいということを要

請して、次に移りたいと思います。 

 大きな３番です。特定基地周辺整備事業についてなんですけれども、今聞くとこ

ろによりますと、総額４４億円、今後は計画はないということなんですけれども、

なぜ今後は計画はないのかを伺いたいと思います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 基地周辺整備事業ですが、現在本町としましても、いろいろな分野で実施してい

るんですけれども、道路、施設、農業用施設、いろいろあるんですけれども、やは

り補助率というものも一番大事にして、ほかの事業も当たりながら選定している関

係、それに条件がかなり厳しく設定されていますので、当然、自衛隊の施設があり

ますので、それに関係するということで、関係性が低いものについては当然補助率

もぐんと落ちますので、それよりはほかの補助率のいい事業をということで今やっ

ている関係で、今後の予定は今のところないということになっております。 

○５番（窪田 仁君） 

 防衛施設周辺における周辺対策事業について、ここに防衛省のほうで資料がある

んですけれども、「自衛隊と在日米軍は、協力して日本の防衛のための役割を果た
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しています。この自衛隊と在日米軍が使用する飛行場、演習場などの防衛施設は、

日本の平和を守る基盤となるものです。防衛施設を安定的に使用していくために、

周辺地域の人々の理解と協力が必要」ということなんですけれども、ここに目的が

あるんですけれども、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律ということで、

第１条なんですけれども、「自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用によ

り生ずる障害の防止のため防衛施設周辺地域の生活環境の整備について必要な措置

を講ずる」という、「自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、

関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与する」ということが目的らしいんです

けれども、ハード面とソフト面の施策がありまして……。 

 その前に、岸田総理のほうから防衛省に指示がありまして、５．４兆円から２％

の１１兆円になるということなんですけれども、それは、防衛費に加え、海上保安

庁の予算、さらには防衛に資する防衛省以外の研究開発費、さらには公共インフラ

整備費ということで、本町は基地のある島なんですけれども、いろいろインフラが

あるんですけれども、予算が倍増します。それに対して、本町もいろいろと動いた

ほうがよくないかなと思うんです。 

 まず、ソフト面、ハード面についていきますと、これがハード面で、これがソフ

ト面という事業なんですけれども、ハード面のこれを拡大したのがこっちなんです

けれども、これをちょっと読み上げますと、交通施設及び通信施設ということで、

市町村の道、除雪車、ガードレールとかいろいろあるんですけれども、今やってい

る道路整備ですね。また、スポーツ、レクリエーション、数多くあるんですけれど

も、教育文化施設では体育館、公民館というのもあるらしくて、衛生管理施設とな

ると、一般廃棄物処理施設、ごみ処理施設、し尿収集車、下水道排水、いろいろ本

町に当てはまる項目がたくさんあるんです。 

 これをぜひ、計画がないんではなくて、提案ですけれども、行政のほうと両町の

議員連盟を発足させて進めていく方法はどうかなと思うんですけれども、どうでし

ょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現時点で計画がないということで、当然これからのいろいろな事業をする上で、

国の基準ももし変わっているんであれば、それはこちらとしては一番いい条件とい

うか、借金が残らないような形で、今もかなり厳しい状況ですので、そういったも

のも全部条件の中、資料の中に入れた中で最適なものを選んで事業はやっていって

おりますので、これからもまた次の事業でいろいろあると思いますが、各課のほう

でもそのあたりは全て考えてやっております。 
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 また、議員とのことについてですが、これはこの件だけではなく、これからもい

ろんなところで、そういう議会だけではなくということであれば、事務局と当局の

ほうと話し合って検討していきたいと思っております。 

○５番（窪田 仁君） 

 ３日ぐらいに徳之島で上陸とか訓練がありましたけれども、喜界島ではパラシュ

ート部隊の訓練があったり、そのような中で、防衛大臣と何人かが徳之島を訪れた

らしいんですけれども、徳之島を訪れて永良部を飛び越えて、与論島に行ったらし

いです。それを知っている方に、何で永良部を飛び越えて与論島に行ったんですか

と言ったら、永良部は熱意がないという話をしていたので、改めて熱意を持って今

質問しているところなんです。 

 基地のある島として、住民の生活の安定と福祉の向上に寄与するということでな

っています。両町の議員連盟を中心に、防衛省に要望するように要請いたしまして、

ご検討をお願いしたいと思いまして、次に移りたいと思います。 

 道路整備について。その前に２点ほどお知らせをしてから。 

 ここは道から畑に水が流れ込むところなんですけれども、ここは農家の要望があ

って、ふちをできないかなということで、ふちをきれいにしていただきました。こ

の場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 

 また、田皆団地の上のほうに草がぼうぼうと木が生い茂って、民家に影響を及ぼ

したということで要望したところ、ここもばっさりと木を切っていただき、このよ

うにすがすがしい形になりましたので、この場を借りてお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 続いて、①に入ります。 

 町道東循環線の知名から瀬利覚、黒貫辺りまで道路が老朽化しています。危険防

止の観点から補修計画なんですけれども、以前何かの事業を使って町道云々という

話がありましたけれども、町道に決まっているということですので、町道の予算で

計画を立てて進めてほしいんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 当路線につきましては、これまで農道整備事業で整備ができないかということで

計画をしておりましたけれども、費用対効果が事業採択の数値まで上がらないとい

うことで、農道整備事業では厳しいということになったということで、今後、町道

ですので建設課のほうで整備を検討していきたいと思っております。 

 整備の内容は、先ほどおっしゃいましたけれども、かなり舗装が老朽化をしてお

りますので、国交省の防災・安全交付金等を活用して、舗装のやり替え工事を今後
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計画していければなと考えているところであります。 

○５番（窪田 仁君） 

 早期の計画、施工を要請いたして②に移ります。 

 ②上平川の傳川２４００番地の水路が畑の真ん中に来ていまして、こういう感じ

です。幅が今言われたとおりです。長さが今言われたとおりで、この先に泥とか流

木が詰まって畑が水没するということで、水没した写真ですけれども、本当に３分

の１ぐらい水没しております。これをどうにか直せないかという要望を出したとこ

ろ、ここは私有地だからできないというのもあったりしたので、であれば前の水路

を止めてくれという話をしたことがあります。中に水路を造らないで、これごと埋

めてしまえば１枚の畑になるので、とても有効になるんですけれども、この工事は、

ジャガイモは植えてあるんですけれども、それが終わった後に泥を吐くとかいう話

をしていましたので、これは早急にできそうですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今、現場のほうがジャガイモを植えてある状況であります。ジャガイモを掘り取

った後、現地を確認しまして、今のところ毎年７月だったと思うんですけれども、

建設有志会によりますボランティア作業を７月にしていただいております。その中

で何とか対応できないのかなというふうに考えております。 

○５番（窪田 仁君） 

 本人の要望では、この先ここにフキみたいのがあるんですけれども、水が畑の下

に入っていくようなフキ、これが詰まって水没するという話なんですけれども、こ

こに暗渠というのか丸いあれをやって、畑以外に流す方法とか、そういうことがで

きないかなという話をしていたんですけれども、まだそれ検討中ということですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 実際ちょっと現地を伐採等をしてみて、それから工法等につきましても検討した

いと思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 いい検討を、早期の解決を目指して検討していただくよう要望して、③にいきた

いと思います。 

 商業地、若大将前に長期間鉄板を張り、立入禁止場所があります。資材の注文で

遅いとかいう話がありますけれども、ここは長期間鉄板を敷かれて、三角のコーン

を立てたまま置いてあるので、夜しか写真が撮れなかったのでこういう形です。特

に左側に今、軽が止まっているんですけれども、ここに乗用車でも、ワゴン車でも

入ると左が全く通れなくなります。右側はコーンもひかれています。こういう状態
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で、夜に行ったことはないと思います。夜に行ったことがありますか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 夜の町で行ったとは思うんですけれども、私は夜になると記憶が、すみません、

なくなるほうですので。昼間、十分確認しております。 

 コーンのほうも、今おっしゃられた２つにつきましては取替えをして、安全対策

をやっているところであります。 

○５番（窪田 仁君） 

 すばらしい安全対策はやられていると思いますけれども、あまりにも期間が長過

ぎます。去年のいつからはちょっと覚えていないですけれども、ずっと続いている

ので、もう少しペナルティーを上げて、やらないとこうなりますよとペナルティー

を上げてもいいと思いますけれども、業者に急ぐようにして要望を上げてほしいと

思いますけれども、いかがですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 実は、もう夏頃に業者のほうには発注をしてあります。また、確認したところ、

なかなかほかの公共事業で手が回らないということでしたので、もう業者も変更し

て急ぐように今手続を踏んでいるところであります。 

○５番（窪田 仁君） 

 分かりました。早期の解決を目指して頑張っていただくようお願いいたします。 

 １７分前ですが、以上で一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、窪田 仁君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、おおむね５分間休憩いたします。 

休 憩 午後 １時４４分 

─────────────── 

再 開 午後 １時４９分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 川畑光男君の発言を許可します。 

○６番（川畑光男君） 

 議場にいらっしゃる皆様、こんにちは。また、インターネットをご覧の皆様、知

名町議会にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 議席番号６番、川畑光男、壇上より４点について質問いたします。 



― 118 ― 

 １、新庁舎建設工事、施行状況について。 

 町民に親しまれる庁舎として、子や孫が誇れる持続可能な町づくりとして計画さ

れています庁舎建設について、耐久性能、構造体の強度として、大規模修繕不要期

間６５年、使用限度期間１００年と計画されていますが、次のことについて質問し

たいと思います。 

 ①基礎工事、くい工事、ラップルコンクリートについて伺います。 

 ②１階軀体工事について施工計画はどのようになっているか伺います。 

 ③２階軀体工事について施工計画はどのようになっているか伺います。 

 大きな２番、学校施設の安全管理について。 

 子供たちが自由で安心して遊べる場所において、防護柵の安全フェンスが腐食し、

穴が開いて危険な状態です。取替えの計画はどのようになっているか伺いたいと思

います。 

 ①知名小学校においての安全フェンスの取替え補修計画はどのようになっている

か伺います。 

 ②同じく学童保育についての安全フェンスの取替え補修計画はどのようになって

いるか伺います。 

 ３番、高齢者に優しいまちづくりについて。 

 高齢者が健康で、安心して過ごせるまちづくりとして、住居者が少なく、住まい

の老朽化、誰もが住み慣れた地域の中に生きがいを持ち、安心して心豊かに暮らし

ていけるよう、地域と連携した取組はどのようになっているか伺います。 

 ４番、屋子母海岸の整備について。 

 海水浴場として指定されているが、公園の整備、道路の整備などの今後の計画は

どのようになっているか伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、川畑光男議員のご質問に回答してまいりますが、大きな設問の２の①

につきましては、教育委員会所管事項と考えられますので、教育長答弁に代えさせ

ていただきます。 

 それではまず、新庁舎建設に関わるご質問に順を追って回答してまいります。 

 まず①、初めに、新庁舎の耐久性能、それから構造体の強度につきまして説明を

させていただきます。 

 新庁舎の構造体であるコンクリートの耐久設計基準強度は、建築工事標準仕様書

の解説に定義されており、４段階ある計画供用期間の級のうち、標準を採用してお
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ります。これによって、コンクリートの設計基準強度が２４ニュートンパー平方ミ

リメートルと決まっており、この場合の大規模修繕不要期間がおよそ６５年、使用

限界期間がおよそ１００年とされております。 

 あわせて、耐震性や耐風性能につきましては、災害応急対策活動に必要な官庁施

設である中央省庁の建物と同等の基準として設計をしておりますので、安全性の高

い建物となっております。今後は、作成いたしました設計図書に基づいた施工とす

ることで、建物の実際の耐久性能を確保していくということとなります。 

 また、新庁舎の設計におきましては、基礎を独立基礎、基礎から支持地盤までを

ラップルコンクリートとしており、くいは不要となっております。 

 工事の進捗といたしましては、現在、ラップルコンクリートの施工及び出来形確

認、基礎配筋検査を終え、基礎コンクリートの打設を順次行っているところでござ

います。これまでの施工精度につきましては良好であることから、引き続き丁寧に

工事を進めてまいります。 

 ②、③につきましてですけれども、１階、２階の軀体工事の施工計画につきまし

ては、まとめて説明をさせていただきます。 

 まず、１階部分の施工時期についてでございますが、現在のところ、令和５年

３月から４月にかけて配筋と型枠の施工を行い、４月末から５月上旬の期間にコン

クリートを打設する計画となっております。２階部分につきましては、１階部分が

終わり次第、順次工事を進めていくということになります。５月末から６月上旬に

コンクリートの打設をすることになろうかと考えております。今後の天候や施工条

件により、施工時期は多少異なる場合がございますことを申し添えておきます。 

 次に、軀体工事の施工内容に関する計画でございますが、配筋、型枠、コンクリ

ート工事、それぞれの施工計画書を作業前に施工者から提出していただき、内容確

認の後、町の承諾をもって作業に取りかかっていただこうと思っております。特に、

コンクリート工事につきましては、打設時期の温湿度の管理や作業手順が品質を左

右するということから、詳細な打設計画の下、確実な施工となるように適正な品質

を確保できるよう努めてまいりたいと思っております。 

 大きな設問の２につきまして、①につきましては、教育長答弁とさせていただき

まして、②学校施設の安全管理についての学童保育に関してお答えします。 

 学童保育（知名放課後児童クラブ）のフェンスにつきましては、今年度１１月に

修理の要望を受けており、年度末までほかの修理の状況を見ながら、予算の範囲内

で実施をするということで打合せを既に行っております。結果、今年度につきまし

ては、３月末までには腐食により穴の開いている箇所、およそ８面の修繕を進める
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予定としております。 

 大きな設問の３につきまして、高齢者が安心して過ごせる地域と連携した取組と

いたしましては、居住支援や見守り支援がございます。 

 まず、居住支援といたしましては、高齢者の自宅が老朽化で住める状態でなく、

町営住宅に入居する際、身寄りがないなどで保証人がいない場合には、社協や包括

支援センターが地域の支援者となり、ＮＰＯ法人が提供する保証人提供事業を利用

することにより、住宅の確保につながっているケースがあります。 

 次に、見守り支援といたしましては、地域見守りネットワーク支援事業を社会福

祉協議会へ委託して実施しております。民生委員を中心に在宅福祉アドバイザーを

配置いたしまして、見守り対象世帯やその世帯を訪問するアドバイザーを決めて、

見守りを実施しております。また、字で福祉部の活動を実施しているところもあり

ます。また、小地域見守り活動を行っています。在宅福祉アドバイザーや小組合長

が、身近な高齢者の異変に気づき、気づいたことを民生委員や区長さんに伝え、民

生委員や区長がその情報を社協や包括支援センターに伝えてもらうような仕組みづ

くりを行っております。ただ、少子高齢化が進む中で、見守りの担い手が不足する

のは明らかでございます。ある場面では支えられる高齢者が、違う場面では支える

側になることもあるかと思います。 

 また、今後も増加が見込まれる認知症高齢者につきましては、町民に認知症につ

いて正しく理解をしてもらうことが重要であり、認知症サポーター養成講座等を通

して、認知症についての正しい知識の普及を図ってまいります。自助・互助・共助

の様々な取組により、高齢者が健康で安心して過ごせるまちづくりを今後も推進し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、４番目の屋子母海岸につきましてですが、屋子母海岸は１９７５年、

昭和５０年４月に海水浴場としての施設整備を完成させ、その後のシャワー、トイ

レ設備の新設、改修等を経て、本町を代表する海水浴場として、これまで多くの町

民や観光客にご利用いただいているところでございます。 

 屋子母海岸は前述のとおり、整備から４０年以上の月日が経過していることから、

あずまやや駐車場といった施設の老朽化が顕著に見られる状況であります。このこ

とから、令和４年度の繰越予算で予算計上した後に、令和５年度の早期に施設改修

を実施する予定でございます。 

 また、屋子母海岸につきましては、奄美群島国立公園における第２種特別地域に

指定されているということから、周囲の植生を含め、海浜全体の風致の維持を図る

必要があるため、既存景観を生かした公園としての運用を計画してまいりたいと考
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えております。 

 以上で、回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、川畑光男議員の２の①学校施設の安全管理についての質問にお答えを

いたします。 

 議員ご指摘のとおり、知名小学校のフェンスにつきましては、塩害による腐食で

一部に穴が開いており、現在はロープと貼り紙で児童等が近づけない対策を行って

おります。 

 今後、危険箇所を随時取り替えるよう計画をしており、ご指摘があった箇所とプ

ール側にある一部フェンスにつきましては、令和５年４月頃に取り替える予定とな

っております。残りのフェンスにつきましても、随時取替えを行ってまいりたいと

考えているところでございます。 

○６番（川畑光男君） 

 大きな１番から順を追って質問していきたいと思います。 

 ①庁舎において一番重要なことですが、まず初めに、この庁舎についてコンクリ

ートの配合計画はどのようになっているか。ラップルコンクリート、基礎、土間、

１階、２階、３階の配合計画書についてお願いいたします。セメント量と単位水量

までお願いします。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 それでは、新庁舎の配合計画につきましてお答えします。 

 まず、ラップルコンクリート、捨てコンクリートにつきましては、呼び強度１８、

スランプ１５、粗骨材の最大寸法２０、セメント２７７キログラムパー立方メート

ル、水１７９キログラムパー立方メートルです。 

 続きまして、土間コンクリート、防水保護コンクリートにつきましては、呼び強

度２１、スランプ１５、粗骨材の最大寸法２０、セメント３０７キログラムパー立

方メートル、水１７９キログラムパー立方メートルとなっております。 

 本体の基礎コンクリートにつきましては、同じく呼び強度が３０、スランプ１５、

粗骨材の最大寸法は２０、セメントは３６５キログラム、水１７４キログラムです。 

 軀体のコンクリートになりますが、軀体のコンクリートにつきましては、呼び強

度３０、スランプ１８、粗骨材の最大寸法２０、セメント量が３７７、水が１８０。

一部、６月から１０月にかけまして気温が２５度以上と予想される期間につきまし

ては、呼び強度を３３、スランプ１８、粗骨材の最大寸法を２０、セメント量

４０５、水１８０という計画になっております。 
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 以上です。 

○６番（川畑光男君） 

 さっきの３３は、構造体強度補正の分のプラス３ニュートンですか。プラス３だ

け、プラス６も考えていますか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 冬の場合は、プラス６ということで考えてございます。 

○６番（川畑光男君） 

 では次に、基礎工事で地質調査を行ったと思いますが、くい工事は必要なくラッ

プルコンクリートで対応になっていると伺います。その根拠はどのようになってい

るか伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 お答えします。 

 地質調査の結果、支持層が出てくるところの深さが１０メートル前後ということ

でありまして、基礎というよりは、ラップルコンクリートが適切であるというふう

な判断でやってございます。 

○６番（川畑光男君） 

 先ほど言われたように、標準的な仕様で適切な設計、施工がされた場合、標準的

コンクリートは３０年、標準で５０年から６０年、６５年、長期で１００年、超長

期で２００年と言われていますが、庁舎での設計、施工に対して特別な仕様があり

ますか、伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 耐久構造基準を標準としている以外につきましては、特段特別な仕様というもの

は準備しておりません。 

○６番（川畑光男君） 

 それに対して、町長も１００年と言われてきましたが、実際に１００年もつのは

難しいと思いますけれども、町長はどのようなお考えを持っていますでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 現庁舎にしても、既に５０年を経過してから建て替え工事を計画していかなきゃ

いけないという状況であって、現在もう６０年近くなって、あちこちに爆裂が入っ

ております。このような状況を見たときに、５０年ごとにこんな大金を投じて建物

を造っていくというのは、非常に町民に負担というのも大きくなるのであろうと。

そういうことで、まず、１００年耐久の庁舎というのを考えていきたいということ

で、コンクリートのこれでは補修が大体１００年ぐらいの中では限界期間というふ
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うにされておりますけれども、軀体の壁面等の腐食等を防ぐために幾つかの工夫を

させていただいております。 

 例えば、ひさしにおいても１．５メートルのひさしを出すということによりまし

て、壁への急激な熱の上下が起こらないようにするとか、そういうふうな構造を取

ることによりまして、可能な限り１００年建物になるような方策を幾つかのところ

でさせていただいております。 

○６番（川畑光男君） 

 ラップルコンクリートは、全体的に終わったと思いますけれども、立米はどのぐ

らいですか、その試験結果をお願いします。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 ラップルコンクリートにつきましては、おっしゃるとおり、現在施工が完全に終

わっております。ラップルコンクリートは、建物の真ん中から西側を１工区、東側

を２工区として工事発注しておりますけれども、１工区のほうがラップルで約

４００立米、２工区のほうが４２３立米打設しております。 

 ラップルの設計基準強度、圧縮強度試験結果につきましては、１８に対しまして

平均ではもう２２という数値が出てございまして、十分な強度は確保できていると

考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 ラップルコンクリートは１工区４００、２工区４２３立米ということですけれど

も、何回の試験を取りましたか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 １工区は８回に分けて打設をしてございます。２工区は４回に分けて打設をして

ございます。打設の回数の分だけ圧縮強度試験はさせていただいているということ

になろうかと思います。 

○６番（川畑光男君） 

 基礎工事打設は一部終わったと思いますが、基礎工事の分は１工区、２工区分け

て何回、また、強度試験結果が出ていたら、それのほうまでお願いします。 

 それと現場水中養生と、できたら９１日の現場封緘、現場水中養生でも今後期待

したいと思いますけれども、どのようなお考えでしょうか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 基礎工事につきましては、現在一部のみ終わってございますけれども、今のとこ

ろ基礎につきましては、各工区４回程度に分けて打設をしていくことにしてござい

ます。まだ、半分程度しか終わっておりませんので、現在のところの半分程度でい
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くと、一工区で約３５０立米程度を打設しております。結果としては、まだ出てい

ない、２８日強度は出ていないところでございます。 

 今後の構造体につきましては、現在、現場水中養生しておりますけれども、建築

標準仕様書によりますと、現場水中養生か、標準養生か、現場封緘養生の９１日と

いうのがございますけれども、そのいずれかを満足すればよいというふうに記載が

ございますので、２８日の現場水中養生で今後も進めていく。また、その２８日を

保証材齢と特記で記しておりますので、そのようにしていこうと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 試験結果はまだ出ていないということですので、ラップルコンクリートの試験結

果は出ているみたいですけれども、ラップルコンクリートの試験は、工場での立会

いですか、それとも試験センターですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 １工区につきましては、コンクリートの生産工場で監督員の立会いの下、破壊試

験をしております。２工区につきましては、建設技術センター、公的機関にお送り

しましてそこで破壊検査をして、結果を得ているところでございます。 

○６番（川畑光男君） 

 できたら、基礎工事も工場で自分で立ち会ったほうが、確実に結果が見られると

思いますので、わざわざ鹿児島の建材試験センターに送らなくても、それだけまた

費用もかかるし、現場立会いでも構わないと思いますけれども、どのようにお考え

ですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 そこにつきましては、施工者、コンクリート会社のご判断というところが十分に

大きいかと思っておりますので、こちらのほうで、工場でやりましょうとか、送っ

てくださいというようなことは考えていないというのが現状です。 

○６番（川畑光男君） 

 それでは、１階の時期について、先ほど４月から５月までと言われたんですけれ

ども、また、立米的にはどのぐらいの立米が必要ですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 １階部分につきましては、各階一工区で全体で約５００立米程度というふうにな

っておりまして、３回から４回に分けて打設をしていくことになるという計画にな

っております。 

○６番（川畑光男君） 

 ３回から４回に分けて打設するということですけれども、１工区、２工区分けて
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打つのか、それとも１工区は１工区、２工区なのか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 ワンフロアを工区で２つ分けてございますけれども、真ん中の辺りで３分の１ず

つ、もしくは４分の１ずつに分けてというか、現在のところは３分の１に分けて平

面的には切ってございます。西側、一番端っこの部分は１工区が打設をします。東

側の一番端っこの部分は２工区が打設をします。真ん中の合区というか、１工区も

２工区も入っている部分につきましては、どちらかの工区が１階をやって、どちら

かの工区は２階部分をやるというような形で譲り合って進めていくという計画にな

っております。 

○６番（川畑光男君） 

 ３回に分けて第１工区、２工区一緒に打つということですので、１階の場合はこ

ういう壁構造がそんなにないと思いますので、コールドジョイントの打ち重ねにつ

いて、外気温が２５度未満で１２０分以内、外気２５度以上で９０分以内と言われ

ていますが、そのポンプ打設による１時間の打設量が大体２０立米弱だと思います

が、何台で対応する予定でいますか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 ポンプ車の能力自体が、１時間で２０から３０というふうになっているものを使

ってございますので、そのときの気温と作業人員等を考慮しまして、ポンプ車は打

設１回につき１台から２台、どちらかというのはもう少し迫ってから決めようと思

っております。ミキサー車につきましては、１台当たり４立米と考えてございます

ので、それを１２０分以内に打設できるように、運搬車両の台数の計画というのを

進めていくということになると思います。 

○６番（川畑光男君） 

 分かりました。打設はそのように打設するみたいですね。 

 それで、はり、スラブの支保工の取り外しの計画はどのようになっているのか、

普通コンクリートポルトランドセメントで１７日から２８日と言われているが、ど

のような計画を立てていますか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 はり、スラブの支保工を取り外す期間としましては、供試体の採取を型枠を取り

外す用に余計に１個取ってございますので、はり下、スラブ下につきましては、設

計基準強度を上回っているということが確認できれば外していくということになろ

うかと思います。今のところは、物によりますが、やはり１４日とか程度になった

ところで確認することになろうかと思います。 
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○６番（川畑光男君） 

 一番重要なのが、コンクリート打設もそうですけれども、今後の養生もかなり重

要になってくるかと思いますけれども、養生方法などどのようなお考えですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 打設完了しまして、型枠が外れた分につきましては、設計基準の強度が出ている

ものにつきましてはそのままかと思います。打設直後に関しては、湿潤養生を丁寧

にやっていくことかなと思います。今のところはその程度でございます。 

○６番（川畑光男君） 

 では、１階について終わります。 

 ２階の時期については、ちょうど夏場が一番影響があるかと思いますが、３５度

以上のコンクリート温度で、夏場の３５度を超えると９０分以内で打設することに

なっていると思いますが、どのような対応を取られていく予定ですか。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 ６月から１０月暑中コンクリート対応と先ほど申し上げましたけれども、過去

３年間の平均で２５度、外気が超えているということになりますので、暑中コンク

リートの対応として、早めの硬化を見越した対応として、混和剤、高性能とか、Ａ

Ｅ減水剤等考慮して、短い時間で打設をして、コールドジョイント等生じないよう

に進めたいと考えております。コンクリートの打設量の調整と時間で管理できれば

と思っております。 

○６番（川畑光男君） 

 ２階についてのコンクリートの立米数と、また打設計画はどのようになっている

か伺います。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 ２階の打設計画ですね。まだ、実は詳細が１階部分の打設計画も決まっていない

ところでございますので、今後詰めていくことになると思います。 

○６番（川畑光男君） 

 先ほど配合計画書とか言われたんですけれども、それは１社の工場ですか、２工

場ですか、打設の予定は。 

○建設課長補佐（夏迫裕作君） 

 各工区それぞれ工場を持っていまして、島内２つのコンクリート工場でやること、

そこから生産して運搬ということになってございます。コンクリートの配合計画書

につきましては、同じ数値となってございますので、一つだけ紹介させていただい

たというか、回答させていただいたところです。 
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○６番（川畑光男君） 

 ありがとうございます。コンクリート打設については１日ですが、施工、打ち込

みによっては２０年、３０年と違うと言われている。材料で技術はカバーできない

が、技術で材料はカバーできると言われているので、ぜひ、庁舎においても一番大

切かと思いますので、これから大切に打設を行ってください。町長もみんな

１００年後までは確認できないと思いますので、ぜひ１００年もたせるように努力

してください。 

 では続きまして、大きな２番の①、知名小学校においての安全フェンス、下から

５メーターぐらいの高さがあり、子供たちがボール遊びをして、フェンスからボー

ルが出るような状態にもあり、また、道路に面している部分で非常に危険でもあり、

また、フェンスに子供たちがもたれて遊ぶような姿も見受けられるので、適切な対

応をよろしくお願いしたいと思うのですが、どのようなお考えですか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 知名小学校の校庭、校舎の海側のフェンスにつきましては、昨年から学校のほう

からも要望が上がっておりまして、予算の執行状況を見ながら、随時取り替えてい

くということにしております。 

 見積りをもらって施工もお願いはしているんですが、やはり業者の皆さんが、先

ほどもありました庁舎建設、ほかの事業のほうに行ってしまいまして、なかなか手

がつけられないという状況でございます。現在のところ、４月からは手をつけられ

るということで回答いただいておりますので、４月に取替え工事を開始したいと考

えております。 

○６番（川畑光男君） 

 最近、フェンスの前にロープを張って、転落防止、立入禁止と札が書かれている

ようですけれども、簡単に自由に入れるので、ぜひ何かもうちょっと対策を考える

ようできないでしょうか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 中に入っていこうと思えば入っていけると思います。また、トラロープ等でも今

後、注意喚起が行き渡るようにしていきたいと思います。また、学校のほうにも、

児童に注意をするようにというふうに依頼をしていきたいと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 今は簡単に刈取りロープというのか、あれ、ひもでただ引っ張ってあるぐらいで、

非常にまた立ち入りやすくもあるので、ぜひ何か対応をよろしくお願いしたいと思

います。 
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 同じく学童保育についても、以前からボールがフェンスの穴から５メートル下の

公園に落ち道路に行くため、ボールを拾いに行くのも非常に危険であり、先生も一

緒に拾いに行くような状態ですが、どのようなお考えですか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 

 知名の放課後児童クラブのほうにつきましても、昨年の１１月に修繕の相談を受

けております。その際に、年度末までにほかの修繕等の様子を見ながら、予算の範

囲内で修繕を行っていきましょうということで話合いを行っております。 

 今年度は全部で放課後児童クラブ２５面ほどあるんですけれども、現在穴が開い

てロープ等で応急処置を行っている箇所８面について、３月末までに修繕を終える

という計画で、現在見積り等の依頼を行っているところでございます。 

○６番（川畑光男君） 

 小さな子供もいるので、ロープが張ってあるのは２か所です。また、大きく穴が

開いているところは、何もしていないところがたくさんありますので、ぜひ早めの

対応をよろしくお願いしたいと思います。子供が落ちて事故があってからでは遅い

と思いますので、対応をよろしくお願いします。 

 では続きまして、大きな３番。町は福祉のまちづくりとして、買物弱者支援対策

について、買物や外出に困難を感じている人を対象とした移動支援対策事業がどの

ようになっているか伺います。 

 また、移動販売、食料品、日用品などの提供は、ニシムタが移動販売を行ってい

るようですが、それらの助成についてはどのようになっているか。 

 また、買物代行や宅配での自宅までの商品の配達、コミュニティバスを適用した

り、乗合タクシーなどの店舗間の送迎などの対応はどのようになっているか、伺い

ます。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ただいま川畑議員のご質問にありました買物弱者の支援対策の中の移動支援事業

についてお答えしたいと思います。 

 保健福祉課の施策の中で、障害者へのサービスとしまして、移動支援事業という

ものが行われております。こちらのほうですけれども、実施機関が和泊町の社会福

祉協議会のみとなっておりまして、そちらのほうで毎月６名ほどの障害者の方が移

動支援サービスを受けて、外出をしている状態になっております。 

 そして、さらに移動支援ではなくて、同行援護サービスというサービスもござい

まして、一緒に病院に行ったり、付添いをするというサービスも障害者のほうのサ

ービスでは実施している現状でございます。 
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 あと、高齢者に関しましては、介護保険のサービスでは、ホームヘルパー、訪問

介護のほうで買物を代行して行うというサービスはありますけれども、一緒に行っ

て買物をするということは、介護保険ではできないサービスになっておりますので、

こちらのほうは障害のサービスとは少し違ったところになっておりますけれども、

今現在こういったふうにして買物弱者対策というところで、保健福祉課施策として

は行っております。 

 コミュニティバス等は、総務課のほうでよろしくお願いいたします。 

○議長（福井源乃介君） 

 移動販売。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在、ニシムタのほうが行っております移動販売についてですが、これについて

は、あちらのほうで補助事業を取ってやっておりますので、町からの補助等は一切

入っておりません。 

 ただし、区長会等でお知らせがしたいとか、広報したいということで、各区長さ

んのほうにはご理解をいただいております。私どもの字には来なくていいと、そう

いった字もありますので、現在１５字を週２回は巡回して、販売を行っているよう

です。 

○６番（川畑光男君） 

 週２回ということで、町民からの意見はどのような意見が出ていますでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 これにつきまして、私どもアンケート調査もしておりませんので、どういう反応

があるかとかはまだ聞いておりませんが、そろそろ始まってからたちますので、今

度また区長会のほうでも意見を集約して、またお届けしたいと思っております。 

○６番（川畑光男君） 

 知名町も福祉のまちづくりとして取り組んでいるようですけれども、一時的に、

介護保険サービスをまだ利用していない方を対象に福祉用具の貸出しを行い、日常

生活での不備を解消し、活動を助けていますと言われていますが、どのような取組、

どのような支援を行っているでしょうか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 介護保険を申請しまして、認定が下りるまで約１か月程度かかります。その間に、

サービスを見立てですることもあるんですけれども、なかなかそこができない方に

対しましては、一時的な福祉用具の貸出しというものを行っております。こちらの

ほうを知名町社会福祉協議会のほうが実施しておりまして、貸し出すものとしては、
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ベッド、歩行器、車椅子、それからスロープ、ポータブルトイレ、浴槽の手すり、

吸引器等を無料で貸し出している実際がございます。 

 さらに、福祉用具の貸与事業者が何社かありますけれども、そちらのほうでもベ

ッドのほうを自費でレンタルするサービスもあります。こちらのほうは、包括支援

センターによる紹介だったりとか、あとは、在庫の問合せ等を包括支援センターの

ほうが行いまして、つなぐ役割をしております。 

○６番（川畑光男君） 

 分かりました。 

 町は可能な範囲でユニバーサルデザインを配慮し、できるだけ多くの人々が利用

できることを目的とした建築、製品、情報など、また、誰もが訪れやすい施設の整

備の推進はどのようになっているか、伺います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 ユニバーサルデザインについてですが、今度新しく今建築している新庁舎につき

ましては、令和４年の第２回の定例会で西議員のご質問に答えたとおりですが、県

の福祉のまちづくり条例に基づいた設計、これを全て基本としておりますので、こ

れから公共施設はこの条例に基づいた設計になっております。 

○６番（川畑光男君） 

 ユニバーサルデザインに配慮ということで、庁舎においての設備はどのような文

化、言語、国籍、性別、年齢、能力の違いにかかわらず、できるだけ多くの人が利

用できるという目的があるようですが、庁舎の建設においてもそのような計画がな

されているでしょうか、伺います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 これは、昨年の西議員への質問に答えた内容とほとんど重複してくると思います

が、まず、バスもしくは自動車での来庁を想定しておりますので、車椅子利用者専

用駐車場を庁舎正面に２台分設けております。また、バス停から庁舎正面を経由し、

庁内エントランスホールの総合案内まで設置された点字誘導ブロック及び正面入り

口に設置予定の盲導鈴により、視覚障害者の来庁を窓口周辺の職員へ知らせ、案内

を引き継ぎます。 

 庁舎内においてサポートが必要な来庁者については、職員による案内を基本とし

ますが、車椅子と人が擦れ違い可能な１．７メートル程度の通路幅を確保した上で、

段差等を極力排除し、上下階の移動にはエレベーターも使用可能となっております。 

 また、バリアフリートイレの設置、階段移動の際の点字つき手すりの設置など、

県福祉のまちづくり条例に基づいた設計となっております。また、開庁後に出た課
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題についても、随時対応してまいりたいと思っております。 

○６番（川畑光男君） 

 では、続きまして、大きな４番。 

 屋子母海岸も海開きなどで一斉清掃もありましたが、コロナの影響により、すっ

かり公園も樹木や草も伸び放題になっているようです。観光地の一つとして、今後

はどのような対応をしていくのか伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 屋子母海岸につきましては、清掃と草の除去等については、町の公園整備は企画

振興課の担当ですので、現場作業の方が適宜回って作業をしております。ただ、や

はり広いというか、作業する公園が多いということもありまして、なかなか適期に

できていないこともありますけれども、作業は役場のほうでしております。 

 また、先ほど町長の答弁にもありましたように、今年度補正予算で計上していま

すけれども、予算が成立しましたら繰越しという形で、令和５年度に今計画してい

るのが、爆裂が激しいあずまや、あずまやが３つありますけれども、あずまやの爆

裂補修であったり、塗装であったり、それから、土砂が堆積しているところの土砂

の撤去、あと、駐車場のお墓の道路のところののり面が崩れていますので、そのの

り面の補修ということを来年度早々に実施したいと考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 ぜひ、今から海水浴シーズンで観光客もたくさん来ると思いますので、沖永良部

の景観を汚さないように早急な整備をしていただきたいと思います。 

 あずまやのベンチについては、もう割れているところもあるし、また、水道設備

もあったところが水道設備もなくなっているので、その点はどのように今回お考え

ですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 爆裂がひどい椅子、テーブルについては撤去を考えております。水道も元あった

場所に再設といいますか、新しくつけたいというふうに考えております。 

○６番（川畑光男君） 

 あずまやに爆裂があるんですけれども、爆裂の対処方法はどのようなお考えをお

持ちですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 対処方法という意味がちょっと分かりませんけれども、工事修繕いたしますので、

その中で適切に補修をしていただきたいと思います。 

○６番（川畑光男君） 



― 132 ― 

 爆裂したところがあるんですけれども、体育館みたいに爆裂したら、もうそのま

ま放置するみたいな感じで修繕していただければありがたいかなと。また爆裂した

ところを補修すると、すぐまた爆裂して落ちるので、非常に危険なところがあるの

で、なるべく爆裂したところも爆裂した状態で置いておったほうが安全かと思いま

す。囲いをするんだったら囲いをしてもいいんですけれども、そのようにお願いし

たいと思います。 

 これで、私からの質問を終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、川畑光男君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 ３時５分から再開します。 

休 憩 午後 ２時４０分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時０５分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 城村 誠君の発言を許可します。 

○３番（城村 誠君） 

 皆様、こんにちは。議席３番、城村 誠、本日も元気よく頑張ってまいります。

よろしくお願いいたします。 

 始めます。 

 去る１月２２日に町民説明会が開催されました。主に新庁舎建設、脱炭素事業、

水道施設整備についてでありました。多額の予算を要する事業が同時進行すること

で、公債費の上昇による財政圧迫を町民は懸念をしております。町の未来創造を町

民と共有するために、３事業の特に財源について質問をいたします。 

 大きな１番、増え続ける庁舎建設費について。 

 ①移転経費３億円がなぜ今になって計上されたのか。 

 ②総事業費、和泊町約１７億円（旧庁舎解体費・１５年間維持管理費込み）と本

町約２８億円（旧庁舎解体費は含まず）、この差はなぜに生じたのか。 

 ③地方債（市町村役場機能緊急保全事業）交付税措置後の実質負担額の財源をど

う捻出するのか。 

 ２、大きな２番、脱炭素関係事業について。 
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 ①風力発電実証実験の結果から、今後の維持費と発電量の費用対効果は見合うの

か。 

 ②台風常襲の本町に太陽光発電施設を建設するリスク対策は講じられるのか。 

 ③補助事業後の維持費、改修費、撤去費用の財源をどう捻出するのか。 

 大きな３番、硬度低減化事業について。 

 ①補助率が２分の１に上がった経緯は。 

 ②硬度低減化プラントの事業費は幾らか。 

 ③町負担金の財源と水道料金をどれだけ上げるのか。 

 大きな４番、町財政について。 

 庁舎建設事業、脱炭素関連事業、水道施設建設事業を予定どおり施行した場合の

地方債現在高、実質公債費比率、将来負担比率を伺う。 

 １回目の質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、城村 誠議員のご質問に順を追って回答させていただきます。 

 まず、庁舎建設費の変動等についてご質問がございましたので、①から回答して

いきます。 

 ご質問の移転経費につきましては、今年１月に開催されました住民説明会におい

て、総事業費約２７億円のうち３億円が移転経費となる旨、ご説明をさせていただ

きました。令和３年１２月議会においては、総事業費を２０億円と答弁しておりま

すが、その中にはシステム経費として８，０００万円が含まれておりました。ただ

し、当時については、実施設計完了前であり、全ての費目について概算費用として

答弁をしてあります。 

 今回ご質問の約３億円の移転経費のうち大部分を占める電算関係につきましては、

令和４年度当初予算におきまして、ネットワーク構築作業委託料といたしまして債

務負担行為を設定しており、また、防災関係についても、防災無線設備機能強化事

業費として当初予算に計上しておりましたが、庁舎建設の進捗に連動するため、令

和４年６月議会においては、債務負担行為に切り替えて計上をしてあります。 

 その他、移転経費につきましては、今年度実施しております文書管理運用見直し

業務、委託の成果に基づく文書管理システムの導入の費用、効率的な庁舎を目指し

たオフィスレイアウト事務委託料並びにその成果に基づく備品購入費、県防災シス

テム等の移転費用、議会システム関係の整備費用が含まれております。 

 それぞれの事業費につきましては、社会情勢の急激な変化を踏まえ、未実施の事

業につきましては、適宜見積りの取り直しを行い、令和４年度予算及び令和５年度
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当初予算案へ反映をさせていただいております。 

 次に、役場庁舎総事業費２８億円につきまして。 

 まず、両町ともに事業費の大部分を占める工事費について、本町は２２億円、和

泊町は１４億円となっております。約８億円の差額について、第１に、移転に伴う

造成費用の有無が挙げられます。本町の新庁舎位置につきましては、まちづくり町

民会議において、現庁舎位置では必要な用地の確保が困難であり、業務の効率化を

はじめ住民サービスの改善に至らない点などから、あしびの郷西側及び北側を新庁

舎候補地として答申をいただきましたので、そのことにつきまして庁舎内で十分検

討を行い、現在の候補地に決定をしております。 

 あしびの郷西側は町有地でありますが、北側は民有地であり、用地取得費に約

５，０００万円を要し、道路改良を含む造成工事には３億円を要するということに

なりました。 

 また、庁舎位置が変わることで、業務運営に必要な電算関係及び防災関係の移転

経費として約３．２億円を要し、旧庁舎と同位置に庁舎建設した和泊町よりは３億

円多くなることになります。 

 ２点目に、昨今の物価高騰が上げられます。和泊町庁舎建設時と異なり、現在で

は世界情勢の変化により、原油高騰をはじめ資材入手困難及び物価高騰が著しくな

っております。工事関係においても同様であり、また、離島という条件から作業員

の確保に係る費用など、設計時点の費用から増となることが見込まれましたので、

令和４年度当初予算時点で建設工事については１割強を加算した額を見込み、現年

度予算及び債務負担行為を設定しているところであります。 

 本町の庁舎建設事業費につきましては、和泊町の事業費と比較した際に高額とな

って見えますが、現在の庁舎と比較をして、弾力的で拡張性のある立地状況や事業

効率化に伴う住民サービスの向上、再生可能エネルギーの活用など改良点が多いな

がらも、防災拠点となる庁舎として必要最低限の設計となっております。これらの

財源としては、再生可能エネルギー設備の導入に対する交付金や交付税措置のある

地方債の活用、庁舎建設基金の活用などにより財源を確保してあります。 

 ３番目、ご質問の地方債の交付税措置について、まずご説明を申し上げます。 

 公共施設等適正管理推進事業債のメニューの中に、役場庁舎建設を対象とした市

町村役場機能緊急保全事業債がございます。当地方債は起債対象事業の９割を借り

入れることができ、起債対象事業の７５％を上限とし、この範囲内で充当した地方

債の元利償還金の３０％を５年度、普通交付税算定の基礎となる基準財政需要額に

算入することとされております。貸付条件を３０年償還のうち５年据置期間があり、
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５年利率見直し方式で現在の利率である０．２％で試算をいたしますと、庁舎建設

事業費のうち起債対象事業となる１６億円を借り入れ、５年据置期間後は毎年度元

金を６，４００万円、利子を３２０万円償還することになります。元金及び利子の

合算となる年間６，７２０万円の元利償還金に対し、約１，６００万円が交付税措

置とされます。残りの５，０００万円については、他の町債同様に一般財源から支

出するということになります。 

 地方債は、公共施設の整備等による一時的な高い住民負担を避けるため、その耐

用年数の範囲内において、後年度に平準化する目的もあります。本町の場合、貸付

条件に基づき、借入後３０年間、そのうちの５年間は据え置き、建設費用を平準化

して償還をしてまいります。 

 また、例といたしましては、公営住宅等の収入が見込める施設に係る地方債につ

きましては、家賃及び駐車場の使用料の一部を元利償還金に充てることとされてい

ますが、庁舎につきましては、収入が見込める施設ではなく公益性を持つ施設であ

るため、その償還財源につきましては一般財源のみとなります。平成２５年度前後

の過疎債事業及び辺地債事業などによる小・中学校関連やこども園等の大型事業の

償還完了が今後段階的に見込まれますが、硬度低減化事業や脱炭素事業など、大型

事業も庁舎建設と並行して進行中でありますので、事業実施のタイミングや償還の

バランスは注視しながら、適正な財政運営に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 大きな設問の脱炭素事業につきまして、令和２年度にフローラルパークへ、令和

３年度にはメントマリ公園へ、それぞれ実証実験として小型風力発電の設置をいた

しております。これらの風力発電については、いずれも観光と環境の実現性調査と

いう目的の下に、実証実験という趣旨で補助金を活用して設置をいたしました。今

年度の維持費は、フローラルパーク設置の風車で３３万４，０７０円、メントマリ

公園の風車が７９万５，４９０円であります。 

 いずれの風車も、系統への逆潮流防止の観点より売電はしておらず、自家消費型

で活用しておりますが、仮に発電した電力量を従量電灯の単価である１キロワット

アワー１８．２８円に換算しますと、フローラルパークの風力発電は年間に２０万

８，３９２円、これは秒速を平均風速４．６メートルで試算してあります、メント

マリ公園におきましては年間１９９万４９８円、これも同様の風速で試算をしてあ

る、いずれも２０万円分の発電量となります。今年度の実績値より維持費用と発電

効果を費用面のみで比較をすると採算は取れない計算となりますが、再生可能エネ

ルギー１００％で走るＥＶを観光資源として生かすことで、付加価値を生み出し、
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ゼロカーボンアイランドを目指している本島におけるシンボルとしての活用を期待

している次第でございます。 

 また、メントマリ公園のレンズ風車においては、風況データを常時取っており、

今後、採算ベースになる中型風力発電の導入が検討される場合には、その基礎デー

タともなっていくものと考えられます。 

 ２番目に、太陽光パネルが台風などの自然災害によって破損する事例は近年の自

然災害の拡大、太陽光パネル設置数の増加により、その被害が報告されております。

主な内容といたしましては、風による飛来物によって太陽光パネルが割れる破損に

よるもの、暴風によりパネルやパネルを設置している架台が破損するような事例、

地滑りや地盤の流出によってパネルが流される事例などが報告をされております。 

 こうした被害に対する対応として、破損に対する対応策としては、まずパネル本

体の強度について、日本産業規格によって太陽光パネルの耐風圧荷重が定められて

おり、これによると、耐荷重２，４００パスカルであり、風速に換算しますと、毎

秒６２メートルの風に耐えられる設計となっております。 

 次に、パネル本体の風に対する基準風速でございますが、こちらは建設基準法に

より、設置をする地域によってその風速の基準が異なります。鹿児島県内では６地

域に分けられており、うち知名町は大島郡の中に分類されており、基準風速が

４６メートルとなっております。本土地域では、３０メートルから４０メートルの

地域が大半ですが、台風接近の多い本町におきましては、本土と比べて高い基準が

設定されております。また、沖縄についても、基準風速は本町と同等の４６メート

ルと設定をされております。 

 町内では、これまでに住吉小学校前、下平川小学校などの公共施設に太陽光パネ

ルは設置してあり、一般家庭においても、住宅の屋根などに太陽光パネルを設置し

利用されております。過去、町が設置した太陽パネルでは、これまでの台風災害に

おいて破損した事例は確認されておりません。その点において、基準を満たした施

工である場合は、風によるパネル破損の危険性は少ないものと考えられます。また、

今後の設置の際には、近隣の沖縄県や奄美大島本島内の公共施設における太陽光パ

ネルの設置事例を参考に、設備設計を進めていきたいと考えております。 

 次に、設置後の取扱いでありますが、一般的に太陽光パネルの寿命が３０年とさ

れており、長期間利用することを想定しております。この間に、経年劣化による設

備の破損、強度低下が進むことが想定されます。施設の管理は今後設置予定の地域

新電力会社が行うことになりますが、定期補修点検によって設備の状況を監視する

ことで、破損を未然に防ぐことができるのではないかと考えております。 
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 ③につきまして、再生可能エネルギー設備、蓄電池等につきましては、現在のと

ころ、導入から維持管理については、地域エネルギー会社を立ち上げて実施するこ

とを想定しており、その中で再生可能エネルギーを供給することにより、そのサー

ビス対価としての料金をもらって維持、改修費に充てる予定でございます。ただ、

その運営方式につきましては、町の関与が強く、その投資費用に過疎債を充当する

ことが可能であり、地域新電力会社か民間事業者の費用で負担するＰＰＡについて、

運営会社の財政シミュレーションや町の財政運営及び運営会社などの様々なリスク

を含め検討を行っております。 

 ③につきまして、水道施設の耐震化や水道事業の広域化に資する施設整備などを

図るために、平成２７年に生活基盤施設耐震化等交付金が創設されております。令

和２年４月に同交付金の改正が行われ、水道施設再編推進事業が新規に追加され、

本町においても、水道施設集約及び硬度低減化に向け事業を開始しました。 

 補助率についてでございますが、同交付金の改正時において、水道管路緊急改善

事業費が３分の１、水道施設再編推進事業が３分の１でありました。その後、各関

係機関への粘り強い働きかけにより、令和５年４月からは、奄美群島における補助

率が２分の１にかさ上げされ、今後の事業推進に大きな力になるものだと考えてお

ります。 

 なお、この硬度低減化に向けては、私のほうでは、県選出の国会議員と度重なる

陳情をこれまで行ってまいりました。また、厚生労働省の医薬・生活衛生局の皆さ

ん、局長、それから総務省の自治財政局長とも、沖永良部における硬度低減化につ

いての依頼を数度行っております。ほかに、大島支庁や県の関係者の皆さんとも、

本町の水道事業の状況についてるる説明をして、それを基にして国土交通省の国土

政策局特別地域振興官にも、硬度低減化の必要性とそれに伴う交付金のかさ上げに

ついては、再三申し上げてきたのがこれまでの経緯でございます。 

 続きまして、②番目、さきの住民説明会でも説明をさせていただきましたが、硬

度低減化の処理方式につきましては、電気透析法のＥＤＲ法、逆浸透法のＲＯ法、

それからペレット法の３手法で検討をしており、各メーカーと現在も事業費やラン

ニングコストなどの協議を行っている状況でございます。事業費やランニングコス

トは水道料金にも反映する重要な部分だと認識しており、３手法のデータが固まり

次第、議員の皆様をはじめ町民の皆様に処理方法のどの案でいくかということをお

示しし、ご理解をいただきたいと考えております。 

 続きまして、水道料金の値上げ等につきまして。 

 令和５年度から補助率が２分の１にかさ上げされた後は、事業費に対して国庫補
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助金が２分の１、町負担金が２分の１であります。水道施設再編推進事業における

町負担額の内訳が、一般会計出資債を２分の１で、一般会計出資債の元利償還金に

ついて６０％が普通交付税措置の対象となります。残りの２分の１は水道企業債と

なります。水道管路緊急改善事業における町負担額の内訳は、一般会計出資債が同

様の２分の１で、一般会計出資債の元利償還金につきましても、５０％は普通交付

税措置の対象となり、残りの２分の１は水道企業債を充てるということになります。 

 次に、水道料金の件についてでございますが、先ほど質問の２でお答えしたとお

り、現在の処理方式について各メーカーと現在も協議を行っている状況であり、事

業費やランニングコストは水道料金にも反映する重要な部分だと認識しており、

３手法のデータがまとまり次第、お示しできるのではないかと考えております。現

時点ではっきりした運営料金が明確でない状況で、水道料金の値上げが幾らになる

と言うことは差し控えたいと思っております。 

 以上で説明を終わります。 

〔「４番」と呼ぶ者あり〕 

○町長（今井力夫君） 

 長くなりました。 

 続きまして、町財政について。 

 本町においては、近年では、実質公債費比率及び将来負担比率ともに改善傾向に

ありますが、議員のご質問のとおり、庁舎建設事業、脱炭素関連事業及び水道施設

建設事業等の大規模な普通建設事業が数か年にわたって実施計画されており、財政

への影響を注視しなければなりません。そこで、現在計画されている普通建設事業

費の概算値による試算を行い、中長期の財政シミュレーションを行っておりますの

で、質問事項に沿って回答してまいります。 

 まず、地方債残高につきましては、過去の大型事業の償還終了により、令和３年

度末で７６億９０７万６，０００円となっております。今後、庁舎建設費等により、

地方債残高のピークは令和６年度に９６億４，０００万円を見込んでおります。 

 次に、実質公債費比率につきましては、過去に実施した大型建設事業、例えば知

名小学校の体育館、田皆認定こども園、知名小学校校舎における元利償還金が令和

６年、令和７年度にそれぞれ終了するために、令和７年度末までには１１％から

１２％台で推移し、令和８年度以降は改善していく見込みでございます。 

 しかしながら、実質公債費比率は普通交付税額に大きく左右されるため、国の財

政計画を注視しながら、今後は減債基金を活用した起債の繰上償還等も検討してま

いりたいと考えております。 



― 139 ― 

 最後に、将来負担比率についてでございますが、近年では、地方債残高が減少し

たことに加え、基金が増加したため改善傾向にありますが、今後は、庁舎建設基金

及び土地改良事業基金の活用により基金は減少し、地方債残高が増加することによ

り将来負担比率は上昇し、ピークは令和７年度末、８２．７％となる見込みでござ

います。 

 今後も、地方債発行の抑制や基金の積立てなど、健全な財政運営が図られるよう

努めてまいります。 

 以上で終わります。 

○３番（城村 誠君） 

 丁寧な説明ありがとうございました。 

 なぜこの移転費が３億円、我々知名町は、熊本震災で庁舎をやられると、我々最

後滑り込みセーフぐらいなんです。近いところに移転するところもあれば、遠いと

ころに移転している場合もあると思うんです。その辺をちょっと情報を入れたり、

何とかして入れなかったか。債務負担行為で４年度に計上してあったものを５年度

にしてあるということですけれども、毎回、確かに町長が言ったように、令和３年

６月に総事業費２０億円、議会で答弁されております。令和４年６月、１年後には

２３億円、今回２７億円なんです。これ、移転にこれまでの経費がかかるというも

のは分からなかったか説明いただけますか。債務負担行為で幾らだったのか。 

○副町長（赤地邦男君） 

 私ども、これまで庁舎建設、本体について非常に議論して議員の皆さんにもご理

解いただいていたわけでございます。移設経費につきましては、当然僕ら行政側と

しては準備しておいてあったわけであります。ただ、昨年の４年度、今年度の当初

予算には債務負担行為を上げたということで、移転経費は当然あるよということを

見越して私どもは作業を進めていたわけでございますが、議会の皆様も債務負担行

為について承認をいただいたわけでございますので、当然承知いただいているもの

と私は確信しております。ただし、町民へのこの３億円についての説明がなってい

なかったということが、非常に城村 誠議員がこれを不審に思われて、質問されて

いると思います。私どもの啓発不足ということもございまして、大変ご迷惑をおか

けしたのはおわびを申し上げたいと思います。 

 ３億円の移転は、和泊町と比べると当然移動場所がかかるわけでございますので、

後ほどまた質疑の中で出てくるかと思いますが、ひとつまたよろしくお願いしたい

と思います。 

○３番（城村 誠君） 
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 和泊町が２，０００万円で済ませているわけですよね、移転。電算と防災関係を

移転に、すぐ隣だから移さなかった可能性もあるんですけれども、ここで知名町は

３億円のお金を使っている。これは、最初にＢ候補地か何かの公有地候補であそこ

諦めたという金額なんです、その３億円という金額は。これを今頃出してきてもね。 

 確かに本体の工事としては、入札で１５億円ですね。その中に光を入れるエコボ

イド等々が入っていて、そこに２億円の国庫支出金が入っているので、そこを差し

引けば本体のものの金額としては１３億円程度で、和泊町と知名町とはほぼ同等な

んです、建物本体に対するものは。しかし、それを全部引いたら、向こうは結局

１５年間の維持が２億５，０００万円入っているんです。解体費が３，０００万円

入っている。それを引くと、残った金額２８億円近い、我々が使うお金は和泊町の

倍なんです。これが町民が納得するか。もう早くいかないとどうにもならないので、

これで町長、１６億９，０００万円を全て借金するわけじゃない、交付税措置が受

けられるわけです。でも、この措置も、０．９掛ける０．７５掛ける０．３ですよ

ね。１６億９，０００万円借りて交付税措置を受けられる金額は３億４，２００万

円なんです。残り１３億幾らか、これ、実質知名町が負担しないといけないお金で

あります。基金は多少和泊町より積んでいますけれども、結局本体の建物とその他

でかかった金額は一緒です。そのせいで和泊町より高くなった。町民会議であそこ

の場所を示したというものもあります。でも、ここまでまさか大きくなるは。そこ

に、今の候補地に建てた利点を、これ、町民が気にしているので、簡単に町長、説

明お願いします。 

○町長（今井力夫君） 

 建設費等がなぜ上がってきたかということは、本庁職員からるるもう既に説明は

受けているものだと思います。議員がおっしゃるとおり、１６億円余りの借入を行

います。その結果、大体１２億７，０００万円ほどは町で支払いをしていかなきゃ

いけないと、これが実質の借金になります。ここで、前の１回目の庁舎建設位置の

前には基礎工事に大きな工事費がかかると、３億円余りかかると。あの当時は見積

りの段階で３億円余りということでございましたけれども、実際に工事をしていく

とどうなるのか、そこは実際にやっておりませんので分かりませんけれども、ただ、

町民の皆さんから出ていたのは、役場庁舎周辺に駐車場がないんだと、それから、

あしびの郷に今でも駐車場が不足しているけれども、この点も改善すべきではない

かと、そういうるる、あそこの、あしびの郷周辺に持ってこなきゃいけない要望と

いうのは町民からいただいた。それを町民会議でも諮問をいただいて、そして最終

的に役場庁舎内でいろいろ検討した結果、場所の移転をしました。 
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 場所移転は確かにいたしましたけれども、もともとこの庁舎建設の１５億円以外

に、あそこの造成工事と駐車場を造らなきゃいけないと。その点については、あの

時点で幾らかかるというのは出しておりませんけれども、この費用というのが相当

額かかっております。いずれにしても駐車場を造らなければいけない。斜面上にあ

ります。表層水の対応もしていかなきゃいけないと。そういうことをるる考えてい

った結果が、これだけ予算が上積みされてきたことであります。 

 それから、おっしゃるとおりに、和泊町の場合には旧庁舎と新庁舎の間が僅か

２０メートルぐらいです。この間においては、電算ケーブルを引くにしても短距離

でありますので、そう経費はかからないんです。ところが、今、現庁舎と今度造る

庁舎の間は約１キロ余り離れております。この間におきましては、いわゆるそうい

うケーブル関係も全てやり直していかなきゃいけない。こういうふうなことが原因

になっておりますので、庁舎をあそこの方向に持っていこうということは、私は民

意の中で行われた判断だと思っております。その民意を酌んでやっていった結果、

電算関係の移動費にやはり３億円ぐらい、ケーブルを引っ張っていくのにはかかる

ということでございますので、実際に私どもが試算したものでも、この電算関係で

２．２億円でございます。 

 それから、防災関係は確かに、これもやり直しをしますので８，０００万円かか

ります。そして、議員の皆さんからも縷々出されておりますデジタル化をこの議会

等にも入れていくと、そういう費用では我々も約４００万円ほど計算をしてありま

す。こういうものを含めたのが３億円ということになりますので、ぜひあそこに、

急に上がったのではなく、もともと最初の値段の中に駐車場建設とかそれに伴う道

路工事、こういうものは全く含まれていなかったわけでございますので、その辺は

ご理解いただければと思います。 

○３番（城村 誠君） 

 分かったような分からないような。そこまで積み上がったのは仕方ないでしょう

ね。でも今一番恐れるのは、予算がこれだけ高騰している状態で、工事に今施工し

ている業者が、６０年は大改装はしなくていいと、１００年もたすという、そうい

うものができない、最悪ちょっと何か安いものを入れて、何とか工事費をオーバー

しないような管理にするとか、それが一番怖いことであります。造成工事も入れて、

確かに知名町は１年半ぐらいかかるんです。和泊町は９か月で済ましてあるという

ものがあります。確かに造成とかなり離れている位置に移転ということがあるから、

その工事の長さも分かりますけれども、その他において、やはり消耗品が

３，２００万円で済ませているところを知名町は８，０００万円計上されていると
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か、今までは一級建築士の職員がいて、その後、二級建築士の職員がいました。退

職されてから、そういう大きい建設事業に対して我々、役場の中に専門職がいない

ということで、県から来ていらっしゃいますけれども、それにおいて、何か専門知

識がないだけに、もう設計士等の言うことを聞くしかできない。 

 僕が特に感じたのが給食センターなんです。あれが当初の予算より１．５倍ぐら

い、かなりかかった。あれは備品を、もう超一流のホテル街で入れるようなグリル

とか、そういうものを全部入れてある。あそこまでいいのが要るのかなという感じ

だったんですけれども。 

 今回のように、大したもので、この庁舎に対しても、知名町が二級建築士を募集

しているのは知っていますよ、なかなか入らないと。新しく入ったのに、どうも民

間で仕事をしていたほうが高いということで、役場の給料では食っていけないとい

うことです。それに特別に何かをつけて採用できるのか、これから採用していこう

と思っているのか、そこをお答えいただけますか。 

○町長（今井力夫君） 

 ご質問の趣旨内容が大分、職員採用というところに入ってまいりましたけれども、

皆さんがご心配されているように、やはりそれなりの専門職を持った人、資格を持

った人を役場庁舎内に配置すべきだというお叱りは重々そのとおりだと思っており

ます。したがって、我々も今後の採用試験の中で、社会人枠というのをしっかり設

けていく必要があるんじゃないかということで、先般も今後の行財政改革の話合い

の中で、専門職を採用するためには、社会人枠を設けたような採用の仕方という、

新採を採用するのとは違う試験内容というものをして、社会人が受験しやすい体制

づくりとか、今おっしゃるような給料の面での、今まで役場職員は、入って何年た

ってどの職というのがありますけれども、そうではなくて、これまでの経験を生か

したようないわゆる昇格の仕方というのも今後考えていく必要があるんじゃないか

ということで、次年度の採用試験の中から、そのような、議員がご指摘していただ

いているような方向の採用試験の在り方というのについても改善をしていかなきゃ

いけないんじゃないかということを今検討しているところでございますので、ご提

言ありがとうございます。 

○３番（城村 誠君） 

 しっかりとこの庁舎、１００年もたすために、しっかりした目で見張って、いい

ものを造っていただきたい。もう多少かかるんですよね、もうちょっとお金は。そ

こは縛らずに、ここまで来たらもう本物を造るしかないんだよ。そこもしっかりと

見てお願いします。町民がこれだったら納得するというものにしてあげないと、
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我々もう笑われるわ。そこを強く要請して次にいきます。 

 脱炭素は、我々特別委員会を設置してみんなで考えようということになっており

ます。 

 一つ、町長の答弁で、電気を買う価格に換算すると、パークが２０万円の電気代

を年間生むと。メントマリ公園がほぼ２００万円の電気代を生んでいる。課長、そ

れで。違うか。課長、訂正して。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 メントマリ公園におきましては、先ほど町長の答弁では１９９万幾らという答弁

があったんですけれども、正確には１９万９，４９８円でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 訂正です。 

○３番（城村 誠君） 

 最初の町長の答弁だったら、それいけるんですよ、これ。経費で高く見積もって

２００万円見ているところ、もうこれ超えている、もう２２０万円だから、もう全

然回していたほうが電気買うよりいいということになるけれども、そうではないで

すよね。 

 奄振の２年間事業で、両方で７，１００万円の総事業費です。そこに７割の補助

ですから、実質２，０００万円ほどのお金を入れてあります。それから、プラスこ

れを、その風力発電を、結局は全く計算合わないです。なぜ、残した根拠を示して

いただけますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 奄振の２か年事業で、この事業はおっしゃるとおりしていますけれども、実証事

業という形で、本来は撤去という形になりますが、ただ、せっかく小型風車を建て

たものを、建ててほんの二、三か月程度で撤去するものはちょっともったいないと

いうこともありまして、そのまま残して、環境教育であったりとか、あと、ＥＶ自

動車の充電とか、そういうものに使えるということで残した経緯があります。 

○３番（城村 誠君） 

 ２年間で実証実験データが取れるわけではない、もうもともと残すつもりで。こ

れまた意外と高い事業費になるので、有効利用して、もうこれから撤去費用は出な

いわけですから、徹底して有効利用していただきたい。 

 それと、その脱炭素関係は、総事業費２６億円、知名町はあるわけです。町負担

が８億円です。そのほぼほぼを過疎債を適用して返済していくということですが、

総務課長も、さっきから優先順位をいろいろ考えて町民に何がいいのか、脱炭素の
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この８億円の一番使い勝手のある１００％充当、７割返ってくるというものを、

８億円のほかにもっと使い道があると思うんだけれども、これ、脱炭素に優先順位

が一番高かった理由を教えてください。 

○総務課長（成美保昭君） 

 この脱炭素関係事業につきましては、これといったものが完全に決まった状態の

事業というのがまだはっきり言っていないような状態で、これからまだまだ変わる

おそれがあるというか、まだ協議会のほうでも、今いろんな事業所が参加して、計

画、予定、導入に対するメリット、デメリット、いろんなものを考えて、私どもに

情報提供している段階でございますので、これからまた大きいものがどんどん入っ

てくるとは思いますが、現在のほかの庁舎関係、ほかの事業も全て考えた上で、そ

のあたりは、先ほど言った枠とかそういったものではなく、一番いい、その事業に

対して私どもが一番有利となる、町民に対して負担をなるべく強いられない形の事

業の導入を考えていきたいと思っております。 

○町長（今井力夫君） 

 補足します。いいですか。しなくていいですか。 

〔「いいですよ」と呼ぶ者あり〕 

○町長（今井力夫君） 

 ８億円を町が出すということは、一言も私どもは申し上げておりません。先ほど

私の説明の中で、地域新電力会社がこれをＰＰＡで持ってきたときには、町の手出

しというのはほとんどゼロになります。ただし、我々も電気代は払っていかなきゃ

いけないけれども、その電気代を、これからの燃料高騰で電気代がますます上がる

けれども、固定式にすることによって、我々は普通の九電の電気代が上がっていっ

たとしても、今現在の電気代で我々が払っていくことによりますので、町としては、

電気代においてかなり優遇されていくというようなことも考えております。 

 もう一回申し上げます。８億円全て町がお金を出すというような、そういうやり

方で進めるつもりは今のところございません。ＰＰＡ方式で、企業にこのお金は出

してもらうという方向で考えております。 

○３番（城村 誠君） 

 ５年度で実証実験を行った後で、それが使えるかどうかということですよね。令

和５年度で実証実験が上がっているわけです。町長、この続きは特別委員会でやろ

うと思います。 

 大きい３番にいきます。①からいきます。 

 １２月時点で閣議決定されたと、離島における水道、そういう事業費の補助率が
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上がったと。これはもう議会で承認されて、きっちりと予算化されているものなの

でしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 これは閣議決定されたものであって、国会の中でこれが最終的に予算として承認

されていくかということにつきましての情報は我々に入ってきておりません。これ

までの流れの中で、閣議決定されたものはほぼ国の施策の中に導入されてきた経緯

がございますので、そういう意味で、２分の１というのは、今後の水道事業におき

まして２分の１にかさ上げされたものはあるものだというふうに今考えております

ので、したがって、いついつまでに何々をすると私は先ほど申し上げなかったのは、

そういうものを全て勘案した上で進めていかなければいけないと思っておりますの

で、ほぼ２分の１を、我々はかさ上げされるものだというふうなことを期待してい

るというようなことで申し上げさせていただいております。 

○３番（城村 誠君） 

 期待しているではなくて、事務連絡で来ているんですよね、水道課。もう５年度

の予算に計上していいということ。いや、そうなんですよ、町長。されているんで

すよ―もうそこまで突っ込む気はない。落ち着きなくてごめんなさいね。 

 将来推計人口というのが、２０４０年で３，８５０人と示されております。これ

から水道事業費がほぼ恐らく概算で３０億円はかかるだろうということですよね。

半分は国が補助をすると、半分は一般会計出資債で半分は見ると。あの半分は企業

債なんですよね。あの補助率のあんまりよくないやつですよね。措置がよくないや

つですよね。 

 今の時点で、これは５年据置きの４０年償還になると思うんですけれども、水道

の事業債は。４０年後には、この町の人口はもうかなり減っていると思います。今、

償還期限が４０年後ですよ。そのときに、これから年間１００人ずつ減っていくこ

の人口で、この水道料金をどうカバーするかということが問題になると思います。 

 これだけの事業費をかけるんでしたら、絶対その水道料金に反映させないといけ

ないということがあります。将来の子供たちに負担を残さない。今、現実もしその

軟水事業が始まれば、すぐに水道料金に反映させて、将来の子供たち、人口が減っ

たときの将来に負担を投げないように、そのためにも料金を概算でいいんですよ、

その実施設計の金額ではなくていいんですよ、幅を持って町民に示さないと、もう

５年度で７，０００万円の実施設計が計上されています。施設整備事業費でも１億

７，０００万円、もう令和５年度で動くわけですよ、町長。 

 そこは水道課、ちゃんと示して、概算でいいんですよ、幅を持たせて、全てが
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２５億円かかるのでこれだけの水道費がかかると、人口がこれだけ減るからそこは

負担してもらうと。これが３５億円かかるので、これだけ上がると。そこはきっち

りと示していかないと、それを出さないと。これ軟水化事業も、もうスタートを切

れたと思っているかもしれませんけれども、もう一遍町民に示して、この後の負担

をどうするかというものを考えていかないといけない。 

 これは、そのアンケートを取って示して、水道料金でこれだけ上がるというもの

をいつまでに示せるのか。今年度でもうまた始まってしまうわけですから。水道課

長補佐、６月議会までに示せるのか、答弁をお願いします。 

○水道課長補佐（中山昌昭君） 

 城村議員のご指摘、確かに概算でもというお言葉なんですけれども、まずどうい

う形で、今、物価高騰あるいは資材高騰等がございまして、当初見ていたＥＤＲの

設計の予算で見てはいたんですけれども、実際その各方式を再度やっぱり見直して、

課のほうでやっぱり検討して、概算であっても、ある程度詳細のものを、形づくっ

たものを算出をしていただいた形で町民の皆様にお示しをしたほうがいいというふ

うな考えでおります。 

 また、いつ頃示されるかということは、その設計の形が固まり次第、なるべく早

期に議員の皆様、あるいは町民の皆様にお示ししたいと思っております。 

 以上です。 

○３番（城村 誠君） 

 これが町民の意見で、これもうやっぱり要らないと、ここまで負担があるんであ

れば、現状の家庭に置いてある軟水器を使って処理するんだと、そういう意見を聞

いて、もうこれストップかかる可能性があるんですよ。設計から施工まで入るよう

な感じじゃなくて、なるべく早く示していただきたい。強く要請します。 

 大きい４番で、地方債現在高が増えて７６億円までかなり減ったところが、６年

度末で９６億円まで増えると。プラス、水道の企業債も入ってきますよね。ちょっ

とさっき言い忘れましたけれども、今現在で８億７，０００万円の企業債がありま

す。これから軟水器の事業が始まっていくわけですけれども、４分の１を企業債で

負担していくと、これから６億５，０００万円かそれぐらい増えていく計算となり

ます。それで、事業債が１５億円ぐらいまでに増えるということです。トータル、

知名町の債務は１１０億円となる計算です。公正証書を受ける前の金額ですから、

安い補助率のいいものでやっていければ、借りていればですけれども、１１０億円、

久々にもう大台を突破する、国が１００兆円を突破したわけでございます。 

 今回、知名町も、また全て水道の企業債を入れると１１０億円規模の借金を抱え
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る団体となります。和泊町は庁舎建設を前にいろんな債務状況を見て、鹿児島県ワ

ーストワンということで大騒ぎしたということがあります。我々知名町は、はっき

り言うと、先に示して、これだけ赤になるんだけれども、これから償還がどんどん

進んでいくから、そこまでの負担率が健全な状態を続ける、それと交付税が聞いて

みたら３２億円がずっと続くであろうという夢のような計算を立てていますけれど

も、これからもういろんな、台湾で何かあるとか、一番大きいのが南海・東南海地

震です。そのときに、日本の経済がやられたときに、その交付金が３２億円、前年

度を下回ることはないとは簡単に考えていますけれども、最悪の事態も考えて、今、

では最後に財政、ちゃんとそういうことに対応して基金を積み上げていっているの

か、お聞きします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今、城村議員から厳しいお言葉がありましたが、確かにピークを迎えるのがもう

すぐそこまで来ております。そこから緩やかに改善はしていきますが、現在のとこ

ろ、全ての基金を合わせた年末の残高が２９億１，３７９万円が今の残高となって

おります。 

○議長（福井源乃介君） 

 まとめて。 

○３番（城村 誠君） 

 締めます。あまり時間がなくて、さっさといってしまったんですけれども、我々

議員もしっかりと財政も勉強して、ずっと勉強しているんであります。この前から

勉強を始めたわけではございませんよ。しっかり分かっていますので、こういう楽

しい議会になるように、我々議員も一生懸命勉強してまいります。やっぱり財源、

そういう知名町がどういう状態にあるかというものを分からないと、我々も質問し

てはいけないと、そういうものを考えておりますので、共に勉強しつつ、教えても

らいつつ、いい知名町にしてまいりましょう。 

 私の一般質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、城村 誠君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 明日９日は午前１０時から会議を開きます。お疲れさまでした。 

散 会 午後 ４時０７分 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 第１回知名町議会定例会 

 

 

第 ３ 日 

令和５年３月９日 
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令和５年第１回知名町議会定例会議事日程 

令和５年３月９日（木曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第３号） 

 ○開議の宣告 

 ○日程第 １ 一般質問 

        ①外山 利章君 

        ②福川 勝久君 

        ③根釜 昭一郎君 

 ○日程第 ２ 議案第 ２号 令和４年度知名町一般会計補正予算（第６号）に 

               ついて 

 ○日程第 ３ 議案第 ３号 令和４年度知名町国民健康保険特別会計補正予算 

               （第３号）について 

 ○日程第 ４ 議案第 ４号 令和４年度知名町介護保険特別会計補正予算（第 

               ３号）について 

 ○日程第 ５ 議案第 ５号 令和４年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予 

               算（第３号）について 

 ○日程第 ６ 議案第 ６号 令和４年度知名町下水道事業特別会計補正予算 

               （第３号）について 

 ○日程第 ７ 議案第 ７号 令和４年度知名町農業集落排水事業特別会計補正 

               予算（第３号）について 

 ○日程第 ８ 議案第 ８号 令和４年度知名町合併処理浄化槽事業特別会計補 

               正予算（第３号）について 

 ○日程第 ９ 議案第 ９号 令和４年度知名町水道事業会計補正予算（第４号） 

               について 

 ○日程第１０ 議案第１０号 知名町議会議員及び知名町長の選挙における選挙 

               運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条 

               例について 

 ○日程第１１ 議案第１１号 知名町個人情報の保護に関する法律施行条例の制 

               定について 

 ○日程第１２ 議案第１２号 知名町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定 

               について 
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 ○日程第１３ 議案第１３号 知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条 

               例について 

 ○散会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 

議席番号    氏   名  議席番号    氏   名 

  １番  福 川   勝 久 君    ２番  奥 山   雅 貴 君 

  ３番  城 村     誠 君    ５番  窪 田     仁 君 

  ６番  川 畑   光 男 君    ７番  新 山   直 樹 君 

  ８番  根 釜   昭一郎 君    ９番  西     文 男 君 

 １０番  宗 村     勝 君   １１番  今 井   吉 男 君 

 １２番  外 山   利 章 君   １３番  福 井   源乃介 君 

 

１．欠席議員（０名） 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 村 山 裕 一 郎 君 議 会 事 務 局 主 事 伊 井  徹 君

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 

職  名  氏  名   職  名  氏  名  

町 長  今 井  力 夫 君  耕 地 課 長  久 永  裕 一 君 

副 町 長
 
赤 地  邦 男 君  

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 

 
井 上  修 吉 君 

教 育 長  田 中  幸太郎 君  税 務 課 長  藤 田  孝 一 君 

総 務 課 長  成 美  保 昭 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

総務課長補佐  岡 越    豊 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

企画振興課長  元 栄  吉 治 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

農 林 課 長

 

安 田  末 広 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

兼 学 校 給 食 

センター所長 

 

甲 斐  敬 造 君 

農業委員会事務局長

 

上 村  隆一郎 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

窪 田  政 英 君 

建 設 課 長  英    敬 一 君     
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△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 ご起立ください。 

 おはようございます。今日もよろしくお願いします。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 一般質問 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 外山利章君の発言を許可します。 

○１２番（外山利章君） 

 議場におられる皆様、そしてインターネット中継をご覧の皆様、おはようござい

ます。 

 今回の定例会で全議員が一般質問を提出しております。本日、一般質問の最終日、

外山利章、トップバッターを切らせていただきます。 

 それでは、議席番号１２番、外山利章が次の３点について質問いたします。 

 １、農業振興について。 

 施設園芸における資材高騰は建て替え、新規導入の阻害要因となっており、政策

的な支援が求められている。町の単独事業、畑地かんがい園芸産地確立事業につい

て、導入要件や入札条件の見直しを行い、施設導入を支援すべきではないか。 

 ②国、県事業について希望する生産者へ丁寧な情報提供は行われているか。また、

事業獲得に向けた取組はなされているか。 

 ③１０月から導入されるインボイス制度は品目によって対応が異なり、農家も混

乱している。理解促進に向けた取組と関係機関の連携が必要だと考えるが、どのよ

うに対応するのか。 

 ２番、道路行政について。 

 ①道路整備の要望は現在、どのように受付し、対応されているか。 

 ②要望に基づく道路整備について、実施に至る過程が明らかにされているか。ま

た、整備の必要性を明確にするための数値評価はなされているか。 

 ３、まちづくりについて。 

 ①総合振興計画には、知名町が目指す未来像として「２１の暮らしを大切に、
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２１の未来を創る 子や孫が誇れるまちづくり」とある。２１の集落を基盤とした

まちづくりを示していると考えるが、集落の維持、発展に向けた取組は行われてい

るか。 

 ②集落の課題解決、今後の在り方について検討する取組などをバックアップする

集落支援員制度の導入を検討すべきでないか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、私のほうも、改めまして皆さん、おはようございます。本日３日目と

なります。本日も、どうぞ町政発展のためにいろいろなご意見をいただければと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、外山利章議員のご質問、大きく３点ございます。１番から順を追って

回答させていただきます。 

 町の単独事業であります畑地かんがい園芸産地確立事業では、収益性の高い施設

園芸を行う生産者に対して施設整備に関わる資材経費の助成を行ってきております。

これまでのハウスは、県標準型のＫ６Ｎ型の単棟ハウス、または同等の機能を有す

るハウスとなりますが、これまでも、生産者の意向により、裏面のドアをなしにす

るとかビニールを三段型のタイプにする、または防虫ネットの網目幅を変えるなど、

柔軟に対応をしてきております。 

 また、令和４年度には、県外業者も入札に参加をさせ、事業費の引下げを図るこ

とができたのではないかと思っております。 

 １２月の窪田議員の一般質問でもありましたように、国、県補助事業の場合には

基準に即したハウスになり、建て込みまで行いますが、建て込みを自分で手配でき、

より安価に済ませたい場合には、この畑地かんがい園芸産地確立事業の活用をご検

討いただければと思っております。 

 ②につきまして。県、国事業につきましては、町のホームページに町単独事業も

含めた補助事業一覧を掲載しており、字巡回や研修会の際には紹介をするなど試み

ております。そして、生産者から直接事業についての要望や説明を求められること

があった場合には、事業の要綱・要領につきまして、また負担金について、または

会計検査対策等についても細かくご説明をさせていただいております。 

 ３つ目に、インボイス制度は、令和５年の１０月１日から開始されるのに伴い、

これまでの各種研修会等で説明はされてきたところでございますが、制度自体の理

解はなかなか進んでいないと感じているところでございます。 

 制度といたしましては、農協特例によりインボイスの交付義務が免除される農林
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水産物もある一方、子牛の家畜市場における取引につきましては卸売市場特例の対

象とされないということから、売手のインボイスの交付義務を免除されないものも

ございます。 

 取引の形態につきましては、売手の免税事業者に不利益が生じることも想定され

るということから、農家の経営に合わせた課税事業者、免税事業者の選択が必要に

なると考えますので、各振興会等を通して理解の促進を図るなど、対策を講じてま

いりたいと考えております。 

 道路行政につきまして。 

 ①道路整備の要望につきましては、町道が建設課、農道は耕地課が受けており、

町道の軽微な補修や伐採につきましては建設課作業班にて作業を行い、道路拡幅等

の要望は、地域全体に大きく関わることから、基本的には地元から要望書を提出し

ていただき事業導入を検討しております。 

 農道の軽微な補修や伐採につきましては、多面的機能支払交付金を活用して各字

の緑サークル活動において作業をお願いし、道路拡幅等の要望につきましては、地

元からの要望書を提出いただいた内容を精査し、事業導入を検討しているところで

ございます。 

 ②につきまして。町道の新規舗装については、町単独事業となり財政的にも厳し

いことから、まず危険性、民家の戸数、迂回路の有無、交通量などを３段階評価し、

優先順位が高い要望から優先し、予算要求を行ってきております。 

 次に、農道整備につきましては、要望箇所の危険性や使用頻度、受益者数、受益

面積、費用対効果など、事業を導入するための実施要件に該当するか精査し、事業

申請を行ってきております。 

 また、事業採択に向けては、地元関係者から構成される推進委員会を立ち上げ、

関係機関と情報を共有しながら最善の事業となるよう努めております。 

 まちづくりにつきまして。 

 町の発展は、町を構成している２１の字がそれぞれ持っている特徴を生かし、主

体的に字づくりに取り組んでいくことが肝要であると思います。 

 しかしながら、字の人口規模や高齢化率、集落運営の担い手不足により、字によ

っては集落の維持、運営が大変困難になりつつあるのではないかと推察しておりま

す。 

 町においては、字活動が継続的に行われるよう、ハード面ではコミュニティ助成

事業、集落緑化活動事業、多面的機能支払交付金事業などの実施、ソフト面におき

ましては、次の②で答弁いたしますが、その事業を令和４年度で実施、令和５年度
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におきましては新規事業を実施する予定でございます。 

 今後も町内２１の字活動が継続的に維持、発展できるように取り組んでいきたい

と思っております。 

 ②につきまして。集落支援員制度につきましては、鹿児島県が実施しております

コミュニティ・プラットフォーム事業などを活用し、議員ご指摘の地域課題の発見、

整理から行い、それに対するアクションとして集落支援員制度の導入を段階的に検

討していきたいと考えております。 

 その中で、町としては、本年度、区長会において募集した、コロナ禍後を踏まえ、

これまで人が集まって活動してきた集落において、既存のコミュニティーでは解決

できない問題を、地域産業と連携し、どのように対応し、持続する地域づくりを行

う仕組みを構築することを目的とするコロナ禍後を見越した新たな地域コミュニテ

ィ構築事業を、前述したように住吉字で実施し、地域の課題や今後の取組について

活発な意見交換を行っております。 

 また、各集落でも様々な活動を行っている中、令和３年度に実施した地域づくり

研修会にて、講師であります田口太郎先生による「人口減少社会で、将来に向けて

今何ができるかを考える」に受講していただいた正名字は、本年度、独自にワーク

ショップを行い、話合い活動やその実践を行っているとも伺っております。 

 令和５年度は、集落維持の１つの方法としてパズルピース型の町内会システム導

入を予定しており、これまで不文律でありました集落の仕事について、可視化する

ことによって集落活動の要であります区長業務の負担軽減や分散化を行い、集落維

持活動につなげてまいりたいと考えております。 

 以上で回答を終わります。 

○１２番（外山利章君） 

 それでは、農業振興からまず再質問をしていきたいと思います。 

 まず、農林課長にお伺いしますが、一応自分がデータ持っているのが５年前です

けれども、生産資材のコスト、今回の畑地かんがい事業で、どれぐらいのコストが

上がっているか把握されておりますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 議員が持っている資料を私も持っていますけれども、やはり昨年、おととしあた

りが鋼材の単価のピークでなかったかというふうに思っています。平米単価もここ

に記入されているとおりでございますので、そういったふうに把握してございます。 

○１２番（外山利章君） 

 ５年前と比べると平米単価は１４％アップということで、これがこの部分で止ま
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るのか、またさらに、今の社会情勢によると、まだ上がるのかというところが分か

らない部分であります。 

 経営の中で非常に施設導入というのは大きな転機であり、また、その際の費用負

担というのは非常に大きなものがあるわけであります。今これだけコストが上がっ

ているということを考えると、やはり生産基盤についての支援というのは行政とし

てしっかりと取り組んでいかなければいけないところだと思っていますが、先ほど

町長答弁の中で、生産者からいろいろ要望を受けて、標準仕様というものをある程

度配慮できるということで説明がありましたが、農林課長、それ少し詳しく説明い

ただけますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 基本的には、一戸一戸の農家の作物、それから要望を聞いて、ある程度強度に差

し支えがなければ、了承というか、了解して施設導入をさせております。 

 また、さらにアップする意味でも、特殊なビニールの要望があったらそういった

ことにも対応していますし、基本的に生産者とも語りながら、意向を聞きながら事

業を実施しているところです。 

○１２番（外山利章君） 

 私、議員になって一番最初に、畑地かんがいの事業について、部材導入であった

り柔軟な対応をということで質問をいたしました。なかなかハウス事業が導入でき

ないということで生産者からの要望も聞いておりましたが、今、農林課のほうで、

そういう形で柔軟に生産の実態を聞いた上で事業導入を行う形をつくっているとい

うことで、今、回答いただきました。生産者にとっては非常にありがたいことだと

思います。 

 どうしても標準仕様となると、使わないところのドアであったり、ドア１枚でも

５万円ぐらいしますので、そういうところの、妻の部分は必要である、必要でない

という、生産する品目によってそれだけのコストが変わってきます。そこを柔軟に、

やはり町単事業であるからこそ、こういう形で柔軟に生産者の声を拾い上げて対応

できる部分だと思います。そこについては非常に農林課について感謝しております

ので、ぜひしっかりと導入希望をされる生産者に対して話をして、希望する形での

導入を図っていただきたいと思いますが、生産者はこのことを知らないんじゃない

かと思う部分があると思うんです。施設導入は平米単価だけでこれぐらいかかりま

すと知らされると、自分で何メートル導入するときにはそれを掛けて幾ら、ちょっ

と高過ぎる、きついなと思う部分があると思います。もっとしっかりと生産者の要

望を聞いた上で施設導入するというところの周知も必要だと思いますが、農林課長、
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それについてお答えいただけますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 次のご質問ともダブりますけれども、我々も字のほうで、農業を語る会とか、

人・農地プランの説明とかそういった、する際に、そこまで細かくお話しするよう

に心がけたいというふうに思っています。 

○１２番（外山利章君） 

 その点については要請をいたします。 

 その上で１つ気になる点は、農家も自己責任の上でハウスを導入するわけであり

ます、経営の中で、どれぐらいのハウスが必要で、ぜひそういう形で申請をしたい

と申請を上げるわけであります。その上で、農家についても、ハウスの使用につい

ては経営者としてしっかりと判断したという形で確認を取っていただきたいと思い

ます。 

 例えば農家が、妻が要らないからという形で、自分の経営の中では入れないとい

う形で、導入したハウスの強度が足りずもし壊れてしまった場合、それは、農業経

営者がしっかりと自分で判断して、これでお願いしますという形で助成をお願いし

ているわけですから、その点についてはしっかりと経営者にもその確認を取って、

これで本当にいいんですかという形の確認は取っていただきたいと思います。農業

経営もやはり経営ですので、自分で責任を持って行う部分、それで助成事業という

形でお願いするわけですので、その点について、課長、いかがでしょうか。 

○農林課長（安田末広君） 

 そういったことは、基本的に補助金を投じていますので、その辺のところはやは

り農家にしっかり理解していただいた上で導入させるようにまた進めたいと思って

います。 

○１２番（外山利章君） 

 その上でもう一点要望ですけれども、以前の事業導入で、例えばハウスのアーチ

の部分が短くなればそれだけ経費が抑えられるという形で事業導入を図ったことが

あります。自分も二十数年前から年次的にハウスを増築したことがありますが、そ

のときはやはり少しでも安いほうがいいからということでそのハウスを入れたんで

すけれども、中が、肩の部分が狭くて全然仕事ができなかったり、結果的にその品

質が少し劣っていたのか、安くするためかどうかは少し確認できませんが、後に入

れたハウスよりも先に脚の部分が腐食したりと。そういう形で、品質というものは

やはり農家ではどうしても判断できない部分がありますので、入札業者としっかり

とその部分は確認をしていただいて、導入するために、行っていただきたいと思い
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ますが、それについて、課長、ご答弁いただけますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 先ほど町長の答弁でも、今回、県外業者も入れたというふうに答弁いたしました

けれども、その際も一つ一つ部材を確認してやっております。パーツとかいろいろ、

ここ持ってきて合わない場合等もありますので、品質、そういった面が確保された

上で入札ということに参加させております。 

○１２番（外山利章君） 

 入札も増やしていただけるということで、ぜひそうしていただきたいと。今まで

ある程度決まった業者が入札していた部分もあるのじゃないかなと思います。そこ

も農林課のほうで、やはり少しでも生産コストを下げるために新たな業者を選定す

るというふうな回答をいただいておりますので、ぜひ入札もそういう形で少しオー

プンにしていただいて、多くの業者が入れるような形にして、少しでも導入コスト

が下げられるように手続をしていただければと思います。 

 燃料であったり肥料、もう本当、全ての農業生産に関わるものが高くなってきて、

生産するほうも、この先農業を続けていけるのか、大丈夫かと不安な思いをしなが

ら生産しているのが実情であります。特に施設園芸は、どうしても施設は、ハウス

導入、お金がかかる部分がありますので、先ほど言ったように、ぜひその分は、生

産基盤の整備というのは、私は行政としての役割ではないかなと、助成というとこ

ろは、思っておりますので、少しでも多くの生産者が施設導入をしていただいて、

新たな品目を、そして今ある品目も含めて、生産拡大につながるような施策を行っ

ていただくことを要望し、この質問は終わりたいと思います。 

 次に、国、県の事業でありますが、現在いろんな形で説明をしていると、説明会

等でも確かに一覧をいただく部分がありますが、町のＬＩＮＥ等でも情報提供とい

うのはなされておりますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 非常に農業の国県事業については中身が難しいところがありますので、町のＬＩ

ＮＥ等では今のところ流したことはございません。 

○１２番（外山利章君） 

 それでは、新規就農者等に関して、町のほうから例えばこういう事業があります

よという形の説明をすることはございますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 新規就農者とは、いろいろ研修会やら、また語る会等を催しておりますので、そ

の中でこういったものがございますというような紹介はしております。 
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○１２番（外山利章君） 

 生産者が国、県の事業を把握するというのは難しい部分があります。農林水産省

のほうでも補助金のキーワードを入れたら出てくるようなホームページはあるんで

すけれども、やはり難しい部分があると思いますので、そこは行政のほうが専門で

ありますので、積極的に生産者に対して情報提供というものを行っていただきたい

と思います。 

 それで、既存の事業についてでありますが、既存の事業でも工夫次第で事業導入

が図れるんじゃないかということで、せんだって議会の視察のほうで金武町のほう

に視察に行かせていただきました。その際に、これまで数戸の農家が集まって事業

主体となって、それでしか申込みができなかった支援事業等も、例えばＪＡであっ

たり生産組合が事業主体となることで、新たな取り方が、事業採択ができるという

ような事例を聞きました。 

 それについては、農林課の担当のほうに可能性があるのかということで私のほう

から依頼をしてありますが、それについては伺っておりますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 県内でも、また県外でも、農協さんが事業主体になって農家さんにリースすると

か、そういったものもたくさん事例を私も知っていますので、そういうふうな事業

の進め方、また農協さんとも協議しながら進めていければというふうに思います。 

○１２番（外山利章君） 

 今まで事業主体が集まらなくてなかなか導入できなかったであったり、例えば農

協の花き振興会では冷蔵庫の、今まで助成事業をずっと探していましたがなかなか

ない状態でありました。こういう今ある事業も取り方の工夫次第によっては事業導

入ができるんじゃないかということで、可能性があるということも伺っております。

ぜひ振興会とも連携を取って、この事業導入については図っていただきたいと思い

ます。 

 あわせて、ＪＡのほうもある施設がもう既に老朽化していて集約をしたいと、各

集落ごとに、今、冷蔵庫があるわけですけれども、それを保管している冷蔵庫があ

るんですけれども、花を保管している、それがもう老朽化して、集約をしたいけれ

ども生産者も減ってきてどういうふうにしていこうかということで今悩んでおりま

す。個人でこういう冷蔵庫が入れられれば農協の集約という分も話も進む分もある

と思いますので、ＪＡ、振興会、生産者等とも話を詰めてぜひこの事業導入という

ものを図っていただきたいと思います。課長、いかがでしょうか。 

○農林課長（安田末広君） 
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 議員がおっしゃるとおり、事業導入については本当工夫が非常に重要だと思いま

す。いつも正面突破ばかりしようとするのではなくて、あらゆる方向性から見てど

ういうふうに有利な事業を入れるか、そこのまた検討をさらに進めていきたいと思

っております。 

○１２番（外山利章君） 

 大型集出荷施設のまた整備となると、産地生産基盤パワーアップ事業であったり

だとか、またいろんな事業もありますので、大型事業についてもしっかりと事業主

体となるＪＡであったり生産組合等々もよく協議をして生産基盤の整備に当たって

いただきたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 次の質問、インボイス制度でありますが、インボイス制度、大まかにインボイス

制度について、税務課長、説明いただけますか。 

○税務課長（藤田孝一君） 

 インボイス制度ですが、令和５年１０月１日から始まります消費税の関係での制

度となります。これ、まず登録を受けないといけませんので、大島税務署のほうで

は３月３１日までに登録することを推奨しております。これは、１０月１日スター

ト時点からインボイス制度ができるのは登録が必要ですので、３月３１日までに登

録した事業者が制度が使えるということです。 

 簡単に言いますと、消費税を計算するときに、売上げの消費税があって、それか

ら仕入れ税額を引いて納付するということがあるんですが、これはインボイス制度

を登録した事業者だけがその制度が適用されるということで、最初の６年間は経過

措置で登録しなくてもできるんですけれども、７年後からはこの登録をしていない

と仕入税額控除が受けられないということになっております。このインボイスを登

録した事業者は適格請求書という請求書等を保存する義務がありまして、７年間保

存する義務が発生します。簡単に言いますとこのような感じですが。 

○１２番（外山利章君） 

 ありがとうございます。 

 その場合に農家にどういう影響があるかというところが問題じゃないかなと。農

家が課税対象者にならなければ、販売した側は仕入価格の控除ができないというこ

とになるという理解でよろしいですか。税務課長、ですよね。 

 そうなった場合、ＪＡ特例という形で、ＪＡに販売を委託している花や野菜は、

生産者はならなくてもＪＡのほうで対応していただけるので大丈夫です。 

 先ほど町長答弁でもありましたが、畜産が家畜市場を通している形になっていて、
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それが適用が受けられないということで、畜産関係は非常に今、勉強会を行ったり

対応しております。 

 そこで気になるのは、品目で特に生産者が多いサトウキビがどうなるかというこ

となんです。課長、その点について把握しておられますか。 

○農林課長（安田末広君） 

 サトウキビについて南栄糖業に問合せをいたしておりますけれども、８月頃に国

が指針を示されるそうです。その指針に沿って会社は、また説明、対応をしていき

たいというふうに答えております。 

○１２番（外山利章君） 

 そうですね、まだ指針が出ていないということで。 

 もし生産者が課税対象者にならなければいけないとなると、課税対象者じゃない

人のキビは受け入れられないということも考えられると。極端な話ですね。そうい

う不利益があるんじゃないかと思って自分もＪＡと南栄糖業のほうにも問合せしま

したが、お互いがお互いがやることじゃないですかと。本当に何か他人事で、全然

生産者の立場を考えていないというか、生産者ももちろん自分の経営の中なので考

えなきゃいけないんですけれども、やはり制度が難し過ぎてできないと、そこは。

そこは行政がしっかりと間に立って、どういうふうになるのかということについて

は取りまとめを行うべきじゃないかと。また、知名町、株主にもなっておりますの

で、その点はしっかりと、これだけ大きな生産者がいますので、サトウキビ、しっ

かり対応すべきじゃないかと思いますが、町長、それについてはいかがでしょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 国の指針が８月に出されるということでございますので、私たちといたしまして

は、株主会等がその前後にございますので、今、議員がおっしゃったような回答が

もし南栄糖業さんから出ていたとなると、少しそこは問題になるところではないか

なと思っておりますので、しっかり生産者に誠意ある対応をしていただくような申

入れは当然していく必要があると考えております。 

○１２番（外山利章君） 

 国の指針が８月に出るということでまだ時間がありますので、国に対しての働き

かけというものも行政としては行えるんじゃないかなと。私たち議員も議員の立場

でそれぞれ行う形もあると思います、陳情であったりというところも。その点につ

いては行政と連携を取って行っていきたいと思いますので、しっかりと町としても

それについては心積もりをしていただければと思います。 

 猶予期間があるというところではありますが、制度がスタートするということで、
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早急に早めに手は打っていかなければいけないと思うところでありますので、また

農家の理解促進というところもあると思います、そうなると勉強会等もまた必要だ

と思いますので、それは行政として連携を取って行っていただきたいと思います。

これについては終わります。 

 次、道路行政についてでありますが、まず建設課長にお伺いしますが、道路の申

込みは、申込書等があると先ほど伺いましたが、それは例えば年に何回か受付をし

ているとか、区長会等を通じて行っているとか、それはいかがですか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 道路の補修、ちょっと凸凹があるとか伐採をしてほしいとか、そのようなことに

つきましては緊急性もあることから口頭でも受付をしております。また、そのよう

な軽微なことにつきましては、区長さん限定でなく、個人の方からの申込みも受付

をしております。 

○１２番（外山利章君） 

 軽微なものは確かにそれで対応でいい、後で言おうと思っていたんですけれども、

また、災害等での緊急事態であったり、そういうものは早急に対応しなきゃいけな

い部分ですので、その点はいいんですけれども、ある程度予算的にお金がかかる、

社会資本整備等でやる大きな事業ではなくて、そうではなくてもある程度道路改良

していただきたいという要望があると思います。それについて課長のほうには、こ

の間、資料をお渡ししましたので、ほかの市町村事例でも地域をよく知る自治会の

代表から要望書を提出してもらうという形を取っているところがあります。やはり

地域を知っているのは各字の区長さん、そして私たち議員も道路に関係してはよく

受付を行っております。そういう形の受付というものの体制をしっかりと取って、

まずはどれぐらい要望があるかという把握をすべきだと思いますが、それについて

はいかがでしょうか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 今現在、先ほどおっしゃいました道路改良等、あと集落内の新規の舗装事業等も

要望が上がってきているところであります。地権者の協力の必要な拡幅等の事業に

つきましては、地域、区長さんのほうから基本的に地権者の同意書つきの要望書を

提出していただいているところであります。舗装工事につきましても、基本的に字

区長さんのほうから要望をいただくんですけれども、中には議会のほう等でも要望

が出てきたりしている状況であります。 

 今後は、やはり地域のことは字の区長さんのほうが一番ご存じだと思いますので、

新規の舗装要望につきましても字の区長さんのほうから要望書を提出していただい
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て、民家戸数なり緊急性なり、そのようなことを点数をつけて、優先度をつけて実

施してまいりたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 区長さん等からの要望書の受付という形をしっかりと取っていただきたいと思い

ます。 

 農道について耕地課長にお伺いしますが、農道については緑サークルのほうでい

ろいろ対応していけるということで担当からも話を聞きました。長寿命化の事業を

使って行えるということで。各集落から、代表から要望を受け取って、それで優先

順位を決めて行っていると。それは確認をいたしましたが、要望が上がっている集

落、上がっていない集落というのもありますか。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 そうですね、中には上がっていない集落も見受けられます。 

○１２番（外山利章君） 

 そうなると、上がっている集落、そうですよね、上がってこなければまず整備で

きないわけですから、恐らく集落の代表者の方によって上がっている場合と上がっ

ていない場合というのがすごく、その事業についての理解度という部分もあると思

います。ぜひ農家にも知らせてほしいなと。その代表の人に伝えていただければ、

そういう農道の補修ができる部分がありますよというところを。よく道路、したい

んだけれども、農道もここしたほうがいいんじゃないかとあるんですけれども、な

かなかそれが上がっていない集落というのもあると思います。その周知、ぜひ代表

に、そういう要望上げてくださいというそういう周知というものをしていただきた

いと思いますが、それはいかがでしょうか。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 現在、多面的機能支払交付金については、町内、広域という形で運営をしている

ところです。各組織については４月、５月に総会を開いていただいて、今年の計画

等々どのようにしていくかという話を集落内でしっかりしてくださいということで

お伝えをしているところです。その中で農道整備等々も話していただければなと思

っております。 

○１２番（外山利章君） 

 そうですね、まずは集落で話合いを行うと、それも１つ。プラス、何年も上がっ

ていない集落は恐らくそこに思いが至っていない部分ももしかしたら、こういう利

用できる事業があるのにというところを分かっていない部分があると思います。ぜ

ひ担当課としても、何年も上がっていないところあれば、こういう事業があるんで
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す、ぜひ使いませんかという声かけはしていただきたいと思います。これは要望で

終わります。 

 次に、道路行政の最後でありますが、整備の数値評価、数値評価については、建

設課長、今、行っているということで、自分もこの質問をしたときに担当のほうと

少し話をしに行きました、すると担当のほうが、今こういう形で優先度等について

もある程度数値化をしているところですと、まだ制度としてはしっかり決まってい

ない部分だけれども、担当が説明をするためにそういう取組をしているというとこ

ろがありましたが、その項目について、どういうふうにしているか、今、試案とい

う形ではありますが、少し紹介していただけますか。 

○建設課長（英 敬一君） 

 舗装の新規要望についてということでお答えをしたいと思います。まず４項目に

ついて評価をしております。危険性、民家戸数、迂回路があるかないか、あと交通

量、それを３段階評価して実施している状況であります。例を言いますと、危険性

であれば、通常の走行で危険がない、ゼロ点、路面が悪く速度を落とす必要がある、

５点、あと、路面が悪く徐行をする必要がある、１０点と、そのような形で４項目

につきまして評価をしております。 

○１２番（外山利章君） 

 これは最近つくられた試案というか、前からずっとありましたか、そういう試案

というの。 

○建設課長（英 敬一君） 

 これをし出して２年目になるかと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 自分も、この道路の問題、よく議会でも出てきて、やはり要望等も受けるところ

ありますので、どういうふうにすれば町民の意見が、声が届くのかなということで

今回こういう質問したところですが、非常に、そういう形で優先度についてしっか

りとチェックする項目が決められていて数値化されていれば、事業の予算の獲得で

あったり、優先度、ここが先じゃないかという方がいたとしても、こういう危険性

がある、数値評価によってここの事業が先になりますと説明ができると思います。

ぜひこの形をつくっていただきたいと思います。そうすれば町民にとっても、先ほ

ど言ったみたいな誤解を招くことなくしっかりと理解のできる、道路行政の理解が

進むんじゃないかなと思うんですけれども、建設課長、ぜひこの制度化というもの

をして、ほかの市町村、公表しているところもありますので、ぜひそこまでいって

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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○建設課長（英 敬一君） 

 私も、インターネットのほうで、幾つかの市町村がそのようにやっているのを見

ました。ほとんど、一番多いのは市のほうがそのような形でやっているのをよく見

かけました。要望の件数、あと、事業費等も市になると莫大になってきますので、

それをそのままこの小さな町のほうに落とせるかというのにつきましては、また今

後検討して、評価項目なりそのあたりも今後の検討としたいと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 財政規模が違うということであると思います。ただ、町民から、多くのそういう

道路行政に対しての要望というものも上がってきております。担当課として、やは

り管理責任があるわけですので、それについて整備をしたい、しかし予算がないと

いうところも苦慮されているところだと思います、こういう形のしっかりとした申

込方法、そして評価方法があれば、財政との協議についてもしっかりと当たれるん

じゃないかというところもあると思いますので、今、課長のほうからは検討してい

きたいということでありました、ぜひそういう形の制度をつくっていただくことを

要望し、この質問は終わります。 

 最後に、まちづくりであります。 

 総合振興計画の中で、「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る 子や孫が誇

れるまちづくり」ということで、特に２１の集落を大事にしようという思いだと思

います。コミュニティーの最小単位、家庭もあるんですけれども、その先にある集

落、字というものがとても大事なものじゃないかなと私は思っております。 

 令和３年度の第２回定例会、２年前ですか、でも、字を基盤としたまちづくりに

ついて、集落の課題整理、ビジョン策定に向けた集落支援員、地域担当職員の活用

について質問と提言を行ったところであります。 

 その際に町長からは、まずは集落が未来に向けた話合いを進めるような形、そし

てそのモデルとなるような字をつくった上で行政として様々な支援を行っていただ

きたいという答弁をいただいております。 

 その中で、先ほど町長からの答弁もありましたが、住吉字のほうで、企画振興課

のほうが全区長に対して、こういう事業がありますが導入しませんかということで、

コロナ禍、コロナ後を見越した新たな地域コミュニティー事業ということで募集を

行いました。その際、手を上げた字は幾つありましたか、企画振興課長。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 最終的に手を挙げた字は１つと伺っております。 

○１２番（外山利章君） 
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 当初、２つ上げられたのですが、様々な事情で１つの字は辞退されたということ

で伺っておりますが。自分も質問して、やはり自分が質問するのであれば自分も積

極的に動かなければいけないということで、区長さんにも働きをかけて、区長さん

のほうが快く承諾していただいて、ぜひ、字集落のことについて考える機会がある

のであれば、そういう形の事業を導入しようということで手を上げていただきまし

た。 

 この事業、昨年の８月からですから、先日最終報告会が終わりましたが、事業導

入を行いました。それについて少し説明をしたいと思います。 

 まず、本来であれば、コロナ禍でなければ集落の人々を多く集めていろんな形で

ヒアリング等を行いたいところでしたが、どうしてもコロナ禍ということで集めら

れないというところがありましたので、まずは全字民を対象にした集落アンケート

を行いました。町長のほうにも資料を少しお渡ししてありますが、今、インターネ

ットのほうにも画面が出ていると思います。 

 こちらのほうにもありますが、集落の構成であったり、そして住吉字に住んでい

てよかったと思うことは何ですかということで、字の人間性であったり、ほかの地

域に比べて歴史・文化があるであったり、また、これを後世に伝えていきたい、保

存に力を入れていきたいというものはどうですか、また、より発展させていくため

に、充実させていくために力を入れたい行事は何ですかということで様々な項目を

いただき、暗川祭りであったり敬老会であったり、住吉字独特の行事である母の日

の集いであったり、そういう回答をいただいています。 

 その中で、住吉がよりよい字になるために必要と思うことを幾つか項目を出して

いただいて、もらった総合順位の中で、移住・定住した人が溶け込みやすい形を整

える、中学生や高校生も字の活動に参加できる環境を整える、放課後や休日に子供

たちが遊べる環境を整備するなど、これからの字をどういうふうにつくっていけば

いいかという形のアンケートで、非常に参考になるお答えを全集落民からいただき

ました。それ以外にも独自のコメントでいろんな形でコメントをいただきましたの

で、これ、今後字の５年、１０年先をつくっていくための非常に重要な参考資料に

なるものだと思っております。ありがたかったなと思っております。 

 このアンケートを取った上で、じゃ自分たちが何をしなければいけないか、どう

いう取組が必要かということについてワークショップを行いました。これ、字民が

集まっているワークショップの姿ですけれども、区長さんがいて、ほかの若い老若

男女、本当にいろいろな世代が入っています。非常に活発な意見が出て、入ってい

ただいた事業の実施主体だった鹿児島大学の金子先生、アネシスの皆さんの非常に
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ファシリテートもよくて、いろんな意見が出てきました。 

 これは若者、２０代の子が積極的に意見を述べている姿。そしてここは小学生も

入っていただきました。こういうワークショップすると大体大人だけが入るんです

けれども、小学生、うちの子供も入ったんですけれども、非常に楽しかったといっ

て、終わってから。大人たちが真剣に字のことについて話す姿というのは、やはり

子供たちにしっかり見せていかなきゃいけないなと思ったところです。普通こうい

う、本当、会をすると大人だけが話をして終わるんですけれども、子供たちの意見

というのがすごくいい意見が出ていて、子供たちも自分たちがいい意見だねと認め

られると非常にうれしそうな顔をしていました。非常に大事なことじゃないかなと

思います。 

 そういうワークショップをした後に、プロジェクト終了後の展開についてという

ことで、短期的にまずすぐできること、あと中期的に楽しみながらやること、また

中期的、長期的な視点でやること、そして組織化であったり計画をつくらなければ

いけないという、本当に長期的な部分であるという話合いを進めることができまし

た。とても字の将来について、全集落民じゃないですけれども、参加した方々がと

ても考えることができてとてもいい事業だったなと、本当にありがたいなと思って

いるところであります。やってよかったなと。参加者の方々からも、これまで行っ

てきた行事の本当の意義を確認することができたであったり、若い自分たちが字に

意見を言う機会ってこれまでなかなかなかったんですけれども、参加して聞いても

らえるんだと自信になったので、これからも字のこういう活動には積極的に参加し

ていきたい、また、子供は話合いがとても楽しかったという形で感想をいただきま

した。本当にすごくいいきっかけだったなと思っております。 

 ただ、これを自分たちの字だけで終わらせちゃいけないと思うんです。これを、

多くの字、先ほど正名字は独自でやっているということで、これも本当すごいこと

だなと思います。あわせて、上平川も地域循環共生圏の話合いの中で自分たちの集

落の取組というものを進めています。そういう形を積極的にほかの集落に広げてい

く形というものをつくっていくべきじゃないかと思いますが、課長、いかがでしょ

うか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 外山議員のおっしゃるように、できる字は独自でしたり、また、補助事業を活用

して積極的にやっております。 

 ただ、やはり小さな集落であったり、また、区長の成り手がなかなか見つからな

い集落であるところは非常に難しいところもあると感じております。 
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 令和３年度から４年度、こういう事業をしてきまして、また、令和５年度、新年

度におきましては、仕切り直しではないんですけれども、またアドバイザーの先生

を呼んで改めて講演をしていただきながら、３年、４年、この２年間でやった字の

取組状況も共有しながらできるような形で実施していければと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 各区長さん、また、集落で集落のことに思いを持っている人たちもいると思いま

すので、そういう人たちにもう一度こういう形で奮起を促す、プラス、ほかの字の

取組等も紹介していただければ、ぜひ自分の字もというきっかけづくりになると思

います。そういう研修会等も行っていただきたいと思いますが、今回やってみて、

区長さんのほうからあったのが、やはり人材がいないとできない、もし自分１人だ

ったらできなかっただろうという話がありました。うちの集落には役場の優秀なＯ

Ｂの方がいたり、また現職もいますし、積極的に活動する青年団の代表であったり

という方がいました。恐らく１人だったらできなかったと、そのメンバーがいたか

らできたことだろうという話がありました。 

 そこで２番の質問につながるんです。できる集落は積極的に自分たちでやってい

く、ただ、思いがありながらできない集落については、やはりそこは行政としての

サポートが必要じゃないかということで、集落支援員制度について挙げたところで

す。 

 これは、課長、先ほど段階的に導入を図っていきたいということでしたが、具体

的にはどうしていきたいというのが決まっていますか。導入する方向で動くという

のは決まっているんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 まだ予算措置はしておりませんけれども、今まで取り組んできた実績を見ながら、

やはり思いのある区長さん、集落については、そういう支援員の導入も図れればと

思っております。支援員といってもやはり地域のことを知っていないといけないの

で、地域を知っている方、また、支援員の成り手等の課題等もありますので、そこ

も整理しながら段階的に導入できればと思います。 

○１２番（外山利章君） 

 総務課長、この制度、特別交付税措置があるということで、最初どうしても予算

を上げなきゃいけないところですけれども、ぜひ、まちづくりの大きな形、まちづ

くり、ハード事業だけじゃなくてソフト事業こそ実は大事じゃないかなと思ってい

ます、ぜひそのきっかけとなるこういう事業というものについては一緒に取り組ん

でいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○総務課長（成美保昭君） 

 町長が言っている地域２１の集落、やはりこれが中心とならないとこれからのま

ちづくりは進んでいかないと思いますので、また、ちょっと温度差がある集落もあ

ると思いますので、そのあたりも同じようなところまで引き上げられるような形で

私たちも協力して取り組んでいきたいと思っております。 

○１２番（外山利章君） 

 財政的な面でもぜひバックアップをしていただきたいと思います。この取組がど

んどん進んでいけば恐らく自主的に字をつくっていくという動きが進んでいき、字

でできないことが恐らく課題として出てくると思います。その課題こそ行政として

全庁的に取り組まなきゃいけない問題としてあぶり出されてくるんじゃないかなと

思っております。これは本当、まちづくりにとって非常に大きなことですので、ぜ

ひ今後も集落を大事に、そして集落を育て、集落とともにつくっていく形というも

のを行政として今後も進めていくことを要望して、一般質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで外山利章君の一般質問を終わります。 

 インターネット配信映像保存のため、５分ほど休憩します。 

休 憩 午前１０時５７分 

─────────────── 

再 開 午前１１時０１分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 福川勝久君の発言を許可します。 

○１番（福川勝久君） 

 議場におられる皆様、また町民の皆様、そしてインターネット中継でご覧になら

れている皆様、こんにちは。日々の町民の皆様の議会活動へのご理解、ご協力、誠

にありがとうございます。 

 それでは、議席１番、子育て世代代表、福川勝久が一般質問を行います。 

 大きな１番、ゼロカーボンについて。 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業の事業内容として、４つの事業分野が

設定されております。１つ目に地域マイクログリッド事業、２つ目に公共施設の省

エネ・創エネ・蓄エネの推進、３つ目にＥＶの推進、４つ目に廃棄物の循環を掲げ

ており、令和４年度は各事業の検討を進めているところだと思います。事業分野の
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中から幾つか質問をしていきます。 

 ①地域マイクログリッドの進捗状況を伺います。 

 ②新庁舎以外での公共施設の省エネ・創エネ・蓄エネの導入、または計画はどう

なっているのか伺います。 

 ③ＥＶ車、ＥＶバイクの庁舎内（公用車）、フローラルホテル（レンタカー）で

の利用率、また、利用者の感想、要望等を伺います。 

 ④廃棄物の循環として、食用廃油のリサイクルはできないでしょうか。 

 大きな２番、屋根付ふれあい広場について。 

 ＪＲ鹿児島駅付近にかんまちあという広大な屋根付ふれあい広場があります。こ

のような屋根付ふれあい広場を建設してはどうか。屋根つきの戸外であるので、空

気循環においても問題はなく、紫外線の強い島の風土においても、夏の暑い時期で

も子供たちの外遊びを推進する手だてとなります。また、町のイベントでも天候を

気にせずに開催できますが、建設について伺います。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、福川勝久議員のご質問、大きく２つございますので、ゼロカーボンア

イランド構想について、まず大きな設問がございますので、順を追って回答させて

いただきたいと思います。 

 現在、本町が取り組んでおりますゼロカーボンアイランドおきのえらぶの事業に

おきましては、地域マイクログリッド事業として、知名町新庁舎及び久志検、それ

から和泊町の国頭地区を対象に、公共施設とその周辺の一般世帯に対して再エネ電

力を供給する計画を策定しておりました。 

 本年度は、知名町の新庁舎付近のマイクログリッドに関する詳細な検討を実施し

ております。 

 その中で、九州電力送配電との協議の中で、離島地域での事業に関して１つ課題

をいただいております。一般送配電事業者は、本町のような離島地域であっても、

安定した電気を本土と同じ料金体系で提供する離島ユニバーサルサービスが義務づ

けられております。これは、沖永良部のような本土から電力の系統で結ばれていな

い離島においては島ごとに発電所を設けて、燃料の輸送など電力供給に係る費用が

割高ではありますが、こうした離島特有の費用負担につきましては、本土、離島地

域、全ての利用者が平等に負担するということで、離島における電気料金を本土と

同一の体系で提供できるようになっております。このため、地域電力会社が送配電

事業者から供給を受けて電気を小売するとき、本来の離島での発電コストではなく
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本土と平準化された料金で供給を受けることから、特定の事業者に対しその利益が

提供されるため、離島地域におきましては小売事業ができないという回答をいただ

いております。 

 このため、送配電ライセンスを取得し、そのエリア内で小売を行うという当初の

検討モデルでの事業実施はできない、事業内容を再度検討して、各公共施設の自家

消費を前提にした再エネ設備とＤＧＲによる電力制御を行う仕組みを再検討しなけ

ればならない状況になりました。 

 来年度に関しましては、実際の新庁舎付近にＤＧＲを設置して機器の動作確認試

験を実施した後に、太陽光を含めた設備の設置を進める予定でおります。 

 ２つ目につきまして。公共施設への再エネ・省エネ・蓄エネの導入につきまして

は、今回のゼロカーボンアイランドおきのえらぶ計画書では、再エネについては太

陽光発電装置の導入、省エネにつきましてはＬＥＤ照明の導入、蓄エネにつきまし

ては蓄電池の導入によって再生可能エネルギーを最大限導入し、エネルギーコスト

の低減による脱炭素化を進める施策として位置づけております。 

 当初計画におきましては、両町の５３の公共施設を対象としており、そのうち知

名町では小学校、水源地を含む２０施設を対象としております。 

 本年度は、各施設の個別の電力需要と各施設の図面情報、周辺地を含む太陽光発

電設置候補先の確認、施設内の照明や電気設備環境を確認する現地調査を昨年

１０月と本年２月の２回に分けて現地調査を行い、詳細に検討を行っております。 

 来年度は、まず公共施設群へのＬＥＤ照明の切替えを中心に進めていく計画でご

ざいます。 

 なお、公共施設への再エネ導入につきましては、九州電力送配電と意見交換する

中で、公共施設群の再エネ導入に関しても、一般的な太陽光発電装置とパワコンで

は発電所の負担を大幅に増やしてしまうという指摘をいただきましたので、地域マ

イクログリッド事業で使用しているＤＧＲ、デジタルグリッドルータを活用して発

電と売電の統合制御を実施する形で、再度、費用と整備によるコスト削減効果を再

検討している状況でございます。 

 なお、設置先候補の選定結果につきましては、来年度の議会特別委員会を通じて

皆様にはご報告してまいりたいと考えております。 

 ３番目に、ＥＶ車につきましては、公用車のＥＶ化につきましては、本年度につ

きましては、現在町が保有しております公用車について車両の使用状況を把握した

上で、適正な台数を算定する適正化調査を実施しております。これは、車両にＧＰ

Ｓセンサーを取り付けて車両走行状況を取得し、走行距離、車両の稼働状況を調査
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するものでございます。この調査結果を基に、令和５年度以降、公用車として導入

すべく、ＥＶ台数と、それから充電環境整備の検討を進める計画でございます。 

 現在、町が管理するＥＶ車両といたしましては、まず、昨年３月に、小型風力発

電実証事業によって、風車による電力の利用先として日産自動車のリーフを１台、

フローラルホテルに設置しております。こちらにつきましては宿泊者を対象にレン

タカーとして貸与しており、昨年４月から本年１月までの利用実績は８３組、電動

バイクが２台ございますが、合計４１人、電動アシスト自転車が２台ございますが、

これは合計で９８人がご利用していただいております。昨年１月から３月までの期

間に利用者アンケートを実施しており、その結果からは、ほぼ満足との回答が８割

を超え、次回以降の利用も７割以上したいという回答など、実用面で満足度が高い

という結果になりました。レンタルサービスにつきましては引き続き貸与を進めて

いきたいと考えております。 

 次に、昨年６月に鹿児島銀行様の企業版ふるさと納税により整備を行いましたト

ヨタ自動車のＣ＋ｐｏｄは知名町では２台導入しており、１台はフローラルホテル

内にレンタカー貸与として、もう一台は知名町役場の公用車として使用しておりま

す。 

 公用車としての利用につきましては、満タンに充電すると走行距離は１５０キロ

走行可能でございます。最高速度も６０キロまでと、ガソリン車と比べると制約が

多いんですけれども、島内での利用につきましては充電や加速性能に不足はないと

の反応をいただいております。 

 また、小型の車両は幅員が狭い島の道路環境で活用できる利点も確認しておりま

す。 

 今後、公用車のＥＶ検討においては、Ｃ＋ｐｏｄも導入候補として検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、ＥＶバイクでございますけれども、ヤマハ発動機のＥ－Ｖｉｎｏを公用車

として役場内で現在４台試験的に利用しており、職員が役場周辺での移動に利用し

ております。走行性能といたしましては、原付バイクと比べると多少劣るものの、

総合的には、ガソリン代と比べて電気代が安価であるということ、車体の軽さから

取り回しがしやすい利点があり、近距離での実利用には何ら問題はないと考えてお

ります。 

 今後、原付バイクの更新時にはＥＶバイクも１つの選択肢になり得るのではない

かと、検討していきたいと思っております。 

 ４番目、現在、知名町では一般廃棄物において廃油の回収項目はないため、新聞
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紙や布類、または油取りシート等に油を染み込ませて燃えるごみで出していただく

形になっております。食用廃油は燃料としての純度が高く、精製後は、バイオディ

ーゼル燃料として、軽油と併せディーゼル車両での利用やボイラーの燃料として利

用することが可能になります。 

 また、脱炭素の観点からも、バイオ燃料は新たにＣＯ２を発生しない燃料として

注目をされております。 

 一方で、廃油を利用するに当たりましては、廃油を回収し精製する入り口の環境

づくりと、精製後の燃料を活用する出口の環境づくりの両端で対応が必要となって

まいります。 

 一般廃棄物の回収項目の追加は、回収方法の周知や委託事業者とのルールづくり

も必要となります。 

 また、費用面から、島外での処理は費用が高くなる可能性があるということから、

島内での処理が適当か考えていくことも大事だと思っております。 

 次に、処理に当たっては安全性への配慮が必要なことから、場所の確保と燃料の

精製装置や貯蔵用タンクなどの設備が必要となります。 

 次に、精製燃料の利用につきまして、ボイラー等を使用する施設や軽油を使用す

る車両などが対象となり、その整理が必要となります。 

 過去に廃油に関する調査を実施したことはございませんが、業務用の商店やホテ

ルなどの施設に限定したものではありますが、当時はニーズが低かったと伺ってお

ります。 

 本件につきましては、本町での導入可能性があるのか、調査を進めていきたいと

考えております。 

 次、屋根付広場につきまして。 

 ＪＲ鹿児島駅、中央駅付近にあるかんまちあは、鹿児島市上町ふれあい広場と上

町の杜の２つから成り、合計で１，９４０平米の巨大施設となっております。うち、

鹿児島市上町ふれあい広場は屋根付イベント広場であるため雨天時も利用可能とな

っております。 

 本町においては、雨天時においてもイベントが開催できる屋外施設ではないため

建設は課題となっておりますが、建設予定候補地の検討や予算の確保も含め、現時

点において建設等の具体的な検討はなされていません。しかしながら、雨天時の利

用やイベント会場の確保といった観点から、財源の確保など中長期的な検討が必要

になってくるのではないかと思います。 

 １つ訂正をします。冒頭にＪＲ中央と申しましたけれども、鹿児島駅付近という
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ふうに訂正をさせていただきます。 

 以上です。 

○１番（福川勝久君） 

 それでは、１番から順を追って再質問をしていきたいと思います。 

 マイクログリッドの進捗状況についてなんですけれども、２０２３年２月２７日

に株式会社えらぶゆり電力というのが設立されていると思いますが、電力会社の事

業内容とその費用関係とか、町が関わるのか、事業者が費用負担するのか、その辺

をちょっと伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 新電力会社の設立につきましては町としては２つ考えておりました。 

 １つは町主体での地域電力会社の設立、もう一つは民間事業者によるいわゆるＰ

ＰＡ事業者の電力会社の設立という形で、今般の脱炭素関係の事業を進めていこう

と考えておりました。 

 検討する中で、今現在の町の意見としては、民間事業者、ＰＰＡ事業者に担って

いただいたほうが町の負担が少ないという、結論というか、検討しております。 

 今、福川議員がおっしゃったように、民間事業者の立ち上げということになると

町の負担はありません。 

 ただ、今後の関わり方として、例えば出資するのかという点については、電力会

社の立ち上げについて我々もまだ詳細に聞いていませんので、そこは今後の検討に

なるかと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 また、デジタルグリッドルータですか、そういったデジタルグリッドルータの実

証をされているのか、また、性能的な実績、成功事例とかはまだ、出ているんでし

ょうか。出てあれば教えてください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 デジタルグリッドルータにつきましては、研究所内でのシミュレーション、それ

からコンピューター内での検討、それから小さいエリアでの導入実績はあります。 

 ただ、今回、沖永良部で実装しようとしている広い範囲での導入はまだされてい

ない状況でございます。 

○１番（福川勝久君） 

 現段階ではされていないんですけれども、新庁舎とかその辺では導入される予定

でありますよね。新庁舎で導入して実証して、それがうまくいくようであれば、今

度、久志検地区、国頭地区とかそういうところに使われることになるんでしたか。 
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○企画振興課長（元栄吉治君） 

 令和５年度においては、あしびの郷周辺で、今、議員がおっしゃったような形で

実装していきたいと思っております。当初の予定では、あしびの郷周辺、それから

久志検地区、国頭地区という形での計画でございましたけれども、先ほど答弁があ

りましたように、制度的なもので小売ができないというものもありまして、久志検、

国頭地区につきましては、地区の変更も含めて今後検討していきたいと考えており

ます。 

○１番（福川勝久君） 

 分かりました。 

 デジタルグリッドルータが導入されて、その後も実際ずっと使っていかれると思

うんですが、その辺のずっと維持管理とか、そういったのも全て株式会社えらぶゆ

り電力が行っていくのかを伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 電力会社につきましては、今先ほど述べたように２つの案があります。町として

は民間事業者に担っていただきたいと考えておりますが、具体的にはプロポーザル

で公募をしたいと考えております。今言った新しい電力会社も含め、ほかの電力会

社も手を上げるかもしれませんので、ルールとしては公募をした上でどの電力会社

にするかというのを決めるという、今のところの令和６年度に向けての予定でござ

います。 

○１番（福川勝久君） 

 よく分からなくなってきたので次いきます。 

 省エネ・創エネについてです。 

 省エネの点でいきたいんですが、ＬＥＤ化ですよね、これを、字が管理してある

街灯とかもあるんですが、その辺も町のほうから字に対して、ＬＥＤ化を進めてい

けば字にとっても多分、更新するときは費用がかかると思うんですが、後のことを

考えたら電気代も安くなると思うし長もちもするだろうと思いますが、町としてそ

ういった字に対してのＬＥＤ化の推進はできないのでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 街灯につきましては令和４年度からＬＥＤへの随時更新の作業を進めておりまし

て、令和４年度が１００万円、令和５年度については２００万円の予算措置をして

おりますので、各字の区長さんのほうに要望をご提出していただいて、字、順次更

新していく予定でございます。 

○１番（福川勝久君） 
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 順次交換していく予定だと思うんですが、最終的に全部変えるとなったら何年ぐ

らいかかりますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 街灯もかなりの数がありますので、街灯は数が多ければ多いほど、電気料金につ

いては字の負担になりますので、そのあたりも考えながら、現在の白熱のほうをＬ

ＥＤに変えるのか全部を変えるのか、今ある古いものは撤去するのか、そのあたり

も字のほうで検討していただいて、最終的には当然全部ＬＥＤに変えたほうがいい

と思いますので、そこも含めて字の中でのまた検討も必要になってくると思います。 

○１番（福川勝久君） 

 字からの要望とか、字内だとは思うんですけれども、省エネ、これもやっぱり脱

炭素に関わることなんで、結局字に変えてと言わないと変えないのか、要望が出な

いから変えないじゃなくても、別にそんな莫大な費用がかかることでもないと思う

んで、町からだから字に対してアプローチ、交換しましょうかと、そういうふうな

ＬＥＤ化の推進というのを進めてほしいと思うんですが、そうすれば字の電気代も

多少少なくなって負担も減ると思うんですが、ずっといつ終わるかも分からないじ

ゃなくて、何年後には全部ＬＥＤ化という、そういうふうな方針で進めていけばい

いのかなと思うんですが、それは難しいでしょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 令和４年度から令和２年度、今回、倍の金額、予算を取っておりますので、来年

度、令和５年度の状況でもし残るようであれば、次の年度では全て終わらすような

方向性を持ってやっていきたいと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 実際予算もかかることです。字の街灯とかの予算というのは、財源は一般財源な

のか、こういうＬＥＤ化の推進とかの補助事業とか、そういったものはないんでし

ょうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 これは全て一般財源となっております。 

〔「補助事業はないですか」と呼ぶ者あり〕 

○総務課長（成美保昭君） 

 補助事業はない。一般財源で全て。 

○１番（福川勝久君） 

 ないかもしれませんが、省エネしていこうとかそうやって、先行地域でもあるし、

実際にそういったところでも再エネ交付金とかいろいろありますが、その辺は含ま
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れていないという、使えないものなんでしょうか、企画振興課長。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今ご質問ありました字の街灯のＬＥＤ化と、あと、我々が今回ゼロカーボンアイ

ランドおきのえらぶでやろうとしている事業は、分けて考えていただければと思い

ます。 

 脱炭素先行地域は、認定された区域内、今回はマイクログリッド内３地域、プラ

ス公共施設群の電気由来の二酸化炭素、ＣＯ２を２０３０年度までにゼロにすると

いうことがこの事業の趣旨でございます。 

 なので、今回の脱炭素の補助金で使えるものは、最初に申請を上げた３地域、プ

ラス公共施設という形になっていますので、今、字のお話が出ていますが、それに

ついては今言ったように一般財源、もしくは今後国もいろんな施策を始めてくると

思いますので、新たな補助金が出てきましたらそれを有効に活用して、一般の町民

にも、字にも利益が出るような形で進めていければと思います。 

○１番（福川勝久君） 

 そうですね、これ見たら分かるんですけれども、補助金対象とその他財源活用と

書いているんで、よく分かります。 

 次、３番のほう、ＥＶ車、ＥＶバイクのほうに移りたいと思います。 

 町で、ＥＶ車、ＥＶバイク、これから推進していくと思うんですが、ＥＶ自動車

やバイクが故障した際とか、そういったときに島内で修理とかができる場所がある

のか、可能なのかを伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 島内、町内においてもＥＶ車の修理はできるというふうに伺っております。ちょ

っと何か所かは忘れましたけれども、１か所、２か所は確保できているということ

ですので、その後の、導入後のメンテナンスも大丈夫だと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 現段階では大丈夫だと思います。これが、台数が増えていくにつれて、そういっ

たときに修理が可能な整備の技術や、またそういった向上、その辺の人材確保とか、

現段階ではどう考えられていますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 従来のガソリン車は、いろんな部品、内燃力で動かしますので非常に複雑になっ

ております。反してＥＶ車についてはバッテリーとモーターと駆動系があれば動き

ますので、基本的にそんなに難しい技術は必要ないというふうに伺っておりますの

で、人材育成についても問題はないかと思っております。 
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○１番（福川勝久君） 

 また、バッテリー関係の費用に関してなんですが、費用的なものはどんなものな

のか、高いのか安いのか伺います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 バッテリー単体についてはまだ価格が高い状況でございます。 

 また、今般の世界情勢もありますので、バッテリーをつくる部品というんですか、

材料、原料とかが入手しにくいということで、価格については喫緊に下がる状況で

はないというふうに認識をしております。 

○１番（福川勝久君） 

 車の排気が一番多分ＣＯ２の排出が多いと思うんですが、これからＥＶ車、ＥＶ

バイクだけに頼らず、公用車として職員用にアシスト付自転車、そういったのも、

ホテルにはありますよね、それを庁舎内にも何台か入れる、また通勤用に使っても

らったり、また町民の方々にアシスト付自転車の購入補助、そういうことによって

車やバイクに乗る回数も減ると思うんで、自転車、アシストつきなんですが、健康

のためにもいいのかなと思います。何でもかんでも、車とかいろいろ設備とかある

んですけれども、お金がかからなくてもできるようなこともあると思うんですが、

その辺の自転車関係の補助とかそういったことはできないのかをお伺いします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今現在、アシスト付自転車の補助については考えてはおりませんが、ただ、いろ

んな意見を伺うと、やはり夏場暑い中で、アシストつきとはいえこぐ場面が出てく

るという形で、なかなか、アシストつきよりも、ＥＶバイクであったりとか、そう

いうものが利用がしやすいという意見は伺っております。 

○１番（福川勝久君） 

 意見を伺って、利用がしやすいということですけれども、別にそうやって自転車

乗りましょうと進めていくのもいいのかなと思うんですが、ぜひ町から自転車の推

進とかそういったのもやっていただきたいんですが、どうでしょうか、できますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 推進につきましては、二酸化炭素排出を抑制するという形でいろいろなメニュー

が示されております。その中身をまだなかなか広報できていませんので、例えば家

庭内においてガスの使用を減らして電子レンジを使いましょうとか、あと、冷暖房

は小まめに温度設定をしましょうとかという形での二酸化炭素の排出の抑制の呼び

かけを今後もしていきたいと思いますけれども、今、議員がおっしゃるように、ア

シスト付自転車も二酸化炭素排出の抑制になりますので、そういう面では全体的に、
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一面だけじゃなくいろんな分野で検討しながら、町民に啓蒙していければと思いま

す。 

○１番（福川勝久君） 

 ぜひアシスト付自転車、自転車乗られる方とかだったらそこで、全額負担じゃな

くても多少なりの補助があればそこに、自転車乗ろうと思って環境のことも考えて

くれるのだと思います。ぜひそういった面も含めて、ゼロカーボンアイランドおき

のえらぶを目指していっていただければいいなと思います。 

 次、４番の廃棄物の循環としてですが、今現在、多分油を取り扱う大きいところ

でいえば、給食センターとか総菜やっているＡコープとか、そういうところがある

と思うんですが、多分、今、島外の回収業者が回収で回ってきて、回収料を支払っ

て廃油処理をしていると思うんですが、これを、町民の方からも相談があったんで

すが、回収方法というか、リサイクルできる、出さないとできないんですが、回収

を町でも、そういった回収業者をどうにか島内でやることは難しいんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 食用油等の回収をして、それを有効利用しようということだと思いますけれども、

今おっしゃったように入り口、どういう形で集めるか、どれぐらいの量が集まるか

というのをまず確認しないといけないと思います。あと、出口なんですけれども、

その集めた油をバイオディーゼル燃料にするのか、または堆肥化にするのか、いろ

んな形があると思いますけれども、まず入り口部分の検討と出口部分の検討をした

上で、どれだけの量が集まるか、それで事業性が成り立つかを確認しないといけな

いと思います。 

 ほかの市町村を見ると、１市町村ではなかなか集まらないということで、本土な

んですけれども、広域に集めて事業化しているところもありますので、沖永良部だ

けで集めて果たして、燃料として精製して、もちろん燃料を精製するのに島外に出

すとお金もかかりますので、島内でするのか、そういう検討も含めないといけない

と思っていますので、そこはまた検討材料にしていきたいと思います。 

 なお、令和６年度の奄振事業で、今、廃食油のＢＤＦ化、バイオディーゼル燃料

化に向けた実証事業ができないかということで要望は出しているところでございま

すが、法改正がなった後の令和６年度の新規事業ですので、今は要望段階という形

で出している状況でございます。 

○１番（福川勝久君） 

 ぜひ、どのぐらい集まるのか、調査はしてもらいたいと思います。 

 また、多分これ、昔のなんですけれども、回収業者に資源物回収活動補助金とか、
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１リッター当たり３４円とかそういうのがあると思うんですが、そういったのを活

用して、回収業者には補助金が入って、回収させる側はお金払わなくてもそれを処

分できるので、回収する側も回収される側もいいと思うんで、それをまとめて月に

１回か２か月に１回永良部から船で送る、そういう形でシミュレーションを取って

みて、そこで費用対効果が合わないんであればできないかもしれませんが、その辺

しっかりと考えてやっていって、もしできるんであれば本当に、廃油の資源化、油

を取り扱うお店の方々も非常にいいことだと思うので、ぜひそこは調査をしてもら

いたいと思いますが、それ、できるのでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 先ほど述べたように、令和６年度において奄振事業でその調査実証事業の要望を

上げていますので、その事業が取れればぜひ実施したいと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 実証して、これができるようになったら本当にいいことだと思います。 

 廃棄物の中で、ごみの資源化も含まれていますよね、ゼロカーボンアイランドお

きのえらぶ計画の中には。 

 ごみの資源化についてなんですけれども、今現在、生ごみ処理機の購入補助金が

あったと思うんですが、どのぐらいの台数、町民が買われたのか、分かりましたら

教えてください。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 今年度のはちょっとまだ手元にないので、また後ほど調べてからご回答します。 

○１番（福川勝久君） 

 ごみの資源化計画に入っていると思うんで。 

 生ごみの処理、普通に多分、家に庭があったり畑があったり、そういう人なんか

は別に畑に捨てたりしているとは思うんですが、住宅に住まわれている方、そうい

った方が多分、毎日ではないんですけれども、毎回ごみを出しているかなと思いま

して、公営住宅に住まわれている方に生ごみ処理機の無償貸出し、期間を決めてで

すが、そういったふうにして、またそこで利用者の声を聞いて、そこからほかの人

に広まる可能性もあれば、期間を決めて貸し出すので買いたくなったら自分で購入

される方も出てくるとは思いますが、そういった方法で普及させることもできると

思うんですが、町からそういった処理機の推進とかそういったのはやっていただけ

ないでしょうか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 生ごみ処理機につきましては令和４年度から実施しておりまして、今年度の実績



― 181 ― 

は言えなかったんですけれども、昨年度は６６基の助成を、９４万１，３００円の

助成を行っております。必要でいらっしゃる方はご自分でご購入されて、こちらの

ほうに申請に来ていただいていますので、今現在も。そちらのほうは広報のほう行

って、今も継続してこの事業を行っております。 

○１番（福川勝久君） 

 欲しい人は自分で買ってやると思うんですが、これも全部ゼロカーボンに関わる

ことなんで、町がもっと、こういったことしたら、生ごみが少なくなれば、クリー

ンセンターの寿命も延びるしごみの量も減ります、実際に捨てる回数も減ります、

こういうのが本当に多分効果的なのかなと思うんですが、その辺を、まだいろんな

事業あるんですけれども、分からないことがいっぱいたくさんあるので、普通にで

きることで、町民ができることで、お金もそんなにかからないことからやっていっ

て、町民にゼロカーボンの意識をつけていってもらうのが必要だと思うんですが、

それをせずに、ただ予算が何十億とかそういうので、何するかまだ決まってもない

し分からない、何年しない、３年後も多分分からないと思うんですが、まだそんな

しっかりとした計画も立てられない状態で、そういう状態だから、ここに載ってあ

ることから、まずできることからやっていく必要があると思うんですが、その辺は、

町長、どう思いますか。 

○町長（今井力夫君） 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ構想は、おっしゃるとおりに４つのセクタ

ーで行っております。マイクログリッド、このマイクログリッドにつきましては、

議員の先ほどご質問に対して企画課長が回答したとおりでございまして、最初のも

くろみと違って売電がなかなかできないと。離島におけるユニバーサル、燃料、電

気料金のユニバーサル制度というのがありますので、我々が小売業者になるという

ことはできないと。したがって我々は、公共施設において自家消費型でいって、そ

のことによって化石燃料由来の電気の量を減らしていくというのをまずスタートさ

せようということで、ただし、これにしても最初に立てた計画と、やはり実際に動

かしていくときには幾つか変えていかなきゃいけない、そこを変えるにしても一回

一回環境省と打合せをしないと、環境省のオーケーが出ない限りは変更ができない

というので、非常にかなり今、四苦八苦しているところです。 

 今の食物残渣につきまして、これの処理につきましては、度々申し上げますけれ

ども、クリーンセンターの長寿命化を図っていく上では、生ごみをどう処理してい

くかというのは非常に大きなことであると。しかも、何度も申し上げますが、日本

が世界で一番物を燃やしている、資源のない日本が一番物を燃やしている国でござ
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いますので、これらの食物残渣をはじめ、皆さんがおうちで雑草を引っこ抜いたり、

または植木の周りの、家の前の防風林等を刈ったりします、そういうものを一緒く

たに私は有機肥料化することはできないのかというものを、まず１つ進めていきた

いなと思っているんです。 

 それから海岸の漂着物、すごいプラスチック製のものが漂着しております。そし

てまた農家がマルチのビニールをかぶせたりしております。これの後処理なんかも

かなりお金がかかっております。 

 逆にそれらを全部、おっしゃるように廃油と同等にこれを油化することができれ

ば、これをバイオ燃料として我々が販売していくことによって、非常にプラスチッ

クの廃棄物も処理できて、なおかつそこからお金も生まれてくると。食物残渣から

も、有機肥料化することによってそこにも、それを販売することによって、または

安価な値段で農家にどんどん使用していただければ、高価な化学肥料を購入せずに

有機肥料を農家が使用することによって農家の肥料支出代を抑えることができる。 

 または、これから多分、畜産業がどんどん発達していくと、牛の数が増えれば増

えるほど、じゃそのふん尿処理をどうしていくのかというあたり、そういうものを

一緒くたにして、我々が今まで要らないものとして燃やしておったものをどう資源

化していくのかと、そういう感覚を持って今後進めていきたいと。これらのものを

全部合わせたものが脱カーボンの社会づくりだと考えておりますので、今、議員か

ら出されている廃油の問題にしてもＥＶ化の問題にしてもひっくるめて、全部１つ

のものとして我々は考えていきたいなと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 そうですね。よく分かります。自分が言いたいことは、全部をひっくるめて脱カ

ーボンになると思うんですが、今からでもできるようなことからしていってもらい

たいなと思うところがあります。 

 だから、生ごみを減らすためには、生ごみの回収をするのか処理機を使ってもら

うのか、出さないようにというのは多分生ごみだから無理だと思うんで、その辺考

えて、大きな事業者さんとかの回収は、リサイクルセンターの職員がですかね、回

収、回っていると思うんですが、青いポリバケツに入れて、ああいったのを普通の

町民の方とかにも、バケツ２つぐらい買ってもらって１つが満タンになったら、庭

先というか、場所を決めてそこに置いてもらって併せて回収とか、回収する側の負

担、また費用は増えるとは思うんですが、それで確実に生ごみが減って、また生ご

みが肥料、液化すると思うんで、そうすれば、それを１年やれば、多分、どれだけ

減った、液化がどれだけ増えた、結果も分かりやすいと思うので、ぜひそういうふ
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うなそういったことを進めてもらいたいと思うんですが、その辺は。 

○町長（今井力夫君） 

 議員が、今、町民の意識をどう変えていくのか、そういう環境に対する意識の醸

成をしていくということは、非常に私、大切なことだと思っております。今、議員

がおっしゃっていただいているようなことは、私たちがこれから、町民にごみの分

別というのを、本当に面倒くさいことですけれども、これを少しずつでもしていか

ないと、実際に大崎町などは２７品目の分別をして、クリーンセンターを持たない

町でございます、ですから、これからの未来社会をつくっていくために、自分たち

が苦労してでもしなきゃいけないものがあるんだと、議員がおっしゃるように少し

ずつ町民の意識を変えていく、そういうことは非常に大切なことだと思っておりま

すので、そのために、今少し取り組みやすいものとして、保健福祉課のほうでは生

ごみ乾燥機というものを、またはポストのほうも３万円とか１万３，０００円の援

助をしております、これはすぐにあなたたちができることです、家で出た生ごみを

そこに入れていただければそれでいいんですよ、その後それでも焼却ごみとして最

終的に出すような、乾燥ごみとして出したりしておりますので、そういうものを全

部、今、自分たちができるものが何があるのか、そこから少しずつやっていきまし

ょうという、そういう気持ちを醸成していくことは、私、非常に大切なことだと思

っておりますので、ぜひ一緒にこういうこれからの環境というのを、町民と我々行

政も一緒になって意識の醸成というのを図っていくような取組というのはぜひして

いきたいなと思っております。 

 それと要らない金を燃やすようなことは一切これからやめていきましょうと。そ

の余ったお金、使わなかったお金はより町民福祉のほうに、これだけごみを減らす

とこれだけ自分たちの町民福祉に戻ってくるんだという、そういう好循環な物の考

え方というのを醸成してまいりたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんのご協力

もいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 先ほどの福川議員の今年度の助成状況なんですけれども、今年度は今まで、昨年

の４月から現在までの助成が２３基、２３世帯の方に助成させていただいておりま

す。総額で１６万８，７００円分の助成のほうを申請いただいております。 

 以上です。 

○１番（福川勝久君） 

 生ごみの資源化、やろうと思えばすぐできることだと思うので、町からもいっぱ

い町民に対してアプローチしていただけるよう要請して、これは終わりたいと思い
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ます。 

 次、屋根付ふれあい広場についてですが、課題として予算、場所とあります。 

 町長にお尋ねしたいんですけれども、様々な、子育てに対していろいろ経済的な

支援は、本当にほかの市町村と比べて知名町はすばらしいのかなと思いますが、自

分なんかは世代なんですけれども、遊ぶ場所がないとよく言われることが多くて、

雨降ったときとか、晴れている日でもですが、そういった子供たちが遊べる場所、

その点に関して町長は、つくってやりたいのか、そういう気持ちとかありますでし

ょうか。 

○町長（今井力夫君） 

 昨日も申し上げました、子供は地域の宝、国の宝であるということには、まさに

違いない言葉だと思っております。遊ぶことから子供たちはいろいろなものを学ん

でいくということも重々理解しておりますので、子供たちの遊ぶ場所をどう確保し

ていくかと、今何だかんだと子供たちの遊びに制限が加わり過ぎている部分もある

のではないかなと思っております。 

 この屋根付広場をどうつくっていくのかと。私、これだけ自然が豊富な島におい

てですよ、もっと自然の中で遊ぶことによって得るものはたくさんある、自然のす

ばらしさも知ることができるし、ないものの中でどう頭を使って体を使って遊ぶか

というようなことをぜひ、これが私、体験の中から身につけることのできる学力じ

ゃないかなと思っておりますので、何も全ての施設をつくらないというのではござ

いません、じゃどの地域につくるのか、この字につくったらあっちの字はどうなる

のかというようなことも出てまいりますので、一どきに２１の字にこのような遊び

場を設定していくということは非常に難しい面があると思います。そのようなこと

も全て勘案しながら、どういう遊び施設をどこに持ってくるかというのを考えてい

かなきゃいけないのかなと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 そうですね。自然がたくさんあるから、海とか山とかもあるんですが、やっぱり

そういうところに行けない方とか、なかなかそういうところで遊べない子供たちも

いると思うんで、屋根つきであるだけで別に管理者も要らないし、何も冷暖房設備

も要らないと思います。ただ屋根があって、どこか近くにトイレがあればいいのか

なと思うんですが。 

 ぜひ、本当に多額な費用がかかると思うんですが、今の世代の、そういった方々

の、そういうのが欲しいとかそういう声も、全部が全部聞けることではないと思う

んですが、どこか頭に入れてそういうのも実現できるようにやっていってもらいた
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いと思います。 

 またあと、もう最後になりますが、ゼロカーボンについて、やっぱり町民のため

になる事業にしていただきたいと思います。 

 また、子供たちのために、未来のためにも投資をしていただけるよう要請して、

終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで福川勝久君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時から再開します。 

休 憩 午後 ０時００分 

─────────────── 

再 開 午後 １時００分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 外山議員に対して農林課長から答弁があります。 

○農林課長（安田末広君） 

 午前中の外山議員のインボイス制度についてのご質問の中でサトウキビについて

のご質問がございましたけれども、当初、８月頃に国が指針を出した後に会社とし

て対応していくというふうにお答えしましたけれども、先ほど会社から申入れがあ

りまして、会社からの農家への原料代の支払いは、従来どおり消費税を含めた値段

で設定され、減らされることはありません。農水省はこの方針で進めており、財務

省からの承認を得られるのが８月頃だというふうになっているそうです。ちょっと

会社との意思疎通が不足いたしておりました。訂正いたします。 

○議長（福井源乃介君） 

 一般質問を続けます。 

 根釜昭一郎君の発言を許可します。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 町民の皆様、こんにちは。また、議場内に傍聴に来られている皆様、インターネ

ットでご視聴されている皆様、日頃より議会活動を注視していただき、ご助言等大

変ありがたく思っております。 

 本議会、同僚議員１１名全員の一般質問となりました。図らずも私が最後の一般

質問となっております。もうしばらくお付き合いをいただければと思います。 

 それでは、議席番号８番、根釜昭一郎が次の２点について、一般質問を行います。 
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 本町におけるコロナ後について。 

 今年の５月以降、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の分類の見直しが行わ

れ、いわゆる５類化される見通しとなっております。マスク着用や行動制限等の完

全撤廃となり、従来の日常に戻るわけですが、幾つか懸念される案件について質問

いたします。 

 ①新型コロナウイルス感染症の発生以降、中止や規模縮小での開催としていた町

の行事やイベント等は通常開催となるのか。 

 ②各集落においても集落行事等を見送るケースが多かったと思うが、再度、伝統

行事を復活させていくには町からの何らかの手助けを要するケースもあると考える

が、検討はしているのか。 

 ③学校教育現場での年間計画はどうなっているか。 

 ④学校、家庭、地域の連携が希薄になってきているように感じるが、今後の対策

はどう考えているか。 

 ⑤近年、子育て環境の充実が図られ、町内でも複数の活動が行われています。従

来の小・中学校、こども園、保育所の連携はもとより、障害児施設、不登校対策施

設、放課後サービス施設等との連携はどのように構築していくのか。 

 大きな２番、２０２５年問題について。 

 本町においての２０２５年問題は、人口減少の推移から見てもより深刻な状況で

あると考えます。町の現状把握の状況と対策について伺います。 

 ①本町の人口動態から、人口形態はどう推移していくと見ているのか。 

 ②超高齢化社会で担い手不足が多職種で取り沙汰されていますが、今回は介護人

材確保の問題について伺います。現状、介護人材は充足しているのか。 

 ③今後の見通しと対策はどのように考えているのか。 

 以上で、壇上よりの質問を終わります。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、本議会の一般質問、最後でございます。根釜昭一郎議員のご質問、大

きな設問が２つございます。 

 まず１番目は、コロナに関するご質問でございます。この中で３番と４番につき

ましては教育委員会所管事項となりますので、教育長答弁と代えさせていただきた

いと思います。 

 それでは、順を追って回答させていただきます。 

 まず①番、新型コロナウイルスの発生から３年余りが経過し、政府は、新型コロ

ナウイルスの感染法上の分類を５月８日から季節性インフルエンザと同じ５類に引
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き下げることを決定しております。法律に基づいて、政府や都道府県などが取る措

置が変わってきます。感染者への入院勧告、感染者や濃厚接触者の外出制限、屋内

で着用を推奨されてまいりましたマスクの着用、感染者の把握、感染者を診療する

医療機関への補助といった医療的な措置が変わります。緊急事態宣言などはなくな

り、飲食店に対する営業時間の短縮などの要請もなくなります。水際対策も原則的

にはなくなります。また、将来的には、医療費やワクチン接種が全額公費から一部

自己負担へと変わっていく見通しでございます。 

 感染法上の分類の移行に先立ち、スポーツやコンサートなどにおける観客数の制

限も見直されてきております。町開催行事につきましても、新型コロナウイルスの

性質や流行状況などが大きく変化した場合には実施について検討する必要がありま

すが、基本的には全て通常どおりの開催を予定しております。 

 ②番目、コロナ禍前は、各字が主体を持って各集落行事を開催し、字の伝統行事

やコミュニティーが維持されてまいりましたが、議員ご懸念のとおり、コロナで行

事等が中止されていたため、各字の結束力や機動力の低下については少し心配をし

ているところでございます。しかしながら、これまで各字主体で行われてきました

行事等は、町の支援が必要とされる具体的な事案がない限りは自助・共助の観点、

字の活力維持の観点からも、これまでどおり字の主体性に任せるべきと考えており、

町として、現時点で何らかの支援を行うことは考えておりません。 

 続きまして、③番目、④番目につきましては教育委員会所管事項ですので、教育

長が答弁を行います。 

 ⑤番目につきまして、障害児施設、不登校対策施設、放課後サービス施設等の連

携につきましては、本町におきましては、町特別支援連携協議会を６月と１１月の

年２回開催しており、連携を図ってきているところでございます。ここも教育長で

すか。申し訳ございません、これも教育長でしたね。 

 そうすると、続きまして。 

○議長（福井源乃介君） 

 ２番。 

○町長（今井力夫君） 

 ２番。１は終わりですね。 

 では、２番目、２０２５年問題についてお答えします。 

 本町の人口は、令和５年２月１日現在で５，６２８人となっており、昨年同時期

の５，７２５人から９７人減少しております。今後とも、この減少傾向は続くもの

だと考えられます。 
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 年齢区分別人口で見ますと、１５歳未満の年少人口及び１５歳から６４歳までの

生産年齢人口はともに減少傾向となっており、これとは反対に６５歳以上の人口に

つきましては増加傾向となり、今後、さらに高齢化は進展していくものだと考えら

れます。過去１０年間の平均減少人数から推測いたしますと、２０２５年、令和

７年には総人口は５，３２３人となり、１５歳以下の年少人口は総人口の約

１３．７％、７３０人、１５歳から６４歳までの生産年齢人口は約４４．２％の

２，３５４名、６５歳以上の老年人口が約４２．１％の２，２３９人と推計されて

おります。 

 ２番目に、団塊の世代が７５歳以上となります２０２５年はすぐそこまで来てお

ります。多様な社会問題が発生し、深刻化することは予想されます。その中でも、

超高齢者社会における介護人材の不足は大きな問題となるでしょう。町の高齢者数

は２０２５年頃にピークを迎え、その後、高齢者数自体は減少に向かいますが、後

期高齢者の数は２０３５年頃までは増えていくだろうと推測されます。 

 また、生産年齢人口の減少が大きいために、どの業界においても人材不足は悩ま

しい問題であり、介護人材の不足も例外ではありません。令和４年３月末、令和

４年７月末と、本町でも通所系サービスの休止や廃止がありましたが、介護職員の

不足が一番の原因だと認識しております。各事業者が職員の募集をしても、応募が

ないのが現状でございます。利用定員に余裕があり、利用者の受入れを増やそうと

思っていても、職員数が確保できなければ受入れができず、そのことが収入減にな

り、さらに職員を増やすことが困難になるといった悪循環に陥ってしまいます。介

護人材確保は現時点では大きな課題となっております。本町の介護人材の充足状況

ですが、退職者が出てもすぐに人材の補充をすることができず、長期間職員募集を

続ける必要があることから、充足しているとは言えない状況だと思われます。 

 ③番、先ほどの答弁にございましたが、２０３５年までは町内の後期高齢者人口

は増えていきますが、高齢者の数自体は減少に向かっていきます。町内の高齢者の

皆様が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことを可能としていくためには、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用

しながら、医療、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れる地域包括ケアシステムを深化し、推進してまいります。年齢を重ねても地域で

自分らしく生活できるように、先ほどのご質問でありました、川畑議員の答弁にも

ありましたように、地域と連携をしながら高齢者に優しく住みよい町になるよう、

保健福祉政策を遂行してまいります。 

 また、生産年齢人口の著しい減少により、担い手不足の問題がより深刻化してい
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くと見込まれます。今後の人口減少問題につきましては、町全体で取り組んでいく

必要があると考えます。 

 以上で回答を終わります。 

○教育長（田中幸太郎君） 

 それでは、根釜昭一郎議員のコロナ後の対応に関する質問についてお答えをいた

します。 

 まず、１の③でございます。 

 現在、各学校では、令和５年度に向けた教育課程の編成が行われており、その完

成は３月中旬から下旬を予定しております。そのため、現段階で年間計画の詳細を

お伝えすることは難しいですが、政府対策本部におきまして、５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感

染症に位置づけることが決定されたことから、５月８日以降の学校行事等につきま

しては従来の方法に戻して実施することが考えられます。例えば参加者人数の制限

を設けないことやマスク着用を一律に求めないこと、これまで短縮して省かれてい

た内容を従来どおり実施することなどが考えられます。 

 また、２月１０日付政府対策本部決定においては、４月１日以降の新学期におけ

るマスクの着用の考え方につきまして、学校教育活動の実施に当たってはマスクの

着用を求めないことを基本とするなどとされており、詳しい留意事項については、

今後、文科省より改めて通知がある予定でございます。 

 なお、今月実施される小・中学校の卒業式におきましても、２月１０日付文科省

通知、卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方についてを踏まえ、

各学校が自校の実情に応じた対応を行うものと考えております。例えば児童・生徒、

教職員は式典全体を通じてマスクを外すことを基本とすること、来賓や保護者には

マスク着用をお願いするものの、参加人数等の制限は行わないことなどが考えられ

ます。 

 ただし、感染不安等の理由からマスク着用を希望する子供、また、健康上の理由

によりマスク着用を拒む子供など様々な状況が考えられますことから、学校や教職

員が画一的にマスクの着脱を強いることがないように配慮するとともに、児童・生

徒の間でマスク着用の有無による差別や偏見等が生じないような手だてを講じる必

要があると考えております。 

 次に、１の④でございます。 

 新型コロナウイルス感染症が流行し、３年以上が経過しました。この３年間、学

校現場は大変困難な状況が続きました。これまでに経験したことのないような未曽
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有の感染症流行の中、児童・生徒の安心・安全な学校生活と命を守るため、手探り

の対応を行う必要があったことと思います。その中で、行事の中止や短縮、来場者

の制限を行うなど苦渋の決断をする必要があったことから、学校、家庭、地域の連

携が希薄になってきたのではという地域の声があることも重々承知をしているとこ

ろでございます。しかしながら、コロナ禍の中でも、字の清掃活動や夏季休業中の

ラジオ体操など、地域行事等に積極的に参加をしている学校職員も多いと聞きます。

各学校は社会に開かれた学校を目指しており、そのためには学校、家庭、地域の連

携が何より大切であります。令和５年度からは全小・中学校におきまして、コミュ

ニティースクールの取組も始まります。学校運営協議会や地域学校協働活動などを

通して、学校と保護者、地域が今後どのように連携していけばコロナ禍で希薄にな

りつつあったつながりを取り戻すことができるのか、様々なアイデアを出し合い、

学校、家庭、地域それぞれができることを協力して行うことで相互の連携がより深

まっていくことを期待しているところでございます。 

 次に、１番の⑤でございます。 

 障害児施設、不登校対策施設、放課後サービス施設等との連携につきまして、本

町では、町特別支援連携協議会を６月と１１月の年２回開催し、連携を図っている

ところです。本協議会は、認定こども園、保育園、小・中学校の職員と社会福祉協

議会、通所支援事業所ぽてと、保健センター、子育て支援課、学校教育課が一堂に

会し、園、学校と関係機関との情報共有を行い、障害のある児童・生徒に対する教

育支援体制の整備・充実を図っております。 

 また、障害のある児童・生徒の障害の度合いを客観的に把握するため、毎年、通

所支援事業所ぽてとのご協力により知能検査を実施しているところでございます。

障害児の知能検査の実施は専門的知識が必要であることから、各園や小・中学校に

とりましては大変ありがたい取組となっております。 

 また、近年、長期欠席や不登校が社会的課題となっており、本町にも、現在

１８人の長期欠席児童・生徒が在籍しております。そのうち５人の児童・生徒は、

和泊町の障害児通所支援事業所、サランセンターに通所しております。 

 さらに、現在、島内に日本財団子ども第三の居場所事業を活用した不登校対策施

設も複数開所されており、今後はそれらの施設関係者を町の特別支援連携協議会の

構成メンバーに加えることなどを検討し、さらなる連携強化に努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 なお、こども家庭庁の新設に伴い、令和６年４月施行の児童福祉法等の一部を改

正する法律によって、市町村は全ての妊産婦、子育て世帯、子供の包括的な相談支
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援等を行うこども家庭センターの設置に努めることとあり、今後、本町においても、

その設置について検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 それでは、再質問のほうに入っていきます。まず最初に、新型コロナウイルス感

染症の影響の本当の怖いところに関して、自分の考えているところを皆さんにお伝

えしてから、再質問のほうに入っていきます。 

 コロナウイルスだけではないんですけれども、感染症の影響の本当に怖いところ

というのは、人と人との絆の希薄化、また、継続は力なりという言葉がありますが、

一旦途絶えてしまった物事の再構築の難しさであると考えております。そのことを

念頭に置いていただいて、再質問のほうに入っていきたいと思います。 

 ①町の行事やイベント等に関しましては、通常どおりの開催を計画しているとい

う旨の答弁だったと思うんですけれども、今年度、様々なイベント等に奄美群島復

帰７０周年の冠がつくことであったり、本格的に世界遺産の影響で本町、本島にご

来島の方も増えるでしょうし、また、帰省客、帰省を断念されていた方々も久しぶ

りの来島を非常に楽しみにされていると思います。その中で、今年度の夏祭り、夏

休みのイベントであります夏祭りは開催されることになろうかと思いますけれども、

この辺のスタッフの、従来どおり継続されていたら、スタッフ等を集めるのも非常

にたやすいとは言いませんが、声をかけやすい状況だったかと思うんですけれども、

観客が昨年度、一昨年度から比べると一気に増えるような形になるかと思うんです

けれども、その辺の想定とかは事前でないとされないものなのでしょうか。現段階

というか、早期の段階で集客、観客等が多くなるので人員増加を見込むとか、そう

いった対策を練る予定でしょうか。予定で構わないです。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 各種、町の行事につきましては、来週１３日からマスクの着用も自己判断に任さ

れるということになっておりますので、従来どおりの規模、人員で実施したいと考

えております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 集客、来場される方の増加云々は検討はされていないんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 コロナ前とほぼ同等になるのかなという感触はありますが、実際に祭り等行事を

実施しないと分からないところであるかと思います。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 備えあれば憂いなしという言葉もありますので、一応想定して計画のほうに入っ
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ていただければと思います。 

 あしびの郷のイベントについて生涯学習課長にお伺いしたいんですけれども、先

日の南西航空音楽隊のコンサートでも特別な制限は設けられてなかったかと思うん

ですけれども、今年度に行われる様々なイベント等があろうかと思うんですけれど

も、収容人員の制限とかについては、収容能力とは別の制限を設ける予定もないと

いうことでよろしかったでしょうか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 令和５年度の行事についてのお問合せだと思いますが、昨年、本年度のイベント

については、１１月の生涯学習フェスティバルから特に制限を設けず、ただ、ステ

ージ側の前２列だけは封鎖という形で使用せずに、ほかの約５００席については自

由に制限なしで、マスク着用と手指消毒は義務づけた上で開催しております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 今年度での幾つかイベントに関しましてはユーチューブ配信等されていて、会場

に行けなかった方々も見ることができて非常にいいという声を伺っているんですけ

れども、来年度以降もユーチューブ配信等は継続予定でしょうか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 評価いただきましてありがとうございます。昨年の４月に整備した放送設備でご

ざいます。町主催、また文化協会主催の事業につきましては、無料で配信していく

予定でございます。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 よろしくお願いします。 

 また、一部なんですが、先日の島ムニ大会ではちょっと舞台の声が聞き取りづら

い点もあったので、その辺は改善していっていただければと思います。 

 あと、先の話なのでまだまだ検討にも入らないと思うんですけれども、昨年、と

ある地区であったり、とある学校の体育祭、本町の町民体育大会のほうは残念なが

ら中止という形を行っているんですけれども、ほかの開催されている地区での体育

大会で面白いな、取組が新しいなと感じたのがありますのでご紹介しておきたいと

思います。そんなに大したあれではないんですが、リレー種目等が、多分開催する

のであれば計画されると思うんですけれども、全リレー種目を男女必ず混成チーム

でリレーを構成すると。男女共同参画の面から見ても面白いですし、参加するメン

バーを集めるのに苦労されているところからすると、なかなかこれは本町の町民体

育大会でも男女を問わず、ある程度の制限は、年代の制限等いろいろあろうかと思

うんですけれども、４人で走るとしたら女性、女性、男性、男性と走ってもよし、
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男性、男性、女性、女性で走ってもよし。すると、リレー自体が抜きつ抜かれつに

なって非常に見ているほうも面白いなと感じたので、一言だけここで伝えておきま

す。 

 続きまして、２番目の問題にあります各集落において自助、行事等の問題に関し

ては各集落単位でご検討されていくということですが、各集落の主体性に委任する

と。本日の午前中の外山議員からの集落支援員制度の導入に関しては、どちらかと

いうと積極的に協力して取り組んでいくような答弁だったかと思うんですが、集落

支援員制度で集落のサポートに入る体制と、集落がイベントであったり、伝統芸能、

伝統行事であったりでサポートを要する場合というのは何か違いがあるのでしょう

か。ちょっと回答のほうが両方の答弁では若干矛盾している。事業的にも違うのは

重々承知はしているんですが、どこがどういうふうに違うのかの説明を求めます。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 集落支援につきましては、段階的に導入を検討するという答弁をしたと思います。

今の質問なんですけれども、集落支援は集落全体のことを区長と字の役員と協力し

ながら牽引していくということだと思いますので、一つのものに限らず、全体的に

見ていくことの支援だと認識しております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 全体的に支援していくということであれば、集落の課題となる案件が絡んでくる

ようでしたら、それには取り組んでいくということなのであろうと想定されますの

で、非常にマンパワーの充足している集落は本当まだまだ元気に頑張っていけると

思うんですけれども、本当に高齢化であったり、字に居住されている人数が少ない

集落においてはもう本当に厳しい状態。コロナ禍、コロナということで二、三年も

休んでしまうと次の、一旦止めてしまったのを立ち上げるのは非常に大変なので、

少ない人数ではなかなか難しいところがあると思いますので、今年度が実質コロナ

後の１年目になろうかと思いますので、今年度の各集落の状況を区長会のほうでも

区長の皆さんから伺って、どういう点で難しいところがあるなしを聞き取りされて、

来年度以降、町長が目指す２１の集落が一つも漏れることなく、未来に向かって進

んでいける体制を構築していっていただければと思います。 

 次、３番目に入ります。 

 学校教育現場での年間計画は今後、正確なのは作成されるということなんですけ

れども、コロナ禍以降、修学旅行の日程のほうが二転三転して大分苦慮されている

ところがあったかと思うんですけれども、保護者の方も日程等に関しましてはいち

早く知りたいところもあろうかと思うんですけれども、修学旅行に関しましては
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１学期というような認識でよろしいでしょうか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 修学旅行につきましては、やはり従来から１学期のほうで実施しておりましたの

で、各学校の計画も１学期での計画になると考えております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 もう一点、次は体育会系の行事になるんですけれども、小学校の運動会、中学校

の体育大会に関しましては、ちょっと各学校で対応がばらばらになっているところ

がありまして、午前中開催をされているところ、また、ご家族でお弁当を食べると

いう機会がなかなかないので、午後のほうまでプログラムを設けて、家族でお弁当

まで食べて、午後、若干競技種目等は変更されていたかとは思うんですけれども、

午後まで開催するという、各学校でばらばらな面があったので、本年度に関しまし

てはいずれの小学校、いずれの中学校におきましても午前中開催ということはない

というような認識でよろしいでしょうか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 コロナ禍の中では午前中で運動会、体育大会を終えるというところもございまし

た。やはり５月からは第５類になるということになりますので、実際の当日の運動

会の計画については学校のほうで決めるんですが、今年度から例年どおり、お昼に

は弁当を食べて、１日を開催に充てて計画していくものと考えております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 今の答弁で保護者の、特にお父さんの皆様もこの時期から休みの希望を出してい

たら断られることはないと思うので、きっと休みを取って、子供達と一緒に学校行

事を楽しんでいただけることだろうと思います。ありがとうございます。 

 次、学校、家庭、地域の連携が希薄になってきているように感じるという総体的

な質問のほうをさせていただいたんですけれども、全員が全員そういうふうになっ

ているということではなくて、各学校であったり、各地域であったり、また、部活

動であったり、交流がしっかりできている先生とできていない先生を生んでしまっ

ているのも非常に問題かなと思います。先生方はいろいろ苦慮されて、先生方のほ

うも交流したいんだけれども声かけすらできないと。一番最初の出会いといいます

か、最初のほうでつまずいてしまうと、その後、声かけがしづらいような状況で先

生たちも大分苦慮した数年だったのかなと思っております。 

 その中で、町内の各小・中学校、高校もしかりですが、３月末には教職員の送別

会、４月には転入教職員の歓迎会というふうに通常であれば行っているかと思いま

す。学校のほうから連絡が入っていたり、確認されていたりでいいんですけれども、
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今年度の送別会に関しましては、短い教員ですと３年間で異動となります。一度も

交流もされてないまま永良部を去っていかれてしまう先生が出てしまうのは、永良

部に住んでいる人間として非常に心苦しい面がありますので、その辺の情報が入っ

ていましたらお聞かせいただけたらと思います。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 今年度の末をもって退職または転任、転出される管理職の送別会につきましては、

今年度実施する予定としております。学校教育課のほうから通知も行っていると思

うんですが、議員の皆様も全員案内が行っているかなと思います。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 議員に対しての案内は重々承知しております。各小・中学校、各地域で行われる

教職員の送別会に関しまして、何らかの情報が入っているのかいないのかという質

問なので、また、それに関しまして、教育委員会のほうから制限を設けたりとか、

そういう予定があるのかないのかまで答弁をお願いします。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 失礼しました。各地域での各学校校区での送別会につきましては、現在、学校教

育課のほうでは、どの学校が実施するということは、情報は正確にはつかんでおり

ませんが、何らかの制限を設けたりして実施してくださいというようなことは行う

ことはございません。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 教育委員会のほうでの特段の制限は求めないということですので、保護者の皆さ

ん、ＰＴＡの皆さんも聞かれている方もおろうかと思います。計画をされていない

学校はまだまだ間に合いますので、これから計画して、お世話になった先生方にみ

んなでありがとうございますと伝える機会を設けていただければと思います。 

 次、⑤にいきます。 

 ⑤なんですけれども、前回も伺ってはいたんですけれども、⑤の問題に関しまし

ては年２回と。この数年、コロナ禍ということもあり、コロナ対応に関するテーマ

が多かったのかなというふうに危惧しまして質問のほうをさせていただいたんです

けれども、従来まではされてなかった知能検査等に取り組んでおられたりというこ

とでいいことだなと思っております。 

 また、町内外でのＮＰＯ法人と学校との連携、またイベント等も時々、終わった

後にしか耳にしないんですけれども、ＮＰＯ団体の劇であったりとか、音楽活動の

発表を小学校、中学校の体育館でされていたりとか、島内でいきますとＥＬＯＶＥ

さんのスポーツ教室、何か体操教室とかをされているとか、そういった情報に関し
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ましては保護者のほうには通達はできているかと思うんですけれども、地域住民の

方もなかなかイベント等を見る機会が減っていて、子供たちと触れ合う機会も減っ

てきているので、そういったイベントが我が集落の学校で何らかの、本土のほうか

らお見えになられて、こういった劇をするらしいよとか、こういった音楽グループ

が来られて音楽活動をするよと。そういった場合にその地域の人たちがそこに参加、

参加ではないですね、鑑賞することはできないものなのでしょうか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 今年度につきましては、文化庁の事業で小学校でいろんな公演等を行っておりま

す。各学校が直接申請をして、その学校で行うという事業でしたので、またほかの

学校から一緒に見に行くというようなことはできなかったと思います。 

 また、ＮＰＯ法人のＥＬＯＶＥのほうが様々なスポーツ教室、陸上教室等を開催

しております。これは高校と共催したり、各スポーツ連盟と共催して行っておりま

すが、宣伝についてはポスターを掲示したりする程度で、町の行事のようにメール

で流したり、ホームページに上げたりということまではできていないという状況で

はないかと思いますので、なかなか地域の方までは周知が行かなかったのではない

かなと考えております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 学校単位で個別に申し込まれているということで、全容は教育委員会のほうでは

把握されていないところもあるということでしたので、今年度以降、教職員の方と

は交流がしっかり取れていくと思いますので、そういった中で先生たちと相談して、

地域の方にもそういうお答えをしていきたいと思います。 

 次の大きな２番にいきます。 

 人口動態、人口形態ということですけれども、先日、保健福祉課のほうから頂い

た資料のほうにも人口動態、人口自体の推移であったり、先ほど町長の答弁のほう

でもありました生産年齢人口、６５歳以上の高齢化の人数等々もあり、答弁の中で

も介護人材の不足に関しては把握もされているようですし……。しばらくお待ちく

ださい。町のほうで十分認識をされているということですが、町長の施政方針の中

でも、医療、福祉並びに介護に関するコメントは非常に少なく、本年度の一般会計

予算に関しましても介護事業、いろいろな事業に取り組んでいるのは分かるんです

けれども、介護人材不足に関しては何ら取り組む事業がないと。計上されていない

というふうに、ちょっと見落としているかもしれませんが、そのように感じており

ます。 

 介護人材の不足に関しましては、国の試算のほうでも２０２５年から２０３５年、
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２０４０年ぐらいまでで２０万人から多いときでは４０万人弱程度不足していくも

のだと推測し、数年前から国や県も様々な対策事業を計上して項目を、事業を設け

ていろいろ支援していこうという施策を打ち出しております。 

 本県におきましても、介護職員人材確保等対策事業、これは令和４年度の予算で

すけれども、人員の確保事業だけで１億８，０００万円、福祉人材センター運営事

業で約１億円、認知症施策等支援事業で５，０００万円弱の当初予算でこれだけの

予算を計上して、今後迎えるであろう高齢化社会を乗り切っていこうということで

対策を講じているんですけれども、本町の令和５年度予算、令和４年度予算もしか

りではありますが、事業の導入をされていないのは何らかの理由があるのでしょう

か。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ただいま根釜議員がおっしゃった県の事業ですけれども、こちらのほうの事業は、

県が直接、事業所を支援するために策定している事業でございまして、町を通さず

に直接、県と事業所をつなぐという役割を町は担っております。ですので、県から

こういった募集がありますというときは、町の職員が事業所のほうに全てその情報

を流して仲立はするんですけれども、直接、町を介しての補助金ではないために、

全ての事業をやってはいますけれども、直接、町の財政的に出てくるというもので

はございません。なので、決してやっていないという事業ではなくて、県が直接の

事業をされているということです。 

 あと、もう一か所の社会福祉協議会等ももちろん助成金を出しておりまして、無

償での貸与等も行っていますので、こういったものも直接、町を通さずに行くもの

ですから、予算上は出てきていないというところになります。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 町の予算のほうには見えてこないという、その理由のほうもご説明いただいたん

ですけれども、実際に本町のほうで支援事業、人材確保事業等で取り組んでいる事

業、事業所からの要請によって取り組んでいる事業についてご説明いただけたらと

思います。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 ただいま、今現在、知名町のほうが介護人材のために行っていることというもの

が数点あります。 

 まず１点目が、知名町介護人材確保ポイント事業というものがございまして、こ

れは一般の町民の方がヘルパーさんまでのことではないんですけれども、少しごみ

捨てを手伝ったり、それから、お話し相手になったり、あと、施設に出向いて、そ



― 198 ― 

ちらでスタッフとして少しお手伝いをしたりということをしてくださると、そこに

ポイントを付与してお金に換えるという事業を行っております。こちらのほうに今

現在、１０代から８０代までのボランティアの方が２７名登録し、活動をしていた

だいております。昨年は９名の登録者でしたので、大分増えてはきている事業では

ありますが、まだまだ周知が必要かなと思っている事業です。 

 あと、介護福祉士会への補助金というところで、知名町と和泊町から介護福祉士

会を活性化するために行っている事業がございます。 

 あと、認知症が大分増えてきておりますので、認知症サポーターの養成講座を各

字であったり、消防署員であったり、商工会関係、それから育成会のほう等に出向

いてやっている事業もございます。 

 そちらがメインでやっているんですけれども、あともう一点、介護福祉士会、そ

して施設からの強い要望があり、これからの、すぐ先の未来ではなくて、１０年後、

２０年後を見据えた子供たちの育成、福祉への育成というところに力を貸していた

だきたいというところが行政に申入れがありましたので、今年度から中学生へ福祉

のすばらしさを伝えて、できれば福祉の仕事に就いていただく子供たちを増やして

いきたいという強い思いの下に実施させていただいております。今年度、令和４年

度は、和泊中学校のご協力を得て、和泊中学校で開催させていただいております。

令和５年度は知名中学校からの申込みがありますので、ぜひ知名町で開催のほうを

したいなと思っておりまして、そちらで子供さんたちに将来の夢として、福祉の施

設で働く職員が一人でも増えていったらいいなと思っております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 ありがとうございます。介護保険関係の会議、社会福祉協議会のほうの会議等に

は私のほうも参加させていただいているので、その辺の事業のほうは重々承知して

おりましたが、予算のほうでも見受けられるものかと思い、質問のほうをさせてい

ただいております。 

 先ほどありました認知症サポーター養成講座なんですけれども、私のほうも五、

六年前にうちの娘のほうと一緒に受講した経験はありますけれども、認知症サポー

ター講座を受講した後のその後のフォローアップではないですが、サポーター養成

講座では、実際に認知症の方との対応は入ってこないので、実際に認知症の方と触

れ合う機会というか、養成ではなくて、実際の体験ではないですけれども、その後

のフォローアップはどのような形で行っているのか、今後行っていかないといけな

いと考えているのか、いずれかでお答えください。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 
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 まずは、今は底辺を広げるというところでサポーター養成のほうをしているんで

すけれども、確かに養成された方がこの次のステップに入るときにというところで、

さっき私が紹介しました介護人材ポイント事業のほうに登録していただいて、ぜひ

日曜日だったり、少し時間があるときにこういった施設に出向いてお話をしたりと

か、ここ数年コロナでこういった施設への出入りもなかなかできなかったこともあ

りますので、これから先少しずつそういったところも進んでくるのかなと思ってお

りますので、そういったふうにご案内をしていきたいなと思っております。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 私のほうも参加しますので、ぜひそういった取組をされる場合にはお声かけいた

だければと思います。 

 先ほど予算のほうには、知名町の予算書のほうには出てこないという旨の答弁も

あったんですけれども、本県でなくて大変申し訳ないんですけれども、とある県で

いろいろと面白い事業をされているので、幾つか紹介して私の質問は終わりにした

いと思います。 

 シニア介護助手導入促進事業。６０歳以上の方を対象に、介護現場においての介

護職員の負担軽減を図るとともに、元気な高齢者の生きがいづくりのために、

６０歳以上の方、一般町民、一般市民を対象に助手としてのスキルのご理解等を促

進するという事業。 

 あと、生活お助けサービス事業。身体の虚弱な高齢者に対し、日常生活上の軽易

な援助を行う生活援助員、住民ボランティアを養成し派遣する事業。先ほどの本町

で行われているのも似たようなところになってくるかとも思うんですが、これを事

業化して、介護保険の対象ではないんですけれども、町のほうで、町というか、自

治体のほうで事業を起こして、報酬といったらあまり聞こえはよろしくないんです

けれども、そういった新しいサービスを構築していっているところもあります。 

 介護人材確保推進事業としましては、先ほど中学生のほうに介護であったり、福

祉であったり、医療関係に行く行くはなっていただきたい旨の意味も込めての事業

にもなろうかと思うんですけれども、介護福祉士養成施設に入学する際に借り入れ

た奨学金の返還を補助するものということで、補助金額は自治体によって様々なの

で詳細な金額はこちらでは述べませんが、そういう手だてを取っているところもあ

ります。 

 特に知名町のほうでもできるかなと思うのは、介護人数は間違いなく足りないの

で、現状でも足りないのは間違いないので、介護をされたことのない方、一般町民

の方に対して、実際に自分の親であったり、家族、親類であったり、介護しないと
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いけない方ができたときに対応できるように、一般町民向けに、４０代、５０代、

男性女性問わず、そういった方にも介護というのはもう目の前に迫っているので、

こういったことが必要になる、こういったのを覚えておいたほうがいいよねという

教室、勉強会の開催を要望して、私の一般質問を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、根釜昭一郎君の一般質問を終わります。 

 以上で、通告による一般質問は全部終了いたしました。 

 本定例会において、私を除く１１名の皆さんが登壇し、町政全般にわたって議論

をいたしました。執行部におかれましては、これらの質問や要請事項等を真摯に受

け止め、適切なる対処をお願いいたします。 

 しばらく休憩します。 

 ２時１０分から議案審議を行います。 

休 憩 午後 ２時０２分 

─────────────── 

再 開 午後 ２時１０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第２ 議案第２号 令和４年度知名町一般会計補正予算（第６ 

            号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、議案第２号、令和４年度知名町一般会計補正予算（第６号）について

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 一般質問、大変ご苦労さまでした。 

 それでは、引き続き議案の説明をさせていただきます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２号は、令和４年度知名町一般会計補正予

算（第６号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ１，７７０万４，０００円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７９億２，６７２万１，０００円と定めており

ます。 
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 主な補正内容は、歳入については、交付決定により地方消費税交付金を増額計上、

国の補正に伴い、普通交付税を増額計上しております。 

 歳出につきましては、契約の実績により庁舎建設事業費を減額計上、減債基金積

立金、それから土地改良事業基金積立金をそれぞれ増額計上して、国の補正に伴い、

出産・子育て応援交付金事業費を新規計上しております。 

 債務負担行為は、事業の執行状況に伴い、変更及び廃止を行っております。 

 地方債は、事業費の確定等により変更を行っております。 

 その他、事業費の変更に伴い増減を行いました。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ、３ページまで。 

○１０番（宗村 勝君） 

 総括で地域マイクログリッド事業についてですが、庁舎付近の事業については事

業実施できると。久志検字並びに国頭地区におきましては、電力の小売はできない

ということで保留にするということですが、それはもうちょっと早く電力会社等と

確認できなかったのかお伺いします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 それが分かったのが、小売ができないと分かったのが昨年の７月か８月ぐらいだ

ったと思います。その後にすぐ９月から、９月、１１月、１２月、１月、２月と電

力会社に行って情報収集しております。その中で小売ができない場合にどういう形

ができるかということを協議いたしまして、最終が２月１３日だったと思いますけ

れども、その後にある意味、我々も小売は確実にできないというのが分かったので、

今回の久志検及び国頭については計画変更せざるを得ないという結論に達したとこ

ろでございます。 

○１０番（宗村 勝君） 

 一人走りしたみたいですね、地域としたらそういう事業があるものだと思ってい

たところ、また、まだ住民は知らない方が多分大勢いらっしゃると思いますけれど

も、それは早めに。多分今の感じからしますとできないんじゃないかなと思ってい

るところですが、また、地区の見直しも含めてと先ほど答弁がありましたけれども、

そこらはちゃんと説明していただき、できないならできないと言っていただかない



― 202 ― 

と、中途半端な宙に浮いた状態になると思いますから、よろしくお願いします。あ

りましたら。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今回の小売ができない、それから、発電所の下げ代の制約もあるという制度上、

技術上の課題が分かりましたので、それを基に変更していきますが、町として考え

ているのは、今回の脱炭素関係の事業につきましては、公共施設群を中心とした自

立自足型の電力供給、ＣＯ２の削減にしていきたいと考えておりますので、この事

業が終わった後に民生といいますか、一般家庭、町民、島民に波及させていくよう

な方向で今のところは考えております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 今のは分かりました。 

 もう一つ、ごめんなさい、先ほど福川議員から省エネの、ＬＥＤ灯の交換の要請、

要望がありましたけれども、各字の所有しているそういう防犯灯、街路灯はいいん

ですけれども、町が負担している、例えば海岸通りとか、そこらは省エネのタイプ

に照明器具を変えた場合、それは電力会社に届けないと安くならないですよ。分か

りますね。要するに消費電力が違いますから。多分無駄に払っているのはたくさん

あると思うんですよ。それをぜひ点検して確認していただきたいと思います。 

 先ほど九電のホームページを見たら、普通、街路灯で使われている、交換してい

る街路灯は約１０ワットなんです。１０ワットが４月１日以降は９１円なんですよ。

今までついていた白熱灯の電球が、４月１日から値上がりしているんですけれども

３６２円。えらい違いなんですよ。ただ取り替えただけじゃ安くならないです。だ

から、そういう海岸通りとか、町が負担している街路灯は全て点検して、ちゃんと

なっているか。それは数が多いですから、えらい金額ですよ。それはぜひ点検して

いただいて。取り替えた業者がそれを届けてあればオーケーです。ただ取り替えて

交換しただけじゃ、それは安くなっていないです。定額料金といいますから、ああ

いうのはですね。何倍と違いますから。１基で何百円違いますから、数多くなれば

相当な額になってきますから、ぜひ点検をそれは職員でやるしかないと思いますか

ら、ぜひお願いします。できますね。お願いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 早速確認したいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 質問者、答弁者についてはマスクを外して構いませんので、換気も十分でござい

ますのでよろしくお願いします。 



― 203 ― 

 総括。ほかに。 

○３番（城村 誠君） 

 昨日少しやり残していることがあるので、総括でお聞きします。 

 一昔前までは、各課予算がついたら、年度内でどうしてもその予算を全て使い切

ると、そういうものがありました。多少残れば隣の課に行って何か欲しいものはな

いのかと。文房具、そういう消耗品等を融通し合ったり、ゼロにするんだと。民間

の企業ではそういうことは考えられないことだと思いますよね。これだけの仕事を

これだけの予算はあったけれども、そこまでそれを余らせたというものが褒められ

るわけであって、予算をみんな使い切ったから褒められるというような、ちょっと

変わった体質があります。今現在、知名町はいまだにそういう体質が残っているの

か、お聞きします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 そういうことはここ数年といいますか、現在はほとんど使わない。この年度末に

おいても、こちらのほうからも通知は出しますが、年度末について余っている予算

を使うことがないようにと。これは分かっていることとは思いますが、あえて通知

をしております。それで年度が終了した時点で残ったお金は当然繰り越して、それ

も財源の一つと考えておりますので、大事なですね。今そういうことはないと確信

しております。 

○３番（城村 誠君） 

 それは当然でして、しないといけない。見たら、やっぱり１，０００円単位で減

額補正がかかっております。それをためて、これは繰越しにしているのか、もしく

はそれはそういう、その課で必要な基金に積み立てているのか、ないしは償還に回

しているのか、そこまで分かりますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 残った予算については全て繰り越すように指示をしております。 

○３番（城村 誠君） 

 今までは大きい需要があれば基金積立てというのがあったらしいんですけれども、

財政に行って勉強した限りでは、最近は全ての事業の目標であれば半分ぐらいは基

金を積み立てていって、いざというときに対処できるということになって努力して

いるようですので、いい体質に変わってきているということで、これからもしっか

りと財政を見て、頑張ったところにはまた融通してやって、いいまちをつくってい

ってください。 

 以上です。 
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○総務課長（成美保昭君） 

 年度末の繰越したお金については、これも財源と言いましたが、繰り越した額の

２分の１は財政調整基金のほうへ積み立てるという規則がありますので、そこはち

ゃんと守った上でその２分の１について活用しております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

 続けます。 

 第２表、繰越明許費、４ページ、５ページ。 

 第３表、債務負担行為補正、６ページ。 

 第４表、地方債補正、７ページ。よろしいですか。 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、８ページ。 

 歳出、９ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで、事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に、歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、１０ページ。 

○３番（城村 誠君） 

 １０ページ、商工使用料ですね。これはフローラルホテルの経営がよろしくない

ということで、毎月１００万円の使用料を１年間取っていないということですよね。

あのフローラルホテルにはテナントも入っております。苦しいのはテナントも一緒

でございます。ホテルだけ家賃ゼロにして、テナントには、それではちょっと話が

通らないと。テナントに対しては何か軽減処置を行ったのでしょうか、お聞きしま

す。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 フローラル館の２階に入っていますせりよさについては半額という形で、テナン

ト料を頂いております。 

○３番（城村 誠君） 

 入ったときに半額、そのまま、じゃ、続いているということでいいわけですね。

それは当然ですよね。ホテルだけただにして、テナントはそのまま取るということ

では話が通りません。しっかりと、また下もエンタクさんも入っております。そこ

も半額になっているんでしょうか。 
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○企画振興課長（元栄吉治君） 

 １２月から家賃を払っていただいておりますが、今４か月、半額という形で頂い

ております。また、来年度以降についてはチャレンジ期間という形で、せりよさも

新しく入るときにはチャレンジ期間ということで半額にしておりますが、せりよさ

さんにつきましては要望がありまして、今現在も半額になっておりますけれども、

エンタクにつきましては、６か月が過ぎた後に正規のものに戻すのか、また半額に

するのかはまた月例定例会等で検討していきたいと思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 ５年度はホテルの使用料はどうするのか、お答えいただけますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ５年度におきましても、今ホテルの経営が非常に厳しいということで、頂かない

という形での予算計上になっております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

 １１ページ。 

 １２、１３ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、１４ページ。 

○１１番（今井吉男君） 

 歳出、１目の一般管理費の中で１節報酬が３万円ありますが、この説明書により

ますと、追加の職員採用に伴う委員の報酬とあります。去年の９月にも１次試験と

いうか、１回目の試験をしまして、それでも希望者が少なかったということで２次

募集をされたみたいですけれども、実際に何名採用になったんですか、決定、人数。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今年度、２回採用試験を行っております。最初の採用試験で合格したのが７名、

２回目の採用試験が１名となっております。 

○１１番（今井吉男君） 

 それで、今年度の退職者は、定年退職を含めて何名、全員で合計、退職予定です

か。 

○総務課長（成美保昭君） 

 中途も含めまして８名です。 

○議長（福井源乃介君） 
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 よろしいですか。 

 ほかに。 

 続けます。１５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １７ページ。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 １７ページ、８目ふるさとまちづくり基金費の中で、ふるさと納税支援業務委託

料のほうが増額になっているんですけれども、この委託料の増額の理由と、先日も

説明があったかと思うんですけれども、本年度のふるさと納税の推移までお知らせ

いただければと。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 まず、委託料の増額ですけれども、委託業者にふるさと納税業務の管理業務等を

委託しております。これは納税額によってパーセントでやっていますので、ふるさ

と納税が増えれば、その分増えるということで増額になっております。 

 それから、今現在というか、３月７日現在のふるさと納税の額ですけれども、

５，８２４万６，０００円となっております。件数につきましては５，３８７件、

昨年より件数は２，３７２件増えております。これは議会での質問もあったんです

けれども、少額のふるさと納税の返礼品を作れないかということもありましたので、

その少額の返礼品を作った結果、やはり納税をしやすいというのがありまして、件

数については増えております。 

 以上です。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 委託料関係ではないんですけれども、ふるさと納税のパンフレット等に関しまし

て、従来のと変えて新しくされて年々良くはなっていっているかと思うんですけれ

ども、まだまだ返礼品の数自体は他市町村に比べて少ないかなと思っておるんです

けれども、今年度はもう終わってしまうので、来年度以降、返礼品の数を増やすた

めにどういった計画をされていますでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ふるさと納税の納税額はやはり返礼品の額に比例していると思います。やはり返
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礼品の多いところは１，０００点ぐらい、１，０００点以上あって、いろんなその

地域の特性の返礼品があるということで額も増えていると思います。本町において

も今１６０か１７０ぐらいあると思うんですけれども、やはりそれをまだまだ増や

さないとなかなかふるさと納税額は増えないと認識をしているところでございます。 

 来年度におきましては、新しく地域おこし協力隊も今フローラルホテルに配置し

ておりますけれども、新しい返礼品を開発しようということで例えば薫製ですね。

例えば余ったものの薫製ができないかとか、そういうことで今検討しているとこで

ございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○９番（西 文男君） 

 １ページ戻っていただいて、マイナンバーカードの取得に関する項目の中でマイ

ナス１，５００万円の計上になって、ちょっと説明書を読んだんですけれども、詳

しく説明を求めます。 

○町民課長（平 和仁君） 

 それぞれの節について説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、報酬です。当初４名の会計任用職員を予定しておりましたけれども、１名

の採用ということで、３名分の賃金、報酬が減額となりました。不足した人員につ

いては、各課にお願いしまして対応をした次第でございます。 

 それから、８目の８節の旅費なんですけれども、これは会計任用職員の交通費で

す。これも人員の減による減額です。 

 １１の役務費についてなんですけれども、これは事業導入当初の５，６４０人全

員に商品券を郵送する費用として組みましたけれども、実際、商品券を支給した人

数が４，４０４人ということで、その差額分が減額となっております。 

 それから、１２の委託料については、見積りの執行による減ということです。 

 あと、１７の備品購入費については、マイナンバー取得申請の際のタブレットを

導入する費用として計上しましたけれども、マイナンバーカードの事務費のほうで

導入できるということで、別の補助事業がありまして、そちらで導入できるという

ことで、そちらで支出した関係で減額となっております。 

 １８の負担金、補助及び交付金については、実績に応じて減額と、換金費用が減

額ということでマイナスとなっております。 

 以上です。 

○９番（西 文男君） 
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 それでは、役務費について、５，６００人全員ということは、これは１家族例え

ば６人いるところ、その家族全員に出す、当初予算を計上したのか。 

 そして、一番大きい１，２００万円の計上の仕方ですね。もう少し詳しく説明を

求めます。 

○町民課長（平 和仁君） 

 １１の役務費なんですけれども、当初は一人一人、本人受け取りということで全

員分で組んだところなんですけれども……。そうですね、全員に送る予定で組んだ

んですけれども、実績が４，４０４人。それと、自分でスマホとか、あと、郵送で

直接申請をされた方、それについては窓口受け取りということで費用が要らなかっ

た、それも含まれております。 

 それと、商品券分、換金費用なんですけれども、これは先ほど言ったとおり、実

績に応じた減額ですね。４，４０４人に換金を行ったということでの減額というこ

とです。大丈夫ですか。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午後 ２時３５分 

─────────────── 

再 開 午後 ２時３７分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １８ページ、１９ページ。 

 ２０ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２１ページ。 

○２番（奥山雅貴君） 

 ２０ページ、３０目出産・子育て応援交付金、これは出産・子育て応援ギフト費

用とありますが、商品券でやるのか。また、そしたら、商品券の場合は、ふるさと

商品券のようにＡコープやニシムタで使えるものなのか。 

○子育て支援課長（池沢由美子君） 
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 今回は出産・子育て応援ギフトという名称を使っておりますが、実際は現金とい

うことで口座への振込をする予定となっております。 

○２番（奥山雅貴君） 

 今までと方針がごろっと変わりましたね。いや、もし券だったら、保護者の方か

らいろいろ聞いた中では、やっぱり最初は哺乳瓶とか多少のものは用意はしてあり

ますけれども、商品券だったら何を買うかといったら、やっぱり圧倒的におむつが

多いと。知名町消費の、商工会だけしか使えないと結局使えない可能性があると。

だから、現金か、もしくは知名町独自の、こういったこれぐらいの紙でもいいです

から、こういったものをあげますようというカタログみたいなものをお願いしよう

と思ったんですけれども、現金ということは分かりました。いいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

 ２２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２３ページ。 

○１番（福川勝久君） 

 戻って、１８ページの、すみません、２３目のデジタル田園都市構想事業費。工

事請負費で外構整備が９６８万３，０００円増額となっています。これは外構整備

というのは当初予算で含めなかったものなのか、また、その外構整備について詳し

く教えてください。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 外構整備につきましては、まず、今置いていますテレワークオフィスのどこに置

くかというか、敷地内の設置場所等の検討であったり、あと、出来上がったものを

見ないと周辺に調和した外構整備ができませんので、そういうことも考えて今回上

げておりますが、ただ、これはちょっと積算が間に合わず、最大の見積りで上げて

おります。令和５年度に繰越しで実施したいと思っていますけれども、なるべく予

算をあまり要しないような形で、なおかつ使いやすいような形で令和５年度に外構

の整備をしたいと考えております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

 ２２ページ、よろしいですか。 

 ２３、２４ページ。 
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 ２５ページ。 

○５番（窪田 仁君） 

 ２４款産地パワーアップ事業が補助金が減っているんですけれども、減額につい

て説明をお願いします。 

○農林課長（安田末広君） 

 産地パワーアップ事業につきましては、当初６台のハイクリブームの申請がござ

いましたけれども、計画書を作っていく段階で所得増の計画は困難というようなこ

とで、４台については途中でリタイヤしている状況であります。 

○５番（窪田 仁君） 

 農家の所得が少なかったということで減ったということですか。それとも、申し

込んだ人が少ないということですか。もう一度。 

○農林課長（安田末広君） 

 ２割以上だったか、所得増の計画がつくれないといけないんですよね。例えば今

１０町歩でバレイショを作っていて、１０町歩ある中で１０町歩バレイショを作っ

ていてこの事業をした場合に、２割アップはちょっとかなわないと。例えて言うな

らば、１０町歩あって１町歩バレイショを作っていて、あとの９町歩はキビであっ

たと。そういった場合は、バレイショを１０町歩に近づければ、所得２割アップで

きるんですよね。ですから、この事業のおかしいところもあるんですけれども、あ

る意味、成熟したバレイショ農家であるならば、ちょっと事業の通過は難しいとい

ったような側面がございます。 

○５番（窪田 仁君） 

 今言われたバレイショ農家が計画が伸びなかったということなんですけれども、

下からまだ申込みされた方を繰上げするのは難しいんですか。 

○農林課長（安田末広君） 

 そこは繰上げしておりますので、２台、今回も対応になっています。 

○５番（窪田 仁君） 

 下から繰上げして２台となっているらしいんですけれども、計画では６台なんで

すよね。６台が４台になったという流れで減額されていますので、下から繰上げで

６台を６台にすればどうかなと思うんですけれども、そこを聞いているんですけれ

ども、難しいですか。 

○農林課長（安田末広君） 

 すみません、ちょっと言い方が当たってなかったかもしれません。前年度協議と

いうのがあって、来年のヒアリングにおいては例えばこれだけ出しますよというこ
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とを前年度にするわけですね。そういったような関係があって、急にここが駄目だ

ったから、またどこかを持ってくるというようなことはちょっと難しいかと思いま

す。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○１０番（宗村 勝君） 

 ３０款のおきのえらぶ食品リサイクルセンターの件なんですけれども、先ほども

福川議員から各家庭のそういう生ごみを回収してというお話がありましたけれども、

各家庭から回収した場合、向こうの施設がキャパというか、容量があるのかどうか、

増やせることができるのか。稼働、人員もあるかなと思いますけれども、生ごみを

減らすためにはそういう手だても必要じゃないかなと思っておりますが、もし増や

せる能力があるのかお答えいただければ。保健福祉課長ですか。 

○保健福祉課長（中村里佐子君） 

 生ごみの受入れの量よりも、その生ごみをどうやって回収するかというところが、

今、企業さんだけが回収されているんですけれども、個人用のものは一切していま

せん。それをどこかに集約して、字の集会所だったりとかをそこにそういった専属

の方をつけて、そして各字、個人個人が持ち込んでという相当な労力がかかるとい

うところです。そして、入れられるもの、入れられないものいろいろありますので、

生ごみの中でも、そういったものを全て厳選するというのが個人規模でできるのか

というのがまだ今、検討課題にありますので、今のところは事業所だけとなってお

ります。 

○１０番（宗村 勝君） 

 聞きたかったのは能力があるかということです、向こうの施設のですね。もっと

増やしても―回収は字ででも１か所に集めて、そうしていただくと係の皆さんが

回収できますでしょう。だから、そこの施設がもっと大きく増やしても、もっと減

量と言ったらおかしいですけれども、それを増やしても稼働することができるのか、

課長お分かりなのか分かりませんが。どうぞ。 

○農林課長（安田末広君） 

 現状では今いっぱいいっぱいの状況で、防災無線でもしましたように、単価を下

げて排出しようというようなところです。ですから、実際にごみの量が幾ら出るか

なんですけれども、貯蔵タンクがどこまで増設できるかにかかるかと思っておりま

す。 

○１０番（宗村 勝君） 
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 それを作ったのは、副町長が保健福祉課長時代だったんですが、いまだに稼働し

ておりますからいい施設じゃないかなと思っているところですが、実績が分かって

いないところもあるかもしれませんが。もし各家庭からも集めて、そうしますと生

ごみとしてクリーンセンターに出さなくて済みますから、それをできると。もう施

設はもちろん、あの場所は介護施設の周辺とかありますから、いろいろ場所はほか

にも、簡単に移せるような造りなんですよね、見てみますと。そこらを含めて、も

っと規模を拡大して、できるなら隣町と一緒に、隣町のもちろん事業所の生ごみと

家庭用も集められたら、クリーンセンターに持ち込む生ごみを減らせるんじゃない

かと思っておりますが、そういう規模拡大とかは、もちろん今のところ伺えないと

思いますけれども、町長、そこらもしお考えがありましたらお答えいただけたらと

思います。 

○町長（今井力夫君） 

 午前中も申し上げましたけれども、燃やさない文化をどうつくっていくかという

意図では、これからこのような有機ごみをどう有機肥料化するかということは非常

に大切なことなので、前向きに進めていくつもりでおります。ただ、その方法論が

今のやり方でいいのか、別の方法というのを考えていくべきなのか。例えばですよ、

例えば亜臨界というやり方も、これは僅か３０分で堆肥を、完熟を作ることができ

ますので、普通のやり方で生ごみとかバガスを扱うと三、四か月かかりますけれど

も、そういう意味でいかに早く完熟をさせて、そして、希望するだけの販売を確保

するかという、そういういろいろなものを考えた上で進めたいと思いますので。た

だ、一時的に各家庭の生ごみをただ減らしていこうと思うと、今度はおっしゃるよ

うに、収集員を最初からまた募集していかなきゃいけないと。人的なものも非常に

必要になりますので、少しじっくり検討してから進めなきゃいけないのかなと思っ

ています。 

○１０番（宗村 勝君） 

 当面の課題だと思いますけれども、ぜひそういう、今できることはこのおきのえ

らぶリサイクルセンターに集めてできる方法だと思いますから。消費ができないと、

吐き出せないともちろん集めることもできないと思いますけれども、そこらはぜひ

いい方向に保健福祉課と農林課が一緒になって頑張っていただけたらと思います。

終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○５番（窪田 仁君） 
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 ２５ページの３１款新規就農者育成総合対策事業なんですけれども、去年までは

５年間の補助対象があったと思うんですけれども、今年から３年になるという話も

聞いているんですけれども、その３年になったのと５年になったメリットですね。

３年と５年とを比較すると、３年になったんだけれども、これだけのメリットがあ

りますよというのはあるかどうか、伺います。 

○農林課長（安田末広君） 

 やっぱり５年より３年は、メリットはないと思います。今回新規に３年になった

ことと関連いたしますけれども、経営発展支援事業といって１，０００万円の事業

投資について、国、県で７５％までは見ますよというような事業が付加されました

ので、そういったことです。単純に３年と５年では、やっぱり５年のほうが利益は

有利ではあったかというふうに思います。 

○５番（窪田 仁君） 

 新規就農をしたい方がおりまして、今こういう事業がありますよと勧めているん

ですけれども、とても残念でなりません。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 ２６ページ。 

○３番（城村 誠君） 

 １３目土地改良基金ですけれども、やがて国営地下ダムが事業を終了します。地

元負担金の基金にするということですけれども、負担金として割合は何割地元が負

担するのか、金額が大体で分かれば示してください。 

○耕地課長（久永裕一君） 

 地元負担、割合でいいですか。 

〔「割合で」と呼ぶ者あり〕 

○耕地課長（久永裕一君） 

 地元割合ですよね。国営については、本体工事と管路とか附帯工事で補助率が違

います。本体工事が、地元負担が２．５％、それ以外については５％の負担となっ

ています。 

 金額としましては、これは当初になりますけれども、３２０億円のときの話です

けれども、負担が４億６，０００万円となっております。 

○３番（城村 誠君） 

 基金を積み立てていっているようですが、今基金はどれだけ積み上がっているの

か。 
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○耕地課長（久永裕一君） 

 ３年度末ですけれども４億３，２８５万円です。 

○３番（城村 誠君） 

 さっき総務課が答弁してくれた、その余った予算を半分は基金に積み立てると。

この３月の補正でそういうもので今回の基金積立て、こういうことですか。 

○議長（福井源乃介君） 

 財調です。 

○総務課長（成美保昭君） 

 残ったお金の２分の１は財調で、残ったものも今回の補正にも上げてありますが、

県の方針としては、財調をあまりこれ以上積むなという指導もありますので、新し

く今回も基金をつくって、施設の修繕に回せるような新しい目的の基金を設置して

あります。庁舎建設基金がもう終わりますので、そういうふうに基金の運用という

か、やっております。 

○３番（城村 誠君） 

 ごめんなさい、分かりました。 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。２７ページ。 

 ２８ページ。 

 ２９ページ。 

 ３０ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３１ページ。 

 ３２ページ。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 ３２ページ、８目学校施設整備費、クーラーの修繕料が入っているんですけれど

も、このエアコンのほうは何年間。学校に関しましては、二、三年前に全校的にエ

アコンのほうが整備されたかと思うんですけれども、この整備はそのときにはされ

てなかったものですか。 

○教育委員会事務局長兼学校教育課長兼学校給食センター所長（甲斐敬造君） 

 国の補助事業で各学校に一斉に整備したエアコンは、まず、普通教室がメインで

ありますので、このエアコンにつきましては学校の建設当初から設置されておりま

したので、今回、使用不能ということで交換をするものでございます。 
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○議長（福井源乃介君） 

 ３３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３４、３５ページまで。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 ３４ページ、あしびの郷ちな管理費なんですけれども、光熱水費のほうが

１４４万円増額計上されているんですけれども、使用機会のほうはそんなに増えて

いるわけではないと思うんですが、この増額の理由について、ご説明をお願いしま

す。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 今議員が、使用機会が増えていないとおっしゃいましたが、実は昨年度よりも今

年度、あしびの郷は稼働しておりまして、６月まで月の電気料が８万円とか１０万

円ぐらいだったんですが、７月以降が１６万円、２３万円、２４万円と非常に上が

ってきておりまして、光熱費の実績に伴って不足分の補正をお願いしているところ

でございます。 

○８番（根釜昭一郎君） 

 特に何かトラブル等があってのあれではなく、夏場の電気代がおおむね原因とい

うことでよろしいでしょうか。 

○教育委員会事務局次長兼生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長（窪田政英君） 

 特に電気器具関係のトラブルではなく、仕様に基づいて、夏場は特にクーラー等

を使いますので、そういった実績による補正でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。よろしいでしょうか。 

 これで、歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号、令和４年度知名町一般会計補正予算（第６号）につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行いますので、しばらく休憩します。 

休 憩 午後 ３時００分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時０５分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第３ 議案第３号 令和４年度知名町国民健康保険特別会計補 

            正予算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第３、議案第３号、令和４年度知名町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第３号は、令和４年度知名町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ１，９８０万８，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１１億５，５７７万４，０００円と定めております。 

 主な補正内容は、歳入については、県支出金を増額計上し、繰入金を減額計上し

ております。 

 歳出につきましては、総務費、保険給付費をそれぞれ減額計上し、諸支出金を増

額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 
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 第１表、歳入歳出予算補正。歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

 歳出、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ８ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第３号、令和４年度知名町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）については、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４ 議案第４号 令和４年度知名町介護保険特別会計補正予 

            算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第４、議案第４号、令和４年度知名町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第４号は、令和４年度知名町介護保険特別会

計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳出予算の組替えを行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億

９，３２０万１，０００円と定めております。 

 主な補正内容は、歳出については、地域支援事業費は包括的・継続的ケアマネジ

メント事業費を減額計上し、任意事業費を増額計上しております。 

 また、公用車リースに関わる債務負担行為については廃止としました。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案について総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳出、１ページ、歳入、２ページまで。 

○１０番（宗村 勝君） 

 休憩。 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午後 ３時１０分 

─────────────── 

再 開 午後 ３時１３分 

○議長（福井源乃介君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第２表、繰越明許費。 

 第３表、地方債補正。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳出、３ページ。 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳出、４ページ。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号、令和４年度知名町介護保険特別会計補正予算（第

３号）については、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第５ 議案第５号 令和４年度知名町後期高齢者医療特別会計 

            補正予算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第５、議案第５号、令和４年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 
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○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第５号は、令和４年度知名町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ６１４万８，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１億１３万８，０００円と定めました。 

 主な補正内容は、歳入については、保険料収入見込みにより現年度特別徴収保険

料を減額計上、現年度普通徴収保険料を増額計上いたしました。 

 歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金を増額計上しております。 

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号、令和４年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第６ 議案第６号 令和４年度知名町下水道事業特別会計補正 

            予算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第６、議案第６号、令和４年度知名町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第６号は、令和４年度知名町下水道事業特別

会計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ２，１５４万１，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２億４，０３４万円と定めております。 

 主な補正内容は、歳入については、一般会計繰入金を増額計上し、下水道事業使

用料を減額計上しました。 

 歳出については、公営企業会計移行に伴う準備金として予備費を増額計上し、防

災・安全社会資本整備交付金事業費等を減額計上しました。 

 地方債は、事業費の確定等により変更を行いました。 
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 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 第２表、繰越明許費、３ページ。 

 第３表、地方債補正、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、７ページ、歳出、８ページまで。 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６号、令和４年度知名町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）については、原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。 

 

△日程第７ 議案第７号 令和４年度知名町農業集落排水事業特別会 

            計補正予算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第７、議案第７号、令和４年度知名町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第７号は、令和４年度知名町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ４，８９５万円追加し、歳入歳出予算の総額

を２億５，７７５万９，０００円と定めております。 

 主な補正内容は、歳入につきましては、一般会計繰入金を増額し、公営企業会計

適用債を減額計上しております。 

 歳出につきましては、農業集落排水総務費、公営企業法適用事業費を減額計上し、

公営企業会計移行準備のため、予備費を新規計上しました。 

 地方債は、事業費の確定等により変更を行いました。 

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 第２表、繰越明許費、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 第３表、地方債補正、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、６ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、８ページ、９ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号、令和４年度知名町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）については、原案のとおり可決されました。 
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△日程第８ 議案第８号 令和４年度知名町合併処理浄化槽事業特別 

            会計補正予算（第３号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第８、議案第８号、令和４年度知名町合併処理浄化槽事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第８号は、令和４年度知名町合併処理浄化槽

事業特別会計補正予算（第３号）についての案件であります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ９１３万７，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３，９２６万５，０００円と定めました。 

 主な補正内容は、歳入については、一般会計繰入金及び浄化槽整備事業費債を増

額計上し、公営企業会計適用債を減額計上しました。 

 歳出については、市町村設置型浄化槽整備事業費を増額計上、公営企業法適用事

業費を減額計上し、公営企業会計移行準備のため、予備費を新規計上しました。 

 地方債は、事業費の確定により変更を行いました。 

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 第２表、地方債補正、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。 

 歳入、４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 歳出、５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで事項別明細書による質疑を終わります。 

 次に歳入歳出による質疑を行います。 

 歳入、６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 歳出、７ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで歳入歳出による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号、令和４年度知名町合併処理浄化槽事業特別会計補正予

算（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第９ 議案第９号 令和４年度知名町水道事業会計補正予算 

            （第４号）について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第９、議案第９号、令和４年度知名町水道事業会計補正予算（第４号）につ
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いてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第９号は、令和４年度知名町水道事業会計補

正予算（第４号）についての案件であります。 

 今回の補正は、収益的収入及び収益的支出をそれぞれ３６５万円増額しました。 

 主な補正内容は、収益的収入については、営業外収益を増額計上しました。 

 収益的支出については、動力費を増額計上しました。 

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 補正予算、１ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 実施計画、２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 実施計画明細書、３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号、令和４年度知名町水道事業会計補正予算（第４号）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

○水道課長補佐（中山昌昭君） 

 申し訳ございません。１ページのほうでございます。日付のほうが令和５年とな

るべきところを今、令和４年という表記で提出をしてございます。大変申し訳ござ

いません。差し替えをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。申し訳

ございません。 

○議長（福井源乃介君） 

 １ページの下のほうの日付です。 

○水道課長補佐（中山昌昭君） 

 申し訳ございませんでした。 

○議長（福井源乃介君） 

 了解です。 

 

△日程第１０ 議案第１０号 知名町議会議員及び知名町長の選挙に 

              おける選挙運動の公費負担に関する条 

              例の一部を改正する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１０、議案第１０号、知名町議会議員及び知名町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１０号は、知名町議会議員及び知名町長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についての案

件であります。 

 今回の改正は、最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の改正によ

り、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車

の使用等の公営に関する経費に関わる限度額を引き上げることとされたため、知名
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町議会議員及び知名町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を

改正するものでございます。よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 第４条から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号、知名町議会議員及び知名町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

△日程第１１ 議案第１１号 知名町個人情報の保護に関する法律施 

              行条例の制定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１１、議案第１１号、知名町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１１号は、知名町個人情報の保護に関する

法律施行条例の制定についての案件であります。 

 今回の制定は、個人情報の保護に関する法律の一部改正等により個人情報の保護

に関する規律が同法に一元化されることに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定

める必要があることから、新たに条例を制定しようとするものであります。よろし

くご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。総括、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第４条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第４条から附則第３条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、附則第４条から附則第６条まで。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号、知名町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

については、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第１２ 議案第１２号 知名町情報公開・個人情報保護審査会 

              条例の制定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１２、議案第１２号、知名町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 
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 ただいまご提案申し上げました議案第１２号は、知名町情報公開・個人情報保護

審査会条例の制定についての案件であります。 

 今回の制定は、個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴い、知名町情報公

開審査会と知名町個人情報保護審査会を統合し、審査請求及び個人情報保護制度の

運用に関わる調査、審議を併せて取り扱う諮問機関を設置するため、新たに条例を

制定しようとするものであります。よろしくご審議の上、可決くださいますようお

願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第４条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第４条から第１０条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、第１０条から第１５条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ、第１５条から附則第３条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ５ページ、附則第４条から附則第６条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２号、知名町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

休 憩 午後 ３時４５分 

─────────────── 

再 開 午後 ４時５４分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第１３ 議案第１３号 知名町報酬及び費用弁償条例の一部を 

              改正する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１３、議案第１３号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
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についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１３号は、知名町報酬及び費用弁償条例の

一部を改正する条例についての案件であります。 

 農業委員会において農地利用最適化推進委員を設置したことに伴い、委員の報酬

を新たに追加するため、所要の改正をしようとするものであります。よろしくご審

議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
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については、原案のとおり可決されました。 

 本日はこれで散会します。 

 明日１０日は午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

散 会 午後 ４時５６分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 第１回知名町議会定例会 

 

 

第 ４ 日 

令和５年３月 10 日  
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令和５年第１回知名町議会定例会議事日程 

令和５年３月１０日（金曜日）午前10時00分開議 

 

 

１．議事日程（第４号） 

 ○開議の宣告 

 ○日程第 １ 議案第１４号 知名町職員の給与に関する条例の一部を改正する 

               条例について 

 ○日程第 ２ 議案第１５号 知名町公共施設総合管理基金条例の制定について 

 ○日程第 ３ 議案第１６号 知名町過疎地域産業振興促進条例の制定について 

 ○日程第 ４ 議案第１７号 知名辺地総合整備計画の変更について 

 ○日程第 ５ 議案第１８号 知名町テレワークオフィスの指定管理者の指定に 

               ついて 

 ○日程第 ６ 議案第１９号 知名町国民健康保険条例の一部を改正する条例に 

               ついて 

 ○日程第 ７ 議案第２０号 知名町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

               について 

 ○日程第 ８ 議案第２１号 知名町農村婦人センターの設置及び管理に関する 

               条例の全部を改正する条例について 

 ○日程第 ９ 議案第２２号 知名町道路線の認定について 

 ○日程第１０ 議案第２３号 知名町下水道事業の設置等に関する条例の制定に 

               ついて 

 ○日程第１１ 議案第２４号 第６次知名町総合振興計画（後期）について 

 ○日程第１２ 令和５年度 各会計当初予算一括提案（議案第２５号から議案第 

              ３２号） 

 ○日程第１３ 令和５年度 予算審査特別委員会の設置（各会計当初予算８件を 

              付託） 

 ○散会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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総 務 課 長  成 美  保 昭 君  町 民 課 長  平    和 仁 君 

総務課長補佐  岡 越    豊 君  保健福祉課長  中 村  里佐子 君 

企画振興課長  元 栄  吉 治 君  子育て支援課長  池 沢  由美子 君 

農 林 課 長

 

安 田  末 広 君  

教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

兼 学 校 給 食 

センター所長 

 

甲 斐  敬 造 君 

農業委員会事務局長

 

上 村  隆一郎 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

窪 田  政 英 君 

建 設 課 長  英    敬 一 君      

 



― 239 ― 

△開 会 午前１０時００分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 ご起立ください。 

 おはようございます。お座りください。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 議案第１４号 知名町職員の給与に関する条例の一部を 

             改正する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、議案第１４号、知名町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、議場におられる皆さん、改めましておはようございます。本日もいろ

いろとご審議のほど、よろしくお願いします。 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１４号は、知名町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例についての案件であります。 

 今回の改正は、５５歳を超える高齢層における給与水準の上昇を抑え、世代間の

給与配分を適正化するために実施された国の昇給・昇格制度の改正に準じ、５５歳

を超える職員の昇給について、標準の勤務成績においては昇給停止とするよう所要

の改正を行うものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○９番（西 文男君） 

 総括でお伺いをします。 

 南三町を比べて、国の給与標準に対する我が町の比率、パーセンテージ、隣町及

び与論町のと分かれば示していただきたいです。 

○総務課長（成美保昭君） 
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 南三町といいますか、ラスパイレス指数というのが公表されていますが、ちょっ

と今、資料がございませんが、知名町がかなり昨年度より高くなっています。これ

は、全体的に計算の中での年齢層とか級別の割合とかいろいろ勘案した中でちょっ

とこちらのほうが高くはなっていますが、特別に手当、給与等が高いということで

はありません。数値については後でまた報告させていただきます。 

○９番（西 文男君） 

 数値を持ってきて再度確認したいと思います。よろしいでしょうか、議長。 

○議長（福井源乃介君） 

 はい。 

○９番（西 文男君） 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 総括。 

○１０番（宗村 勝君） 

 今この文書を拝見しますと「勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定す

る」とありますけれども、それはどういうふうに判断するのか、詳しくお答えいた

だけたらと思います。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今現在、職員につきましては人事評価制度を導入しております。その中で標準と

いう結果を得られた方については、今回の条例の中では昇給がなしということにな

ります。ほかの職員もそうですけれども、ほかの職員の場合、標準でも定期昇給は

あります。さらに上の段階の評価が与えられた職員につきましては、さらなる勤勉

手当の割合を少し上げるとか、いろいろ評価に対する上乗せがあるんですけれども、

今回の条例の中では、標準とされた評価では定期昇給はありませんということです。 

〔「高齢層になったら」と呼ぶ者あり〕 

○総務課長（成美保昭君） 

 ５５歳以上の方です、今回の条例はですね。５５歳以上の方の定期昇給がなくな

りますという条例になります。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それによって５５歳以上の職員が頑張るといいんですけれども、頑張っていただ

くのがもちろん理想なんですけれども、ぜひ、それを職員も把握して頑張っていた

だけるようにお願いしたいと思います。 

 終わります。 
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○総務課長（成美保昭君） 

 先ほどの西議員からの質問でありますが、ラスパイレス指数に関しまして、これ

は令和４年４月１日現在のものですね。本町が９６．０、和泊町が９２．６、与論

町が８８．８となっておりますが、これについては年度年度でかなりの差が出てく

るところがあります。 

○９番（西 文男君） 

 年度年度の開きについて、理由まで付せていただいて説明を求めます。 

○総務課長（成美保昭君） 

 理由が、これは１つ２つとかじゃないんですけれども、その年に採用された職員

が例えば年齢が上の方、３０歳を超えている方がもしいたとすれば、経験年数とか

いうものを最初の初任給の設定の段階で決めるんですけれども、そこがなかなか低

いというか、公務員等で働いていてそのまま役場等に勤めていれば丸々見られるん

ですけれども、そうでない職業等がありますと、やはり低い段階から始めていかな

いといけないと。ただ、年齢は高いのに低い方が１級とかそのあたりにいる、そう

いったものでもこのあたりの数値は大分変わってくるところがあります。 

 さらに、期限付の職員等もこれに入っておりますので、年齢は上がっているんで

すが、なかなか補佐とか係長にいかないでこのまま下のほうに、号級ばかり大きく

なっていったりすると、この辺の数値が変わってくることになりますので、一概に

この２つだけではないんですけれども、その年の職員の配分状況といいますか、年

齢層によっても変わるところがかなり出てまいります。 

○９番（西 文男君） 

 一番大きい要因のところの説明だというふうに理解はしております。 

 そして、知名町はラスパイレス指数がずっと過去において一番高いという状況で

はないかなというふうに言われております。今の話を聞いて総合的に、計算方法、

当然複雑ということは理解をしております。過去において我が町よりもその指数、

高い町はありましたか、お伺いします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 ここに令和３年度の数値もありますが、令和３年度、知名町は８９．５です。な

ので、年度単位でもこれだけ開きがあるということで、一番高いのが鹿児島市の

９９．７、これは国家公務員の基準に対してのものですので国家公務員と同等とい

うレベルということですが、大島郡で言えば奄美市が９８．２ですね。その次が、

９４．９が喜界町、あと９３．幾つとか、そのあたりが並んでおります。 

○議長（福井源乃介君） 
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 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第５条第６項から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号、知名町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例については原案のとおり可決されました。 

 

△日程第２ 議案第１５号 知名町公共施設総合管理基金条例の制定 

             について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第２、議案第１５号、知名町公共施設総合管理基金条例の制定についてを議

題とします。 

 本案について説明を求めます。 
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○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１５号は、知名町公共施設総合管理基金条

例の制定についての案件であります。 

 今回の制定は、町が所有する公共施設等の長寿命化、更新及び除却等に要する経

費に充てることを目的とした新たな基金を設置するものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１１番（今井吉男君） 

 一般質問でも取り上げましたが、遊休施設がかなりあります。下平川幼稚園舎は、

今はぽてとが使っております。田皆の旧幼稚園も放課後児童クラブが使用していま

す。今使われていないのは住吉幼稚園舎、それから上城幼稚園舎、それからさくら

園の隣にありますひまわり苑舎跡地、ここは過去に２，０００万円のバリアフリー

ということで金をかけて改築もしております。 

 そういった基金はいいんですけれども、そういった施設を有効利用する方法、あ

そこは教員住宅がなければ教員住宅に改築するとか、やっぱり工夫して使わなきゃ、

新しいところを造って、サテライト、フローラルパークのところもありますけれど

も、あれもひまわり苑舎跡地とか活用すればできたんじゃないかと思いますので、

基金も大事ですが、そういう施設も十分活用するような考え、そういう計画はない

ですか。いかがですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 議員がおっしゃられますとおりに、今使っていない施設がかなりたくさんござい

ます。今回の庁舎移転に関しましても、庁舎跡地、さらには包括センター、保健セ

ンター、中央公民館、老人ホームもそうですけれども、これについて再利用の道を

探すことは探すんですが、やはり解体となってしまったときにその元手になるお金

がないということで、今回の基金の設置には至ったんですが、遊休施設の再利用化、

再活用化という件に関しましては、ほかの課にも全てに及ぶことでもありますし、

町長の施政方針の一部にも入ってきて計画の中にもありますが、いろいろ道は探っ

てはおりますが、一部は例えば水連洞の事務所とか、あそこについては今貸し出し

て個人の方が今、一生懸命オープンに向けて頑張っている、そういうところもござ

います。 
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 そういう話をいろんなところでしてそういう意見をいただいたときに、こちらか

らこういうものがある、こういうものがあるという打診はしておりますが、なかな

かやはり改修とかにかかる費用が膨大になるものですから、決定するところまでは

いっていない状況ですが、これからもその道は閉ざさずにやっていきたいと思って

おります。 

○１１番（今井吉男君） 

 町に改築費用がなければ民間に貸し出す方法もありますので、公募して貸し出し

て有効に活用しないと、もうそのままほっておきますと、今度はそれをまた解体す

る費用が発生してきますので、ぜひ民間に貸し出して、解体費用ぐらいは積み立て

るぐらいの気持ちでしないと、造ったはいいんだけれども放置したままではいずれ

また、もう年数が来たから解体、今度解体費用がないとか、それこそ有効に活用す

る方法、町で改築できなかったら民間に公募して、広報ちなとかに載せてどこどこ

の施設を貸し出したりする。広報をする必要もあるんじゃないか、どうですか。 

 広報。その貸出し。売却も含めてね。 

○総務課長（成美保昭君） 

 今現在、決算書にも載っておりますが、町が持っている財産の一覧表があります

が、その全てについてまだ精査が終わっていません。そういったものをなかなかマ

ンパワーが足りない状態で現場を全て見て回ることもできていない状況ですので、

そのあたりも含めてこれから、町の財産ですのでただこのまま眠らせておくわけに

もいかないと思いますので、議員がおっしゃられたとおり、使えるものは使えるよ

うな形で、まずは持っているものをちゃんと精査していきたいと思っております。 

○１１番（今井吉男君） 

 ぜひ、そのままほっておくんじゃなくてやっぱり有効活用して、もう本当に町で

使用する計画がなければ民間に売却するとかという方法も検討していただくよう要

請をして、終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○１２番（外山利章君） 

 お伺いします。 

 この公共施設の除却、更新に関わる費用、その基金についてですが、積立ては幾

らぐらいを大体目標にしておりますか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 繰越予算の２分の１を財政調整基金へ積み立てるという決まりはありますが、で
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きれば４分の１はこちらのほうに毎年積み立てるような考えを思っております。 

○１２番（外山利章君） 

 公共施設の総合管理計画の中に公共施設将来負担コストということで、４０年公

共施設の更新費用を試算すると５６０億５，０００万円、年平均１４億円かかると

いうことでここに書かれております。もちろんその中には、それを軽減するために

３０％軽減する努力も行うということで書かれておりますが、かなりの金額が将来

的に公共施設の維持にかかるという形になっております。そういう意味で言うと、

しっかりと基金という形で将来に備える形を取っていかなきゃいけないと思います

ので。 

 今、４分の１を基金に積み立てるというご答弁でした。一応それで足りると、計

算的には。できるだけ多く積み立てていきたいということで総務課長、答えられた

と思いますが、そういう考えでよろしいですか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 この基金につきましては、長寿命化を図る目的等も含まれておりますので、解体

のみではなくですね。なので、まだまだ数年積立てで、これは足りるという全然レ

ベルにならないと思いますが、やはり庁舎建設基金というものがもう終わりますの

で、この代わりになるものとなると、庁舎建設基金は庁舎の建設にしか使えないも

のですから、これからこういう目的の基金がないと運営というか、やっぱり施設を

管理していけないということがありまして設置した次第でありますので、本当、ど

れぐらいかかるかは今のところ試算はしておりませんが、そういう目的でつくって

おります。 

○１２番（外山利章君） 

 ちょっと質問の聞き方が分かりづらかったかなと思うところがありますが、今ま

では公共施設は便利、やっぱり必要だからということで建てることを重視していき

ましたが、もう今からは建てるのと一緒に壊すことも、そこを除却することも含め

て将来コストとして考えていかなければいけないというところが、行政の中でやっ

ぱりあると思います。そういう意味でもやはりこの基金、非常に大事なところだと

思いますので、しっかりと積み増していくように要請いたしまして、終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 
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 １ページ、第１条から附則まで。 

○３番（城村 誠君） 

 その基金はほぼほぼ金融機関に貯金される、その他で何か運用等をされているの

か、される予定があるのか、お聞きします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 現在、財政調整基金もそうですが、基金につきましてはただ残として置いている

だけじゃなくて、国債等を買ったりして常に利率のいいものに切り替えながら、運

用益を出して使っております。 

○３番（城村 誠君） 

 しっかりとその辺を考えて益を生むように、億単位のお金ですからね。今、二十

何億円積まれている、全体としてあるわけですから、運用益を生むような、利息を

得るようなもの、それを要請して終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ページごと、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１５号、知名町公共施設総合管理基金条例の制定については

原案のとおり可決されました。 

 

△日程第３ 議案第１６号 知名町過疎地域産業振興促進条例の制定 

             について 
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○議長（福井源乃介君） 

 日程第３、議案第１６号、知名町過疎地域産業振興促進条例の制定についてを議

題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１６号は、知名町過疎地域産業振興促進条

例の制定についての案件であります。 

 本案の制定は、令和５年度政府税制改正大綱の決定に伴い、奄美群島における産

業振興促進計画の対象区域と過疎地域持続的発展市町村計画において産業振興促進

事項に記載された区域が重複する場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法の規定に基づき、過疎地域における事業用設備等に係る割増償却制度及び過

疎地域における地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収補塡措置が適用され

ることとなったことに伴い、条例を制定するものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第５条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第５条から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１６号を採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号、知名町過疎地域産業振興促進条例の制定については

原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４ 議案第１７号 知名辺地総合整備計画の変更について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第４、議案第１７号、知名辺地総合整備計画の変更についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１７号は、知名辺地総合整備計画の変更に

ついての案件であります。 

 本案の変更は、知名辺地に係る総合整備計画書第３項、公共的施設の整備計画の

表中の農林漁業経営近代化施設の事業費が増額となったことに伴い、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条８項の規定に

基づき議会の議決を求めるものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 以前から問題になっていることなんですけれども、この字の構成の中に小米字と

いうのはないんですが、法律的にいろいろ地域の問題とかあると思いますけれども、

それは絶対に不可能なのか、小米字としては多分、字の昇格といいますか、それを

望んでいると思いますけれども、それは努力されているのか、もうその問題は何年

も前から出ていますが、そこらの問題、いかがでしょう。 

○総務課長（成美保昭君） 
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 これにつきましては、私も詳しい資料、以前のも持っていませんので、また調べ

てから後で回答いたします。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、１、辺地の概況から（５）農林漁業経営近代化施設まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、３、公共的施設の整備計画。 

○９番（西 文男君） 

 確認です。 

 １ページ、（３）高齢者施設の増進まで、これ老人ホームが築５０年、これも新

築されたんですが、まだ掲載して、これ、そのままどこかまたほかに建てるという

ことの計画なんですか。詳しく説明を求めます。 

○総務課長（成美保昭君） 

 ここに載っているのは変更分が載っているというわけではないんですけれども、

今回の変更につきましては、２ページの農林漁業経営近代化施設の上の段の括弧で

閉じられている、この金額のみが今回変わったところとなります。左の説明等につ

いては、変わったところは今回はありません。 

○９番（西 文男君） 

 いや、文言読んでみますと実施するとなっているんですけれども、もう実施した

のではないのか。そこら辺の文言は、変更でなくてそういう形でいいのかどうか、

説明を求めます。 

○議長（福井源乃介君） 

 掲載を続けていいのかということです。 

○総務課長（成美保昭君） 

 これが、２ページの一番上のほうにあるんですが、令和３年度から令和７年度ま

での５年間の計画となっておりまして、次の計画のときにはこのあたりの文言は全

て変更していきたいと思っております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 
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○９番（西 文男君） 

 確認です。 

 今後、資料において、計画中の事業が終了してもそのまま残さず、全ての書類に

おいてその計画期間内は文言を変えずにするという認識でよろしいかどうか、お伺

いします。意味は分かりますか。 

○議長（福井源乃介君） 

 もう一度。 

○９番（西 文男君） 

 今回、分かりました。継続中と、期間内で。施設のほうは完成して、現在もう町

内の受入れをし、援護しております。 

 ただ、これ総合の計画の変更の中で、それ、ほかのやつの事業、例えばほかの事

業の中でも途中で終わってもそのまま文言を変えずにこれのように実施するとした

のは、ただ、その理由としては計画内ですよと、だからこの文言はそのままですよ

と、全て統一するのかどうか。 

○総務課長（成美保昭君） 

 この辺地総合整備計画につきましては、起債の関係がありますので、それに対し

て計画が終わったごとに名称変更というものができないようになっておりますので、

この期間につきましては文言等はこのままにしておかないといけないということに

なっています。 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号、知名辺地総合整備計画の変更については原案のとお

り可決されました。 
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 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午前１０時３５分 

─────────────── 

再 開 午前１０時３６分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第５ 議案第１８号 知名町テレワークオフィスの指定管理者 

             の指定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第５、議案第１８号、知名町テレワークオフィスの指定管理者の指定につい

てを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 では、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１８号は、知名町テレワークオフィスの指

定管理者の指定についての案件であります。 

 デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し整備しました当該施設を民間事業

者の知見を活用し、利用者のニーズに応じたサービスを提供するため、知名町公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第５条の規定に基づき設

置した選定委員会において審議を行い、令和５年４月１日から令和８年３月３１日

まで、当該施設の指定管理者として一般社団法人ツギノバを選定しました。今回の

指定に際し､知名町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第

１項の規定により､議会の議決を求めるものであります。 

 以上、知名町テレワークオフィスの指定管理者の指定についてご説明を申し上げ

ました。よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 この指定管理者の事務所は北海道になっていますけれども、沖永良部にも事務所
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を開設する予定でしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 指定管理者の住所につきましては、知名町にある必要はないというふうにありま

すので、知名町の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例というのがあ

りますけれども、その中に特に指定管理者の住所につきましては知名町に置く必要

はないということがありますので、北海道にあっても問題はないと思っております。 

 ただ、活動拠点はここに置いていますので、指定管理するに当たって支障はない

ものと考えております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 法人税等は知名町に還元されるんでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 法人税につきましてはその住所を置いているところになると思いますが、ただ、

今現在、実際に３名の方が知名町に移住してきております、指定管理者のツギノバ

に雇用されるためですね。半年以上前からもう知名町に住所を置いて定住している

ということと、あとツギノバさんにおいては、何回か述べていると思いますけれど

も、町の第６次総合振興計画の策定から現在までいろいろな事業に関わってきてお

ります。それから、自主事業としてｅｎｔａｋｕの開設であったり、あと、さかさ

ま不動産のウェブ上の開局であったり、町について非常に貢献しているということ、

それから今現在、アルバイトももう１０名近く雇用して町の事業に参画していると

いうこともありまして、今回の一般社団法人ツギノバさんに指定管理をするのが一

番よいのではないかということの提案で、今回上げさせていただいております。 

○１０番（宗村 勝君） 

 今、アルバイトとおっしゃいましたけれども、職員としての採用ももちろんお考

えだと思いますけれども、それも含めて、テレワークオフィスの職員も地元採用も

あるのかも一緒にお答えいただきたいと思います。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今後、テレワークオフィスの管理運営につきましては、令和５年度から事業が始

まって企業等が入ってくると思います。その状況を見ながら検討していくという形

になると思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○３番（城村 誠君） 

 今のアルバイトの人数なんですけれども、この前、ｅｎｔａｋｕに行って聞いた
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ら、高校を卒業して出ていくまでの短期のアルバイト、それも全部入れて１０人だ

ということですよ。今、何人なのか分かりますか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今、高校生、おっしゃったような感じで入っていますけれども、例えばですけれ

ども、時間で４時間とか、忙しいときとかいう形での方も含めて約１０名というこ

とで、今後も考えているようでございます。 

○３番（城村 誠君） 

 報道か何かで１０人、物すごい貢献しているなと思ったら、ただ、もう島から出

ていくまでの短期間だったんですよね。それで、今はちょっと人が足りなくて誰か

紹介してくれないかと、今そういう状態ですから、どんどん島の人間を採用しても

らって知名町に貢献していただかないといけないわけです。 

 それと、指定管理の期間が３年間、ツギノバさんがこの指定管理、今回このテレ

ワークオフィスですよね。長らくホテルとか振興開発公社等に指定管理している場

合は、ホテルは期間は何年ですか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 ホテルの場合は５年というふうになっております。 

○３番（城村 誠君） 

 やはり最初はいろいろあると思います。ここは期間が３年になっていますから、

まだ住所も北海道になっていますので、次更新するときには５年間でいいと思いま

すが、最初はある程度期間を短くして、それも踏まえてこの３年間の期間になって

いるのか、また次、更新するときは５年になるのか、お聞きします。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 今回３年間という形にしている理由は、今現在、令和５年度から始まりますけれ

ども、３年後は自立していくと。要するに、町が今回指定管理料も払いますけれど

も、それも、できれば町から頂かずに今ある施設を回していって自立していきたい

という意向もありまして、今回は３年間という形になっております。令和８年度か

らはできれば自分たちで事業を回していきたいというふうなことで、３年という形

になっております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号、知名町テレワークオフィスの指定管理者の指定につ

いては原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第６ 議案第１９号 知名町国民健康保険条例の一部を改正す 

             る条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第６、議案第１９号、知名町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第１９号は、知名町国民健康保険条例の一部

を改正する条例についての案件であります。 

 今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する政令の公布に伴い、出産育児一時

金の支給額を現行の４０万８，０００円から８万円を増額し４８万８，０００円と

することと併せて、条文中の文言について所要の整理を行うものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 よろしいですか。 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第４条から経過措置まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１９号、知名町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いては原案のとおり可決されました。 

 

△日程第７ 議案第２０号 知名町国民健康保険税条例の一部を改正 

             する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 
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 日程第７、議案第２０号、知名町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２０号は、知名町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例についての案件であります。 

 今回の改正は、地方税の税制改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額を引き上

げるとともに、国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象

世帯に係る所得判定基準を改正するため、条例の一部を改正することと併せて、条

文中の文言について所要の整理を行うものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 １ページ、第１条から附則まで。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 ５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ６ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ８ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２０号、知名町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついては原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第８ 議案第２１号 知名町農村婦人センターの設置及び管理 

             に関する条例の全部を改正する条例につ 

             いて 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 
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 日程第８、議案第２１号、知名町農村婦人センターの設置及び管理に関する条例

の全部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２１号は、知名町農村婦人センターの設置

及び管理に関する条例の全部を改正する条例についての案件であります。 

 今回の改正は、同施設の利用対象者や利用目的が限定的であったことから、施設

の有効活用と稼働率を高め、地場産品の開発を促進するため、条例の全部を改正す

るものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第６条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第６条から附則まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２１号、知名町農村婦人センターの設置及び管理に関する条

例の全部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第９ 議案第２２号 知名町道路線の認定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第９、議案第２２号、知名町道路線の認定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２２号は、知名町道路線の認定についての

案件であります。 

 本路線は、農免道路整備事業実施のため令和７年に町道廃止としていましたが、

事業区域外であり農道認定されないため、今回、町道上城西字内線、町道上城下城

線として認定するものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

 路線番号１８４、上城西字内線、路線番号１８５、上城下城線について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２２号、知名町道路線の認定については原案のとおり可決さ

れました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第１０ 議案第２３号 知名町下水道事業の設置等に関する条 

              例について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１０、議案第２３号、知名町下水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２３号は、知名町下水道事業の設置等に関

する条例の制定についての案件であります。 

 これまで特別会計で事業を行っていた知名町下水道事業、知名町農業集落排水事

業、知名町合併処理浄化槽事業の３会計について、地方公営企業法を適用させるこ

とから、公営企業として新たに知名町下水道事業を設置するため、本条例を定める

ものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１１番（今井吉男君） 

 令和５年度からは課の名称が水道課から上下水道課になるようですが、職員数は

何名増員ですか。現在のままでいかれるのか、増員は何名されるか、お伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 課の名称変更とともに課の人数を、ほかの課の要求人数といろいろ勘案して、今、

課の配置人数については検討している最中でございます。 

 今、水道課の職員と、あとこれに関する職員を何名配置できるかということにつ
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きましては現在まだ検討中でございます。 

○１１番（今井吉男君） 

 統合されて、町民も大変これは、今までは水道課、それから耕地課、建設課とそ

れぞれの場所に業者の皆さんも行かれていましたが、今回一本化すれば、大分やっ

ぱりその辺は利便性が図られると思います。ぜひ、適正な職員を配置して不備のな

いようにしていただくよう要請をして、終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、第１条から第４条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、第４条から第９条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ、第９条から附則第４条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ、附則第４条から附則第７条まで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ５ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２３号、知名町下水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いては原案のとおり可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第１１ 議案第２４号 第６次知名町総合振興計画（後期）に 

              ついて 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第１１、議案第２４号、第６次知名町総合振興計画（後期）についてを議題

とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第２４号は、第６次知名町総合振興計画（後
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期）についての案件であります。 

 令和２年３月に策定しました第６次知名町総合振興計画の後期が令和５年度から

始まることに当たり、社会情勢の変化に合わせて、財政、脱炭素、デジタルトラン

スフォーメーションについての考え方をするとともに、ミッション１「いつまでも

暮らし続けたい環境の維持・整備」に水道水の硬度低減化の文言を追加しましたの

で、知名町議会基本条例第８条第１項第１号の規定に基づき議会の議決を求めるも

のであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 この総合計画の中で「いつまでも暮らし続けたい環境の維持・整備」とあります。

私が言いたいのは、知名町民がいつまでも暮らし続けたいという言葉ですけれども、

知名町の教育委員長、教育長経験者も永良部を引き揚げて鹿児島に行っております。

また、沖永良部高校の本町出身の校長先生三、四人、鹿児島に引き揚げております。

そういうことをしますと町民に示しがつかないかなと思っておるところであります

が、今の現教育長、鹿児島にお住まいかどうか分かりませんけれども、ぜひいつま

でも暮らし続けてほしいということを願っております。町長からそういうご指導を

いただけたらと思います。一言お願いします。 

○町長（今井力夫君） 

 なかなか、個人の居住権という国法の下に我々の生活というのが守られている中

でございます。 

 議員がおっしゃるように、人口減少の中で何度か申し上げたことがございます。

ほかの地域から人を呼び集める、人の奪い合い合戦をして人口を維持していくとい

うのは、私としては好ましいやり方ではないなと思っております。この地に住んで

いる人たちがこの地を愛し、いつまでも長く住んで、この地で人生を全うしていた

だけるような、そういうまちづくりというのをしていきたいなという思いから、い

つまでも住み慣れたところで暮らし続けられるような環境整備というのをしていく

必要があるのかなという視点で、このようなミッション１というのをつくり上げて

ありますけれども、確かに、それぞれの家庭の事情等もあって転出される元住民の

方もいらっしゃいます。 

 その辺については、可能な限り、縁ある、そして自分の生まれ故郷であるこの知

名町において生涯を全うできるような、そしてその中でコミュニティーに参加し、
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そして社会に自分のこれまでの経験を十分に還元していけるような、そういう人生

を送っていただきたいということは、常日頃からいろいろな方に申し上げていきた

いなと今後も思っております。 

 以上です。 

○１０番（宗村 勝君） 

 それ、町民からの声なんです、はっきり申し上げて。特に教育者は、地元を離れ

て大都会に住みたがります。大都会というか、鹿児島市内とか奄美市とかですね。

そういう声があります。なぜ校長を終わったらわざわざ鹿児島に引き揚げるんだと、

そういう声がありますので、そこらも町長からぜひ、これからの採用も含めてお考

えいただきたいです。 

 終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

○１番（福川勝久君） 

 総括でお願いします。 

 いつもこの総合振興計画、２１という数字があるので、ちょっとその２１の字に

ついてお伺いします。 

 町として２１の各字の特徴・特性、またその字が抱える課題、そういったのは把

握されているのか。その辺把握してあれば、やっぱり弱いところからどうにかでき

るのかなと思います。全てがあれじゃないんで自助・公助・共助と言われています

けれども、町としてその辺の特性、課題を把握しているのか、お伺いします。 

○町長（今井力夫君） 

 一つ一つの字の課題について、それぞれの字が課題をたくさん持っていると思い

ます。総じて言えば、まず人口減少が上げられるのではないかなと。どの字におい

ても、人口減少から生じてくるコミュニティーの維持をどう進めていくかというこ

とは非常に大きな課題になっているのかなと思っております。 

 私がこの２１の字の発展なくして知名町の発展はなしというのをふだんから申し

上げておりますのは、一度申し上げたことがありますけれども、町がこれをしまし

ょう、あれをしてください、あなたの字はこれをしてくださいと、私が区長だった

らそれは大きなお世話だと、自分の字は自分たちでまずやるから、自助でいきます

よと。その後、この件に関しては町からバックアップがいただきたいと、そういう

のが私は自主性のある、主体性のある字づくりではないかなと思っておりますので、

区長会のときにいろいろお話をしますけれども、いついつどの字がこういう活動を
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して非常に新聞紙上でも好評いただいております、各字それぞれいろいろな取組を

されていると思いますので、ぜひこういう区長会の場で、自分たちの字はこういう

今状況にあるけれども、こういうことをして字の活性化に努めておりますというの

をどんどんオープンにして広報していっていただいて、そしてそのことがほかの字

においては、あ、あれをまねしようかなと、これは非常に参考になるなというよう

な形で動いていくのかなと思っております。 

 それぞれの字にはそれぞれの字の課題等が大いにあるというのは分かっておりま

す。自分たちの持っている文化財について、これを自分たちだけでは保存できない

なと、自分たちだけではこの伝統文化を維持できないなというようなのが多々ある

のではないかなと思います。上平川においては、大蛇踊りに使いますあの大蛇の更

新というのが字の経済力だけでは難しいと、ぜひ材料費だけでも、あとはこちらで

どうにかなりますと、そういう主体的に自主的な活動に対しまして申入れがあった

ものに対しては、町で対応できるものは随時対応してきたところでございます。住

吉字においても高倉のかやぶきをどう復興させていくのかということに対したり、

徳時字については、あの土俵を自分たちで造りますので、自分たちの力でやります、

ただ幾つかの材料費が不足しますのでというふうな、そういうようなそれぞれの字

はそれぞれの字において文化保存などにおいても課題を持っていると思います。 

 それぞれの字が、それぞれの力で解決していく、それを我々がバックアップでき

るような町政であればいいのかなと思っております。 

○１番（福川勝久君） 

 確かに、やっているところもあるとは思うんですが、区長さんでも字でも、人が

少なかったりとか実際やる人がいないからやっている方もおられると思うんで、そ

ういった中で、ほかのそうやってできるところは羨ましいなと思うこともあると思

うんですが、ここに２１の暮らしと書いているのがあるんだったら、やっぱり頑張

るところは頑張って、何かあれば手助けするんではなくて、ちゃんと２１の字を見

てもらいたいなと思う意見なんですが、ずっと何年たっても、やるところはやるし、

できないところはどうにか一生懸命頑張ってはいると思うんですが、それをずっと

そのままやっていても、多分この２１の暮らしは大切になるのかなと思うんで、や

っぱりもうちょっと何か、これせい、あれせいと言うわけではないと思うんですが、

何かやってみようかなと、ちょっとそういったのが町のほうからあれば、やる気も

出るのかなと思います。 

 あと一つは、大津勘にサクタマタとあるのはご存じですか。大津勘字にサクタマ

タというところがあって、そこの人からちょっと相談があって、水田のほうからず
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っとビーチロックまで続いているんですかね。そこは、もう昔から人が何か生活し

ていた跡というか、いろんな島で生えていないような、湿気が多い土地なんで、そ

ういった植物が生えていたりするので、一回、町のほうに調査というかそういう、

ふるさと探検隊だったかな、入ってはいると思うんですが、またそういったのを、

そういう大津勘字とか特に人もいないし、そういう字の特性ですか、そういった場

所があるからそういった場所を調査して、観光でもいいし、島の人なんかでもそこ

の文化とかも分かると思うんで、またそういった要望とかあれば対応できるように

要請して、終わりたいと思います。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 まず、１ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ、「総合振興計画ってなに？」というところ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ３ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ４ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ５ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ６ページ。 

○３番（城村 誠君） 

 ６ページ、町の財政についてというところがあるんですけれども、少なくなる自

主財源、苦しい町財政の下、優先順位をつけて対応していくと。 

 町長に伺いますけれども、町長、選挙に出たときに公約を上げておられます。少
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子高齢化対策、水道の軟水化、これはいまだに、そのときに当選して町長になって

から後も、もうそれは間違いなく優先順位は常に上のほうにあるものなのでしょう

か。 

○町長（今井力夫君） 

 お答えします。 

 水道の硬度低減化というのは、本町にとっては非常に大きな事業になるのではな

いかなと思っております。そういう意味では、優先順位は非常に高い位置にありま

す。 

 今現在、例えば緊急管路改善事業で水道管を全部随時新しくしていっております

けれども、例えば、この事業を硬度低減化をもししなければ、これから送り出して

いく配管がどんどん詰まっていって、結局は数年ごとに管路の張り替えもしていか

なきゃいけない。それに要する費用というのはかなりの費用がかかってきます。そ

ういうふうなことも踏まえながら、島外に出ていく余分なお金というのをどう削除

していって、これを域内経済循環の中に回していくのかと、このことは非常に大事

なことだと思っております。 

 このサンゴ礁の島で、奄美群島の中で知名町だけこれだけ水道の設備が遅れてい

る。このことがいろいろなところに経済面でも波及して、ふだんの生活の中でも波

及してきていると。これをいつまでも次の世代に回していったんでは、我々は本当

に次の世代に申し訳ないことではないかなと思っております。そういう意味で、町

の課題として硬度低減化というのは必ず成し遂げていかなきゃいけない事業だと私

は思っております。 

○３番（城村 誠君） 

 それでは、総務課に問います。 

 行政のトップとして町長が入りました。そこで公約に少子化対策、硬度低減化事

業があります。全体の事業を止めて、どうしてもやっぱり総務課としても、町長が

そう言っているものに対しては優先順位を上げるしかない、そういう判断を下した

のか、お聞きします。 

○総務課長（成美保昭君） 

 私どもは、トップは町長でございますので、町長が公約として上げたものに対し

てどれだけ実現できるかを、特に財政を基本として、財政がないところではできま

せんので、今これをやるためには、これとこれを同時にやるとこうなる、そういっ

たシミュレーションを町長室に行って担当も含めて、これは前のときからずっと同

じような体制というか、やり方をしておりますが、今の財政状況だけではなく、次
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の、過去においてこういう状況に陥るところまで説明しながら、その中での最初の

選択は当然町長が行うべきでありますので、私どもの使命といたしましてはそうい

うことをしております。 

○３番（城村 誠君） 

 優先順位をつける、その後に取捨選択をしていくことも求められると書かれてお

りますので、財政を見ながらしっかりとした判断を町長にも総務課にも要請して、

終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 ７ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ８ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ９ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １０ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １１ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 １２ページまで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２４号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２４号、第６次知名町総合振興計画（後期）については原案

のとおり可決されました。 

 議場の整理を行いますので５分間休憩します。 

 ３０分から再開します。 

休 憩 午前１１時２３分 

─────────────── 

再 開 午前１１時２９分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第１２ 「予算審査特別委員会」付託 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１２、議案第２５号、令和５年度知名町一般会計当初予算から議案第

３２号、令和５年度知名町下水道事業会計当初予算までの８件は、一括して議題と

いたします。 

 ただいま一括議題となっています議案第２５号から議案第３２号までの８件の議

案は、後ほど設置予定の予算審査特別委員会に付託したいと思いますので、会議規

則第３９条第２項の規定により、町長の提案理由の説明は省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２５号から議案第３２号までの８件の議案は、提案理由の説

明を省略することに決定しました。 

 

△日程第１３ 予算審査特別委員会の設置 

 

○議長（福井源乃介君） 
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 日程第１３、特別委員会の設置についてお諮りします。 

 先ほど一括提案されました議案第２５号から議案第３２号までの８件の議案は、

議長を除く１１名で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２５号から議案第３２号までの８件の議案は、予算審査特別

委員会に一括して付託することに決定しました。 

 これで、本日の日程は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

散 会 午前１１時３１分 
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令和５年第１回知名町議会定例会議事日程 

令和５年３月１３日（月曜日）午前11時20分開議 

 

 

１．議事日程（第５号） 

 ○開議の宣告 

 ○日程第 １        予算審査特別委員会付託事件の報告（令和５年度 

               各会計当初予算（議案第２５号～議案第３２号）） 

 ○日程第 ２ 議案第３３号 知名町フローラル館の設置及び管理に関する条例

               の一部を改正する条例について 

 ○日程第 ３ 議案第３４号 おきのえらぶ島産業クラスター創出拠点の指定管

               理者の指定について 

 ○日程第 ４ 同意第 １号 知名町監査委員の選任に付き同意を求めることに

               ついて 

 ○日程第 ５ 発議第 ２号 知名町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

               について 

 ○日程第 ６ 発議第 ３号 議員派遣について 

 ○日程第 ７ 決定第 ２号 知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求めるこ

               とについて 

 ○日程第 ８ 決定第 ３号 知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求めるこ

               とについて 

 ○日程第 ９ 決定第 ４号 閉会中の継続調査の件について 

 ○日程第１０ 決定第 ５号 閉会中の継続調査の件について 

 ○閉会の宣告 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

 ○議事日程のとおり 
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１．出席議員（12名） 
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１．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名 
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今 井  力 夫 君  

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 
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教 育 委員 会 事 務 局 長 

兼学校教育課長 

兼 学 校 給 食 

センター所長 

 

甲 斐  敬 造 君 
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安 田  末 広 君  

教 育 委 員 会 

事 務 局 次 長 

兼生涯学習課長 

兼中央公民館長 

兼 図 書 館 長 

 

窪 田  政 英 君 

農業委員会事務局長  上 村  隆一郎 君  水道課長補佐  中 山  昌 昭 君 
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△開 会 午前１１時２０分 

 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本日の会議を開きます。 

 

△日程第１ 予算審査特別委員会付託事件の報告 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第１、予算審査特別委員会付託事件の報告の件を議題とします。 

 本定例会において付託しました予算審査特別委員会から審査報告書が提出されて

いますので、委員長の報告を求めます。 

○７番（新山直樹君） 

 知名町議会議長、福井源乃介殿。 

 知名町議会予算審査特別委員会委員長、新山直樹。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会は、令和５年第１回知名町議会定例会において付託された下記事件を審

査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定により報告しま

す。 

 １、委員会名称、予算審査特別委員会。 

 ２、設置年月日、令和５年３月１０日。 

 ３、審査期間、令和５年３月１０日から３月１３日、４日間。 

 ４、付託事件、議案第２５号、令和５年度知名町一般会計当初予算。 

 議案第２６号、令和５年度知名町国民健康保険特別会計当初予算。 

 議案第２７号、令和５年度知名町介護保険特別会計当初予算。 

 議案第２８号、令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計当初予算。 

 議案第２９号、令和５年度知名町奨学資金特別会計当初予算。 

 議案第３０号、令和５年度知名町土地改良事業換地清算特別会計当初予算。 

 議案第３１号、令和５年度知名町水道事業会計当初予算。 

 議案第３２号、令和５年度知名町下水道事業会計当初予算。 

 ５、審査結果、付託事件全てを原案のとおり可決すべきものと決定する。 

 ただし、予算審査特別委員会委員長報告書附帯意見は次のとおりである。 

 予算審査特別委員会委員長報告書附帯意見。 

 １、人口減少が進む中、新たな価値観の創造やデジタル化が推進されており、時
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代に即した行財政改革を進めること。 

 ２、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業については、詳細かつ丁寧に説明

を行い、事業精査すること。 

 ３、厳しい財政状況や働き方改革の観点を踏まえ、限られた資源を活用するため、

これまで以上に廃止や休止を含めた事業見直しを行うこと。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから委員長報告及び委員長報告附帯意見に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第２５号、令和５年度知名町一般会計当初予算についてから議案第３２号、

令和５年度知名町下水道事業会計当初予算についてまでの８件は、一括して採決し

ます。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は、８件とも原案可決です。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔「起立多数」〕 

○議長（福井源乃介君） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第２５号、令和５年度知名町一般会計当初予算についてから議

案第３２号、令和５年度知名町下水道事業会計当初予算についてまでの８件は、委

員長の報告のとおり原案可決されました。 

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。 

 

△日程第２ 議案第３３号 知名町フローラル館の設置及び管理に関 

             する条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（福井源乃介君） 
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 続けます。 

 日程第２、議案第３３号、知名町フローラル館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第３３号は、知名町フローラル館の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例についての案件であります。 

 今回の改正は、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、今まで利用され

ていなかったフローラル館の休憩室を個室や会議室を備えたオフィススペースに改

修したことから、所要の改正を行うものであります。 

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

○１０番（宗村 勝君） 

 テナント１からテナント５までとありますけれども、その内容をお知らせくださ

い。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 テナント１がフローラル館の２階というか、せりよさがテナント１、それから、

テナント２がフローラル館の裏側というか、道路側に面していますケイビングガイ

ド連盟がテナント２を借りています。テナント３はアミーゴが借りています。テナ

ント４が今回整備したｅｎｔａｋｕで、テナント５が、今、使われてなかった休憩

室をテナント５という形で改修しているところでございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。 

 １ページ、附則まで。 

○１２番（外山利章君） 

 総括でお伺いすればよかったのかもしれないんですけれども、各テナントとの契

約書というものは結ばれていますでしょうか。 
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○企画振興課長（元栄吉治君） 

 おきのえらぶフローラル株式会社と、そこの各テナントが契約という形なります。 

○１２番（外山利章君） 

 その契約に基づいて今回のように賃借料という形で金額が設定されていますが、

その分、これまでのテナントの方々で滞納がある、もしくはそれについて対応して

いるということはありますでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 滞納は、１事業者が今現在ある状況でございます。その方を呼んで、払ってくだ

さいという形でやったんですが、本来は月で払うべきものを年間にいろんな時点で

払っていただくという形になっています。１事業者については、令和４年度につい

ては、今、一度も払われていない状況でございます。 

○１２番（外山利章君） 

 やはりフローラルホテル自体、株式会社が経営が非常に厳しい状態の中で貴重な

収入減であります。その点については契約書を交わせているのであれば、しっかり

と法的なことも考慮しつつ収入確保の手段に当たっていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○企画振興課長（元栄吉治君） 

 その１事業者については非常に苦慮している状況でございまして、毎月、請求書

を出しています。督促も出して、３月になお払われない場合には、それなりの対応

をしようというふうに今のところ考えております。 

○議長（福井源乃介君） 

 ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これでページごとによる質疑を終わります。 

 次に、新旧対照表による質疑を行います。 

 １ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ２ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで新旧対照表による質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３３号、知名町フローラル館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第３ 議案第３４号 おきのえらぶ島産業クラスター創出拠点 

             の指定管理者の指定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 続けます。 

 日程第３、議案第３４号、おきのえらぶ島産業クラスター創出拠点の指定管理者

の指定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました議案第３４号は、おきのえらぶ島産業クラスター

創出拠点の指定管理者の指定についての案件であります。 

 当該施設については、平成３０年４月１日から一般社団法人おきのえらぶ島観光

協会が指定管理者として管理を行っておりますが、本年３月３１日で指定期間が終

了することから、知名町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行

規則第５条の規定に基づき設置した選定委員会において審議を行い、令和５年４月

１日から令和１０年３月３１日まで、当該施設の指定管理者として、一般社団法人

おきのえらぶ島観光協会を選定しました。 

 今回の指定に際し、知名町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

第５条第１項の規定により議決を求めるものであります。 
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 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから本案に対する総括的質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで総括的質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３４号、おきのえらぶ島産業クラスター創出拠点の指定管理

者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

 午後１時から再開します。 

休 憩 午前１１時３６分 

─────────────── 

再 開 午後 １時００分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△日程第４ 同意第１号 知名町監査委員の選任に付き同意を求める 

            ことについて 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第４、同意第１号、知名町監査委員の選任に付き同意を求める件を議題とし

ます。 
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 提出者の説明を求めます。 

○町長（今井力夫君） 

 それでは、監査委員選任につきまして提案理由を申し上げます。 

 ただいまご提案申し上げました同意第１号は、知名町監査委員の選任に付き同意

を求めることについての案件であります。 

 同意案件は、田畑圭一氏の任期満了に伴い、新たに安田末広氏を知名町監査委員

に任命したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める

ものであります。 

 よろしくご審議の上、同意くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（福井源乃介君） 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから同意第１号、知名町監査委員の選任に付き同意を求める件を採決します。 

 この採決は無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（福井源乃介君） 

 ただいまの出席議員数は１１名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に福川勝久君及び奥山雅貴君を

指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（福井源乃介君） 

 なお、念のために申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記

載してください。 

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 
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 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席順に従って投票をお願いします。 

〔投  票〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 立会人は、前にお願いいたします。 

〔開  票〕 

○議長（福井源乃介君） 

 開票の結果を報告します。 

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち、賛成１１票、反対ゼロ票。 

 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、同意第１号、知名町監査委員の選任に付き同意を求める件は同意さ

れました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（福井源乃介君） 

 しばらくお待ちください。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 午後 １時０９分 

─────────────── 

再 開 午後 １時１０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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△日程第５ 発議第２号 知名町議会の個人情報の保護に関する条例 

            の制定について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第５、発議第２号、知名町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

○１２番（外山利章君） 

 提案理由について説明いたします。 

 知名町議会の個人情報の保護に関する条例の制定は、個人情報の保護に関する法

律、平成１５年法律第５７号の一部改正等により個人情報の保護に関する規律が同

法に一元化されることに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定め、知名町議会に

おける個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有す

る個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることによ

り議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利・利益を保護すること

を目的とします。 

 また、この条例においては、議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した

個人情報であって職員が議会事務局の事務で利用するものとして、知名町議会の個

人情報を保護のために、条例を制定するために発議をします。 

○議長（福井源乃介君） 

 これで提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りしたいと思います。 

 本案については、質疑及び討論は省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、質疑及び討論は省略することに決定しました。 

 これから、発議第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



― 282 ― 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号、知名町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第６ 発議第３号 議員派遣について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第６、発議第３号、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、会議規則第１２９条第１項の規定によって、お手元に

配付してありますとおり、議員を派遣したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第３号、議員派遣の件については、お手元に配付してあります

とおり派遣することに決定しました。 

 

△日程第７ 決定第２号 知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求 

            めることについて 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第７、決定第２号、知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求める件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 知名町人権擁護委員の推薦につき意見を求められていますが、別紙のとおり、園

田公子氏を推薦することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、知名町人権擁護委員として園田公子氏の推薦は適任と認めることに

決定しました。 
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△日程第８ 決定第３号 知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求 

            めることについて 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第８、決定第３号、知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求める件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求められていますが、別紙のとおり、榮

 照和氏を推薦することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、知名町人権擁護委員として榮 照和氏の推薦は適任と認めることに

決定しました。 

 

△日程第９ 決定第４号 閉会中の継続調査の件について 

 

○議長（福井源乃介君） 

 日程第９、決定第４号、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 議会運営委員長から、目下委員会において審査中の件について、会議規則第

７５条の規定によって、お手元に配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続

審査の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。 

 

△日程第１０ 決定第５号 閉会中の継続調査の件について 
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○議長（福井源乃介君） 

 日程第１０、決定第５号、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長から、目下委員

会において審査中の件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付

のゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会に関する事項について、

閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

 ここでしばらく休憩します。 

休 憩 午後 １時１７分 

─────────────── 

再 開 午後 １時４０分 

○議長（福井源乃介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福井源乃介君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 ご起立ください。 

 令和５年第１回知名町議会３月定例会を閉会します。 

 一同、礼。お疲れさまでした。 

閉 会 午後 １時４０分 
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